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1 井上正鐡と気吹舎の接近

井
上
正
鐡
と
気
吹
舎
の
接
近

荻
　
原
　
　
稔

は
じ
め
に

　

井
上
正
鐡
（
一
七
九
〇
～
一
八
四
九
）
は
、
江
戸
郊
外
の
足
立
郡
梅
田
村
（
現
在
の
足
立
区
梅
田
）
の
神
明
社
神
主
と
し
て
、
天
保
十

一
年
（
一
八
四
〇
）
に
教
化
活
動
を
開
始
し
、
わ
ず
か
三
年
の
活
動
の
う
ち
に
寺
社
奉
行
の
取
締
に
よ
り
三
宅
島
に
遠
島
と
な
っ
て
、
そ

の
地
で
没
し
た
人
物
で
あ
る
。
の
ち
に
教
派
神
道
の
一
つ
「
禊
教
」
の
教
祖
と
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
当
時
の
数
多
の
教
化
活
動
家
た
ち

の
一
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
井
上
正
鐡
と
、
江
戸
に
お
け
る
国
学
の
セ
ン
タ
ー
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
い
え
る
気
吹
舎
・
平
田
家
と
の

接
近
に
つ
い
て
、「
気
吹
舎
日
記
」
の
記
録
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
井
上
正
鐡
と
気
吹
舎
・
平
田
家
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
わ
る
記
録
等
を
時
間

経
過
に
よ
り
整
理
・
対
照
し
な
が
ら
、
両
者
の
接
近
の
ミ
ク
ロ
な
意
味
合
い
を
描
き
出
し
、
近
世
末
期
に
お
け
る
教
化
活
動
の
一
側
面
を

明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
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井
上
正
鐡
と
気
吹
舎
・
平
田
家
の
接
近
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
時
期
が
あ
る
。
第
一
の
時
期
は
、
井
上
正
鐡
が
ま
だ
求
道
途
上
で
あ
っ

た
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
十
月
か
ら
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
二
月
ま
で
の
約
五
年
半
に
お
け
る
数
回
の
往
来
で
あ
る
。
第
二
の
時

期
は
天
保
十
二
・
十
三
年
（
一
八
四
一
・
一
八
四
二
）
と
二
度
に
わ
た
る
取
締
を
受
け
た
井
上
正
鐡
が
、
自
分
の
教
説
は
白
川
家
の
教
え

か
ら
逸
脱
し
て
い
な
い
と
主
張
し
た
吟
味
筋
に
あ
た
っ
て
、
白
川
家
関
東
執
役
と
気
吹
舎
・
平
田
家
の
間
で
寺
社
奉
行
へ
の
上
言
書
の
提

出
が
話
題
と
な
り
、
後
に
「
神
祗
伯
家
学
則
」
と
さ
れ
る
文
書
が
偽
作
さ
れ
て
い
く
経
過
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
回
の
接
近
に
つ
い
て
、

具
体
的
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一　

井
上
正
鐡
と
気
吹
舎
の
最
初
の
接
近

　

第
一
の
時
期
の
接
近
は
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
十
月
か
ら
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
二
月
ま
で
の
約
五
年
半
の
間
に
お
け
る
五

回
ほ
ど
の
往
来
で
あ
る
が
、「
気
吹
舎
日
記
」
で
の
初
出
は
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
十
月
十
日
に
「
井
上
東
圓
初
め
て
来（
１
）」

と
い
う

も
の
で
あ
る
。
当
時
、
正
鐡
は
三
十
六
歳
で
あ
り
、
篤
胤
は
十
四
歳
年
長
の
五
十
歳
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
に
面
会
し
た
の
か
ど
う
か
は

わ
か
ら
な
い
。
次
い
で
、
五
か
月
後
の
翌
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
二
月
二
十
八
日
に
は
、「
井
上
東
圓
、
川
崎
源
三
方
へ
行（
２
）」

と
あ
り
、

平
田
鐵
胤
が
井
上
正
鐡
の
家
を
訪
問
し
た
ら
し
い
。
翌
年
の
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
七
月
十
一
日
に
も
、「
井
上
東
圓
…
入
来（
３
）」

と
あ

り
、
そ
れ
か
ら
約
二
年
後
の
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
十
一
月
十
四
日
に
は
「
井
上
東
圓
入
来（
４
）」

と
あ
り
、
さ
ら
に
二
年
を
経
た
天
保

二
年
（
一
八
三
一
）
二
月
二
十
三
日
に
「
井
上
東
円
来
ル（
５
）」

と
い
う
記
事
が
最
後
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
は
、
こ
こ
に
引
用
し
た
文

言
の
み
で
あ
り
、
用
件
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
し
、
現
存
す
る
井
上
正
鐡
の
遺
文
や
伝
記
等
に
も
、
気
吹
舎
や
平
田
家
に
関

す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い（
６
）。
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さ
て
、
こ
の
文
政
年
間
か
ら
天
保
初
年
当
時
の
井
上
正
鐡
は
、
三
十
代
後
半
か
ら
四
十
代
前
半
で
あ
り
、
初
期
の
教
化
活
動
を
わ
ず
か

に
始
め
て
い
た
も
の
の
、
ま
だ
求
道
途
上
で
あ
っ
た
。
二
十
歳
の
頃
に
甲
州
の
磯
野
弘
道（
７
）（

一
七
七
二
～
一
八
四
七
）
に
学
ん
だ
古
方
派

の
医
師
「
井
上
東
圓
」
と
し
て
医
業
を
営
み
つ
つ
、
二
十
五
歳
の
時
に
学
ん
だ
観
相
家
水
野
南
北
（
一
七
五
七
～
一
八
三
四
）
（
８
）

の
門
人
と

し
て
も
活
動
し
て
い
て
、
医
師
兼
観
相
家
と
い
う
生
業
を
営
み
つ
つ
、「
諸
國
を
遍
歴
し
て
、
神
儒
佛
の
道
に
達
し
た
る
大
徳
の
人
を
尋

て
教
を
受
、
其
説
を
聞（
９
）」

く
と
い
う
求
道
を
続
け
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
求
道
と
気
吹
舎
へ
の
往
来
は
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て

い
る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。

　

最
初
の
訪
問
は
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
十
月
だ
っ
た
が
、
そ
の
約
一
年
前
の
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
九
月
四
日
に
、
井
上
正
鐡

は
「
松
井
い
よ
子
」
と
さ
れ
る
未
詳
の
女
性
導
師
か
ら
伝
授
を
受
け
て
い
る）
（1
（

。
こ
れ
は
行
法
を
通
じ
て
「
信
心
」「
誠
の
心
」
と
い
う
境

地
に
至
る
と
い
う
秘
儀
的
な
念
仏
信
仰
の
入
信
儀
礼
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
二
年
後
の
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
の
旅
日
記
「
煙
草
の

裏
葉
」
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
す
で
に
指
導
者
的
な
立
場
で
の
発
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
物
が
、
な
ぜ
、
文
政
八
年
十

月
、
九
年
二
月
、
十
年
七
月
と
い
う
、
全
く
重
な
る
時
期
に
気
吹
舎
に
往
来
し
た
の
か
、
本
人
の
状
況
か
ら
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
正
鐡

が
生
涯
敬
愛
し
た
父
安
藤
眞
鐡
と
の
関
係
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

　

安
藤
眞
鐡
（
一
七
五
三
～
一
八
二
七
）
と
い
う
人
物
は
、
山
形
藩
主
で
あ
っ
た
譜
代
大
名
の
秋
元
家
の
家
臣
で
あ
り
、
藩
主
の
嫡
子
の

近
習
や
財
政
関
係
の
役
職
を
勤
め
て
い
た
。
ま
た
、
安
藤
家
は
江
戸
詰
め
が
多
く
、
日
本
橋
浜
町
の
秋
元
家
中
屋
敷
に
長
く
住
ん
で
い

た
。
ま
た
、「
父
眞
鐡
の
眞
の
字
は
、
和
学
師
眞
淵
の
門
人
成
る
に
よ
り
て
也）
（（
（

」
と
あ
り
、
少
年
の
頃
に
は
同
じ
浜
町
に
住
ん
で
い
た
晩

年
の
賀
茂
真
淵
（
一
六
九
七
～
一
七
六
九
）
の
教
え
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
だ
が
、
か
つ
て
近
習
と
し
て
仕
え
て
い
た
藩
主

の
嫡
子
が
夭
折
し
た
り
、
財
政
関
係
の
職
務
の
困
難
さ
な
ど
か
ら
不
調
と
な
り
、
正
鐡
が
生
ま
れ
て
四
年
後
の
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）

に
は
、
病
気
を
理
由
に
長
男
に
職
を
譲
っ
て
四
十
二
歳
で
い
っ
た
ん
す
べ
て
の
職
を
退
い
た
。
そ
の
頃
、
引
き
籠
っ
た
父
と
生
活
を
共
に
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し
て
い
た
幼
い
次
男
の
正
鐡
は
、『
唯
一
問
答
書
』
に
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

我
父
眞
鐡
成
も
の
、
よ
の
人
の
病
に
と
じ
ら
れ
、
貧
に
苦
し
ミ
、
家
風
あ
し
く
成
行
、
又
は
産
れ
付
氣
質
あ
し
く
、
身
治
ら
す
、
九

族
を
悩
す
を
患
て
、
終
に
病
と
成
、
十
ヶ
年
の
間
寝
食
を
思
す
、
二
揩
に
引
篭
り
て
家
内
の
者
に
も
交
ら
す
、
昼
夜
お
も
ひ
念
て
、

諸
書
に
よ
り
考
を
凝
す
事
、
長
き
年
月
怠
ら
す
、
か
く
お
も
ひ
に
沈
ミ
た
ま
は
は
、
病
ひ
募
り
て
命
も
危
う
か
ら
ん
と
て
、
親
族

種
々
に
諌
れ
と
も
、
改
か
ゆ
る
事
な
く
、
終
に
拾
壹
年
目
に
て
、
某
か
兄
な
る
も
の
に
番
代
を
願
ひ
て
、
世
捨
人
と
な
り
、
隠
居
し

て
老
を
待
の
み
。
其
時
、
某
年
六
七
歳
の
頃
よ
り
拾
歳
に
余
れ
る
の
頃
な
り
。
然
る
に
我
弟
な
る
者
あ
り
て
母
こ
れ
を
抱
寝
し
て
、

某
は
父
に
起
臥
を
同
し
く
な
せ
り
。
故
に
父
母
同
居
せ
す
し
て
年
月
を
送
る
。
し
か
る
に
父
の
学
友
三
四
人
常
に
来
て
、
夜
ハ
鶏
鳴

の
頃
迄
も
、
身
を
治
め
、
家
を
齊
へ
、
病
者
、
貧
者
又
は
老
て
た
つ
き
無
も
の
を
た
す
け
救
わ
ん
事
を
論
し
て
止
す
。
某
し
幼
く
し

て
父
の
膝
を
枕
と
し
、
或
は
寝
、
又
は
覚
て
其
言
を
聞
、
し
か
れ
と
も
其
故
よ
し
通
じ
か
た
し
。
な
れ
共
、
自
ら
其
中
に
成
長
な
せ

し
ゆ
へ
、
某
か
性
と
な
り
て
、
終
に
さ
ま
〳
〵
の
学
ひ
を
好
み
、
貧
者
、
病
者
、
老
た
る
者
を
た
す
け
ん
と
お
も
ふ
心
又
止
時
な
し）
（1
（

。

こ
う
し
て
、
精
神
の
衰
弱
に
よ
り
休
職
し
た
の
だ
が
、
夜
に
は
学
友
た
ち
と
議
論
す
る
と
い
う
生
活
を
続
け
る
父
の
膝
下
で
成
長
し
た
正

鐡
は
、
学
問
と
救
済
活
動
へ
の
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
彼
の
出
発
点
と
な
り
、
一
旦
は
他
家
の
養
子
と
な
っ
て
も
離
縁
し

て
、
武
士
に
な
ら
ず
に
医
学
や
観
相
学
の
学
び
に
進
む
と
い
う
進
路
選
択
に
つ
な
が
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、
正
鐡
は
、
父
が
十
年
間
休

職
し
た
ま
ま
隠
居
し
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、
公
式
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
十
年
間
の
休
職
の
後
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
復
職
し

て
「
御
勝
手
吟
味
目
付
」
な
ど
の
財
政
関
係
の
職
を
再
び
務
め
る
よ
う
に
な
り
、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
小
普
請
入
と
な
っ
て
事
実

上
の
退
職
を
し
て
か
ら
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
正
式
に
隠
居
し
た）
（1
（

。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
父
の
学
友
三
四
人
常

に
来
て
、
夜
ハ
鶏
鳴
の
頃
迄
も
…
」
議
論
し
て
や
ま
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
人
が
、
後
に
正
鐡
の
門
人
と
も
な
っ
た

新
々
刀
の
名
工
「
大
慶
直
胤
」
と
し
て
知
ら
れ
る
荘
司
直
胤
（
一
七
七
九
～
一
八
五
七
）
で
あ
っ
た
が）
（1
（

、
そ
の
師
匠
で
あ
る
水
心
子
正
秀
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（
一
七
五
〇
～
一
八
二
五
）
も
、
同
じ
中
屋
敷
に
工
房
が
あ
っ
た
の
で
参
加
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
眞
鐡
の
研
究
会
が
ど
の
程
度
継
続
し
、
ど
の
よ
う
な
参
加
者
が
い
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
こ
れ
と
は
別
に
、
文
化
・
文
政
年
間
に

な
る
と
、
山
形
藩
主
秋
元
家
の
家
中
に
気
吹
舎
門
人
の
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
て
い
た
状
況
を
確
認
で
き
、
晩
年
の
眞
鐡
や
正
鐡
の
気
吹

舎
へ
の
往
来
と
関
連
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
気
吹
舎
入
門
者
の
「
誓
紙
帳
」
や
「
門
人
姓
名
録
」）
（1
（

に
よ
る
と
、「
秋
元
但
馬
守
殿
家
中
」

と
し
て
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
二
十
一
歳
だ
っ
た
乗
松
正
名
が
入
門
し
、
そ
の
紹
介
で
同
じ
年
に
国
友
恒
足
が
入
門
し
た
。
乗
松
は

正
鐡
よ
り
四
歳
年
長
の
若
者
で
あ
り
、
年
齢
も
近
い
。
さ
ら
に
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
は
、
津
田
安
平
、
文
化
十
三
年
（
一
八
一

六
）
に
は
、
国
友
の
紹
介
で
、
都
築
重
雄
（
斧
七
）、
黒
川
正
信
、
新
井
政
意
が
入
門
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
数
年
の
間
隔
が
あ
る
が
、

文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
二
月
に
は
芹
沢
愛
徳
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
十
一
月
に
は
、
や
は
り
国
友
の
紹
介
で
平
岡
邦
勝
が
入
門
し

て
い
る
。
こ
う
し
て
文
化
年
間
に
は
、
秋
元
家
の
家
中
に
平
田
門
人
の
人
脈
が
作
ら
れ
、
文
政
年
間
に
も
継
続
し
て
い
た
。
こ
の
国
友
を

核
と
し
た
グ
ル
ー
プ
と
、
先
の
眞
鐡
の
「
学
友
」
と
関
連
が
あ
る
か
ど
う
か
の
直
接
的
な
根
拠
は
な
い
が
、
平
田
鐵
胤
が
「
井
上
東
圓
…

方
」
に
訪
問
し
た
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
二
月
二
十
八
日
の
直
後
で
あ
る
三
月
五
日
に
は
、
秋
元
家
中
の
芦
沢
洞
英
が
気
吹
舎
を
来
訪

し
た
記
録
が
あ
り）
（1
（

、
さ
ら
に
三
月
十
二
日
に
は
、
国
友
グ
ル
ー
プ
の
都
筑
重
雄
（
斧
七
）
の
記
録
も
あ
る）
（1
（

。
ま
た
、
文
政
十
二
年
（
一
八

二
九
）
十
一
月
に
、
正
鐡
が
気
吹
舎
を
訪
問
し
た
の
と
同
時
期
に
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
同
年
三
月
十
六
日
に
都
築
重
雄
の
名
が
見
え）
（1
（

、
そ

の
十
二
日
後
の
三
月
二
十
八
日
に
は
正
鐡
に
近
い
荘
司
直
胤
の
訪
問
記
録
も
あ
っ
て）
（1
（

、
両
者
の
動
き
に
は
近
接
性
が
あ
り
、
そ
の
関
連
を

推
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う）
11
（

。
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二　

父
安
藤
眞
鐡
の
最
期
と
「
祝
詞
の
事
」

　

安
藤
真
鐡
は
長
年
の
研
鑽
の
末
に
、
七
十
五
歳
だ
っ
た
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
の
六
月
下
旬
に
、
あ
る
確
信
に
到
達
し
、
そ
れ
を
正

鐡
に
伝
え
た
と
い
う
。

我
父
真
鐡
、
国
学
に
心
を
尽
し
、
心
術
に
精
を
凝
ら
し
て
、
儒
仏
の
道
を
学
び
、
国
家
の
人
の
安
か
ら
ん
こ
と
を
思
ひ
て
寝
食
を
忘

れ
、
其
身
を
忘
れ
て
学
ぶ
事
年
久
し
、
既
に
七
十
五
歳
の
六
月
下
旬
、
迷
い
の
心
始
め
て
覚
め
、
道
の
根
源
に
基
て
、
浮
世
の
雲
晴

れ
、
七
十
年
来
の
我
過
ち
を
知
り
、
後
悔
止
む
こ
と
な
く
、
猶
今
に
し
て
此
道
を
悟
る
事
を
喜
び
、
予
に
告
て
教
へ
給
ひ
し
事
有
と

雖
、
未
だ
其
深
き
心
を
悟
ら
ざ
り
し
に
、
終
に
其
七
月
中
旬
、
天
然
の
死
を
得
玉
ひ
し
が
、
誠
に
朝
に
道
を
聞
て
夕
に
死
す
と
も
可

也
と
云
し
教
の
如
く
な
り
。（
以
下
、
傍
線
は
引
用
者
）　　

.

（「
神
道
夢
物
語
」）
1（
（

）

と
あ
り
、
老
父
が
最
晩
年
に
得
た
一
つ
の
悟
り
を
子
に
託
し
、
そ
れ
か
ら
一
か
月
も
経
た
な
い
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
七
月
十
四
日
に

死
去
し
た）
11
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
別
の
文
に
は
、

某
が
父
眞
鐡
、
是
を
愁
る
事
数
年
、
其
道
を
求
る
事
ま
た
と
し
久
し
…
終
に
其
事
を
知
る
。
然
れ
ど
も
つ
ひ
に
老
年
に
及
び
、
歳
七

十
五
歳
、
そ
の
事
を
行
う
事
あ
た
わ
ず
。
某
し
に
遺
言
し
て
い
わ
く
、
汝
こ
の
法
を
能
く
熟
し
、
能
く
学
び
、
家
を
斉
よ
。
若
し
用

る
人
あ
ら
ば
、
其
ほ
ふ
を
お
し
ま
ず
伝
へ
よ
。
家
の
主
じ
是
を
し
ら
ば
、
一
家
易
く
、
一
国
の
主
、
是
を
し
ら
ば
、
一
国
の
民
易
か

ら
ん
。
こ
れ
神
道
の
御
教
、
尊
む
べ
し
用
ゆ
べ
し
。
磐
栄
へ
の
法
な
り
と
て
伝
ふ
。
若
、
此
心
ざ
し
を
失
ひ
な
ば
、
吾
子
孫
に
あ
ら

ず
、
縦
ひ
錦
を
着
て
、
高
位
高
官
に
昇
る
と
も
、
不
孝
の
罪
広
大
な
り
。
又
、
是
を
学
び
、
人
に
伝
へ
て
、
国
家
を
易
ん
せ
ば
身
は

道
路
に
死
す
と
も
吾
子
孫
な
り
と
申
し
た
り

.

（『
唯
一
問
答
書
』
上
「
金
銀
融
通
」）
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と
も
あ
る
。

　

こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
神
道
の
御
教
」
と
は
、
別
の
文
書
に
「
愚
父
が
教
ゆ
る
所
の
祝
詞
の
事
」（「
皇
国
伝
問
答
」）
と
も
あ
る
こ
と
か

ら
し
て
、「
祝
詞
の
事
」
す
な
わ
ち
国
学
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
天
津
祝
詞
太
諄
詞
」
の
こ
と
と
想
定
で
き
る
が）
11
（

、
そ
の
頃
の
気
吹
舎
で

は
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
四
月
に
篤
胤
が
脱
稿
し
た
『
大
祓
太
詔
刀
考
』
に
、
鐵
胤
が
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
五
月
に
序
文
を

付
け
て
書
物
と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
た
。
の
ち
に
『
天
津
祝
詞
考
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
同
書
の
版
本
に
あ
る
門
人
菊
田
芳
胤
の
序
文
に

よ
れ
ば
、
出
版
は
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
七
月
以
降
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
写
本
と
し
て
は
閲
覧
さ
れ
て
い
た
ら
し
い）
11
（

。
し
た

が
っ
て
、
眞
鐡
・
正
鐡
父
子
が
、
写
本
を
見
た
り
、
話
題
に
し
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
版
本
を
手
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

正
鐡
は
、
父
の
眞
鐡
が
「
祝
詞
の
事
」
を
突
然
悟
っ
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、
実
際
は
親
子
で
研
究
し
、

繰
り
返
し
討
論
を
し
て
来
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
時
の
正
鐡
自
身
は
「
信
心
」「
誠
の
心
」
に
至
る
未
詳
の
念
仏
信
仰
の
行
法
を

行
っ
て
い
た
の
で
、
父
の
「
祝
詞
の
事
」
と
の
統
合
を
模
索
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
「
未
だ
其
深
き
心
を
悟
」
れ
な
か
っ
た
と

言
っ
て
い
る
の
だ
が
、「
此
心
ざ
し
を
失
ひ
な
ば
、
吾
子
孫
に
あ
ら
ず
」
と
ま
で
に
厳
命
す
る
老
衰
し
た
父
の
探
求
へ
の
支
援
と
自
ら
の

求
道
を
兼
ね
て
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
十
月
と
翌
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
二
月
、
そ
し
て
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
七
月
に
気

吹
舎
へ
往
来
す
る
と
い
う
行
動
を
取
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
「
祝
詞
」
を
考
究
す
る
父
の
た
め
に
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
十
月
に
正
鐡
は
気
吹
舎
を
初
め
て
訪
問
し
た
が
、
四
か
月

後
の
文
政
九
年
二
月
に
平
田
鐵
胤
が
「
井
上
東
圓
…
方
へ
行
」
っ
た
と
あ
る
の
は
、
す
で
に
老
い
て
出
歩
け
な
い
安
藤
真
鐡
の
許
に
行
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
二
か
月
後
の
四
月
十
五
日
に
は
、
正
鐡
は
妻
や
道
連
れ
の
友
人
た
ち
と
共
に
江
戸
を
旅
立
っ
て
い
る
が
、
そ

の
時
の
旅
日
記
「
煙
草
の
裏
葉）
11
（

」
の
冒
頭
に
は
、「
お
ひ
た
る
父
に
わ
か
れ
告
げ
は
べ
る
に
、
何
か
心
の
内
涙
ぐ
み
は
べ
り
て
、
そ
こ
そ

こ
に
暇
乞
ひ
は
べ
り
し
が
…
」
と
あ
っ
て
、
老
衰
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
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「
煙
草
の
裏
葉
」
に
は
、
当
時
の
正
鐡
の
宗
教
的
な
行
動
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
我
心
も
て
は
か
ら
は
、
い
か
ゞ
は

べ
る
べ
き
な
れ
ど
も
、
御
仏
に
ま
か
せ
つ
る
身
な
れ
ば
心
も
苦
し
か
ら
ず
、
念
仏
し
て
他
力
に
ま
か
せ
つ
ゝ
歩
み
行
き
は
べ
れ
ば
…
（
四

月
十
六
日
）」
と
か
、「（
茶
店
の
老
主
人
が
―
引
用
者
）
こ
の
し
や
ば
は
あ
か
る
き
世
ぞ
と
お
ぼ
し
め
し
候
ま
ゝ
た
が
へ
る
な
り
、
く
ら

く
行
く
先
も
知
れ
ぬ
も
の
ぞ
と
思
ひ
た
ま
は
ゞ
、
心
も
や
す
か
り
な
ん
と
は
な
し
は
へ
る
に
、
い
と
あ
り
が
た
く
覚
へ
は
へ
る
ま
ゝ
、
う

ち
つ
れ
し
人
々
に
も
、
か
ね
て
も
の
が
た
れ
る
、
是
こ
そ
仏
な
れ
と
て
、
つ
ゝ
し
み
て
お
し
え
を
う
け
た
ま
へ
と
、
又
さ
ま
〴
〵
の
も
の

が
た
り
は
べ
り
ぬ
る
に
…
（
四
月
十
八
日
）」
な
ど
と
あ
り
、
明
ら
か
に
念
仏
信
仰
の
指
導
者
と
し
て
の
立
場
で
発
言
し
て
い
る
の
で
あ

る
。「
父
母
我
が
躰
を
産
、
師
我
心
を
産）
11
（

」
と
す
る
正
鐡
に
と
っ
て
、
師
か
ら
受
け
た
「
信
心
」
と
父
の
残
し
た
「
祝
詞
」
を
ど
う
統
合

す
る
の
か
は
、
抜
き
差
し
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

そ
し
て
、
翌
年
の
六
月
下
旬
に
は
、
父
か
ら
改
め
て
「
神
道
の
御
教
」「
祝
詞
の
事
」
の
遺
言
を
授
か
り
、
こ
こ
で
も
何
ら
か
の
示
唆

を
受
け
よ
う
と
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
七
月
十
一
日
に
気
吹
舎
を
訪
問
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
日
は
、
父
安
藤
真
鐡
が
七
十
五
歳
で

生
涯
を
終
え
る
わ
ず
か
三
日
前
の
こ
と
だ
っ
た）
11
（

。
父
の
死
後
に
も
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
十
一
月
と
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
二

月
の
二
回
ほ
ど
気
吹
舎
を
訪
問
し
て
い
る
の
は
、
求
道
の
痕
跡
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
の
記
録
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
正
鐡
に
と
っ
て

の
答
え
は
気
吹
舎
の
学
問
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
の
訪
問
か
ら
二
年
後
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
春
に
四
十
四
歳
で
あ
っ
た
井
上
正
鐡
は
、
不
思
議
な
体
験
に
よ
り
迷
い
を
取
り

去
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、

愚
子
四
十
四
歳
春
の
頃
、
観
念
の
床
に
夢
幻
の
如
く
、
一
人
の
少
女
子
来
り
て
告
て
云
ふ
。
予
れ
汝
に
傳
ふ
る
大
道
あ
り
。
汝
道
を

求
る
こ
と
久
し
く
し
て
、
其
志
を
得
ず
。
今
神
明
、
其
志
を
感
ぜ
し
め
て
、
汝
が
迷
心
の
闇
を
破
る
の
明
玉
を
與
へ
ん
と
て
、
我
口

に
向
ひ
て
投
入
す
る
と
覚
へ
た
れ
バ
、
我
問
て
、
君
は
何
れ
よ
り
来
り
、
又
名
は
何
と
い
ひ
玉
ふ
や
と
云
ひ
し
に
、
告
て
云
ふ
。
我
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ハ
神
明
の
使
な
り
と
て
、
夢
覚
め
た
り
。
誠
に
不
思
議
の
告
を
蒙
り
て
、
有
難
き
嬉
し
さ
申
計
り
も
な
く
、
猶
今
に
其
時
の
念
を
忘

る
ゝ
事
な
し
。
今
に
至
り
て
猶
、
我
愚
を
知
り
、
我
思
ひ
の
邪
ま
な
る
を
知
り
て
、
皇
國
の
御
教
に
基
て
、
王
法
を
守
り
、
他
の
人

の
助
を
待
つ
の
み
。
爰
に
於
て
、
愚
父
の
死
の
近
き
に
至
り
て
悟
り
得
る
の
道
に
思
ひ
あ
た
れ
る
事
あ
り
。
有
り
難
く
嬉
し
く
、
日

夜
歓
び
盡
や
ら
ず
、
甘
露
女
の
恩
を
伏
し
拝
む
の
み
。.

（「
神
道
夢
物
語
」）
11
（

）

と
あ
る
が
、
こ
の
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
春
の
神
夢
の
感
得
に
よ
っ
て
、
師
か
ら
の
「
息
」
に
よ
っ
て
「
信
心
」「
誠
の
心
」
に
至
る

と
い
う
宗
教
経
験
と
、「
愚
父
の
死
の
近
き
に
至
り
て
、
悟
り
得
る
の
道
に
思
ひ
あ
た
れ
る
事
」
で
あ
る
「
祝
詞
の
事
」
を
「
迷
心
の
闇

を
破
」
っ
て
統
合
す
る
確
信
を
得
た
。
す
で
に
秘
儀
的
な
念
仏
信
仰
の
指
導
者
的
な
立
場
に
あ
っ
た
正
鐡
は
、
同
年
九
月
・
十
月
に
「
て

い
せ
う
」（「
今
井
い
よ
」
と
同
一
人
物
ら
し
い
）
と
い
う
未
詳
の
女
性
導
師
か
ら
導
師
と
な
る
伝
授
を
受
け
た
。
さ
ら
に
、
す
ぐ
翌
年
の

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
は
白
川
家
に
入
門
し
（
関
東
執
役
所
で
の
手
続
き
か
）、
七
年
（
一
八
三
六
）
十
一
月
十
五
日
に
は
、「
江
戸

御
門
人
」
の
立
場
で
京
都
の
白
川
家
に
参
殿
し
て
い
る）
11
（

。
そ
う
し
た
中
で
、「
神
水
の
事
」「
喜
悟
心
の
事
」「
法
止
の
伝
の
式
」
の
三
か
条

か
ら
な
る
「
産
霊
の
伝
」
を
指
導
者
と
し
て
の
伝
授
と
し
、
無
声
の
深
呼
吸
「
永
世
の
伝
」
と
三
種
祓
詞
を
繰
り
返
し
大
声
で
唱
え
る

「
祓
修
行
」
と
い
う
行
法
を
通
じ
て
、「
信
心
」「
誠
の
心
」
に
至
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ず
と
「
神
拝
神
楽
の
心
」「
天
地
の
心
」
を
得
る

と
い
う
教
義
を
立
ち
上
げ
た
。
そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
地
方
拠
点
を
開
い
た
後
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
四
月
に
、
梅
田
村
神
明
社

の
神
主
と
な
っ
て
教
化
活
動
を
開
始
し
た
の
で
あ
る）
11
（

。

三　

井
上
正
鐡
の
取
締
と
関
東
執
役
の
対
応

　

天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
四
月
十
五
日
に
、
井
上
正
鐡
は
日
光
街
道
千
住
宿
に
近
い
武
蔵
国
足
立
郡
梅
田
村
の
神
明
社
神
主
と
な
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り
、
教
化
活
動
を
開
始
し
た
。
そ
の
六
月
に
は
、
天
保
の
改
革
の
一
環
で
「
出
家
社
人
山
伏
修
験
神
職
町
住
居
禁
止
」
の
触
れ
が
出
さ
れ

た
が
、
江
戸
の
外
で
あ
る
梅
田
村
で
は
直
接
の
影
響
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ま
だ
参
詣
人
も
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
の
で
、
近
隣
農
村

に
強
い
影
響
力
を
持
っ
た
有
力
農
民
で
あ
る
下
木
下
川
村
の
名
主
村
越
治
郎
兵
衛
正
久
（
一
八
〇
〇
～
一
八
七
五
）
へ
の
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト

で
の
布
教
を
行
っ
て
成
功
し
、
そ
こ
か
ら
姻
戚
関
係
な
ど
を
通
じ
て
次
第
に
「
門
中
」（
信
者
）
を
拡
げ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
有
力
農

民
た
ち
の
経
済
的
な
支
援
に
よ
っ
て
、
病
人
や
無
宿
人
た
ち
を
神
明
社
に
寄
宿
さ
せ
て
修
行
を
行
う
ま
で
に
も
な
っ
た
。

　

だ
が
、
翌
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
に
は
、
寺
社
奉
行
に
よ
る
最
初
の
取
締
を
受
け
て
、
井
上
正
鐡
夫
妻
と
高
弟
の
三
浦
隼
人
夫
妻
が

捕
ら
え
ら
れ
、
三
浦
隼
人
は
獄
死
し
、
婦
人
二
人
が
釈
放
さ
れ
た
後
、
十
三
年
二
月
に
な
っ
て
正
鐡
も
釈
放
さ
れ
た
。
こ
の
時
に
提
出
を

命
じ
ら
れ
て
執
筆
し
た
弁
明
書
が
二
十
章
の
問
答
か
ら
な
る
『
唯
一
問
答
書
』
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
自
分
は
「
白
川
伯
王
殿
御
家
に

相
伝
る
御
伝
の
外
の
こ
と
を
申
さ
ず
」（
上
「
息
の
術
」）
と
い
い
、
自
分
の
教
え
た
神
書
講
釈
と
「
祓
修
行
」
の
行
法
で
は
、「
心
を
伝

へ
て
、
式
を
つ
た
へ
ず
」（
上
「
神
拝
式
」）
と
し
て
、
白
川
家
の
職
掌
で
あ
る
「
式
」
に
つ
い
て
の
「
心
」
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
言

い
張
っ
た
。
つ
ま
り
、
白
川
家
の
職
掌
を
侵
し
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
語
ら
れ
て
い
な
い
真
義
を
門
人
と
し
て
補
う
も
の
だ
と
い
う

の
だ
。
そ
の
上
、
こ
の
取
締
に
あ
た
っ
て
奉
行
か
ら
の
下
問
を
受
け
た
白
川
家
関
東
執
役
の
南
大
路
左
兵
衛
も
、
十
二
年
十
二
月
二
十
六

日
付
で
「
同
人
教
導
の
趣
旨
に
於
て
は
、
全
く
神
祇
道
相
伝
人
に
相
背
け
候
義
は
無
之
候
」
と
根
拠
も
示
さ
ず
に
弁
護
す
る
回
答
を
提
出

し
て
い
る）
1（
（

。

　

だ
が
、
こ
こ
で
白
川
家
の
職
掌
に
お
け
る
教
義
が
論
じ
ら
れ
る
な
ら
、
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
作
成
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
「
神

祇
伯
家
学
則
」
が
根
拠
と
し
て
踏
ま
え
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
関
東
の
一
門
人
に
過
ぎ
な
い
井
上
正
鐡
自
身
が
「
神
祇
伯
家
学
則
」
を
知

ら
ず
に
主
張
し
た
と
し
て
も
仕
方
な
い
が
、
関
東
執
役
ま
で
も
が
言
及
し
な
い
の
は
、
不
自
然
で
あ
る
。
こ
の
「
神
祇
伯
家
学
則
」
と

は
、
約
四
千
七
百
字
ほ
ど
の
小
冊
子
で
あ
る
が
、「
文
政
十
三
年
丙
子
年
」
に
「
神
祇
伯
家
四
十
二
代
」
で
あ
る
白
川
資
延
王
が
、「
我
が
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家
の
学
義
の
較
略
を
口
授
し
て
、
門
葉
の
徒
に
誨
す
…
」
書
と
さ
れ
て
お
り
、
皇
典
講
究
所
所
蔵
本
を
底
本
に
し
て
、『
神
道
叢
説
』（
明

治
四
十
四
年
・
国
書
刊
行
会
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
の
編
者
の
山
本
信
哉
は
、
緒
言
に
お
い
て
「
白
河
神
道
は
由
来
重
き
を
行

事
に
置
き
、
教
義
を
記
載
す
る
も
の
殆
ど
稀
な
り
、
今
収
む
る
所
の
神
祇
伯
家
学
則
及
び
神
道
通
国
辨
義
の
如
き
は
較
其
缺
を
補
ふ
に
足

る
べ
き
か
」
と
述
べ
て
、
白
川
神
道
の
数
少
な
い
教
義
書
と
し
て
の
評
価
を
示
し
て
い
る
文
書
な
の
で
あ
る
。
正
鐡
の
取
締
の
当
時
に

は
、
ま
だ
成
立
か
ら
二
十
五
年
し
か
経
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
も
数
少
な
い
教
義
書
で
あ
れ
ば
、
根
拠
と
し
て
言
及
さ
れ
る
の
は
当
然
の
は

ず
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
文
書
は
天
保
十
二
年
の
末
に
始
ま
る
井
上
正
鐡
の
吟
味
筋
の
時
点
で
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
小
林
裕
八

「
伯
家
神
道
と
平
田
篤
胤
―
『
神
祇
伯
家
学
則
』
の
作
者
及
び
そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
」『
皇
學
館
論
叢
』
七
巻
六
号
（
昭
和
四
十
九
年
）

で
は
、
全
集
所
収
の
「
伯
家
学
則
演
義
稿
」
と
の
対
比
と
、
渡
邉
金
造
『
平
田
篤
胤
研
究
』（
昭
和
十
七
年
）
所
収
の
篤
胤
の
書
簡
に
あ

る
「
伯
家
御
口
授
」
に
関
わ
る
記
事
に
よ
り
、
の
ち
に
「
神
祇
伯
家
学
則
」
と
な
る
文
化
十
三
年
に
伯
王
の
口
述
を
筆
記
し
た
と
さ
れ
る

文
書
は
、
井
上
正
鐡
の
吟
味
筋
に
関
わ
っ
て
、
関
東
執
役
南
大
路
左
兵
衛
が
、
気
吹
舎
を
訪
問
し
て
上
言
書
の
執
筆
を
依
頼
し
た
こ
と
が

契
機
と
な
っ
て
、
平
田
篤
胤
が
天
保
十
三
年
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
著
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
小
林
論
文
の

段
階
か
ら
進
ん
で
、『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
二
八
集
（
平
成
十
八
年
）
に
よ
り
、「
気
吹
舎
日
記
」
の
全
容
が
明
ら
か

に
な
っ
た
今
日
で
は
、
こ
の
「
伯
家
御
口
授
」（
後
の
「
神
祇
伯
家
学
則
」）
が
成
立
し
て
い
く
過
程
を
、
年
月
日
の
単
位
で
詳
し
く
見
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
当
時
の
状
況
が
解
明
さ
れ
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
確
定
で
き
な
か
っ
た
井
上
正
鐡
関
係
事
項
の
日
付
も
明
ら
か
に

で
き
た
の
で
あ
る
。

　

先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
井
上
正
鐡
は
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
十
一
月
二
十
四
日
に
捕
ら
え
ら
れ
た
が
、
翌
十
三
年
（
一
八
四

二
）
二
月
十
六
日
に
村
預
け
と
し
て
帰
村
を
許
さ
れ
、
二
月
二
十
日
に
『
唯
一
問
答
書
』
を
執
筆
後
、
寺
社
奉
行
に
提
出
し
た
。
こ
う
し
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た
頃
、
気
吹
舎
に
は
、
白
川
家
関
東
執
役
の
南
大
路
左
衛
が
往
来
し
て
い
た
。
四
月
二
十
八
日
に
は
、
鐵
胤
が
「
南
大
路
方
へ
行
く）
11
（

」
と

あ
り
、
五
月
十
三
日
に
は
、「
南
大
路
佐
兵
衛
入
来）
11
（

」
と
あ
る
。
そ
こ
で
の
主
な
話
題
は
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
十
二
月
に
著
述

差
し
止
め
と
な
っ
て
、
そ
の
後
に
秋
田
へ
退
去
し
た
篤
胤
の
後
を
受
け
て
、
鐵
胤
が
白
川
家
学
師
職
を
代
勤
す
る
た
め
の
手
続
き
の
こ
と

で
あ
っ
た
が
、
前
年
末
以
来
の
井
上
正
鐡
へ
の
取
締
に
関
わ
る
寺
社
奉
行
か
ら
の
下
問
に
対
し
て
、
き
ち
ん
と
文
書
で
返
答
し
た
い
と
い

う
よ
う
な
話
題
に
も
な
っ
た
よ
う
だ
。
さ
す
が
に
、
根
拠
の
な
い
弁
護
は
や
り
に
く
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
話
題
を
認
め
た
書

簡
が
、
五
月
十
八
日
に
江
戸
を
出
立
し
た
飛
脚
に
よ
り
秋
田
に
届
け
ら
れ）
11
（

、
秋
田
の
篤
胤
は
六
月
六
日
付
け
の
書
簡
で
、
次
の
よ
う
に
書

い
て
執
筆
に
意
欲
を
示
し
て
お
り
、
鐵
胤
に
資
料
の
送
付
を
依
頼
し
て
い
る
。

一　

南
大
路
氏
、
井
上
式
部
儀
に
付
奉
行
所
へ
出
候
節
、
伯
家
御
職
掌
の
筋
御
尋
有
之
候
付
答
の
趣
、
至
極
面
白
ク
、
右
に
付
上
言

書
被
差
出
度
思
は
れ
、
我
等
に
認
メ
候
様
被
申
、
貴
様
も
同
意
に
思
は
れ
候
段
、
我
等
も
同
意
也
…）
11
（

と
あ
り
、
同
じ
書
簡
で
は
、

…
早
々
取
り
掛
り
上
言
書
相
記
し
可　
レ
申
候
、
其
趣
意
御
申
の
如
く
、
御
神
事
御
修
法
の
儀
は
申
迄
も
な
く
、
夫
よ
り
帝
道
唯
一
の

趣
キ
、
夫
よ
り
古
道
学
辨
書
の
趣
キ
、
程
よ
ク
当
時
の
御
政
道
に
も
及
び
候
様
、
サ
テ
萬
國
の
祖
国
・
師
国
タ
ル
ワ
ケ
、
サ
テ
中
古

以
来
儒
仏
の
渡
り
来
り
、
皇
道
に
其
道
々
混
雑
い
た
し
居
、
天
下
の
人
民
根
元
を
心
得
誤
り
候
付
、
梵
漢
の
道
々
を
始
め
、
よ
く
其

根
元
を
正
し
、
世
人
の
疑
惑
を
披
キ
候
様
、
伯
殿
御
先
代
資
延
王
様
よ
り
、
御
門
人
大
角
へ
被
仰
せ
付
け
…
帝
道
唯
一
の
朝
道
を
天

下
に
御
行
ひ
有
ら
せ
ら
る
ゝ
大
樹
公
（
将
軍
）
に
お
は
し
座
す
由
を
存
ジ
テ
…
其
功
に
よ
り
て
学
師
職
に
任
ぜ
ら
れ
候
始
末
ま
で
を

書
著
は
し
候
半
、
尤
も
右
は
南
大
路
ぬ
し
書
取
の
ツ
モ
リ
也）
11
（

、（
カ
ッ
コ
書
き
は
底
本
、
傍
線
は
引
用
者
）

と
あ
り
、
関
東
執
役
の
名
義
で
、
平
田
篤
胤
の
業
績
を
申
し
立
て
る
こ
と
を
通
じ
て
、
白
川
家
の
学
義
の
規
準
を
立
て
、
篤
胤
の
著
書
目

録
も
添
付
し
て
、
再
び
門
人
教
授
等
の
許
可
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
工
作
し
よ
う
と
い
う
計
画
だ
っ
た
。
今
回
の
依
頼
を
自
分
の
名
誉
回
復
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の
た
め
の
重
要
な
機
会
と
捉
え
た
執
筆
で
あ
り
、
こ
の
段
階
で
は
代
筆
で
あ
っ
て
も
偽
書
で
は
な
い
。
こ
の
手
紙
は
、
六
月
十
七
日
に
江

戸
に
到
着
し
た
が）
11
（

、
六
月
二
十
五
日
に
は
、「
御
飛
脚
出
立
ニ
付
伯
卜
両
家
之
書
記
類

医
書
類
上
ル）
11
（

」
と
あ
っ
て
、
白
川
家
や
吉
田
家

関
係
な
ど
の
執
筆
に
必
要
な
資
料
が
秋
田
に
送
付
さ
れ
て
い
る
。

四　

上
言
書
執
筆
の
顛
末

　

篤
胤
自
身
が
「
至
極
面
白
ク
」
と
書
い
て
い
る
通
り
、
大
変
意
欲
的
に
執
筆
し
た
様
子
で
あ
り
、
九
月
七
日
の
書
簡
で
は
、「
其
成
文

は
此
次
の
便
ま
で
に
可
遣
候）
11
（

」
と
あ
っ
て
、
二
か
月
ほ
ど
の
間
に
だ
い
ぶ
書
き
進
め
て
い
る
よ
う
だ
が
、
執
筆
の
過
程
で
文
書
の
性
格
が

だ
ん
だ
ん
と
変
わ
っ
て
き
た
様
子
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
九
月
七
日
の
書
簡
に
は
、

只
々
サ
シ
出
シ
方
の
趣
向
、
及
ビ
、
元
来
学
則
は
伯
殿
、
ス
ケ
ノ
ブ
王
、
憤
慨
中
、
老
功
の
者
へ
申
付
て
書
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
云

コ
ト
、
南
同
心
ア
ル
ベ
キ
カ
、
何
ト
ア
ラ
ム
、
同
心
ナ
ラ
バ
其
趣
に
て
、
猶
添
削
の
草
稿
遣
は
し
候
上
に
て
、
其
方
に
て
清
書
、
京

師
伯
殿
へ
さ
し
上
せ
、
伺
ひ
の
上
ナ
ラ
デ
ハ
被　
二
差
出　
一
ま
じ
く
と
存
じ
候
、
能
々
相
談
被　
レ
成
、
其
風
あ
ひ
手
ツ
ゞ
キ
等
の
事
、
此

手
紙
着
次
第
に
て
、
コ
チ
ラ
の
草
稿
に
も
趣
向
是
あ
る
事
に
候）
11
（

と
あ
っ
て
、
関
東
執
役
だ
け
で
な
く
、
京
都
の
白
川
家
に
も
伺
い
を
立
て
た
上
で
の
、
微
妙
な
す
り
合
わ
せ
を
行
い
た
い
思
惑
が
示
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
想
定
問
答
も
考
え
て
い
て
、

言
上
書
の
発
端
状
に
、
門
葉
老
功
の
者
へ
申
付
タ
リ
ト
ア
ル
、
其
老
功
の
者
と
は
誰
ぞ
ト
云
ふ
問
ガ
、
学
則
を
出
し
タ
ル
上
ニ
テ
出

ま
い
モ
ノ
デ
ナ
シ
、
其
節
は
か
ね
て
門
葉
の
取
締
ヲ
申
付
置
れ
候
竹
尾
父
子
始
め
、
学
師
職
申
付
置
き
候
平
田
抔
也
と
申
上
テ
子
細

ア
ル
マ
ジ
キ
カ
抔
云
コ
ト
モ
、
竹
尾
と
能
々
示
シ
合
セ
置
ベ
シ
、
コ
コ
ラ
ノ
金
ア
ヒ
モ
肝
要
也）
1（
（
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と
あ
る
。
こ
の
時
期
あ
た
り
で
、
成
立
年
代
を
繰
り
上
げ
た
偽
書
作
成
の
方
向
を
と
っ
た
よ
う
で
、
関
係
者
が
き
ち
ん
と
口
裏
を
合
わ
せ

た
ス
ト
ー
リ
ー
に
仕
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
と
て
も
、
い
ろ
い
ろ
の
思
惑
が
絡
ん
だ
よ
う
で
あ
り
、
十
一
月
二
日
付
の
篤
胤
か
ら

の
書
簡
に
は
、

上
言
書
故
伯
王
様
御
撰
の
風
に
致
す
べ
し
と
の
事
承
知
。
乍
然
、
御
門
葉
老
功
の
者
共
、
伯
王
様
御
命
に
よ
り
て
記
シ
候
體
に
、
も

は
や
大
半
脱
稿
に
も
及
ぶ
べ
く
相
成
候
所
…）
11
（

（
傍
線
は
引
用
者
）

と
あ
り
、
白
川
資
延
王
の
「
御
撰
」
の
形
式
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
江
戸
側
に
対
し
て
、
文
化
十
三
年
の
伯
王
の
口
述
を
高
弟
が
命
を
受

け
て
筆
記
し
た
形
式
で
ほ
ぼ
書
き
上
げ
た
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
翌
天
保
十
四
年
正
月
十
九
日
付
の
書
簡
で
は
、

一　

伯
家
御
口
授
漸
に
出
來
候
間
遣
は
し
候
、
右
ヲ
文
化
十
三
年
の
頃
、
官
裁
を
願
は
れ
候
程
の
事
と
致
し
候
に
は
、
深
キ
存
意
ア

リ
テ
講
義
に
大
議
論
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
也
。
サ
テ
御
自
記
の
ツ
モ
リ
に
致
し
候
所
、
又
々
案
ズ
ル
ニ
、
モ
シ
公
よ
り
、
然
ラ
バ
御
直
筆

ア
ル
乎
と
問
は
る
ゝ
事
の
ア
ラ
ム
モ
知
ラ
ズ
、
其
時
コ
マ
ル
譯
故
に
、
御
口
授
ヲ
御
門
葉
に
て
筆
記
の
ツ
モ
リ
に
朱
ヲ
入
レ
候
也）
11
（

と
あ
っ
て
、
十
一
月
の
書
簡
で
言
及
し
た
件
に
つ
い
て
は
、
伯
王
自
身
の
著
作
と
す
る
と
直
筆
の
確
認
を
要
請
さ
れ
る
と
困
る
か
ら
、
口

述
筆
記
の
形
式
に
し
て
書
き
上
げ
た
の
だ
と
い
い
、
年
次
を
「
文
化
十
三
年
」
に
仮
託
し
た
の
も
、「
深
キ
存
意
ア
リ
テ
」
の
こ
と
だ
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
白
川
家
が
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
の
吉
田
家
と
の
争
論
を
経
て
「
諸
国
附
属
神
社
帳
」
を
作
成
し
、
全
国
の
神

職
支
配
を
組
織
的
に
進
め
る
体
制
を
確
立
し
た
年
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う）
11
（

。
こ
う
し
て
、
後
に
「
神
祇
伯
家
学
則
」
と
し
て
『
神
道
叢
説
』
に

収
録
さ
れ
た
文
書
と
同
じ
体
裁
の
、
文
化
十
三
年
に
伯
王
の
命
に
よ
り
門
人
が
口
述
筆
記
し
た
と
い
う
「
伯
家
御
口
授
」
が
完
成
し
、
正

月
十
九
日
に
江
戸
に
発
送
さ
れ
て
同
月
三
十
日
に
は
鐵
胤
の
も
と
に
到
着
し
、「
伯
家
御
上
言
書
御
案
来）
11
（

」
と
日
記
に
記
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
正
月
十
九
日
付
の
書
簡
に
は
、

…
カ
ク
略
文
に
認
メ
候
事
、
尤
も
深
意
ア
リ
、
講
義
は
二
百
四
五
十
枚
に
も
ナ
ル
ツ
モ
リ
也
、
是
本
文
は
ミ
ノ
紙
へ
七
八
行
に
、
随
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分
ユ
ツ
ク
リ
ト
見
事
に
書
テ
出
し
タ
キ
也
、
但
シ
下
書
ト
此
方
ヘ
コ
ス
の
は
自
身
認
メ
候
と
も
、
公
儀
へ
出
ル
書
は
、
佗
人
の
手
迹

見
事
ナ
ル
人
に
カ
ゝ
セ
度
モ
ノ
也
、
傳
奏
ま
は
し
に
せ
ん
と
の
事
、
夫
は
何
よ
り
の
事
ナ
レ
ド
、
公
家
役
人
中
に
て
、
文
言
を
彼
此

宣
ふ
人
の
ア
ラ
ム
モ
知
ラ
ズ
、
コ
ゝ
ヲ
モ
考
へ
給
へ
と
、
南
大
路
・
竹
尾
と
も
相
談
ス
ベ
シ
、
イ
ツ
ソ
南
大
路
自
身
に
、
寺
社
奉
行

へ
出
し
て
、
親
玉
の
目
二
入
ル
様
に
も
ス
ベ
キ
カ
、
ト
モ
カ
ク
モ
大
樹
（
将
軍
）
に
見
せ
て
ゆ
る
が
す
所
が
肝
要
也
、
其
勘
考
専

一
々
々
、
サ
テ
傳
奏
ま
は
し
に
て
も
、
南
大
路
差
出
し
に
て
も
、
何
れ
に
も
此
書
公
儀
へ
納
ま
り
、
御
聞
置
に
相
成
候
上
に
て
、
我

等
が
事
を
伯
家
よ
り
被　
二
申
立　
一
候
様
に
計
ら
ひ
方
あ
り
…）
11
（

、（
カ
ッ
コ
は
底
本
）

と
あ
っ
て
、
提
出
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
美
し
く
清
書
し
た
本
文
を
用
意
し
、
京
都
の
白
川
家
か
ら
武
家
伝
奏
経
由
で
も
、
関
東
執
役
か

ら
寺
社
奉
行
経
由
で
も
、
将
軍
の
目
に
触
れ
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
白
川
家
か
ら
平
田
家
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
申
し
立
て
よ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
た
が
、
本
文
の
他
に
、
二
百
四
五
十
枚
に
も
な
る
「
講
義
」（「
伯
家
学
則
演
義
考
」）
を
用
意
し
、

先
代
の
神
祇
伯
王
の
指
示
を
篤
胤
が
詳
し
く
解
説
す
る
と
い
う
、
門
下
の
最
高
権
威
で
あ
る
こ
と
を
示
す
設
定
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
秋
田
の
篤
胤
の
執
筆
活
動
の
一
方
、
江
戸
の
状
況
は
変
化
し
て
い
た
。
ま
だ
、「
伯
家
御
口
授
」
が
江
戸
に
到
着
し
て
い
な

い
正
月
二
十
五
日
付
の
書
簡
で
、
江
戸
の
鐵
胤
か
ら
は
、
井
上
正
鐡
の
件
に
は
関
係
な
く
上
言
書
を
提
出
す
る
方
向
だ
が
、
こ
の
件
が
落

着
す
る
ま
で
は
静
観
し
て
お
く
と
い
う
段
取
り
を
伝
え
て
い
た
。

一
、
昨
年
中
も
繁
多
故
、
南
大
路
氏
を
訊
ひ
不　
レ
申
候
所
、
去
ル
十
六
日
年
禮
に
罷
越
、
緩
々
面
會
仕
候
、
彼
井
上
式
部
事
、
去
秋

よ
り
再
吟
味
に
相
成
、
又
々
入
牢
、　

臘
口
書
に
相
成
申
候
、
右
の
趣
は
「
伯
家
よ
り
相
傳
と
偽
り
、
自
分
の
所
存
を
申
弘
メ
候

段
、
甚
以
恐
入
候
」
と
申
越
に
相
成
候
に
付
、
重
く
は
遠
流
、
軽
く
て
追
放
と
申
事
に
御
座
候
、
此
節
牢
名
主
に
相
成
居
候
由
、
右

に
付
最
早
伯
家
よ
り
の
縁
も
キ
レ
候
譯
に
御
座
候
、
仍
て
は
彼
御
上
言
書
も
、
式
部
事
に
は
少
し
も
不　
レ

 

拘
、
御
差
出
御
座
候
様
子
、

但
し
右
落
着
以
前
は
不　
レ

 

宜
、
尤
も
不　
レ

 

遠
内
必
片
付
可　
レ

 

申
候
、
一
旦
ン
許
さ
れ
候
所
、
又
々
右
様
相
成
候
て
は
、
昨
年
中
申
上
候
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彼
者
の
著
述
と
申
候
唯
一
問
答
と
申
も
の
二
冊
有　
レ
之
、
誠
に
シ
ド
ケ
な
き
も
の
に
御
座
候
得
共
、
儒
佛
の
道
を
借
事
な
く
、
天
下

は
治
ま
る
事
と
申
事
は
、
返
ス
〳
〵
申
出
有　
レ
之
候
、
右
を
書
物
故
、
林
家
の
調
べ
に
て
、
ケ
様
相
成
候
事
な
る
べ
く
と
の
評
判
に

て
御
座
候）
11
（

。（
カ
ギ
カ
ッ
コ
は
底
本
）

こ
の
書
簡
の
記
述
を
も
と
に
い
く
つ
か
の
史
料
を
整
理
し
て
み
る
と
、
正
鐡
の
処
分
に
関
す
る
経
緯
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
正
鐡
が
十

三
年
二
月
に
提
出
し
た
「
唯
一
問
答
」
は
、
大
学
頭
で
あ
る
林
家
で
審
査
さ
れ
た
結
果
、
正
鐡
の
主
張
は
退
け
ら
れ
、
九
月
二
十
三
日
に

再
入
牢
と
な
っ
た）
11
（

。
そ
し
て
、
十
月
に
は
関
東
執
役
が
再
度
呼
び
出
さ
れ
て
、「
式
部
義
、
當
家
伝
流
之
法
ニ
違
候
者
ニ
は
無
之）
11
（

」
と
回

答
し
て
い
る
が
、
ま
だ
上
言
書
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
前
年
十
二
月
の
口
上
書
と
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
し
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
天
保
十
三
年
の
十
二
月
（

臘
）
に
「
伯
家
よ
り
相
傳
と
偽
り
、
自
分
の
所
存
を
申
弘
メ
候
段
、
甚
以
恐
入
候
」
と
正
鐡

が
認
め
て
取
り
調
べ
は
終
了
し
、
十
二
月
二
十
七
日
に
は
老
中
堀
田
正
睦
か
ら
寺
社
奉
行
に
対
し
て
遠
島
に
処
す
る
よ
う
に
指
示
が
な
さ

れ
た
の
だ
っ
た）
11
（

。
な
お
、
正
鐡
の
二
度
目
の
取
締
の
日
付
は
、『
井
上
正
鐡
眞
傳
記
』
に
は
九
月
二
十
三
日
と
あ
り
、『
教
祖
井
上
正
鐡
大

人
實
傳
記
』
に
は
十
一
月
二
十
八
日
と
あ
っ
て
、
二
つ
の
説
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
去
秋
よ
り
再
吟
味
に
相
成
」
と
い
う
記
述
に
よ
り
、

秋
で
あ
る
「
九
月
」
に
確
定
で
き
て
、
史
料
の
読
解
が
明
解
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
正
月
三
十
日
に
江
戸
に
到
着
し
た
も
の
の
、
寺
社
奉
行
に
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
こ

の
書
は
、
正
鐡
の
吟
味
筋
に
影
響
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
か
ら
、
当
時
の
史
料
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
理
由
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
執
筆
に
精
魂
傾
け
た
篤
胤
は
、
二
月
晦
日
付
の
書
簡
で
も
、「
御
上
言
書
の
コ
ト
い
か
ゞ
相
談
決
し
候
哉
、
少
し
も
早
く
出
し
て

見
度
も
の
に
候）
1（
（

」
と
あ
り
、
し
き
り
に
提
出
を
促
し
て
い
る
。
し
か
し
、
四
月
二
十
六
日
付
の
書
簡
に
は
、

伯
家
御
上
言
書
の
事
に
付
、
竹
尾
・
南
大
路
両
士
の
心
配
、
各
々
一
理
ア
ル
事
共
に
候
、
何
れ
に
も
早
く
か
つ
親
玉
の
御
目
に
入
ル

様
の
手
段
肝
要
、
少
し
も
早
く
其
吉
左
右
聞
度
モ
ノ
ナ
レ
ド
、
其
元
下
り
候
て
は
其
様
子
聞
べ
き
由
ナ
キ
乎
、
彼
学
則
文
は
我
が
作
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ナ
ガ
ラ
、
實
に
遺
憾
ナ
キ
書
方
に
て
、
親
玉
に
ま
れ
誰
に
ま
れ
、
心
と
云
モ
ノ
ア
ル
ナ
ラ
バ
、
動
か
ぬ
事
は
有
ま
じ
く
存
候
、
ア
レ

デ
動
か
ぬ
者
ナ
ラ
バ
彼
孔
明
が
出
師
の
表
、
何
某
が
陳
情
の
文
ヲ
見
て
動
か
ぬ
人
は
、
不
忠
不
孝
の
人
ナ
ラ
ム
と
申
候
た
ぐ
ひ
、
是

非
も
ナ
キ
コ
ト
に
候）
11
（

と
あ
り
、
文
化
十
三
年
の
資
延
王
の
口
述
筆
記
に
仮
託
し
た
「
偽
書
」
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
関
東
執
役
の
南
大
路
ら
か
ら
も

心
配
の
声
が
上
が
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
で
も
、
五
月
二
日
付
け
書
簡
に
は
、「
此
上
は
…
伯
家
の
御
上
言
書
の
出
端
を
神
明
に
祈
り
奉
る

よ
り
外
無　
レ
之
候）
11
（

」
と
あ
り
、
五
月
十
一
日
付
け
書
簡
で
も
、「
伯
家
上
言
の
模
様
ド
ウ
ゾ
聞
度
モ
ノ
也）
11
（

」
と
書
い
て
提
出
を
熱
望
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
最
晩
年
の
平
田
篤
胤
が
「
實
に
遺
憾
ナ
キ
書
方
」
と
自
信
を
も
っ
て
著
し
た
「
伯
家
御
口
授
」
は
、
天
保
十
四
年
（
一

八
四
三
）
五
月
に
な
っ
て
も
、
ま
だ
幕
府
に
は
提
出
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
執
筆
の
依
頼
人
で
あ
る
関
東
執
役
南

大
路
左
兵
衛
も
、
事
の
成
り
行
き
に
戸
惑
っ
て
心
配
し
て
い
る
様
子
で
あ
っ
て
、
積
極
的
に
は
動
き
そ
う
に
な
い
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も

の
奉
行
か
ら
の
下
問
の
原
因
で
あ
っ
た
井
上
正
鐡
の
吟
味
筋
は
、
天
保
十
四
年
二
月
九
日
に
は
寺
社
奉
行
が
遠
島
を
申
し
付
け
て
終
結

し
、
五
月
二
十
五
日
に
正
鐡
は
三
宅
島
に
向
け
て
出
船
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鐵
胤
は
「
式
部
事
に
は
少
し
も
不　
レ
拘
御
差
出
」
と
は

い
う
も
の
の
、
改
め
て
上
言
書
を
提
出
す
る
根
拠
は
希
薄
に
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
秋
田
の
平
田
篤
胤
自
身
が
七
月
初
め
ご
ろ
か
ら
体

調
を
崩
し
て
、
閏
九
月
十
一
日
に
六
十
八
歳
で
死
去
し
た
。
ま
た
、
依
頼
者
で
あ
っ
た
南
大
路
左
兵
衛
も
、
篤
胤
の
死
去
と
同
じ
閏
九
月

に
は
、
関
東
執
役
所
の
浅
草
鳥
越
へ
の
移
転
に
あ
た
り
、
手
当
金
と
代
替
地
が
支
給
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
配
下
の
神
職
に
対

し
て
助
成
金
を
請
求
し
て
一
部
を
着
服
し
た
と
い
う
罪
に
よ
り
重
追
放
と
な
っ
て
、
執
役
の
身
分
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た）
11
（

。
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ま
と
め

　

以
上
の
よ
う
に
、
井
上
正
鐡
と
気
吹
舎
平
田
家
と
の
か
か
わ
り
を
見
て
き
た
。
文
政
年
間
か
ら
天
保
初
年
の
井
上
正
鐡
が
求
道
途
上

だ
っ
た
第
一
回
目
の
接
近
は
、
正
鐡
の
父
安
藤
眞
鐡
が
求
道
に
よ
っ
て
到
達
し
た
「
神
道
の
御
教
」「
祝
詞
の
事
」
に
つ
い
て
、
父
の
求

道
を
助
け
つ
つ
、
す
で
に
自
分
が
受
け
て
い
た
「
信
心
」「
誠
の
心
」
と
い
う
宗
教
的
境
地
と
の
調
整
・
統
合
を
図
る
参
考
に
し
よ
う
と

し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
正
鐡
自
身
は
気
吹
舎
の
学
問
に
は
得
心
が
行
か
ず
、
自
身
の
教
説
を
立
て
る
方
向
に
進

ん
で
い
っ
た
。

　

最
初
の
接
近
か
ら
十
数
年
後
、
井
上
正
鐡
は
独
自
の
教
化
活
動
を
開
始
し
、
や
が
て
取
り
締
ま
り
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
寺
社

奉
行
の
取
り
調
べ
に
対
し
て
、
自
分
の
教
説
は
、
白
川
家
の
教
え
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
た
め
、
関
東
執
役

に
下
問
が
な
さ
れ
た
が
、
根
拠
の
あ
る
回
答
を
用
意
で
き
な
い
関
東
執
役
南
大
路
左
兵
衛
は
、
白
川
家
の
職
掌
に
関
す
る
上
言
書
の
提
出

に
つ
い
て
、
気
吹
舎
の
平
田
鐵
胤
に
相
談
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
秋
田
に
退
去
し
て
い
た
篤
胤
は
、
白
川
家
学
師
職
へ
の
復
帰
を
含
め

た
自
身
の
名
誉
回
復
を
企
て
、
上
言
書
の
執
筆
に
か
か
っ
た
。
は
じ
め
は
、
関
東
執
役
名
義
の
文
書
の
代
筆
の
は
ず
だ
っ
た
が
、
や
が

て
、
先
代
の
伯
王
で
あ
る
資
延
王
が
文
化
十
三
年
に
門
人
た
ち
に
対
し
て
行
っ
た
教
示
を
高
弟
が
筆
記
し
た
も
の
と
い
う
体
裁
を
と
る
こ

と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
解
説
書
で
あ
る
「
伯
家
学
則
演
義
」
の
作
成
に
も
取
り
掛
か
り
、
学
則
の
内
容
に
精
通
す
る
門
下
の
最
高

権
威
と
い
う
何
段
階
に
も
わ
た
る
虚
構
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
井
上
正
鐡
に
執
筆
の
き
っ
か
け
は
あ
っ
た
が
、
自

身
の
名
誉
回
復
を
目
的
と
し
た
「
伯
家
御
口
授
」（
の
ち
に
『
神
祇
伯
家
学
則
』
と
さ
れ
る
）
を
執
筆
し
た
も
の
の
、
幕
府
に
提
出
し
て

可
能
な
ら
ば
将
軍
の
閲
読
も
得
よ
う
と
い
う
望
み
を
叶
え
る
こ
と
な
く
没
し
た
。
そ
の
後
も
提
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、

や
が
て
こ
の
間
の
事
情
が
不
分
明
の
ま
ま
写
本
等
に
よ
り
流
布
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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こ
う
し
て
、
幕
末
期
の
教
化
活
動
の
一
つ
で
あ
る
井
上
正
鐡
と
、
吉
田
家
に
対
抗
し
て
支
配
の
拡
大
を
企
図
し
て
い
た
白
川
家
と
そ
の

関
東
執
役
、
さ
ら
に
自
己
の
名
誉
回
復
と
大
学
頭
林
家
に
対
抗
し
て
幕
府
へ
の
影
響
力
を
強
め
る
た
め
に
白
川
家
の
権
威
を
利
用
し
た
い

気
吹
舎
の
平
田
篤
胤
・
鐵
胤
た
ち
と
い
う
、
い
く
つ
も
の
立
場
が
絡
み
合
う
関
係
の
一
端
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

註

（
１
）
平
田
鐵
胤
筆
「
日
記
」（
文
政
八
年
正
月
よ
り
、
第
一
）。
渡
辺
金
造
『
平
田
篤
胤
研
究
』（
昭
和
十
七
年
）
九
五
二
頁
。

（
２
）
同
右
書
、
九
六
三
頁
。
こ
の
記
事
で
井
上
正
鐡
と
併
記
さ
れ
て
い
る
川
崎
源
三
（
重
恭
）
は
、
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
気

吹
舎
入
門
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に
三
十
五
歳
で
没
し
た
。
正
鐡
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
は
、
た
ま
た
ま
同

日
に
訪
問
し
た
の
で
併
記
さ
れ
た
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。

（
３
）
同
右
書
、
一
〇
〇
六
頁
。

（
４
）
同
右
書
、
一
〇
九
一
頁
。

（
５
） 「
気
吹
舎
日
記
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
二
八
集
（
平
成
十
八
年
）
三
六
頁
。

（
６
）
現
存
す
る
井
上
正
鐡
の
遺
文
に
は
、
平
田
篤
胤
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
は
な
い
が
、
本
居
宣
長
に
つ
い
て
は
、「
神
代
巻
古
事

記
傅
、
本
居
の
傅
よ
ろ
し
。
し
か
れ
ど
も
本
居
は
傅
へ
な
き
人
ゆ
へ
に
大
義
に
う
と
し
。
故
に
妄
談
、
怪
説
を
な
す
。
只
古
事
を
よ

く
知
た
る
人
な
り
。
し
か
れ
ど
も
此
人
な
く
バ
、
何
を
も
つ
て
古
事
を
し
ら
ん
や
。
是
我
が
事
を
知
る
た
め
の
師
な
り
。
ま
た
此
人

な
く
バ
、
能
古
言
葉
を
さ
と
し
得
ん
哉
」（『
井
上
正
鐡
翁
遺
訓
集
』（
以
下
、『
遺
訓
集
』
と
略
）
巻
之
六
「
気
息
」・
渋
沢
六
左
衛
門

村
茂
宛
）
と
述
べ
て
お
り
、『
古
事
記
伝
』
を
読
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
り
、
国
学
へ
の
関
心
は
高
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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（
７
）
磯
野
弘
道
（
一
七
七
二
～
一
八
四
七
）
は
、
父
の
磯
野
原
泉
か
ら
永
田
徳
本
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
医
学
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
古

方
派
の
祖
と
さ
れ
る
吉
益
東
洞
の
門
人
岑
貉
丘
に
学
ん
だ
。
後
に
江
戸
へ
出
て
「
徳
本
流
一
派
医
学
」
を
立
て
て
門
人
を
育
成
し

た
。
正
鐡
は
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
入
門
し
た
初
期
の
門
人
で
あ
る
が
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
五
月
に
岡
崎
で
再
会
し
た

時
に
は
、「
師
天
地
」
の
印
と
文
書
を
授
与
し
て
出
藍
を
讃
え
て
い
る
。（「
煙
草
の
裏
葉
」）

（
８
）
水
野
南
北
が
、
観
相
の
職
掌
に
関
す
る
争
論
と
思
わ
れ
る
「
土
御
門
家
と
の
事
」
に
よ
り
、
江
戸
に
下
向
し
た
際
の
文
政
八
年
（
一

八
二
五
）
に
は
、
自
分
の
門
人
杉
山
秀
三
を
入
門
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
頃
も
、
師
弟
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
井
上
正

鐡
眞
傳
記
』（
以
下
、『
真
伝
記
』
と
略
）（
明
治
十
年
）
巻
之
一
、
九
丁
ウ
。

（
９
）『
唯
一
問
答
書
』（
明
治
七
年
）
上
巻
「
難
病
人
」。

（
10
）『
真
伝
記
』
巻
之
一
、
九
丁
オ
。

（
11
）『
遺
訓
集
』
巻
之
二
「
鐵
一
字
」。
天
保
十
四
年
正
月
二
十
日
に
牢
内
か
ら
門
人
加
藤
鐡
秀
に
あ
て
た
書
簡
で
あ
る
。

（
12
）『
唯
一
問
答
書
』
上
巻
「
難
病
人
」。

（
13
）
荻
原
稔
「
禊
教
教
祖
井
上
正
鐡
の
出
自
に
つ
い
て
―
「
安
藤
家
文
書
」
を
通
路
に
し
て
」『
神
道
及
び
神
道
史
』
四
十
四
号
（
昭

和
六
十
一
年
）。

（
14
）『
教
祖
井
上
正
鐡
大
人
實
伝
記
』（
以
下
、『
実
伝
記
』
と
略
）（
明
治
二
十
八
年
）
上
巻
七
丁
ウ
。

（
15
）『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
別
巻
（
昭
和
五
十
六
年
）
所
収
。
同
書
は
、
巻
末
の
人
名
索
引
で
検
索
で
き
る
。

（
16
）
前
掲
、
渡
辺
（
昭
和
十
七
年
）
九
六
四
頁
。

（
17
）
同
右
書
、
九
六
五
頁
。

（
18
）
同
右
書
、
一
〇
六
七
頁
。
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（
19
）
同
右
書
、
一
〇
六
八
頁
に
、「
庄
司
美
濃
兵
衛
来
、
易
方
位
の
事
を
問
ひ
に
来
れ
る
也
。」
と
あ
る
。

（
20
）
気
吹
舎
に
入
門
は
し
て
い
な
い
が
、
秋
元
家
中
の
田
中
為
吉
と
い
う
人
に
つ
い
て
も
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
十
一
月
二
十
五

日
に
は
、「
秋
本
（
秋
元
）
家
の
田
中
為
吉
と
云
人
来
」（
同
右
書
、
一
〇
一
八
頁
）
と
あ
り
、
二
か
月
後
の
翌
十
一
年
（
一
八
二
八
）

一
月
二
十
七
日
「
田
中
為
吉
来
、
写
し
物
」（
一
〇
二
五
頁
）、
さ
ら
に
約
ひ
と
月
後
の
三
月
七
日
に
「
田
中
為
吉
来
」（
一
〇
二
九

頁
）
と
あ
り
、
翌
年
の
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
五
月
二
十
七
日
に
は
、「
田
中
為
吉
入
来
」（
一
〇
七
五
頁
）、
そ
し
て
正
鐡
が

訪
問
す
る
三
日
前
の
十
一
月
十
一
日
（
一
〇
九
一
頁
）
に
も
、「
田
中
為
吉
入
来
」
と
あ
る
。

（
21
）『
実
伝
記
』
上
巻
四
一
丁
ウ
か
ら
四
二
丁
ウ
。

（
22
）
法
名
を
「
慈
眼
院
覚
道
真
鐡
居
士
」
と
諡
ら
れ
て
、
菩
提
寺
で
あ
っ
た
池
の
端
七
軒
町
の
曹
洞
宗
慶
安
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
。
明
治

十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
禊
教
門
中
に
よ
り
谷
中
霊
園
乙
九
号
に
正
鐡
と
と
も
に
改
葬
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

（
23
）
大
祓
詞
に
「
天
津
祝
詞
の
太
諄
詞
事
を
宣
れ
」
と
あ
り
、「
如
此
宣
ら
ば
」
と
受
け
て
い
る
箇
所
で
「
宣
」
ら
れ
る
「
天
津
祝
詞
の

太
諄
詞
事
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
学
者
の
論
考
と
し
て
は
、
賀
茂
真
淵
の
『
祝
詞
考
』
や
、
平
田
篤
胤
の
『
天
津
祝

詞
考
』、
大
国
隆
正
の
『
天
都
詔
詞
太
詔
詞
考
』
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
信
仰
上
か
ら
は
、「
天
津
祝
詞
の
太
諄
詞
事
」
と
は
、「
罪

と
い
う
罪
は
あ
ら
じ
」
と
さ
れ
る
ま
で
に
威
力
あ
る
神
呪
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
24
）『
天
津
祝
詞
考
』
は
、
も
と
『
大
祓
太
詔
刀
考
』
と
い
う
題
で
「
文
化
十
二
年
四
月
三
日
に
考
へ
畢
る
」
と
す
る
篤
胤
の
本
文
を

清
書
し
て
、
当
時
篤
眞
と
称
し
て
い
た
鐵
胤
が
「
文
政
ノ
五
年
と
云
と
し
の
五
月
十
六
日
」
の
序
文
を
付
け
て
い
る
。
だ
が
、
版
本

に
あ
る
「
弘
化
の
三
と
せ
と
い
ふ
年
の
七
月
の
十
日
あ
ま
り
六
日
」
付
け
の
陸
奥
国
伊
達
の
門
人
菊
田
芳
胤
の
序
文
に
よ
る
と
、.

「
如
此
写
本
に
て
秘
め
お
か
ば
…
く
ち
果
て
な
む
」
こ
と
を
嘆
き
、
鐵
胤
の
承
認
を
得
て
同
志
と
共
に
「
は
る
さ
く
花
の
桜
木
の
板

に
ゑ
る
事
」
と
な
っ
た
と
あ
り
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
の
著
述
後
、
文
政
五
年
（
一
八
三
四
）
の
段
階
で
は
版
下
作
成
ま
で
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に
止
ま
り
、
弘
化
三
年
（
一
八
五
〇
）
七
月
以
降
に
な
っ
て
『
天
津
祝
詞
考
』
と
題
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
菊

田
芳
胤
は
、「
誓
詞
帳
」
及
び
「
門
人
姓
名
録
」
に
あ
る
天
保
十
四
年
九
月
二
十
五
日
入
門
の
「
陸
奥
国
伊
達
郡
岡
村
里
人
菊
田
什

之
助
」
当
時
二
十
五
歳
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
源
長
胤
」
と
あ
っ
て
「
芳
胤
」
で
な
い
の
は
、
誤
写
等
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
25
）
麻
生
正
一
『
神
道
家
井
上
正
鐡
翁
』（
昭
和
八
年
）
教
典
編
九
〇
か
ら
一
〇
七
頁
に
所
収
。
こ
の
旅
日
記
「
煙
草
の
裏
葉
」
は
、
か

つ
て
正
鐡
の
二
女
鶴
子
が
養
育
さ
れ
て
い
た
上
州
平
塚
河
岸
（
現
在
の
群
馬
県
伊
勢
崎
市
）
の
渋
沢
家
に
保
管
さ
れ
て
い
た
が
、
明

治
二
十
五
年
に
麻
生
正
一
が
譲
渡
さ
れ
た
と
い
う
。（
同
書
十
五
頁
）。

（
26
）『
遺
訓
集
』
巻
之
七
「
道
ニ
逢
歌
」
村
越
正
久
宛
書
簡
。

（
27
）
法
名
を
「
慈
眼
院
覚
道
真
鐡
居
士
」
と
諡
ら
れ
て
、
菩
提
寺
で
あ
っ
た
池
の
端
七
軒
町
の
曹
洞
宗
慶
安
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
。
明
治

十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
禊
教
門
中
に
よ
り
谷
中
霊
園
乙
九
号
に
正
鐡
と
と
も
に
改
葬
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

（
28
）『
実
伝
記
』
上
巻
四
二
丁
オ
。『
真
伝
記
』
巻
一
、
三
二
丁
で
は
、「
心
の
闇
を
破
る
の
明
王
（
み
ゃ
う
わ
う
）
を
覚
（
お
ぼ
）
へ

ん
」（
カ
ッ
コ
内
は
底
本
の
ふ
り
が
な
）
と
あ
り
、
文
面
が
相
違
す
る
が
、
意
味
か
ら
す
る
と
誤
写
で
あ
ろ
う
。

（
29
）『
白
川
家
日
記
』（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）
天
保
七
年
十
一
月
十
四
日
・
十
五
日
の
条
及
び
『
白
川
家
門
人
帳
』（
金
光
図
書
館
所

蔵
）
天
保
七
年
十
一
月
十
五
日
の
条
。
近
藤
喜
博
『
白
川
家
門
人
帳
』（
昭
和
四
十
七
年
）
三
六
九
頁
。

（
30
）
井
上
正
鐡
と
そ
の
後
継
者
た
ち
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
は
、
荻
原
稔
『
井
上
正
鐡
門
中
・
禊
教
の
成
立
と
展
開
』（
平
成
三
十
年
）

に
詳
し
い
。

（
31
）
麻
生
正
一
『
増
補
井
上
正
鐡
翁
在
嶋
記
』（
明
治
二
十
三
年
）
一
六
か
ら
一
七
頁
。

（
32
）
前
掲
「
気
吹
舎
日
記
」（
平
成
十
八
年
）
一
六
八
頁
。

（
33
）
同
右
。
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（
34
）
同
右
。

（
35
）
前
掲
、
渡
辺
（
昭
和
十
七
年
）
六
七
八
頁
。

（
36
）
同
右
書
、
六
七
九
か
ら
六
八
〇
頁
。

（
37
）
前
掲
「
気
吹
舎
日
記
」（
平
成
十
八
年
）
一
六
九
頁
。

（
38
）
同
右
。

（
39
）
前
掲
、
渡
辺
（
昭
和
十
七
年
）
七
二
六
頁
。

（
40
）
同
右
。

（
41
）
前
掲
、
渡
辺
（
昭
和
十
七
年
）
七
二
九
頁
。

（
42
）
同
右
書
、
七
四
七
頁
。

（
43
）
同
右
書
、
七
七
一
頁
。

（
44
）
遠
藤
潤
『
平
田
国
学
と
近
世
社
会
』（
平
成
二
十
年
）
二
〇
九
頁
。

（
45
）
前
掲
「
気
吹
舎
日
記
」（
平
成
十
八
年
）
一
七
六
頁
。

（
46
）
前
掲
、
渡
辺
（
昭
和
十
七
年
）
七
七
一
頁
。

（
47
）
同
右
書
、
七
八
四
頁
。
篤
胤
宛
の
鐵
胤
書
簡
で
あ
る
が
、
篤
胤
が
朱
書
き
で
加
筆
し
て
返
信
し
た
も
の
。

（
48
）「
真
伝
記
」
巻
之
三
、
二
丁
ウ
。

（
49
）『
白
川
家
職
事
伝
奏
往
来
留
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
天
保
十
三
年
十
二
月
十
四
日
の
條
の
白
川
家
雑
掌
時
岡
肥
後
よ
り
武
家
伝
奏

へ
提
出
し
た
書
類
に
あ
る
。
ま
た
、『
白
川
家
日
記
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
天
保
十
三
年
十
二
月
七
日
の
條
に
は
、「
當
十
月
中
関

東
執
役
被
呼
出
、
御
尋
之
筋
在
之
、
其
砌
御
答
書
差
出
」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
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（
50
）
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
白
川
家
職
事
伝
奏
往
来
留
』
天
保
十
四
年
三
月
十
九
日
の
条
に
、
十
二
月
二
十
七
日
に
「
備
中
守
殿
（
老
中

堀
田
正
睦
）」
か
ら
寺
社
奉
行
に
対
し
て
、
井
上
正
鐡
を
遠
島
に
処
す
る
よ
う
に
指
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
51
）
前
掲
、
渡
辺
（
昭
和
十
七
年
）
七
九
一
頁
。

（
52
）
同
右
書
、
七
九
九
頁
。

（
53
）
同
右
書
、
八
〇
二
頁
。

（
54
）
同
右
書
、
八
〇
四
頁
。

（
55
） 「
寺
社
奉
行
書
留
」『
東
京
都
神
社
史
料
・
五
』（
昭
和
四
十
三
年
）
四
〇
頁
。「
気
吹
舎
日
記
」
に
は
、
天
保
十
四
年
五
月
三
十
日

に
「
南
大
路
使
」
が
気
吹
舎
を
訪
問
し
た
記
事
が
あ
る
の
で
、
そ
の
頃
に
取
締
を
受
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
掲
「
気
吹
舎
日

記
」（
平
成
十
八
年
）
一
八
〇
頁
。
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氏
姓
と
太
古
の
治
道

―
細
井
貞
雄
『
姓
序
考
』
を
巡
っ
て

河
　
合
　
一
　
樹

序
細
井
貞
雄
ハ
、
号
ヲ
昌
阿
、
家
ノ
号
ヲ
詞
花
堂
ト
云
、
称
ヲ
藤
十
郎
ト
ヨ
ベ
リ
、
江
戸
ノ
人
ナ
リ
、【
桶
町
ニ
住
ミ
、
桶
御
用
ヲ
ツ

ト
メ
シ
ト
イ
フ
、】
ハ
ヤ
ク
家
ノ
ツ
ト
メ
ヲ
サ
ケ
、
浅
草
伝
法
院
裏
門
ノ
辺
ニ
閑
居
シ
、
山
本
正
臣
カ
門
ニ
入
、
モ
ノ
マ
ナ
ビ
ヲ
イ

ソ
シ
ミ
、
後
本
居
ノ
弟
子
ト
ナ
リ
、
有
職
ハ
大
炊
御
門
ノ
門
弟
ニ
テ
、
最
姓
氏
学
ニ
精
シ
カ
リ
ケ
リ
、

.

［
清
宮
秀
堅
『
古
学
小
伝
』
下
、
玉
山
堂
、
一
八
八
六
年
、
二
二
葉
表
］

　

こ
れ
は
『
古
学
小
伝
』
に
お
け
る
細
井
貞
雄
の
伝
記（
１
）の
冒
頭
で
あ
る
。
貞
雄
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
『
宇
津
保
物
語
』
研
究
の
方
が

広
く
知
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い（
２
）が
、
こ
こ
で
は
「
姓
氏
学
」
に
詳
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
真
っ
先
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。「
姓
氏

國學院大學研究開発推進機構紀要　第13号　令和3年3月
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学
」
と
は
、
日
本
古
代
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ（
３
）が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
が
ど
の
よ
う
な
来
歴
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
に
対
す
る
研
究
を
指
す
。

　

こ
の
よ
う
な
紹
介
の
通
り
、
貞
雄
は
未
完
成
に
終
わ
っ
て
い
る（
４
）と
は
い
え
記
紀
や
『
姓
氏
録
』
に
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
五
十
音
順
に
配
列
し

考
証
を
加
え
た
『
姓
氏
考
』
を
構
想
し
、「
真
人
」「
朝
臣
」
な
十
四
種
の
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
論
じ
る
『
姓
氏
考
』
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ

ら
に
お
い
て
は
、
記
紀
や
『
姓
氏
録
』
な
ど
を
駆
使
し
た
詳
細
な
考
察
が
為
さ
れ
て
お
り
、
佐
伯
有
清
は
そ
の
功
績
を
近
世
の
ウ
ヂ
カ
バ

ネ
及
び
『
姓
氏
録
』
の
研
究
史
に
お
い
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る（
５
）。

　

本
稿
の
目
的
は
そ
の
よ
う
な
貞
雄
の
「
姓
氏
学
」
の
思
想
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
は
様
々
な
人
物

が
中
国
の
姓
氏
と
日
本
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
と
を
比
較
し
、
そ
れ
ら
の
意
義
を
論
じ
て
い
た（
６
）。
早
期
に
は
儒
者
た
ち
に
よ
る
中
国
の
姓
氏
を
基

準
と
し
た
議
論
が
目
立
つ
が
、
本
居
宣
長
以
降
徐
々
に
国
学
者
た
ち
に
よ
る
日
本
独
自
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
の
追
及
が
増
え
て
い
く
。
そ
の
中

に
あ
っ
て
貞
雄
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
究
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

　

そ
の
為
、
個
々
の
氏
族
や
カ
バ
ネ
に
関
す
る
具
体
的
な
考
証
よ
り
も
貞
雄
が
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
の
制
度
を
ど
の
よ
う
に
思
い
描
い
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
が
考
察
の
中
心
と
な
る
。
ま
た
そ
の
際
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
『
姓
氏
考
』
も
重
要
な
著
作
と
し
て
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い

が
、
未
完
成
で
あ
る
こ
と
及
び
個
々
の
氏
族
の
考
証
が
主
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
『
姓
序
考
』
を
中
心
に
考
察
を
進
め
る

こ
と
に
し
た
い
。

　

さ
て
、
貞
雄
は
『
姓
序
考
』
の
中
で
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
「
姓
と
い
へ
る
は
真
人
、
朝
臣
の
類
を
い
ひ
、
氏
と
い
へ
る
は
、
源
、

橘
、
藤
原
な
と
の
類
を
い
へ
り
。［『
姓
序
考
』
五
二
五
］」
と
端
的
に
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
今
日
か
ら
す
れ
ば
、
ご
く
当
然
の

こ
と
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
谷
川
士
清
の
『
和
訓
栞
』
の
「
か
ば
ね
」
の
項
目
に
目
を
向
け
る
と
、
貞
雄

の
発
言
が
当
時
に
お
い
て
は
単
な
る
自
明
の
前
提
の
確
認
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
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か
ば
ね　

神
代
紀
に
尸
を
よ
め
り
。
骨
皮
の
義
也
。
顕
宗
紀
に
骨
ノ
字
も
よ
め
り
。
柩
を
よ
め
る
ハ
義
訓
也
。
骸
も
同
し
。
〇
神
代

紀
に
姓
又
姓
氏
を
よ
む
ハ
尸
よ
り
出
た
る
詞
也
。
續
日
本
紀
に
根
可
婆
禰
と
い
ひ
、
姓
氏
録
に
人
民
の
氏
骨カ
ハ
ネと

い
へ
る
是
也
。
さ
る

を
姓
氏
の
外
に
日
本
に
て
ハ
別
に
尸
と
い
ふ
事
あ
り
と
お
も
え
る
は
誤
り
也
。
太
古
ハ
姓
氏
の
沙
汰
な
し
。
西
土
も
同
し
。
ま
た
姓

氏
の
別
あ
り
し
も
姓
と
氏
と
を
混
せ
り
。
漢
ノ
　

高
祖
を
姓
劉
氏
と
い
ふ
か
如
き
是
也
。

.

［
谷
川
士
清
著
・
井
上
頼
圀
ほ
か
増
補
『
増
補
語
林　

和
訓
栞　

上
』

.

皇
典
研
究
所
、
一
八
九
八
年
、
五
一
八
～
五
一
九
頁
］

　

こ
こ
に
お
い
て
士
清
は
、
あ
く
ま
で
カ
バ
ネ
を
中
国
の
姓
氏
と
の
関
連
で
捉
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
姓
氏
以
外
に
日
本
に
は
「
尸
」
と

い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
貞
雄
の
如
上
の
定
義
は
日
本
独
自

の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
の
考
察
へ
と
踏
み
出
そ
う
と
す
る
宣
言
で
あ
る
と
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
貞
雄
の
日
本
独
自
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
対
す
る
考
察
は
全
く
の
独
創
で
あ
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
貞
雄
は

様
々
な
箇
所
に
お
い
て
、
師
で
あ
る
宣
長
が
『
古
事
記
伝
』
等
の
著
作
に
お
い
て
示
し
た
見
解
を
引
用
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
思
想
的
内

容
に
つ
い
て
も
宣
長
か
ら
の
影
響
が
強
い
。
部
分
的
に
は
宣
長
の
説
に
反
対
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
宣
長
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
、
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
主
題
と
し
て
専
門
的
な
研
究
を
行

い
独
立
し
た
著
作
に
纏
め
た
貞
雄
の
言
説
に
は
、
宣
長
か
ら
さ
ら
に
歩
を
進
め
た
独
自
の
部
分
も
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

事
情
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
ま
ず
宣
長
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
巡
る
思
索
に
つ
い
て
一
定
の
紙
幅
を
費
や
し
て
確
認
し
た
後
に
、
貞
雄
の

『
姓
序
考
』
に
関
す
る
考
察
へ
と
進
む
こ
と
に
し
た
い
。
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一　
『
古
事
記
伝
』
に
お
け
る
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
の
注
釈

　

序
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
貞
雄
の
『
姓
序
考
』
は
宣
長
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
巡
る
思
索
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
の
色
彩
が
強

い
。
そ
の
為
、
ま
ず
は
貞
雄
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
に
お
け
る
記
述
を
見
て
い
き
た
い（
７
）。

　

宣
長
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
関
す
る
見
解
は
、
允
恭
記
の
盟
神
探
湯
の
段
に
お
け
る
「
こ
こ
に
、
天
皇
、
天
の
下
の
氏
々
名
々
の
人
等
の
氏

姓
の
忤
ひ
過
て
る
こ
と
を
愁
ひ
ま
し
て
、
味
白
檮
の
言
八
十
禍
津
日
の
前
に
、
く
か
瓮
を
据
ゑ
て
、
天
の
下
の
八
十
友
の
緒
の
氏
姓
を
定

め
た
ま
ひ
き
。［『
古
事
記
』
允
恭
記
］」
と
い
う
箇
所
に
対
す
る
「
名
々
」「
氏
姓
」
な
ど
の
項
目
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
氏
姓
」
に
対
す

る
注
釈
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

○
氏
姓
は
、
宇ウ

遅ヂ

加カ

婆バ

禰ネ

と
訓ム

、
宇ウ

遅ヂ

と
云
物
は
常
に
人
の
心
得
た
る
が
如
し
、【
源
平
藤
原
な
ど
の
類
是
な
り
、】
加カ

婆バ

禰ネ

と
云
は
、

宇ウ

遅ヂ

を
尊タ
フ
トみ

た
る
號ナ

に
し
て
即チ

宇ウ

遅ヂ

を
も
云
り
、【
源
平
藤
原
の
類
は
、
氏ウ
ヂ

な
る
を
其ソ
レ

を
も
、
加
婆
禰
と
も
云
な
り
、】
宇ウ

遅ヂ

も
も
と

賛ホ
メ

て
負ツ
ケ

た
る
物
な
れ
ば
な
り
、【
是
は
た
言
は
賛ホ
メ

た
る
言
に
非
る
も
、
負ツ
ケ

た
る
意
は
ほ
め
た
る
も
の
な
り
】
又
朝ア
ソ
ミ臣

宿ス
ク
ネ禰

な
ど
、
宇ウ

遅ヂ

の
下
に
着ツ
ケ

て
呼イ

ふ
物
を
も
云
り
、
此コ

は
固
モ
ト
ヨ
リ

賛ホ
メ

尊ト
フ
トみ

た
る
號ナ

な
り
、
又
宇ウ

遅ヂ

と
朝
臣
宿
禰
の
類
と
を
連ツ
ラ

ね
て
も
加カ

婆バ

禰ネ

と
云
り
、

【
藤
原ノ

朝
臣
大
伴ノ

宿
禰
な
ど
の
如
し
、】
さ
れ
ば
宇ウ

遅ヂ

と
云
は
、
源
平
藤
原
の
類
に
局カ
ギ

り
、【
朝
臣
宿
禰
の
類
を
宇
遅
と
云
る
こ
と
は

無
し
、】
加カ

婆バ

禰ネ

と
云
は
、
宇ウ

遅ヂ

に
も
朝
臣
宿
禰
の
類
に
も
連ツ
ラ
ネて

呼イ

ふ
に
も
恒ワ
タ

る
號ナ

な
り
、
宇ウ

遅ヂ

と
加カ

婆バ

禰ネ

と
の
差ケ
ヂ
メ別

大
か
た
如
カ
ク
ノ
ゴ
ト此

し
、
さ
て
宇ウ

遅ヂ

加カ

婆バ

禰ネ

と
連ツ
ラ

ね
て
云
に
は
、
宇ウ

遅ヂ

【
源
平
藤
原
の
類
】
と
加カ

婆バ

禰ネ

【
朝
臣
宿
禰
の
類
】
と
を
分ワ
ケ

て
並ナ
ラ

べ
て
云
る
も
在

り
、
又
た
ゞ
何
と
な
く
重カ
サ

ね
て
云
る
も
あ
り
、
此コ
コ

の
氏ウ
ヂ

姓カ
バ
ネ

何
れ
に
見
て
も
違
は
ず
、
.

［『
記
伝
』
十
二
・
一
八
七
］
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宣
長
は
源
平
藤
原
な
ど
の
ウ
ヂ
と
朝
臣
宿
祢
な
ど
の
カ
バ
ネ
を
分
け
て
言
う
場
合
と
両
者
を
共
に
カ
バ
ネ
と
言
う
場
合
と
の
二
つ
を
考

え
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
先
に
触
れ
た
貞
雄
の
定
義
と
多
少
の
差
異
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
違
い
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
も
興
味
深
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
日
本
独
自
の
カ
バ
ネ
を
否
定
し
て
い
た
士
清
と
比
べ
る

な
ら
ば
、
両
者
は
大
き
な
方
向
性
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
宣
長
は
こ
の
直
後
に
比
較
的
長
い
割
注

を
付
け
て
日
本
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
と
中
国
の
姓
氏
と
の
相
違
を
論
じ
、「
朝
臣
宿
禰
の
類
は
、
漢
國
に
は
無
き
物
［『
記
伝
』
十
二
・
一
八

七
］」
で
あ
る
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
分
か
る
の
は
、
宣
長
が
貞
雄
に
先
立
っ
て
日
本
独
自
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
の
在
り
方
を
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
内
実
を
考
え
る
為
に
は
、「
名
々
」
の
項
目
の
方
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
「
名
」
の
一
般

的
定
義
か
ら
始
ま
る
長
い
注
釈
が
為
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
古ヘ

は
氏
々
の
職ワ

業ザ

各
定
ま
り
て
、
世
々
相ヒ

繼ツ
ギ

て
仕ヘ

奉
り
つ
れ
ば
、
其ノ

職ワ
ザ

即チ

其ノ

家
の
名
な
る
故
に
、【
氏
々
の
職
業
は
、
も
と
其

先
祖
の
徳イ
サ
ヲ功
に
因リ

て
う
け
た
ま
は
り
仕
奉
る
な
れ
ば
、
是
も
賛ホ
メ

た
る
方
に
て
名
な
り
、】
即チ

其ノ

職ワ

業ザ

を
指シ

て
も
名
と
云
理
、
さ
て
其ソ

は
其
家
に
世
々
に
傳
は
る
故
に
其
名
即チ

姓
の
如
し
、
さ
れ
ば
名ナ

ナ々

と
云
は
職
々
に
て
即チ

此レ

も
氏
々
と
云
に
ひ
と
し
き
な
り
、

.

［『
記
伝
』
十
二
・
一
八
六
］

　

こ
こ
で
宣
長
は
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
と
「
職
業
」
と
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
。
日
本
古
代
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
「
職
業
」
が
定

ま
っ
て
い
た
為
に
、
そ
れ
が
家
の
「
名
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
「
名
々
」
と
い
う
の
は
「
氏
々
」
と
同
じ
意
味
に
な
る
と
い
う
。
宣
長
は

『
古
事
記
』
本
文
に
あ
る
「
氏
々
名
々
」
と
い
う
言
葉
の
並
び
か
ら
、「
名
々
」
の
意
味
を
追
求
し
、
そ
の
過
程
で
「
職
業
」
と
結
び
つ
い
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た
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
構
築
す
る
の
で
あ
る
。

　

ウ
ヂ
カ
バ
ネ
が
「
職
業
」
と
強
い
関
連
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
今
日
の
目
か
ら
見
て
も
奇
妙
な
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う（
８
）。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
に
あ
っ
て
こ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
宣
長

が
こ
の
よ
う
な
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
対
す
る
考
え
を
披
歴
す
る
時
、
そ
こ
に
は
同
時
代
の
儒
者
へ
の
反
論
の
意
図
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
宣
長

自
身
が
思
い
描
く
日
本
古
代
の
在
り
方
と
も
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二　

ウ
ヂ
カ
バ
ネ
と
マ
ツ
リ
ゴ
ト

　

宣
長
は
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
と
「
職
業
」
と
の
結
び
つ
き
を
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
の
持
つ
意
味
を
考
え
る
上
で
目
に
留
ま
る
の
が
、.

「
大
臣
」
に
対
す
る
注
釈
の
中
の
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

〇
官ツ
カ
サ職

の
事
、
神
代
よ
り
此コ
レ

あ
り
て
、
宮ミ
ヤ

之ノ

首オ
ビ
ト、

膳カ
シ
ハ
デ夫

、
齋イ
ハ
ヒ
ヌ
シ主な

ど
あ
る
た
ぐ
ひ
、
皆
官ツ
カ
サ

也
、
又
五
イ
ツ
ト
モ
ノ
ヲ
ノ

部
祖
神
は
、
い
は
ゆ
る
文

官
、
大
伴ノ

連
久
米ノ

直
二
氏ノ

祖
神
な
ど
は
、
い
は
ゆ
る
武
官
な
り
、
又
中
臣
忌
部
な
ど
云
稱
も
、
即チ

官
職
な
り
、
さ
て
大
倭ノ

京
と
な
り

て
、
ま
す
〳
〵
品
々
の
職ツ
カ
サ

見
え
た
り
、
某ナ
ニ
ベ部

某タ
レ
ベ部

と
云
も
の
の
中
に
、
官
職
な
る
多
し
、
後ノ

世
の
官
の
中
に
も
、
辨
オ
ホ
ト
モ、

掃ヒ
カ
キ
モ
リ部

、

大オ
ホ
キ炊

、
主ト
ノ

殿モ
リ

、
主モ
ヒ

水ト
リ

、
靫ユ
ゲ
ヒ負

な
ど
云
は
、
後
に
ま
う
け
た
る
名
に
非
ず
、
古へ

の
官
名
の
の
こ
れ
る
も
の
な
り
、
さ
て
八ヤ

十ソ

伴ト
モ

緒ノ
ヲ

と
云

し
は
、
即チ

漢カ
ラ

籍ブ
ミ

に
百
官
と
云
が
如
し
、
然
れ
ど
も
、
か
の
戎カ
ラ

國
の
、
時
々
に
、
あ
ら
ぬ
人
を
擇エ
ラ

び
舉ア
ゲ

て
、
官
に
任メ

す
と
は
、
大イ
タ

く
異コ
ト

に
し
て
、
皇
朝
の
上
代
に
は
、
各
其ノ

職ツ
カ
サを

世
々
に
傳
へ
て
、
仕
奉
り
し
故
に
、
其ノ

家
の
職
を
、
即チ

姓ウ
ヂ

氏カ
バ
ネに

負オ
ヘ

る
ぞ
多
か
り
け
る
、

か
ゝ
れ
ば
、
官
職
は
神
代
よ
り
し
て
あ
り
つ
る
を
、
後ノ

世
と
そ
の
さ
ま
の
異
な
る
を
以
て
、
後ノ

人
官
職
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
上
代
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に
は
、
官
職
な
か
り
し
が
如
く
思
ふ
め
り
、

.

［『
記
伝
』
十
一
・
三
二
四
］

　

こ
こ
で
宣
長
は
、
神
代
か
ら
「
官
職
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
官
職
」
や
「
職
」
は
「
ワ
ザ
」
で
は
な

く
「
ツ
カ
サ
」
と
読
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
、「
其
家
の
職
を
、
即
姓
氏
に
負
る
ぞ
多
か
り
け
る
」
と
い
う
主
張
が
允
恭
記
の
ウ
ヂ
カ
バ

ネ
の
注
釈
と
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
だ
ろ
う
。
宣
長
は
日
本
上
代
に
お
い
て
は
、
中
国
の
「
あ
ら
ぬ
人
」
を
採
用

す
る
「
官
」
と
は
異
な
り
、「
職
」
を
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
負
う
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
た
為
に
、
後
の
世
の
人
々
は
「
官
職
」
が
な
か
っ

た
と
勘
違
い
し
て
い
る
と
言
う
。

　

宣
長
は
反
論
相
手
で
あ
る
「
後
人
」
が
誰
で
あ
る
か
名
前
を
挙
げ
て
は
い
な
い
が
、
例
え
ば
太
宰
春
台
の
『
弁
道
書
』
に
お
け
る
次
の

よ
う
な
発
言
が
想
定
さ
れ
る
。
宣
長
の
『
直
毘
霊
』
が
『
弁
道
書
』
へ
の
反
論
と
し
て
成
立
し
た（
９
）こ
と
か
ら
も
、
春
台
の
言
説
が
宣
長
の

脳
裏
に
あ
っ
た
蓋
然
性
は
極
め
て
高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

先
本
朝
の
古
を
考
候
に
、
神
武
天
皇
よ
り
三
十
代
欽
明
天
皇
の
頃
ま
で
は
、
本
朝
に
道
と
い
ふ
事
未
有
ら
ず
、
萬
事
う
ゐ
〳
〵
し
く

候
處
に
、
三
十
二
代
用
明
天
皇
の
皇
子
に
厩
戸
と
い
ふ
聰
明
の
人
生
れ
た
ま
ひ
、
官
職
を
定
め
衣
服
を
制
し
、
禮
樂
を
興
し
て
國
を

治
め
民
を
導
き
、
文
明
の
化
を
天
下
に
施
し
た
ま
ひ
候
。
本
朝
に
於
て
厩
戸
の
功
は
政
作
の
聖
と
も
い
ふ
べ
き
人
に
て
候
。

.

［
太
宰
春
台
『
辨
道
書
』（『
日
本
教
育
思
想
大
系　

徂
徠
学
派
』
所
収
）、
四
二
～
四
三
頁
］

　
『
弁
道
書
』
に
お
い
て
春
台
は
、
日
本
の
古
代
に
は
道
が
な
く
人
々
は
禽
獣
に
等
し
い
有
様
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る）
（1
（

。
こ
の
発
言
も
そ
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の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
春
台
は
聖
徳
太
子
が
「
官
職
」
や
「
衣
服
」「
礼
楽
」
な
ど
を
定
め
る
ま
で
「
道
」

が
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
張
に
反
発
し
た
宣
長
は
、
古
代
日
本
に
お
い
て
「
道
」
が
存
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
よ
う

と
す
る
訳
で
あ
る
。
そ
の
結
果
の
一
つ
が
、
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
の
内
に
「
職
」
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣

長
は
古
代
日
本
に
中
国
と
は
異
な
っ
た
秩
序
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す）
（（
（

。
宣
長
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
巡
る
思
索
は
同
時
代
の
言
説
と
切
り
結
ぶ

も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
と
「
職
」
と
の
関
係
は
宣
長
の
思
い
描
く
日
本
古
代
の
社
会
秩
序
の
在
り
方
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と

も
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い）
（1
（

。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
有
名
な
「
政
」
の
注
釈
で
あ
る
。

○
政
マ
ツ
リ
ゴ
トは

、
凡
て
君
の
國
を
治ヲ
サ
メ坐

す
萬ノ

事
の
中
に
、
神カ

祇ミ

を
祭リ

賜
ふ
が
、
最
ナ
カ
ニ

重オ
モ
キ

事コ
ト

な
る
故
に
、【
他ヒ
ト
ノ國

に
も
此
意
あ
り
、
皇ミ

國ク
ニ

は
更サ
ラ

な
り
、】
其ノ

餘ホ
カ

の
事コ
ト

等ド
モ

を
も
括カ
ネ

て
祭
マ
ツ
リ

事ゴ
ト

と
云
と
は
、
誰
も
思
ふ
こ
と
に
て
、
誠
に
然
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
猶
熟ヨ
ク

思フ

に
、
言
の
本
は
其ノ

由
に
は
非ア
ラ

で
、
奉マ
ツ
リ
ゴ
ト

仕
事
な
る
べ
し
、
そ
は
天ノ

下
の
臣オ
ミ

連ム
ラ
ジ

八ヤ

十ソ

伴ト
モ

緒ノ
ヲ

の
、
天
皇
の
大
命
を
奉
ウ
ケ
タ
マは

り
て
、
各
オ
ノ
オ
ノ

其ノ

職ワ
ザ

を
奉ツ
カ
ヘ
マ
ツ仕る

、
是レ

天ノ

下
の
政
マ
ツ
リ
ゴ
トな

れ
ば
な
り
、〔
中
略
〕【
然
れ
ば
言
の
本
の
意
を
以
て
見
れ
ば
、
麻マ

都ツ

理リ

碁ゴ

登ト

に
政ノ

字
は
當ア
タ

ら
ず
、
此ノ

字
に
な
づ
む
べ
き

に
非
ず
、
さ
れ
ど
臣
下
の
奉
仕
る
萬ノ

事
は
、
即チ

君
の
國
を
治
め
賜
ふ
御ミ

事ワ
ザ

な
れ
ば
、
末
は
一ツ

に
お
つ
め
り
、

.

［『
記
伝
』
十
・
三
二
一
、
三
二
二
］

　

宣
長
は
、
こ
こ
で
「
祭
」
が
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、「
祭
」
＝
「
政
」
と
い
う
考
え
を
否
定
す

る
。
そ
し
て
、「
政
」
と
は
「
奉
仕
事
」
で
あ
っ
て
、
人
々
が
天
皇
の
命
を
受
け
て
「
奉
仕
」
る
こ
と
が
、「
政
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ

故
、
最
終
的
に
は
一
致
す
る
と
し
て
も
本
質
的
に
は
「
マ
ツ
リ
ゴ
ト
」
と
「
政
」
は
異
な
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
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日
本
独
自
の
「
マ
ツ
リ
ゴ
ト
」
の
在
り
方
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
人
々
が
「
奉
仕
」
る
「
職
」
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
が
「
職
」
と
繋
が
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
古
代
か
ら
「
職
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
通
し

て
、
宣
長
が
日
本
古
代
の
社
会
秩
序
を
描
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
宣
長
が
こ
う
し
た
在
り
方
を
単
に
古
え
の
も
の
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
今
に
も
続
く
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と

も
合
わ
せ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

神
代
も
い
ま
も
へ
だ
て
な
く
、

た
ゞ
天ア
マ

津ツ

日ヒ

繼ツ
ギ

の
然シ
カ

ま
し
ま
す
の
み
な
ら
ず
、
臣オ
ミ

連ム
ラ
ジ

八ヤ

十ソ

伴ト
モ

緒ノ
ヲ

に
い
た
る
ま
で
、
氏ウ
ヂ

か
ば
ね
を
重オ
モ

み
し
て
、
子ウ
ミ

孫ノ
コ

の
八ヤ

十ソ

續ツ
ヅ
キ、

そ
の
家イ
ヘ

々イ
ヘ

の
職ワ

業ザ

を
う
け
つ
が
ひ
つ
ゝ
、
祖オ
ヤ

神ガ
ミ

た
ち
に
異コ
ト

な
ら
ず
、
只タ
ダ

一ヒ
ト

世ヨ

の
如
く
に
し
て
、
神
代
の
ま
ゝ
に
奉ツ
カ
ヘ
マ
ツ仕れ
り
、

.

［『
直
毘
霊
』
九
・
四
九
、
五
〇
］

　

宣
長
は
こ
こ
に
お
い
て
、
天
皇
だ
け
で
は
な
く
「
臣
連
八
十
伴
緒
」
ま
で
も
が
「
神
代
の
ま
ゝ
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は

後
に
見
る
い
く
つ
か
の
箇
所
に
お
い
て
宣
長
や
貞
雄
が
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
考
察
し
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
近
世
に
話
を
及
ぼ
す
こ
と
と

関
係
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
に
お
い
て
、
多
少
簡
略
に
で
は
あ
る
が
、
宣
長
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
関
す
る
記
述
を
見
て
き
た
。
宣
長
は
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
「
職
」
と

の
関
係
で
捉
え
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
春
台
な
ど
に
反
論
し
な
が
ら
日
本
古
代
に
独
自
の
秩
序
が
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
貞
雄
の
研
究
は
こ
う
し
た
宣
長
の
思
想
の
上
に
立
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
為
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
『
姓
序

考
』
の
考
察
へ
と
進
み
た
い
。
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三　

ウ
ヂ
カ
バ
ネ
の
序
列

　
『
姓
序
考
』
は
、
そ
の
題
名
の
通
り
「
姓
（
カ
バ
ネ
）」
の
「
序
（
ツ
イ
デ
）」
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
著
作
で
あ
る
。
北
村
久

備
と
貞
雄
自
身
に
よ
る
序
文
が
あ
り
、
本
文
で
は
全
体
の
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
た
後
に
「
真
人
」「
朝
臣
」
以
下
十
四
種
の
カ
バ
ネ
に
対
す

る
考
証
と
そ
の
他
関
連
事
項
に
対
す
る
考
察
が
為
さ
れ
て
い
る
。
カ
バ
ネ
を
専
門
的
に
扱
っ
た
著
作
で
あ
る
だ
け
あ
っ
て
、
個
々
の
カ
バ

ネ
に
対
す
る
考
察
は
、
宣
長
が
『
古
事
記
伝
』
な
ど
で
示
し
て
い
る
も
の
よ
り
詳
細
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
一
つ
一
つ
比

較
し
て
い
く
こ
と
は
避
け
た
い
。
以
下
で
は
、
特
に
貞
雄
が
宣
長
の
説
を
発
展
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
に
限
っ
て
取
り
上
げ
る
。

　

ま
ず
、『
姓
序
考
』
の
冒
頭
の
部
分
を
見
て
い
く
。
そ
こ
に
お
い
て
既
に
貞
雄
が
宣
長
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
及
び
そ

れ
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
つ
に
分
け
て
引
用
す
る
。

太
古
は
質
純
な
り
し
か
ば
、
心
純
に
し
て
、
貴
は
い
よ
〳
〵
尊
く
、
賤
は
ま
す
〳
〵
卑
し
。
故
尊
卑
の
け
ち
め
正
し
か
り
し
か
ど
、

や
ゞ
く
た
り
ゆ
き
て
は
、
卑
も
な
り
の
ぼ
り
、
尊
も
其
處
を
さ
り
ぬ
る
こ
と
の
あ
る
な
べ
に
、
其
階
級
を
別
定
む
べ
く
官
班
の
制
、

位
次
の
事
お
こ
れ
り
。
官
班
の
制
な
か
り
し
御
代
に
も
、
尊
卑
の
階
級
を
分
列
ら
れ
ぬ
る
こ
と
は
あ
り
し
か
ど
、
官
位
の
制
と
は

や
ゝ
た
が
へ
り
。

.

［『
姓
序
考
』
五
二
五
］

　

こ
こ
で
は
「
太
古
」
は
尊
卑
が
厳
格
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
乱
れ
て
来
た
の
で
「
官
位
」
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、.

「
官
位
」
が
出
来
る
以
前
に
も
尊
卑
は
分
け
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
尊
卑
を
分
け
る
も
の
こ
そ
が
カ
バ
ネ
で
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あ
る
。
貞
雄
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

官
位
は
其
職
を
奉
、
其
序
を
別
る
も
の
に
し
て
、
彼
よ
り
此
に
轉
任
し
、
是
よ
り
彼
に
補
任
ぬ
れ
ば
、
其
奉
守
れ
る
職
事
に
貴
賤
の

階
級
あ
り
て
、
彼
身
に
尊
卑
の
け
ぢ
め
あ
る
に
あ
ら
ず
。
太
古
の
姓
の
制
は
然
な
ら
ず
、
其
姓
を
賜
へ
れ
ば
栄
を
子
孫
の
八
十
つ
ゞ

き
に
傳
へ
、
天
罪
か
う
む
れ
ば
、
其
姓
を
貶
れ
衰
を
類
族
ま
て
致
せ
り
、
是
以
て
職
位
と
は
た
か
へ
る
こ
と
を
知
へ
し
。
如
此
れ

は
、
太
古
は
姓
に
尊
卑
の
け
ぢ
め
あ
り
て
、
職
に
貴
賤
の
わ
き
た
め
あ
る
こ
と
な
か
り
し
也
。
太
古
は
職
を
し
も
世
々
に
仕
奉
て
、

是
彼
に
轉
任
こ
と
は
さ
ら
に
な
く
、
今
世
の
制
に
い
と
よ
く
か
よ
い
た
り
、
故
太
古
は
其
職
を
以
て
氏
と
せ
し
も
の
そ
多
か
り
け
る
。

.

［『
姓
序
考
』
五
二
五
］

　
「
官
位
」
は
一
人
の
人
間
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
転
任
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
に
対
し
て
、「
姓
」
は
子
孫
に
受
け
継
い
で
い
く
も

の
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
日
本
古
代
で
は
代
々
「
職
」
を
受
け
継
い
で
い
た
為
に
、「
職
」
と
ウ
ヂ
と
が
繋
が
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
貞
雄
の
言
説
が
宣
長
の
議
論
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
『
姓
序
考
』
冒
頭
の
文
章
は
単
に
宣
長
の
議
論
を
引
き
延
ば
し
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
最
初
の
「
太
古
」
は
「
尊

卑
の
け
ち
め
」
が
正
し
か
っ
た
と
い
う
断
言
が
既
に
宣
長
か
ら
歩
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
貞
雄
が
こ
の
著
作
に

お
い
て
カ
バ
ネ
の
序
列
を
明
ら
か
に
し
得
た
と
い
う
自
信
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
と
は
貞
雄
が
こ
の
文
章
を
書
く
際
に
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
宣
長
の
『
玉
勝
間
』
の
一
節
と
比
べ
る
と
よ
り
明
確
に
な
る
。
当
該

箇
所
は
第
三
二
一
条
の
「
國
造
」
で
あ
る
。
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い
に
し
へ
に
國
ク
ニ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
造
と
い
ひ
し
は
、
今
の
世
の
ご
と
、
大
き
に
こ
そ
あ
ら
ざ
り
け
め
、
大
か
た
何
事
も
、
大
名
の
如
く
な
る
物
に
て
、

國
々
に
多
く
有
し
也
、
そ
れ
が
中
に
、
國
ク
ニ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
造
、
ま
た
君キ
ミ

、
ま
た
別ワ
ケ

、
又
直ア
タ
ヘ、
又
稲イ
ナ

置キ

、
ま
た
縣
ア
ガ
タ

主ヌ
シ

な
ど
い
ふ
、
色ク
サ

々グ
サ

の
有
て
、
尊タ
カ

き
卑キ
キ

き
け
ぢ
め
も
有
つ
る
を
、
そ
の
け
ぢ
め
は
、
さ
だ
か
に
記
せ
る
物
な
け
れ
ば
、
い
づ
れ
尊タ
カ

く
、
何
れ
卑ヒ
キ

か
り
け
む
、
今
こ
と

〴
〵
く
は
、
わ
き
ま
へ
が
た
け
れ
ど
、
大
か
た
は
皆
、
國
造
と
同
じ
さ
ま
な
る
物
に
て
、
此ノ

色ク
サ

々グ
サ

を
一
つ
に
す
べ
て
も
國ノ

造
と
い
へ

り
き
、
書
紀
な
ど
に
、
伴
ト
モ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ造
國ク
ニ
ノ
ミ
ヤ
ツ
コ
造
な
ど
あ
る
は
、
か
の
色ク
サ

々グ
サ

を
す
べ
て
、
一
つ
に
國ノ

造
と
い
へ
る
也
、

.

［
宣
長
『
玉
勝
間
』
一
・
一
九
〇
］

　

宣
長
は
こ
こ
で
「
國
造
」
は
「
君
」「
別
」「
直
」「
稲
置
」「
縣
主
」
な
ど
を
も
総
称
し
て
い
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る）
（1
（

。
そ
し
て
、
そ

れ
ら
の
間
に
は
「
尊
き
卑
き
け
ぢ
め
」
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
明
確
な
記
録
が
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、

貞
雄
は
『
姓
序
考
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
明
確
な
序
列
を
示
し
て
い
る
。

一
曰
眞
人
、
二
曰
朝
臣
、
三
曰
宿
禰
、
四
曰
忌
寸
、
五
曰
臣
、
六
曰
連
、
七
左
曰
公
、
七
右
曰
首
、
八
左
曰
國
造
、
八
右
曰
伴
造
、

九
左
曰
縣
主
、
九
右
曰
直
、
十
左
曰
村
主
、
十
右
曰
史

.

［『
姓
氏
考
』
五
二
九
］

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
序
列
を
定
め
る
考
証
を
通
し
て
、
貞
雄
に
よ
っ
て
日
本
古
代
の
秩
序
の
在
り
方
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
に

な
る）
（1
（

。
カ
バ
ネ
の
序
列
の
七
以
降
が
左
右
に
分
か
れ
て
い
る
理
由
も
、
こ
の
記
述
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
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太
古
の
治ミ

道チ

【
治
道
の
こ
と
は
こ
と
ふ
み
に
い
ふ
べ
け
れ
ど
、
こ
ゝ
に
其
か
た
は
し
を
い
は
ざ
れ
ば
、
こ
と
の
聞
が
た
け
れ
ば
な

り
。】
は
各
國
に
公
を
置
、
其
次
々
に
は
國
造
、【
公
に
て
國
造
を
兼
し
も
あ
り
、
筑
紫
君
石
井
は
公
な
が
ら
國
造
を
兼
し
な
べ
に
、

古
事
記
及
び
國
造
本
紀
に
は
筑
紫
國
造
と
い
へ
る
に
て
知
る
べ
し
。】
縣
主
、
村
主
な
ど
あ
り
て
こ
と
を
と
り
お
こ
な
ひ
し
也
。
朝

廷
の
臣
連
の
人
々
は
、
公
又
は
國
造
よ
り
奏
上
せ
る
こ
と
に
よ
り
て
、
可
否
を
定
め
ら
れ
し
こ
と
也
け
る
。
各
官
の
か
た
は
、
首
、

伴
造
、
直
、
史
な
ど
あ
り
て
、
み
な
其
職
を
仕
奉
れ
る
を
、
臣
連
の
人
々
可
否
を
思
ひ
別
た
れ
し
な
り
。
太
古
臣
連
二
造
も
て
ま
つ

り
ご
ち
た
り
し
と
き
は
、
臣
に
は
國
造
の
そ
ひ
、
連
に
は
伴
造
の
そ
へ
り
し
に
こ
そ
あ
り
け
め
。

.

［『
姓
序
考
』
五
三
六
～
五
三
七
］

　

宣
長
は
、
日
本
古
代
の
「
マ
ツ
リ
ゴ
ト
」
を
「
臣
連
八
十
伴
緒
」
が
「
仕
奉
」
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
貞
雄
の
い
う
「
太
古
の
治

道
」
も
基
本
的
に
は
そ
の
方
向
に
従
う
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
カ
バ
ネ
に
対
す
る
考
察
を
経
た
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
な
在

り
方
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。「
臣
」
が
各
地
に
置
か
れ
た
「
国
造
」
が
付
き
従
い
、「
連
」
に
は
様
々
な
職
業
を
掌
る
「
伴
造
）
（1
（

」

が
付
き
従
う
。
そ
し
て
、「
国
造
」「
伴
造
」
か
ら
奏
上
さ
れ
た
事
柄
を
「
臣
」「
連
」
が
判
断
す
る
と
い
う
政
治
の
在
り
方
を
「
太
古
の
治

道
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宣
長
の
示
し
た
日
本
古
代
の
秩
序
の
在
り
方
を
、
カ
バ
ネ
に
対
す
る
よ
り
詳
細
な
考
察
に
基
づ
い
て
よ
り
具
体
的
に
描

い
た
と
こ
ろ
に
『
姓
序
考
』
の
成
果
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
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四　

氏
上
に
つ
い
て

　
『
姓
序
考
』
に
お
い
て
、
宣
長
の
議
論
を
独
自
に
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
「
氏
上
」
に
関
す
る
記
述
も
注
目
さ
れ
る
。
貞
雄
は
『
姓

序
考
』
の
主
題
は
あ
く
ま
で
カ
バ
ネ
で
あ
る
為
に
、「
氏
上
は
姓
に
か
ゝ
は
れ
る
こ
と
な
ら
ね
ど
、
是
を
い
は
ざ
れ
ば
こ
と
の
き
こ
え
が

た
き
こ
と
ゞ
も
あ
れ
ば
、
さ
し
置
が
た
く
し
て
其
由
を
云
り
。［『
姓
序
考
』
五
五
六
］」
と
言
い
な
が
ら
も
「
氏
上
」
に
つ
い
て
か
な
り

の
分
量
を
費
や
し
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
次
の
よ
う
な
説
明
が
為
さ
れ
る
。

氏
上
は
宇
遅
乃
賀
美
と
訓
べ
し
。
氏
と
は
源
、
平
、
藤
原
、
秦
、
な
ど
の
た
ぐ
ひ
の
も
の
を
云
り
。
其
氏
に
大
氏
小
氏
の
け
ぢ
め
あ

り
。
そ
を
云
ば
、
阿
倍
氏
【
孝
元
天
皇
皇
子
大
彦
之
命
之
後
。】
は
大
氏
な
り
。
是
よ
り
別
れ
た
る
阿
倍
志シ

斐ヒ

、
阿
倍
間ハ
シ

人ヒ
ト

、
阿
倍

長ナ
ガ

田タ

、
阿
倍
陸ミ
チ
ノ
オ
ク

奥
、
阿
倍
安ア

積サ
カ

、
阿
倍
信
夫
、
阿
倍
柴
田
、
安
倍
会
津
、
阿
倍
猨サ
ル

島
、
阿
倍
久ク

努ヌ

、
阿
倍
小ヲ

殿ド
ノ

、
和
ヤ
マ
ト
ノ阿

倍
は
み
な
小

氏
な
り
。〔
中
略
〕
小
氏
は
大
氏
に
し
た
が
へ
る
も
の
也
、
さ
れ
ど
小
氏
に
も
氏
上
は
あ
る
な
り
、
大
氏
衰
へ
ぬ
れ
ば
小
氏
の
さ
る

べ
き
人
を
以
て
大
氏
を
繼
ぐ
こ
と
な
り
。〔
中
略
〕
俗
言
に
云
は
大
氏
は
本
家
、
小
氏
は
分
家
な
り
。

.

［『
姓
序
考
』
五
五
六
～
五
五
七
］

　

貞
雄
は
ウ
ヂ
の
中
に
「
大
氏
」「
小
氏
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
氏
上
」
が
い
る
と
す
る
。
阿
倍
と
い
う
「
大
氏
」

に
は
、
阿
倍
志
斐
や
安
倍
間
人
な
ど
の
「
小
氏
」
が
あ
り
、「
本
家
」
と
「
分
家
」
の
よ
う
な
関
係
で
あ
り
、「
大
氏
」
が
衰
え
た
時
に
は

「
小
氏
」
の
人
が
後
を
継
ぐ
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
ウ
ヂ
の
在
り
方
に
対
す
る
よ
り
細
か
な
規
定
は
、
カ
バ
ネ
の
際
と
同
様
に
よ
り
具
体

的
に
古
代
の
制
度
の
在
り
方
を
描
く
と
い
う
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。
先
の
引
用
箇
所
に
続
い
て
、
貞
雄
は
「
氏
上
」
が
各
「
部
曲
」
の
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人
々
を
掌
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
後
、
当
時
の
政
治
の
在
り
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

少ス
コ
シ故

の
事
は
小
氏
の
氏
上
、
大
氏
の
氏
上
と
は
か
り
て
こ
と
を
た
ゞ
し
を
さ
め
、
大オ
ホ
キ
ナ
ル故の

こ
と
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
朝
廷
に
ま
を
す
こ

と
な
し
。
さ
る
か
ら
上
古
は
朝
廷
は
閑
寂
な
り
し
、
各
國
も
諸
人
の
人
々
頒ワ
ケ

領コ
モ

り
、
天
皇
の
御
料
地
の
御
田
を
も
作
り
、【
今
諸
國

に
御
田
三
田
な
ど
云
號
あ
る
は
み
な
御
料
地
な
り
。】
男
は
弓ユ

弭ハ
ヅ

、
女
は
手タ
ナ

末ス
エ

の
貢
を
進
れ
り
。

.

［『
姓
序
考
』
五
五
七
］

　

こ
こ
で
は
上
代
に
は
、
小
さ
な
こ
と
は
「
小
氏
」「
大
氏
」
の
「
氏
上
」
が
判
断
し
て
お
り
、
朝
廷
に
奏
上
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た

め
に
、
朝
廷
は
閑
寂
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
貞
雄
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

如
此
氏
上
の
定
れ
る
か
ら
、
各
氏
の
す
ぢ
み
だ
る
ゝ
こ
と
な
く
、
氏
上
の
こ
と
〴
〵
く
小
氏
大
氏
に
附ツ

貫カ

せ
れ
ば
、
大
氏
の
氏
上
に

詔
あ
れ
ば
、
氏
人
ど
も
み
な
う
け
給
は
り
傳
へ
て
、
其
事
を
な
す
な
べ
に
、
こ
と
ゝ
ほ
り
や
く
す
み
だ
る
ゝ
こ
と
な
し
。
故
太
古
は

な
す
こ
と
少
く
て
、
よ
く
こ
と
の
と
ゝ
の
ひ
し
也
。

.

［『
姓
序
考
』
五
五
九
］

　
「
大
氏
」
と
「
小
氏
」
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
氏
上
」
が
定
ま
っ
て
い
る
為
に
、「
大
氏
」
の
「
氏
上
」
に
詔
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
従
う

人
々
に
容
易
に
伝
わ
り
乱
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
故
朝
廷
が
盛
ん
に
活
動
せ
ず
と
も
よ
く
治
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
貞
雄
は
『
姓
序
考
』
に
お
い
て
カ
バ
ネ
が
極
め
て
整
然
と
し
た
体
系
を
持
っ
て
お
り
、「
国



40

造
」「
伴
造
」
が
奏
上
し
た
こ
と
を
「
臣
」「
連
」
が
判
断
す
る
と
い
う
構
造
を
描
き
出
し
、
ま
た
ウ
ヂ
に
お
い
て
も
「
大
氏
」「
小
氏
」
に

そ
れ
ぞ
れ
「
氏
上
」
が
い
て
様
々
な
こ
と
を
判
断
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
た
。
こ
う
し
た
貞
雄
の
主
張
す
る
日
本
古
代
の
秩
序
の
在
り
方

は
、「
臣
連
八
十
伴
緒
」
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
「
職
」
を
以
て
「
仕
奉
」
る
と
い
う
「
マ
ツ
リ
ゴ
ト
」
の
在
り
方
と
同
じ
方
向
性
を
持
っ

て
い
る
。結

　

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
宣
長
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
関
す
る
思
想
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
貞
雄
の
『
姓
序

考
』
を
位
置
付
け
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
き
た
。『
姓
序
考
』
は
論
争
書
で
も
な
け
れ
ば
、
思
想
的
な
主
張
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た

も
の
で
も
な
く
、
一
見
地
道
な
考
証
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宣
長
と
の
関
係
を
考
慮
に
い
れ
る
時
、

そ
の
考
証
は
宣
長
が
示
し
た
「
マ
ツ
リ
ゴ
ト
」
の
在
り
方
を
よ
り
具
体
的
な
形
で
描
き
出
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ

う
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
人
々
が
ウ
ヂ
と
カ
バ
ネ
の
制
度
に
支
え
ら
れ
て
自
ら
の
「
職
」
を
行
う
こ
と
で
政
治
が
成
り
立
っ
て
お
り
、
積

極
的
に
治
め
ず
と
も
安
ら
か
に
治
ま
っ
て
い
た
。
貞
雄
が
『
姓
氏
考
』
に
お
い
て
膨
大
な
数
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
つ
い
て
考
証
を
加
え
た
の

も
、
そ
う
し
た
秩
序
を
さ
ら
に
具
体
的
に
確
認
し
て
い
く
営
為
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
宣
長
と
の
関
係
を
踏
ま
え
た
上
で
の
貞
雄
の
『
姓
序
考
』
の
思
想
の
検
討
は

す
で
に
一
応
の
結
論
に
至
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
後
に
そ
れ
は
あ
く
ま
で
近
世
に
お
け
る
姓
氏
・
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
巡
る
思

想
史
及
び
『
姓
氏
録
』
の
受
容
史
の
ご
く
一
部
に
見
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
貞
雄
の
議
論
が
宣
長

以
外
の
国
学
者
た
ち
の
言
説
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
を
取
り
上
げ
な
が
ら
検
討
す
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る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
発
展
的
な
も
の
と
し
て
、
宣
長
や
貞
雄
を
含
め
た
近
世
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
巡
る
議
論
が
栗
田
寛
な
ど
を

経
て
近
代
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
問
題
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
よ
り
体
系
的
に
本
稿
の
内
容
を
展
開
し

て
い
く
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

※
細
井
貞
雄
『
姓
序
考
』
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
物
集
高
見
編
『
新
註
皇
学
叢
書　

第
四
巻
』
広
文
庫
刊
行
会
、
一
九
二
八
年
所
収

の
翻
刻
版
を
用
い
、［『
姓
序
考
』
頁
数
］
の
形
で
当
該
箇
所
を
示
し
た
。

※
本
居
宣
長
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
筑
摩
書
房
版
の
全
集
を
用
い
、［
宣
長
『
著
作
名
』
巻
数
・
頁
数
］
の
形
で
当
該
箇
所
を
示
し

た
。
ま
た
『
古
事
記
伝
』
に
関
し
て
は
『
記
伝
』
と
略
記
す
る
。

※
引
用
文
中
の
割
注
は
【
】
で
示
し
た
。

註

（
１
）
貞
雄
の
伝
記
と
し
て
は
、
他
に
安
藤
菊
二
「
細
井
貞
雄
」（
伝
記
学
会
編
『
国
学
者
研
究
』
北
海
出
版
社
、
一
九
四
三
年
所
収
）

が
あ
る
。

（
２
）
貞
雄
に
は
『
空
物
語
玉
松
』
と
い
う
著
作
が
あ
り
、
そ
れ
を
巡
っ
て
は
河
野
多
麻
「
宇
津
保
物
語
錯
簡
と
細
井
貞
雄
の
業
績
」
上

下
（『
国
語
と
国
文
学
』
第
二
八
巻
第
八
・
九
号
、
一
九
五
一
年
所
収
）
な
ど
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
姓
氏

考
』『
姓
序
考
』
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。

（
３
）
江
戸
時
代
の
学
者
が
中
国
と
日
本
と
の
双
方
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
「
姓
」
や
「
氏
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
際
に
は
、
そ
れ
ら
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が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
が
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
為
、
本
文
中
で
は
中
国
の
も
の
を
指
す
場
合
「
姓
氏
」
と
い
う
表

記
を
用
い
、
日
本
の
も
の
を
指
す
場
合
「
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
」
と
い
う
表
記
を
用
い
る
。

（
４
）
国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
綜
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
国
会
図
書
館
に
一
二
冊
三
六
巻
の
も
の
が
あ
り
、
東

洋
文
庫
に
七
冊
一
四
巻
の
も
の
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
国
会
図
書
館
本
も
八
冊
目
一
五
巻
以
降
は
各
姓
氏
の
項
目
に
『
姓

氏
録
』
か
ら
の
簡
単
な
抜
き
書
き
が
あ
る
だ
け
の
簡
素
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
安
藤
前
掲
論
文
は
国
会
図
書
館
の
七
冊
目

ま
で
を
自
筆
稿
本
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
５
）
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究　

研
究
篇
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
参
照
。
本
書
で
は
『
姓
氏
録
』
研
究
の
立
場
か
ら
、

近
世
に
お
け
る
『
姓
氏
録
』
の
受
容
史
の
概
略
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
佐
伯
は
貞
雄
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
際
に
、
近
世
の

『
姓
氏
録
』
研
究
を
集
大
成
し
『
氏
族
考
』
や
『
新
撰
姓
氏
録
考
証
』
を
著
し
た
栗
田
寛
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。
貞
雄
と
寛
と
の
関
係
も
興
味
深
い
主
題
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
６
）
姓
氏
・
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
巡
る
思
想
史
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
古
事
記
伝
』
と
『
姓
氏
録
』
―
本
居
宣
長
に
お
け
る
「
ウ
ヂ
カ
バ

ネ
」
の
成
立
」（『
日
本
思
想
史
学
』
第
五
十
一
号
、
二
〇
一
九
年
所
収
）・「
宇
野
明
霞
『
姓
氏
解
』
と
そ
の
周
辺
―
徂
徠
派
批
判
の

一
風
景
」（『
倫
理
学
』
第
三
四
号
、
二
〇
一
八
年
所
収
）・「『
称
呼
弁
正
』「
姓
尸
氏
族
第
四
」
の
問
題
空
間
」（『
求
真
』
第
二
二
号
、

二
〇
一
六
年
所
収
）
な
ど
で
部
分
的
に
論
じ
て
来
た
。

（
７
）
宣
長
の
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
を
巡
る
言
説
と
し
て
は
、
他
に
も
『
玉
勝
間
』
の
第
七
七
・
七
八
条
「
姓
氏
の
事
二
ヶ
条
」
な
ど
も
重
要
で

あ
る
が
、
貞
雄
の
議
論
と
は
多
少
方
向
性
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
為
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

（
８
）
例
え
ば
、
中
村
友
一
『
日
本
古
代
の
氏
姓
制
』
八
木
書
店
、
二
〇
〇
九
年
は
、
ウ
ヂ
カ
バ
ネ
に
関
す
る
先
行
研
究
の
最
初
期
の
も

の
と
し
て
、
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
の
こ
の
箇
所
に
言
及
し
、
部
分
的
に
は
修
正
す
べ
き
点
も
あ
る
が
、
概
ね
妥
当
な
も
の
で
あ
る
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と
評
価
し
て
い
る
。

（
９
）
小
笠
原
春
夫
『
国
儒
論
争
の
研
究
―
直
毘
霊
を
起
点
と
し
て
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
六
年
参
照
。

（
10
）
太
宰
春
台
『
辨
道
書
』（『
日
本
教
育
思
想
大
系　

徂
徠
学
派
』
所
収
）、
六
一
～
六
二
頁
参
照
。

（
11
）
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
宣
長
は
単
に
日
本
と
中
国
の
制
度
が
異
な
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、「
職
」
が
固
定
的
な
日
本
の

方
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
主
張
し
て
い
る
。
宣
長
『
く
ず
ば
な
』、
八
・
一
五
六
参
照
。

（
12
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
相
原
耕
作
「
本
居
宣
長
の
言
語
論
と
秩
序
像
（
一
）
～
（
三
完
）」『
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
三
九

巻
第
一
号
～
四
〇
巻
第
一
号
、
一
九
九
八
～
一
九
九
九
年
が
詳
し
い
。
特
に
（
二
）
に
お
い
て
は
、
宣
長
の
秩
序
像
を
分
析
し
ウ
ヂ

カ
バ
ネ
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
13
）
な
お
、
貞
雄
に
は
「
職
位
」
を
主
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、『
職
位
考
』
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
、
一
八
一
八
年
跋
が
あ
る
。

（
14
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
貞
雄
も
全
く
同
じ
見
解
を
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
「
伴
造
」
も
首
・
伴
造
・
直
・
史
を
総
称
す
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
い
る
。『
姓
序
考
』
五
四
四
参
照
。

（
15
）
こ
の
点
に
関
連
し
て
、『
姓
序
考
』
の
個
々
の
カ
バ
ネ
に
対
す
る
考
証
の
中
で
、
比
較
的
長
い
分
量
を
費
や
し
て
宣
長
を
否
定
し

て
い
る
個
所
と
し
て
「
臣
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
貞
雄
は
宣
長
の
「
臣
」
は
「
大
身
」
で
あ
る
と
い
う
説
を
否
定
し
、「
臣
」
は
「
使

主
」
で
あ
る
と
し
て
、「
臣
」
と
は
「
使
人
」
の
「
主
」
を
意
味
す
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
連
」
が
「
群
」
の
「
主
」
で

あ
る
の
と
対
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
貞
雄
の
記
述
は
語
源
の
追
及
に
終
始
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
も

よ
り
整
然
と
古
代
の
秩
序
を
描
こ
う
と
す
る
志
向
と
繋
が
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
16
）
貞
雄
は
、「
国
造
」
が
各
地
の
統
治
全
般
に
携
わ
る
の
に
対
し
て
、「
伴
造
」
は
専
門
的
な
職
に
携
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
、
地
名
に
基
づ
く
ウ
ヂ
と
職
名
に
基
づ
く
ウ
ヂ
の
差
異
に
言
及
し
つ
つ
説
明
し
て
い
る
。『
姓
序
考
』
五
四
四
参
照
。
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筆
者
は
中
国
の
中
山
大
学
へ
と
年
度
中
に
転
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
本
稿
は
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
ポ
ス
ド
ク
研
究
員

在
職
時
の
研
究
成
果
で
あ
る
。



45 明治中後期の神道青年運動における科学と宗教

明
治
中
後
期
の
神
道
青
年
運
動
に
お
け
る
科
学
と
宗
教

―
初
期
の
神
風
会
に
至
る
宇
宙
論
の
位
置
づ
け
か
ら
見
た
近
代
神
道
学
前
史
―

木
　
村
　
悠
之
介

は
じ
め
に

（
１
）
本
稿
の
問
い
と
分
析
対
象

　

一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
一
〇
月
、
神
宮
奉
斎
会
の
機
関
誌
『
養や
ま
と徳
』
に
掲
載
さ
れ
た
社
説
「
神
霊
の
有
無
と
神
道
の
価
値
」
で

は
、
同
時
代
の
科
学（
１
）思
潮
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
認
識
が
示
さ
れ
て
い
た（
２
）。

古
今
東
西
の
思
潮
学
流
が
、
交
叉
し
衝
突
す
る
の
間
に
於
て
、
我
神
道
界
も
亦
た
解
決
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
、
一
箇
の
大
問
題
に
遭

着
せ
り
。
何
む
ぞ
や
、
此
の
哲
学
科
学
の
進
捗
せ
る
、
気
運
に
際
会
し
て
、
紀
記
の
二
典
を
、
正
面
よ
り
解
釈
し
、
信
条
と
せ
る
神

道
な
る
も
の
は
、
果
し
て
よ
く
存
在
す
る
を
、
得
べ
て
否
や
と
い
ふ
に
在
り
。

こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
科
学
の
内
実
は
、
具
体
的
に
は
「
ガ
リ
レ
ヲ
の
地
動
説
、
ダ
ウ
イ
ン
の
進
化
説
」
な
ど
だ
っ
た
。
神
道
を
説
く

際
、
こ
れ
ら
の
学
説
を
「
一
切
否
認
」
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
そ
の
場
合
「
頑
愚
に
陥
」
っ
て
し
ま
う
、
と
『
養
徳
』
記
者

國學院大學研究開発推進機構紀要　第13号　令和3年3月
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は
述
べ
る
。
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
も
共
有
す
る
「
大
問
題
」
だ
っ
た
と
言
え
よ
う（
３
）。

　

さ
ら
に
当
時
の
「
大
問
題
」
は
、
そ
う
し
た
天
文
学
や
進
化
論
に
代
表
さ
れ
る
科
学
的
知
識
と
の
関
係
だ
け
で
は
な
い
。「
宗
教
」
に

対
し
て
「
神
道
」
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
概
念
的
な
問
い
も
、
近
代
特
有
か
つ
不
可
避
の
も
の
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
。

　

近
代
に
お
け
る
「
神
道
」
概
念
は
、
一
八
七
〇
年
代
に
は
神
官
の
集
団
を
指
す
統
一
的
な
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
よ
う
と
し
た
が
、
結

局
、
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
の
神
官
教
導
職
分
離
や
皇
典
講
究
所
創
立
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
の
内
務
省
宗
教
局
・
神
社
局

別
置
と
い
っ
た
制
度
的
な
措
置
に
よ
り
、「
宗
教
」
の
枠
に
括
ら
れ
る
教
派
神
道
諸
派
を
表
す
も
の
と
し
て
、「
神
社
」
祭
祀
や
国
学
の
教

育
機
関
と
は
区
分
さ
れ
る
形
に
な
っ
た
（
祭
教
学
分
離
）。
神
社
非
宗
教
論
を
採
用
し
た
内
務
省
神
社
局
関
係
者
が
神
社
行
政
を
「
神
道

行
政
」
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
よ
う
に
、
制
度
の
建
前
上
は
「
神
社
」
と
「
神
道
」
と
が
、「
宗
教
」
の
境
界
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
た
の
だ
。

し
か
し
非
制
度
的
な
レ
ベ
ル
で
は
神
社
な
ど
も
「
神
道
」
と
呼
ば
れ
る
余
地
が
残
り
、
神
社
・
神
道
と
「
宗
教
」
の
曖
昧
な
関
係
は
、
神

社
も
「
宗
教
」
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
主
に
他
宗
教
か
ら
の
疑
義
を
惹
起
す
る
こ
と
と
な
る
（
神
社
対
宗
教
問
題（
４
））。

　

す
な
わ
ち
、
科
学
的
合
理
性
に
反
し
な
い
形
で
神
道
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
の
下
、
神
道
が
持
つ
「
宗
教
」
と
し
て

の
要
素
が
問
題
化
し
た
の
が
近
代
と
い
う
時
代
だ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
状
況
へ
の
対
応
と
し
て
知
ら
れ
る
代
表
的
な
言
説
が
、
東
京
帝
大
で
井
上
哲
次
郎
に
哲
学
を
学
ん
だ
田
中
義よ
し

能と
う

を
中
心
と
す

る
神
道
の
「
科
学
的
研
究
」、
よ
り
具
体
的
に
は
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
前
後
の
田
中
が
提
唱
し
た
「
神
道
哲
学
」
や
、
一
九
二
〇

年
代
に
確
立
し
て
い
く
「
神
道
学（
５
）」

で
あ
る
。
田
中
の
特
徴
は
神
社
や
神
道
の
「
宗
教
」
性
を
ま
ず
は
認
め
た
こ
と
に
あ
り
、
磯
前
順
一

や
藤
田
大
誠
は
、
田
中
に
よ
る
「
宗
教
」
肯
定
の
契
機
を
神
社
対
宗
教
問
題
へ
の
対
処
に
求
め
て
い
る（
６
）。

　

本
稿
が
問
う
の
は
、
田
中
義
能
に
至
る
ま
で
の
明
治
中
後
期
に
お
い
て
、
神
道
が
非
「
宗
教
」
あ
る
い
は
「
宗
教
」
と
し
て
主
張
さ
れ

る
に
あ
た
り
、「
科
学
」
的
知
識
と
の
整
合
を
前
提
に
、
神
道
の
「
普
遍
」
性
や
「
固
有
」
性
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
田
中
の
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神
道
研
究
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
際
に
分
析
の
対
象
に
す
べ
き
人
々
こ
そ
、「
青
年
」
と
呼
ば
れ
た
層
だ
。

　

林
淳
は
磯
前
順
一
の
神
道
学
史
叙
述
を
評
し
、
田
中
義
能
の
よ
う
な
「
頂
点
」
の
学
者
に
比
べ
「
裾
野
」
へ
の
視
座
を
欠
く
と
指
摘
し

て
お
り
、
そ
の
後
の
研
究
で
は
髙
野
裕
基
が
、
田
中
に
よ
る
神
道
学
形
成
の
背
景
と
し
て
「
若
い
神
職
」
層
に
よ
る
「
神
道
研
究
」
へ
の

要
求
を
論
じ
て
い
る（
７
）の

だ
が
、
実
は
、
髙
野
が
挙
げ
た
神
職
の
一
人
・
中
島
固
成
は
、
神
社
の
神
職
に
限
ら
な
い
「
神
道
」
界
全
体
の

「
青
年
」
に
関
わ
る
視
野
を
持
っ
て
い
た
。
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
に
生
ま
れ
、
広
島
県
の
村
社
・
白
鬚
神
社
で
社
掌
を
務
め
た
中

島
は
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
の
『
全
国
神
職
会
会
報
』（
以
下
『
全
神
』）
誌
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（
８
）。

奮
起
す
べ
し
、
神
道
界
の
青
年
。
歳
寒
く
し
て
青
松
の
操
を
知
る
。
四
大
人
逝
い
て
、
斯
道
界
秋
風
落
莫
た
る
感
あ
り
。
科
学
的
方

面
よ
り
我
古
伝
を
説
明
し
、
世
人
を
し
て
明
鏡
の
赫
々
た
る
を
仰
が
し
む
る
は
、
我
等
神
道
青
年
の
責
任
な
ら
ず
や
。
云
ふ
こ
と
勿

れ
、「
現
今
科
学
の
趨
勢
は
神
怪
を
談
る
を
許
さ
ず
、
真
理
は
既
に
定
ま
れ
り
」
と
。
四
大
人
は
幽
冥
に
在
り
て
、
我
等
の
研
究
を

援
け
給
へ
り
。
黒
雲
暗
膽
と
し
て
天
を
蔽
ふ
も
、
遂
に
天
光
を
無
に
す
る
こ
と
能
は
ず
。
斯
道
の
正
理
た
る
こ
と
は
、
既
に
確
固
た

る
根
拠
あ
り
。
研
究
せ
よ
。
研
究
せ
よ
。
研
究
し
て
又
研
究
せ
よ
。
死
す
る
ま
で
研
究
せ
よ
。

中
島
に
お
い
て
は
、「
神
道
青
年
」
の
自
認
と
「
科
学
」
的
な
「
研
究
」
へ
の
強
い
志
向
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
よ
う
。

　

こ
う
し
た
「
科
学
」
と
「
青
年
」
の
関
係
づ
け
は
、
当
時
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
。『
養
徳
』
誌
上
で
は
「
社
会
の
智
識
を
有
し
、
科

学
の
何
物
た
る
を
解
し
、
世
界
の
大
勢
に
通
じ
た
る
青
年
」
に
よ
る
神
道
の
「
研
究
」
を
求
め
る
記
事
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、「
明

治
の
青
年
」
が
世
代
と
し
て
「
老
人
」
に
対
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
の
徳
富
蘇
峰
が
「
天
保
の
空

気
を
呼
吸
し
た
る
老
人
」
対
「
明
治
の
青
年
」
と
い
う
図
式
を
打
ち
出
し
、
後
者
を
「
知
識
世
界
」
に
お
け
る
「
改
革
の
健
児
」
と
位
置

づ
け
た
こ
と
で
人
口
に
膾
炙
し
た
「
青
年
」
概
念
は
、
当
初
か
ら
そ
う
し
た
期
待
を
背
負
う
べ
き
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り（
９
）、
神
道
界
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で
も
、「
天
保
」
の
世
代
と
は
異
な
る
新
た
な
「
明
治
の
青
年
」
の
組
織
化
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
中
島
は
、
別
の
文
章
で
「
神
道
界
の
青
年
勇
士
」
を
「
神
職
教
導
職
の
区
別
無
」
い
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る）
（1
（

。「
神
道
青

年
」
と
い
う
語
は
、
単
に
若
い
世
代
を
指
す
の
で
は
な
く
、
神
社
や
教
派
神
道
と
い
っ
た
神
道
界
内
部
の
制
度
的
区
分
を
越
境
し
つ
つ

「
世
の
青
年
者
流）
（（
（

」
へ
と
神
道
を
広
め
て
い
く
た
め
の
意
図
的
な
概
念
提
起
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
だ
。

　

つ
ま
り
、
本
稿
が
問
う
科
学
や
宗
教
へ
の
意
識
が
近
代
の
神
道
に
お
い
て
最
も
明
確
に
表
れ
て
く
る
場
こ
そ
、
概
念
と
し
て
の
「
青
年
」

が
直
接
的
に
取
り
ざ
た
さ
れ
、
非
「
青
年
」
世
代
も
含
む
神
道
界
の
期
待
と
、
中
島
の
よ
う
に
そ
れ
に
応
え
よ
う
と
す
る
人
々
の
意
識）
（1
（

が

交
錯
し
た
「
神
道
青
年
運
動）
（1
（

」
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
神
道
青
年
」
と
い
う
そ
の
ま
ま
の
語
を
用
い
た
団
体
や
、「
神
道
界
」
の
「
青

年
団
体
」
を
標
榜
し
た
組
織
の
動
向
を
参
照
し
、
そ
こ
で
の
科
学
論
・
宗
教
論
を
検
討
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

実
際
、
田
中
義
能
は
本
稿
で
取
り
上
げ
る
青
年
運
動
に
関
わ
る
な
か
で
神
道
研
究
を
本
格
的
に
開
始
し
、
以
降
も
「
青
年
」
な
る
も
の

へ
の
意
識
を
継
続
的
に
示
し
て
い
く）
（1
（

。
田
中
に
よ
る
神
道
学
形
成
の
要
因
と
し
て
は
、
日
露
戦
争
で
の
戦
勝
と
西
洋
人
の
神
道
研
究
、
神

社
中
心
主
義
の
政
策
化
、
国
民
道
徳
論
の
興
隆）
（1
（

、
神
道
同
志
会
と
い
う
合
同
運
動
の
機
運
（
後
述
）
な
ど
様
々
な
潮
流
が
考
え
ら
れ
る

が
、「
青
年
」
と
い
う
裾
野
の
顕
在
化
を
も
加
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

（
２
）
天
体
説
の
放
棄
と
「
煩
悶
」
の
な
か
の
宇
宙
論

　

な
ら
ば
、「
天
保
の
空
気
を
呼
吸
し
た
る
老
人
」
と
「
明
治
の
青
年
」
に
お
け
る
神
道
へ
の
意
識
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
異
な
る
の
だ

ろ
う
か
。「
科
学
」
と
「
宗
教
」
の
間
で
焦
点
と
な
っ
て
く
る
の
が
、「
宇
宙
」
へ
の
認
識
で
あ
る
。

　

神
道
・
国
学
界
に
お
け
る
「
天
保
」
の
世
代
と
し
て
は
、
例
え
ば
一
八
九
〇
～
九
二
（
明
治
二
三
～
二
五
）
年
に
『
天
地
組
織
之
原

理
』
を
刊
行
し
た
美み
か
も甘

政ま
さ

和と
も

や
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
に
『
徴
古
新
論
』
を
著
し
た
岡
吉
胤
が
い
る
。
両
者
は
い
ず
れ
も
、
服
部
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中
庸
に
よ
る
『
三
大
考
』
以
来
、
国
学
者
の
間
で
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
高
天
原
や
黄
泉
国
の
所
在
を
め
ぐ
る
天
体
説
の
系
譜
（『
三

大
考
』
論
争
）
に
位
置
づ
け
う
る
。
だ
が
、
美
甘
を
論
争
の
末
尾
と
し
た
金
沢
英
之
に
よ
れ
ば
、
美
甘
の
頃
に
な
る
と
「
神
話
的
世
界
像

と
現
実
と
の
乖
離
」
が
甚
だ
し
く
な
り
、
そ
の
事
実
こ
そ
が
「『
三
大
考
』
論
争
に
真
の
終
止
符
を
打
っ
た
」
の
だ
と
い
う
。
金
沢
は
、

明
治
の
「
新
し
い
世
界
」
に
お
い
て
、「
世
界
の
起
源
や
成
立
、
そ
の
あ
り
よ
う
と
い
っ
た
普
遍
に
属
す
る
問
題
」
は
国
学
の
天
体
説
で

は
な
く
自
然
科
学
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
神
話
に
は
代
わ
り
に
「
民
族
の
固
有
性
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
み
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
し
て
、
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
、
日
本
の
「
国
民
思
想
」
に
固
有
の
偉
大
な
る
「
想
像
」
と
し
て
『
古
事
記
』
の
神
話
を

位
置
づ
け
た
哲
学
者
・
井
上
哲
次
郎
の
議
論
に
触
れ
て
い
る）
（1
（

。

　

当
時
の
井
上
に
よ
る
議
論
は
、「
迷
信
」
と
し
て
の
「
宗
教
」
排
撃
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
冒
頭
で
引
い
た
『
養
徳
』

記
事
は
、
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
、
井
上
の
弟
子
・
木
村
鷹
太
郎
が
中
心
と
な
っ
て
発
刊
し
、
井
上
も
主
唱
者
に
加
わ
っ
た
大
日
本

協
会
の
機
関
誌
『
日
本
主
義
』、
特
に
木
村
の
「
新
神
道
」
論）
（1
（

を
、
天
文
学
や
進
化
論
な
ど
の
科
学
的
知
識
へ
の
対
応
と
い
う
「
此
の
時

代
の
要
求
に
応
じ
て
、
起
り
た
る
も
の
」
だ
と
述
べ
、
的
確
に
概
括
し
て
い
た）
（1
（

。

其
主
張
に
曰
く
、
仏
教
は
出
世
間
的
、
圧マ
マ

世
的
な
る
が
故
に
、
耶
蘇
教
は
、
非
国
家
的
に
し
て
未
来
を
説
く
が
故
に
、
儒
教
は
消
極

的
に
し
て
、
陳
腐
な
る
が
故
に
、
共
に
取
る
べ
き
の
主
義
に
あ
ら
す
、
吾
人
日
本
臣
民
の
取
る
べ
き
は
、
従
来
の
宗
教
の
如
く
、
迷

信
を
養
成
す
る
も
の
な
ら
ず
し
て
、
人
智
の
発
達
に
益
あ
る
も
の
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
来
世
的
な
ら
ず
し
て
、
現
世
的
な
ら
ざ
る

べ
か
ら
ず
、
世
界
的
な
ら
ず
し
て
、
国
家
的
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
出
世
間
的
な
ら
ず
し
て
、
社
会
的
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
厭
世

的
な
ら
ず
し
て
、
生
々
的
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
病
的
な
ら
ず
し
て
、
健
康
性
の
も
の
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
是
等
の
性
質
を
悉
く

備
へ
て
、
至
善
至
美
な
る
主
義
は
、
純
神
道
、
即
ち
カ
ム
ナ
ガ
ラ
の
道
也
。〔
…
〕
其
抱
負
は
蓋
し
、
神
道
の
怪
異
的
、
神
霊
的
の

旧
思
想
を
「
ヒ
マ

マ

ユ
リ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
」
し
て
倫
理
的
、
理
想
的
精
神
的
な
る
、
一
教
義
（
宗
教
と
云
は
ず）
（1
（

）
を
樹
立
せ
む
と
せ
し
に
在
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り
し
も
の
ゝ
如
し
。
即
ち
謂
へ
ら
く
、
日
本
主
義
は
、
日
本
国
民
の
活
動
を
指
導
す
る
根
本
主
義
也
。
一
種
の
社
会
的
倫
理
運
動

也
。
宗
教
の
如
き
、
迷
信
を
混
ず
る
も
の
に
あ
ら
ず
と
。

こ
の
よ
う
に
「
宗
教
」
を
「
迷
信
」
と
見
做
し
て
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
を
攻
撃
し
た
「
新
神
道
」
論
は
、「
学
者
特
に
哲
学
者
」
が
「
英

国
流
の
実
験
論
」
に
拠
っ
て
「
国
利
民
福
」
を
説
い
た
こ
と
か
ら
「
教
育
あ
り
、
学
識
あ
る
青
年
」
に
も
賛
同
す
る
者
が
お
り
、
世
間
の

耳
目
を
集
め
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
、
神
道
を
「
国
民
の
活
動
的
理
想
」
の
表
現
に
、
神
代
史
を
「
国
民
性
を
窺
ふ
べ
き
、
一
箇
の
神

話
」
に
と
ど
め
る
「
無
神
論
」
で
あ
っ
た）
11
（

。「
活
動
的
理
想
」
を
表
す
諸
要
素
の
な
か
で
も
中
心
的
な
「
生
々
」
の
語
は
、
本
来
は
易
経

繋
辞
伝
の
「
生
々
之
謂　
レ
易
」
に
由
来
し
、
日
本
で
は
特
に
仁
斎
学
に
お
い
て
「
一
元
気
」
に
よ
る
「
活
物
」
的
な
天
地
・
宇
宙
観
を
形

成
す
る
な
ど
近
世
の
儒
教
思
想
を
特
徴
づ
け
て
き
た）
1（
（

が
、
木
村
の
場
合
は
易
経
に
ほ
ぼ
言
及
せ
ず
と
も
神
道
書
か
ら
導
か
れ
う
る
思
想
と

し
て
「
生
々
主
義
」
が
捉
え
ら
れ
て
い
る）
11
（

。
そ
し
て
、
そ
れ
は
宇
宙
論
そ
の
も
の
の
排
除
を
伴
う
の
で
あ
る
（
後
述
）。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
一
八
九
〇
年
代
後
半
の
井
上
や
木
村
は
、
美
甘
ら
の
よ
う
な
『
三
大
考
』
以
来
の
天
体
説
と
は
違
う
新
た
な
神
道
認
識

を
提
示
す
る
こ
と
で
、
少
な
か
ら
ぬ
「
青
年
」
層
の
賛
同
を
得
て
い
た
。
非
「
宗
教
」
と
し
て
の
「
倫
理
」
を
標
榜
し
、「
宗
教
」
を
「
迷

信
」
と
し
て
排
撃
す
る
な
か
で
第
一
義
的
に
要
請
さ
れ
た
の
は
「
国
民
」
に
固
有
と
さ
れ
る
「
活
動
的
理
想
」
で
あ
り
、
天
体
説
を
含
む

普
遍
的
宇
宙
論
の
構
築
は
、
科
学
的
知
識
に
抵
触
す
る
も
の
と
し
て
ひ
と
ま
ず
避
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
武
田
幸
也
が
紹
介
す
る
よ
う

に
、
明
治
末
に
な
る
と
、
皇
典
講
究
所
で
「
天
保
」
世
代
の
渡
辺
重
石
丸
が
校
閲
し
た
神
職
用
の
教
科
書
『
古
史
概
要
』
に
お
い
て
す

ら
、
平
田
篤
胤
の
天
体
説
が
「
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
放
棄
さ
れ
て
い
」
た
。
同
書
を
実
際
に
編
纂
し
た
大
宮
兵
馬
（
後
述
）
の
よ
う
な

「
明
治
の
青
年
」
世
代
に
と
っ
て
、
確
か
に
天
体
説
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う）
11
（

。

　

で
は
、（
金
沢
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、）
井
上
哲
次
郎
ら
に
お
い
て
日
本
国
民
に
「
固
有
」
と
さ
れ
た
諸
要
素
は
、「
普
遍
」
へ
の

志
向
と
は
断
絶
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
実
体
的
な
天
体
説
が
放
棄
さ
れ
た
と
し
て
、「
宇
宙
」
の
な
か
で
神
道
を
意
味
づ
け
る
こ
と



51 明治中後期の神道青年運動における科学と宗教

は
も
う
求
め
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

と
い
う
の
も
磯
前
順
一
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
、
井
上
は
世
紀
転
換
期
に
は
「
煩
悶
の
世
代
」
と
呼
ば
れ
る
「
青
年
」
層
に
対
し
て
「
宗

教
」
を
も
組
み
込
ん
だ
教
化
を
図
り
、
大
正
期
に
な
る
と
現
象
即
実
在
論
に
基
づ
い
て
「
神
道
に
体
現
さ
れ
る
「
日
本
民
族
の
精
神
」」

を
「
宇
宙
の
唯
一
の
実
在
」
に
帰
着
さ
せ
て
い
く
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
宗
教
」
が
「
煩
悶
」
状
況
を
経
て
「
迷
信
」
に
と
ど
ま
ら

な
い
価
値
を
獲
得
す
る
な
か
で
、「
日
本
民
族
」
の
神
道
に
も
再
び
「
宇
宙
」
的
な
普
遍
性
に
よ
る
支
え
が
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
。

　

磯
前
は
、
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
肯
定
に
つ
い
て
、
井
上
哲
次
郎
の
変
化
や
宗
教
学
の
登
場
の
み
な
ら
ず
、
神
道
学
と
も

関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る）
11
（

が
、
神
道
や
田
中
義
能
が
「
煩
悶
」
状
況
の
な
か
で
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た

い
。
ま
た
、
神
道
と
「
青
年
」
の
「
煩
悶
」
に
は
畔
上
直
樹
や
原
田
雄
斗
が
触
れ
て
き
た）
11
（

も
の
の
、
神
道
学
そ
れ
自
体
の
形
成
に
至
る
ま

で
の
過
程
は
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
考
え
る
べ
き
は
、
科
学
的
知
識
に
そ
ぐ
わ
な
い
天
体
説
を
放
棄
し
て
い
っ
た
「
明
治
の
青

年
」
世
代
が
、「
煩
悶
」
状
況
下
に
「
宗
教
」
的
な
救
済
を
求
め
る
な
か
で
、
改
め
て
天
体
説
と
は
異
な
る
普
遍
的
「
宇
宙
」
論
を
ど
の

よ
う
に
構
築
し
て
い
き
、
田
中
や
井
上
ら
の
議
論
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
下
、
本
稿
は
四
節
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
第
一
節
で
は
議
論
の
前
提
と
し
て
、
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
の
神
道
青
年
会
／
本
学
青

年
会
、
一
八
九
八
～
九
九
（
明
治
三
一
～
三
二
）
年
の
大
日
本
神
道
青
年
会
、
一
九
〇
二
～
〇
三
（
明
治
三
五
～
三
六
）
年
の
大
日
本
神

道
青
年
同
志
会
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
に
活
動
を
開
始
し
、
神
道
青
年
運
動
史
上
「
最
も
活
気
あ
る
雰
囲
気
を
つ
く
つ
た）
11
（

」
と
さ

れ
る
神じ
ん

風ぷ
う

会
を
取
り
上
げ
、
神
道
青
年
運
動
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
概
観
す
る
。
続
く
第
二
節
と
第
三
節
で
は
、
神

道
青
年
会
（
本
学
青
年
会
）
と
大
日
本
神
道
青
年
会
の
時
期
に
は
科
学
に
対
し
排
除
さ
れ
た
「
宗
教
」
的
宇
宙
論
が
、
大
日
本
神
道
青
年

同
志
会
や
神
風
会
の
頃
に
な
る
と
時
代
の
要
求
を
捉
え
て
見
い
だ
さ
れ
つ
つ
「
固
有
」
性
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
過
程
を
扱
う
。
そ

の
上
で
最
後
の
第
四
節
に
お
い
て
は
、
神
風
会
と
も
関
わ
り
な
が
ら
登
場
し
た
田
中
義
能
の
神
道
論
を
位
置
づ
け
る
。
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一
、
神
道
青
年
運
動
の
形
成
過
程

（
１
）
神
道
青
年
会
／
本
学
青
年
会

　

一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
四
月
、
東
京
・
小
石
川
の
大
成
教
院
で
「
神
道
青
年
会
」
が
創
立
さ
れ
た
。
先
述
し
た
一
八
八
七
（
明
治

二
〇
）
年
の
徳
富
蘇
峰
に
よ
る
「
天
保
の
空
気
を
呼
吸
し
た
る
老
人
」
対
「
明
治
の
青
年
」
と
い
う
図
式
を
援
用
し
な
が
ら
「
青
年
」
を

論
じ
「
旧
弊
神
道
」
に
対
す
る
「
真
神
道
」
を
求
め
た
神
道
青
年
会
は
、
歴
史
上
「
神
道
青
年
」
を
名
乗
っ
た
、
あ
る
い
は
名
乗
る
必
要

を
有
し
た
初
め
て
の
団
体
だ
ろ
う
。
主
唱
者
は
中
島
博
光
・
佐
伯
有
義
・
大
宮
兵
馬
な
ど
、
皇
典
講
究
所
卒
業
生
ら
七
名
で
あ
っ
た）
11
（

。

　

同
会
に
つ
い
て
は
主
意
書
や
規
約
が
伝
わ
る
の
み
で
、
そ
れ
以
外
に
実
態
を
窺
う
た
め
の
史
料
が
乏
し
い
も
の
の
、
規
約
に
お
い
て
主

た
る
活
動
に
「
演
説
討
論
」
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
お
お
よ
そ
の
立
ち
位
置
は
推
定
で
き
る
。

　

神
道
青
年
会
が
結
成
さ
れ
た
一
八
八
〇
年
代
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
の
青
年
会
が
多
く
結
成
さ
れ
、
相
互
に
対
抗
す
る
形
で
演
説

会
を
開
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
会
の
結
成
を
報
じ
た
『
会
通
雑
誌
』
が
同
時
に
、
各
地
の
「
神
道
演
説
」
や
「
神
仏
質
問
会
」
を
も
報

道
し
て
い
る）
11
（

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
神
道
青
年
会
に
は
、
そ
う
し
た
演
説
実
践
の
場
に
神
道
が
本
格
的
に
参
入
す
る
た
め
の
人
材
育
成
と
い

う
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
創
立
の
会
合
が
開
か
れ
た
大
成
教
院
は
教
派
神
道
の
一
派
で
あ
り
、
主
唱
者
の
一
人

だ
っ
た
佐
伯
有
義
が
同
年
、
黒
住
教
・
神
宮
教
・
大
社
教
を
中
心
と
し
た
「
各
教
同
盟
」
に
も
関
わ
っ
て
い
る）
11
（

よ
う
に
、
神
道
青
年
会
に

お
け
る
「
神
道
」
は
、
帝
国
の
「
大
道
」
を
標
榜
し
な
が
ら
も
実
質
的
に
は
教
派
神
道
諸
派
と
し
て
の
内
実
を
有
し
て
い
た
の
だ
。

　

し
か
し
神
道
青
年
会
は
、
同
年
一
〇
月
に
は
「
神
道
の
名
を
宗
教
の
為
に
駆
ら
ん
」
と
す
る
「
世
の
風
潮
」
を
避
け
、
す
ぐ
に
「
神

道
」
と
い
う
名
を
放
棄
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
古
典
」
を
扱
う
「
本
学
青
年
会
」
へ
と
改
称
し
た
の
で
あ
る
。「
演
説
討
論
」
を
活
動
内

容
と
す
る
こ
と
は
変
わ
ら
ず
、
ま
た
会
員
が
五
〇
〇
名
に
達
し
た
ら
雑
誌
を
発
刊
す
る
と
定
め
て
い
た
が
、
そ
れ
ま
で
代
わ
り
に
用
い
る
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と
さ
れ
た
『
会
通
雑
誌
』
上
で
活
動
の
様
子
が
報
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
低
調
な
ま
ま
終
わ
っ
た
よ
う
に
見
え
る）
11
（

。

（
２
）
大
日
本
神
道
青
年
会

　

一
〇
年
後
の
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
一
一
月
、
神
宮
教
の
『
教
林
』
誌
上
で
「
宣
言
書
」
を
発
表
し
た
の
が
大
日
本
神
道
青
年
会

だ
っ
た
。
同
会
は
内
地
雑
居
が
迫
る
な
か
で
「
国
体
」
の
下
に
「
皇
道
」
を
振
起
す
べ
く
、
神
社
と
教
会
に
ま
た
が
る
「
神
道
革
新
」
を

期
し
て
「
神
道
の
研
究
」
を
喚
起
す
る
の
だ
と
い
い）
1（
（

、
そ
の
後
の
決
議
で
は
「
神
社
及
教
会
に
於
け
る
実
地
の
利
害
得
失
」
の
調
査
に
よ

る
研
究
資
料
の
収
集
、
研
究
会
と
「
講
談
会
」
の
開
催
、「
神
社
史
及
教
会
史
」
の
編
纂
が
目
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
実
の
と
こ
ろ
神

宮
教
一
派
の
青
年
会
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
風
説
も
あ
っ
た）
11
（

。

　

翌
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
、
同
会
は
機
関
誌
『
神
道
の
健
児
』
の
発
刊
を
予
告
し
て
お
り
、「
教
界
の
勁
敵
た
る
耶
仏
二
面
の
消

息
を
探
記
」
す
る
欄
も
設
け
る
と
さ
れ
た）
11
（

。
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
へ
の
対
抗
意
識
は
、『
教
林
』
誌
上
で
大
日
本
神
道
青
年
会
の
宣
言
書

に
賛
意
を
示
し
、「
吾
人
神
道
の
健
児
」
と
い
う
自
認
の
も
と
「
青
年
」
を
論
じ
た
土
肥
洋
次
郎
（
月
巴
生）
11
（

）
の
議
論
に
お
い
て
顕
著
に

見
ら
れ
る
。
土
肥
は
や
は
り
内
地
雑
居
を
見
据
え
つ
つ
、「
真
正
な
る
宗
教
は
社
会
精
神
の
木
鐸
」
と
し
て
「
人
民
の
統
一
」
や
「
元
気

を
鼓
舞
吹
張
」
す
る
効
果
を
持
つ
と
述
べ
、
次
の
よ
う
な
状
況
認
識
を
示
し
て
い
た）
11
（

。

今
試
に
吾
人
国
民
の
宗
教
的
頭
脳
を
戦
場
と
し
、
鼎
峙
攻
守
に
臨
む
者
、
曰
く
仏
、
曰
く
耶
、
曰
く
神

而
し
て
我
邦
固
有
教
と
題
す
る
神
道
の
態
度
は
、
果
し
て
此
の
間
に
独
立
し
て
、
屹
然
優
位
を
占
め
つ
ゝ
あ
る
乎
、
将
た
又
た
劣
位

に
立
ち
つ
ゝ
あ
る
乎
、〔
…
〕
我
か
神
道
は
、
爾
く
耶
仏
各
教
に
対
し
、
競
争
的
圜
裡
に
位
置
す
る
に
拘
ら
す
、
其
の
堅
固
な
る
勢

力
と
、
光
彩
あ
る
面
目
を
以
て
高
く
頭
地
を
抜
き
、
優
に
実
力
を
表
幟
す
る
能
は
す
、

つ
ま
り
、
宗
教
界
の
状
況
は
神
仏
基
三
教
が
並
ん
だ
「
鼎
峙
攻
守
」
の
「
戦
場
」
な
の
だ
が
、
現
在
の
神
道
が
優
勢
で
あ
る
と
は
言
い
が
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た
い
の
だ
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
「
基
礎
を
建
設
」
し
「
革
新
の
局
面
を
開
拓
」
し
「
必
ず
や
各
派
各
教
を
凌
圧
し
て
、
勝
つ
べ
き
の
地
を

見
出
す
が
為
め
に
」
こ
そ
「
熱
血
あ
り
、
活
気
あ
る
有
為
の
青
年
」
が
待
た
れ
る
の
だ
、
と
土
肥
は
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

た
だ
し
、『
神
道
の
健
児
』
が
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
な
た
め
、
決
議
以
後
の
活
動
状
況
を
窺
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

『
教
林
』
が
報
じ
て
い
な
い
以
上
、
発
刊
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
３
）
大
日
本
神
道
青
年
同
志
会

　

続
く
大
日
本
神
道
青
年
同
志
会
も
、
神
宮
教
に
関
わ
る
団
体
だ
っ
た
。
正
確
に
は
、
神
宮
教
は
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
、「
非
宗

教
」
を
標
榜
す
る
財
団
法
人
・
神
宮
奉
斎
会
へ
と
改
組
し
て
お
り
、
機
関
誌
『
教
林
』
は
『
祖
国
』『
養
徳
』
と
改
題
を
重
ね
て
い
る）
11
（

。

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
一
〇
月
、
そ
の
『
養
徳
』
誌
上
に
お
い
て
会
員
募
集
を
開
始
し
た
の
が
大
日
本
神
道
青
年
同
志
会
で
、
平
田

盛
胤
・
磯
部
武
者
五
郎
・
吉
田
光
長
・
森
津
倫
雄
ら
四
一
名
が
最
初
の
発
起
人
と
し
て
名
を
連
ね
た
。
神
宮
奉
斎
会
の
関
係
者
を
中
心
に

神
職
も
加
わ
る
形
と
な
っ
て
お
り
、
発
起
人
と
は
別
に
藤
岡
好
古
や
神
田
息
胤
ら
神
宮
奉
斎
会
の
重
鎮
も
支
援
し
て
い
た
よ
う
だ）
11
（

。

　

同
会
の
大
ま
か
な
目
的
は
、
翌
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
一
月
に
挙
行
さ
れ
た
発
会
式
の
際
、
磯
部
の
依
頼
に
よ
り
「
余
が
信
仰
に

関
す
る
経
験
」
を
講
演
し
た
伊
沢
修
二
が
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
が
活
発
に
青
年
運
動
を
行
っ
て
い
る
な
か
で
、
よ
う
や
く
神
道
に
お
い

て
も
「
一
方
に
は
祭
祀
の
方
の
側
の
事
を
研
究
し
、
一
方
に
は
科
学
的
に
神
道
を
研
究
す
る
を
目
的
と
し
、
此
二
大
綱
領
を
以
て
青
年
団

体
を
組
織
」
さ
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る）
11
（

こ
と
か
ら
窺
え
よ
う
。

　

大
日
本
神
道
青
年
同
志
会
は
翌
二
月
か
ら
機
関
誌
『
元
気
』
を
刊
行
し
て
お
り
、
同
年
五
月
の
第
四
号
ま
で
は
『
養
徳
』
の
広
告
欄
に

目
次
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
翌
六
月
の
『
養
徳
』
は
、
同
会
が
各
所
で
演
説
会
を
開
く
と
と
も
に
「
一
大
飛
躍
を
試
み
」
て
い
る
と
報
じ

た）
11
（

。
し
か
し
、
そ
の
後
の
活
動
状
況
や
『
元
気
』
の
目
次
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
以
降
、
大
日
本
神
道
青
年
同
志
会
が
ど
う
な
っ
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た
の
か
は
詳
ら
か
で
な
い
。

（
４
）
神
風
会
に
お
け
る
青
年
運
動

　

神
風
会
を
主
宰
す
る
こ
と
に
な
る
宮
井
鐘し
ょ
う次じ

郎ろ
う

は
一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
の
生
ま
れ
で
、
も
と
も
と
丸
山
教
会
に
い
た
ら
し
い
。
宮

井
は
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
に
「
大
日
本
慈
善
協
会
」
を
設
立
し
、
教
育
勅
語
の
精
神
に
基
づ
く
少
年
保
護
な
ど
の
社
会
事
業
・
慈

善
活
動
を
始
め
た
。
大
日
本
慈
善
協
会
は
藤
岡
好
古
・
磯
部
武
者
五
郎
ら
、
後
の
神
宮
奉
斎
会
や
神
道
同
志
会
に
連
な
る
人
々
の
支
援
を

得
つ
つ
、
機
関
紙
『
慈
善
主
義
』（
当
初
は
『
皇
道
新
報
』『
新
日
本
』）
を
発
行
す
る
と
と
も
に
、
収
益
を
得
る
た
め
に
活
版
印
刷
事
業
を

行
い
、『
國
學
院
雑
誌
』
や
『
全
神
』
の
印
刷
に
も
関
与
す
る
な
ど
、
神
道
界
で
の
立
場
を
確
保
し
て
い
っ
た）
11
（

。

　

そ
し
て
、
神
社
・
教
会
・
国
学
と
い
う
神
道
界
の
諸
領
域
が
連
携
し
、
さ
ら
に
哲
学
者
ら
も
加
わ
っ
た
団
体
・
神
道
同
志
会）
1（
（

の
設
置
と

同
じ
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
、『
神
風
』
の
発
行
も
開
始
さ
れ
た
。『
神
風
』
の
名
称
は
日
露
戦
争
に
ち
な
ん
だ
と
い
い
、
神
風
会
と

し
て
の
活
動
も
『
神
風
』
発
刊
に
伴
っ
て
始
ま
っ
た
と
推
測
で
き
る）
11
（

。
特
に
、
神
道
同
志
会
が
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
に
開
催
し
た

全
国
神
道
同
志
大
会
の
前
後
に
は
同
会
と
連
携
し
な
が
ら
上
野
で
「
天
幕
伝
道
」
を
行
い
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
、
中
で
も
救
世
軍
に
対

抗
し
な
が
ら
教
勢
を
伸
ば
し
は
じ
め
た
。
こ
の
年
の
時
点
で
す
で
に
、『
全
神
』
に
並
ぶ
三
〇
〇
〇
部
を
発
行
し
て
い
る）
11
（

。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
、
神
風
会
に
は
「
国
家
神
道
」
あ
る
い
は
「
教
派
神
道
」
ど
ち
ら
か
の
性
質
が
主
に
読
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た）
11
（

が
、
む
し
ろ
、
当
時
「
神
道
」
の
名
の
下
に
再
統
合
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
諸
領
域
を
横
断
し
つ
つ
、
機
関
紙
誌
『
神
風
』
そ
の
も
の

を
基
盤
に
、
神
道
界
の
内
外
に
向
け
て
批
判
的
な
言
論
を
行
っ
た
出
版
・
演
説
活
動
、
お
よ
び
読
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
ま
ず
は
捉
え

た
方
が
実
態
に
即
し
て
い
る
だ
ろ
う）
11
（

。
神
風
会
の
特
色
は
、
組
織
が
雑
誌
に
先
行
す
る
全
国
神
職
会
や
各
教
派
な
ど
と
は
異
な
り
、
新
聞

雑
誌
の
発
行
そ
れ
自
体
を
組
織
の
存
在
意
義
に
据
え
て
い
た
点
に
あ
る
の
だ
。
こ
れ
は
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
新
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仏
教
』
や
『
聖
書
之
研
究
』
に
続
く
新
し
い
現
象
と
し
て
の
、
神
道
界
の
「
メ
デ
ィ
ア
宗
教
」
運
動）
11
（

だ
と
言
え
る
。

　

そ
う
し
た
広
が
り
の
な
か
で
、
東
京
で
実
際
に
集
ま
っ
て
神
風
会
の
街
頭
演
説
を
中
心
的
に
担
い
、『
神
風
』
誌
上
に
も
活
発
に
投
稿

し
て
い
っ
た
の
が
、「
青
年
」
と
名
指
さ
れ
る
人
々
だ
っ
た
。『
神
風
』
は
、
遅
く
と
も
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
の
段
階
で
「
青
年
男

女
」
へ
の
思
想
的
「
慰
安
」
を
意
識
し
、
神
道
界
に
お
け
る
「
青
年
団
体
」
の
組
織
化
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
れ
に
応
え
て
ま
ず
同
年
末

に
結
成
さ
れ
た
の
が
（
主
意
書
は
翌
年
付
）、
中
野
佐
柿
・
折
口
信
夫
ら
、
当
時
拡
充
さ
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
國
學
院
大
學
の
学
生
ら
に

よ
る
「
神
国
青
年
会
」
で
あ
り
、
そ
の
設
立
は
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た）
11
（

。

　

神
国
青
年
会
会
員
た
ち
は
神
風
会
の
「
雄
弁
会
」
に
も
参
加
し
て
お
り
、
他
大
学
の
学
生
も
神
風
会
に
参
加
す
る
な
か
で
、
國
大
生
に

限
ら
れ
て
い
た
神
国
青
年
会
は
発
展
的
に
解
消
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
四
月
、
救
世
軍
の

学
生
団
を
「
脱
党
」
し
た
久
我
小
夷
北
・
飯
尾
紫
明
ら
早
稲
田
大
学
学
生
が
神
風
会
に
入
会
す
る
と
、
國
大
生
ら
も
含
め
た
「
神
風
会
学

生
団
」
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。『
神
風
』
紙
上
に
は
学
生
団
専
用
の
欄
が
設
け
ら
れ
、
後
に
学
生
倶
楽
部
、
さ
ら
に
青
年
倶
楽
部

と
改
称
し
、「
神
道
界
未
曽
有
の
青
年
団
体
」
を
自
認
す
る
に
至
っ
て
い
る）
11
（

。

　

こ
う
し
て
神
風
会
は
、
東
京
（
主
に
小
石
川
）
の
本
部
に
お
け
る
青
年
団
体
と
国
内
外
に
散
ら
ば
る
読
者
と
を
、『
神
風
』
が
つ
な
ぐ

形
と
な
っ
た
。
大
正
期
に
は
、
早
稲
田
大
学
の
田
尻
隼
人
に
よ
る
純
神
道
青
年
協
会
／
純
神
道
青
年
団
や
、
愛
媛
県
上
浮
穴
郡
田
渡
村
三

島
神
社
の
社
司
・
藤
枝
茂
森
（
曙
光
、
旧
姓
小
西
）
に
よ
る
大
日
本
神
道
青
年
団
と
い
っ
た
組
織
も
派
生
し
て
い
き）
11
（

、
例
え
ば
、
神
道
研

究
の
「
師
友
同
志
」
を
求
め
る
地
方
の
一
青
年
が
、
田
尻
・
藤
枝
と
『
神
風
』
を
介
し
「
書
を
飛
ば
し
て
固
く
提
携）
11
（

」
す
る
こ
と
も
で
き

る
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。



57 明治中後期の神道青年運動における科学と宗教

（
５
）
小
括

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
神
道
青
年
運
動
は
お
お
む
ね
、
内
地
雑
居
開
始
や
日
露
戦
争
と
い
っ
た
時
代
状
況
の
下
、
仏
教
や
キ
リ

ス
ト
教
の
動
向
を
強
く
意
識
す
る
な
か
で
演
説
や
新
聞
雑
誌
の
発
行
を
行
い
、
教
派
神
道
諸
派
を
起
点
に
、
よ
り
広
い
「
神
道
」
の
領
域

を
志
向
し
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
あ
ま
り
長
続
き
し
た
と
は
言
え
な
い
神
道
青
年
会
・
大
日
本
神
道
青
年
会
・
大
日
本
神
道
青
年
同
志
会
に
対
し
、
神
風
会
の

活
動
は
特
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
の
神
道
同
志
会
設
置
の
ほ
か
、
同
年
の
國
學
院
に
お
け
る
大
学
部

予
科
開
講
と
翌
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
の
「
私
立
國
學
院
大
學
」
改
称
、
当
該
時
期
に
お
け
る
「
煩
悶
青
年
」
論
の
拡
大
・
大
衆
化
、

と
い
っ
た
神
道
界
内
外
の
同
時
代
的
動
向）
1（
（

を
捉
え
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

特
に
「
煩
悶
」
状
況
の
到
来
は
、「
宗
教
」
の
必
要
性
へ
の
認
識
に
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）

年
、
師
範
学
校
生
だ
っ
た
小
西
茂
森
は
『
神
風
』
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
き
送
っ
て
い
る）
11
（

。

修
養
上
健
全
な
る
宗
教
的
信
仰
心
を
得
ん
と
し
て
幾
多
宗
教
雑
誌
を
取
寄
見
た
る
中
に
独
小
生
の
心
を
満
足
せ
し
め
た
る
者
は
貴
会

の
神
風
な
り
〔
…
〕
五
六
年
前
迄
は
神
と
か
宗
教
と
か
云
へ
ば
直
に
迷
信
を
連
想
し
つ
ゝ
あ
り
し
小
生
等
も
今
や
い
よ
〳
〵
大
な
る

興
味
を
以
て
神
風
な
ど
を
読
む
身
と
な
り
ま
し
た

こ
の
よ
う
に
、
数
年
前
は
「
迷
信
」
を
連
想
さ
せ
た
「
宗
教
」
が
、『
神
風
』
の
頃
に
は
希
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。

　

以
降
は
本
節
の
前
提
を
踏
ま
え
、
各
団
体
に
お
い
て
科
学
と
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
か
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い

く
。
第
二
節
と
第
三
節
を
区
切
る
の
が
「
煩
悶
」
状
況
と
い
う
時
代
の
変
化
で
あ
り
、
第
四
節
は
そ
れ
ら
の
流
れ
を
受
け
た
議
論
と
な
る
。
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二
、「
宗
教
」
を
排
す
る
「
科
学
」
論
：「
煩
悶
」
以
前

（
１
）「
神
道
」
概
念
お
よ
び
「
活
物
」
的
世
界
観
の
放
棄
：
神
道
青
年
会
／
本
学
青
年
会
の
場
合

　

ま
ず
は
「
煩
悶
」
状
況
が
出
て
く
る
以
前
に
何
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
べ
く
、
一
八
八
八
（
明
治
二

一
）
年
の
神
道
青
年
会
に
戻
り
た
い
。

　

先
述
の
通
り
、
神
道
青
年
会
は
演
説
を
主
目
的
に
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
同
会
の
動
向
を
報
じ
た
『
会
通
雑
誌
』
に
よ
る
同
年
七
月
の

論
説
「
説
教
の
改
良
」
が
、「
説
教
」
や
「
宣
教
」、
と
り
わ
け
「
今
の
時
世
に
適
当
な
る
も
の
」
と
し
て
の
「
演
説
」
を
目
的
に
据
え
て

い
た
点
に
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
際
に
重
視
さ
れ
た
の
が
、
西
洋
の
科
学
と
の
関
係
で
あ
っ
た）
11
（

。

古
事
記
日
本
紀
若
し
く
は
〔
…
〕
本
居
平
田
諸
大
人
の
著
述
類
は
〔
…
〕
今
の
哲
学
と
か
理
学
と
か
い
ふ
最
も
我
か
古
典
古
書
の
道

理
に
近
き
所
の
原
書
若
し
く
は
翻
訳
書
等
に
就
て
純
を
採
り
粋
を
抜
き
以
て
解
剖
し
以
て
保
合
し
而
し
て
後
一
の
論
説
を
組
織
し

〔
…
〕
人
を
し
て
一
聴
の
下
其
の
意
を
得
せ
し
む
る
を
要
す
〔
…
〕
宣
教
師マ
マ

た
る
者
は
我
か
古
典
は
更
ら
な
り
広
く
材
料
を
彼
の
諸

書
に
求
め
解
剖
と
保
合
と
を
以
て
古
説
を
新
ら
し
く
し
平
話
を
新
奇
に
し
務
め
て
世
人
の
感
覚
を
敏
捷
な
ら
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
解
剖
と
保
合
」
は
、
神
道
青
年
会
の
主
意
書
で
も
「
学
説
ノ
原
理
ヲ
探
究
シ
解
剖
ト
保
合
ト
ノ
二
方
ヲ
藉
テ

以
テ
哲
学
ノ
本
原
即
チ
神
道
ノ
蘊
奥
ヲ
究
メ
」
と
い
う
形
で
登
場
す
る
。「
説
教
の
改
良
」
に
お
い
て
は
記
紀
や
「
本
居
平
田
諸
大
人
の

著
述
」
と
、「
今
の
哲
学
と
か
理
学
」
の
「
原
書
若
し
く
は
翻
訳
書
等
」
に
対
し
て
適
用
さ
れ
て
お
り
、
後
者
は
「
我
か
古
典
古
書
の
道

理
に
近
」
い
も
の
だ
と
見
做
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
他
の
箇
所
か
ら
は
、「
本
居
平
田
諸
大
人
の
著
述
は
亦
我
か
国
無
上
の
文
学
理
学
哲
学
」

と
い
っ
た
よ
う
に
、
特
に
「
本
居
平
田
」
に
重
き
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

す
な
わ
ち
神
道
青
年
会
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
が
行
っ
て
い
た
、「
道
理
」
と
い
う
基
準
に
拠
っ
て
諸
宗
教
を
比
較
す
る
演
説
実
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践）
11
（

へ
教
派
神
道
と
し
て
参
入
す
る
基
礎
づ
け
の
た
め
に
、
記
紀
や
「
本
居
平
田
」
と
科
学
と
の
「
解
剖
と
保
合
」
が
求
め
ら
れ
た
と
言
え

よ
う
。
神
道
の
「
道
理
」
が
科
学
と
一
致
す
る
と
い
う
考
え
の
下
、
そ
れ
を
説
く
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
「
神
道
青
年
会
」
と
し
て
の
活
動
は
、「
神
道
の
名
を
宗
教
の
為
に
駆
ら
ん
」
こ
と
を
避

け
、「
古
典
」
を
扱
う
「
本
学
青
年
会
」
に
改
称
す
る
と
い
う
形
で
放
棄
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
学
青
年
会
の
「
創
立
の
主
旨
」
に

お
い
て
は
、「
世
界
学
問
の
本
宗
」
た
る
「
我
か
古
典
」
を
研
究
し
、「
分
解
と
保
合
」
に
よ
っ
て
「
哲
学
の
根
源
即
ち
本
学
の
蘊
奥
を
窮

め
」
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り）
11
（

、
元
の
「
神
道
」
が
「
古
典
」
に
置
き
換
え
ら
れ
た
と
言
え
る
。

　

実
は
、
当
時
の
主
流
派
で
あ
っ
た
国
学
者
た
ち
に
お
い
て
は
、「
宗
教
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
神
道
」
な
る
も
の
は
本
来
的
に
西
洋
の

科
学
と
は
相
容
れ
な
い
、
と
い
う
認
識
の
方
が
優
勢
だ
っ
た
。

　

例
え
ば
、
帝
大
教
授
と
し
て
「
古
典
」
を
講
じ
た
考
証
派
国
学
者
・
小
中
村
清
矩
は
同
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
、「
現
今
」
の
神

道
を
「
教
導
の
管
長
」
を
持
つ
「
純
然
た
る
宗
教
」
と
認
識
し
た
う
え
で
「
信
心
を
、
学
術
に
混
ぜ
ぬ
」
と
述
べ
、「
神
道
」
概
念
を
も

忌
避
し
て
い
る
。
ま
た
、
清
矩
の
養
子
・
小
中
村
（
池
辺
）
義
象
は
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
、「
進
化
ノ
理
」
を
知
ら
ず
「
本
居
平

田
」
を
無
批
判
に
踏
襲
す
る
従
来
の
「
神
道
家
」
と
し
て
の
国
学
者
た
ち
が
行
っ
て
き
た
と
い
う
「
神
典
学
」
＝
「
神
道
学
」
な
る
も
の

を
「
宗
教
上
ノ
事
ニ
シ
テ
学
者
社
会
ノ
事
業
ニ
非
ス
」
と
非
難
し
、
そ
れ
と
は
異
な
り
「
哲
学
、
社
会
学
、
古
物
学
、
人
種
学
、
心
理

学
、
論
理
学
」
や
「
博
言
学
」
な
ど
様
々
な
「
西
洋
ノ
諸
学
科
」
の
補
助
を
受
け
う
る
新
し
い
国
学
＝
「
古
典
学
」
を
目
指
し
て
い
た）
11
（

。

　

神
道
青
年
会
が
「
古
典
」
を
扱
う
「
本
学
青
年
会
」
へ
の
改
称
に
至
っ
た
の
も
、
同
様
の
理
由
に
よ
る
だ
ろ
う
。
科
学
と
の
関
係
を
重

視
す
る
な
か
で
、「
世
の
風
潮
」
が
「
宗
教
」
視
し
よ
う
と
す
る
「
神
道
」
の
語
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
神
道
青
年
会
の
主
意
書
に
お
け
る
「
大
極
起
テ
乾
坤
分
レ
万
物
生
ス
〔
…
〕
夫
レ
天
地
ハ
活
物
ナ
リ
活
物
ナ
レ
ハ
精

霊
ア
リ
精
霊
之
ヲ
神
ト
云
フ
〔
…
〕
神
即
チ
天
地
ヲ
包
括
ス
故
ニ
神
道
ハ
則
活
物
ナ
リ
」
と
い
う
、
易
経
や
仁
斎
学
な
ど
に
も
通
じ
る
よ
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う
な
書
き
出
し
部
分）
11
（

は
本
学
青
年
会
の
主
旨
で
は
省
か
れ
、「
天
地
間
の
事
物
は
改
進
し
て
止
ま
す
」
と
い
っ
た
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。「
神
道
」
概
念
と
と
も
に
「
活
物
」
的
な
世
界
観
へ
の
言
及
自
体
も
避
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
２
）「
新
神
道
」
論
の
導
入
と
「
宇
宙
」
へ
の
問
い
の
排
除
：
大
日
本
神
道
青
年
会
の
場
合

　

右
に
見
た
「
神
道
」
概
念
忌
避
の
状
況
が
多
少
な
り
と
も
変
わ
っ
て
く
る
た
め
に
は
、
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
前
後
ま
で
待
つ
必

要
が
あ
る
。
そ
の
年
に
は
、
か
つ
て
神
道
青
年
会
の
主
唱
者
だ
っ
た
人
々
（
中
島
・
佐
伯
・
大
宮
）
が
、「
神
道
の
学
問
」
の
研
究
に
従

事
す
る
者
は
ま
だ
「
殆
ど
無
」
い
、
と
い
う
認
識
の
下
、『
神
道
叢
書
』
の
刊
行
を
開
始
し
た）
11
（

。
少
な
く
と
も
文
献
的
な
基
盤
整
備
の
対

象
と
し
て
は
、「
古
典
」
の
名
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
神
道
」
な
る
も
の
を
「
学
者
社
会
」
に
問
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
文

献
整
備
に
と
ど
ま
ら
ず
実
際
に
神
道
を
説
く
上
で
は
、
科
学
や
宗
教
と
の
関
係
は
ど
う
論
じ
え
た
だ
ろ
う
か
。
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）

年
の
事
例
と
し
て
、
大
日
本
神
道
青
年
会
の
土
肥
洋
次
郎
に
よ
る
主
張
を
確
認
し
た
い
。

　

土
肥
は
神
道
が
持
つ
「
国
家
固
有
の
教
義
」
の
代
表
的
な
要
素
と
し
て
、「
世
界
の
方
式
に
重
き
を
置
き
て
科
学
の
目
的
に
合
一
し
徒

に
宇
宙
の
原
因
を
談
し
て
宗
教
的
迷
信
に
陥
る
の
弊
な
き
事
」
を
挙
げ
る
。
つ
ま
り
、「
宇
宙
の
原
因
」
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
「
宗
教

的
迷
信
」
な
の
で
語
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
（
地
上
的
な
）「
世
界
」
に
お
け
る
「
科
学
の
目
的
」
を
論
じ
る
の
だ
と
い
う）
11
（

。

　

例
え
ば
他
の
記
事
に
お
い
て
土
肥
は
、
国
家
や
社
会
に
不
満
を
抱
い
て
「
未
来
」
や
「
浄
土
」
を
持
ち
出
す
キ
リ
ス
ト
教
・
仏
教
を

「
邪
教
」
と
し
て
批
判
し
、「
神
道
社
会
の
健
児
」
は
不
満
を
持
た
ず
に
勤
労
に
励
む
の
だ
と
述
べ
る）
11
（

。

人
は
目
的
の
為
め
に
働
く
へ
く
生
れ
た
り
…
…
…
…
是
れ
生
々
を
以
て
主
義
と
せ
る
我
神
道
の
教
義
に
候
、
然
る
を
彼
邪
教
の
徒

は
、
吾
人
の
社
会
に
立
て
、
生
存
競
争
の
勁
敵
と
戦
ひ
、
衣
食
の
為
に
身
を
労
し
、
生
活
の
為
に
心
を
砕
く
の
状
を
見
て
、
直
に
是

真
正
の
天
恵
を
失
ひ
、
精
神
的
餓
死
を
遂
け
、
資
格
を
鱗
族
蹄
群
に
伍
す
る
者
と
し
、
冷
嘲
熱
罵
の
口
調
を
以
て
、
未
来
に
於
る
造
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物
主
の
弁
証
を
ほ
の
め
か
し
、
或
は
又
た
、
生
活
を
以
て
夢
幻
と
為
し
、
現
世
を
以
て
火
宅
と
為
し
、
遠
離
穢
土
、
欣
求
浄
土
の
説

を
主
唱
し
、
頻
り
に
人
倫
を
廃
棄
し
、
社
会
を
厭
嫌
す
る
の
迷
執
を
培
養
す
る
に
力
む
、
両
々
皆
眼
中
国
家
を
蔑
に
し
、
社
会
を
認

め
さ
る
所
の
失
礼
極
ま
る
妄
誕
に
御
坐
候
、
吾
人
神
道
社
会
の
健
児
は
、
唯
当
に
皇
室
の
尊
厳
を
中
心
と
し
、
之
か
周
囲
に
勤
労
働

作
し
、
各
其
の
長
と
す
る
所
を
以
て
自
ら
正
し
き
目
的
の
上
に
效
し
、
敢
て
欺
罔
の
心
を
萌
さ
す
、
截
然
各
其
職
を
職
と
し
、
敢
て

不
満
の
念
を
生
せ
す
、
以
て
欲
す
る
所
を
獲
、
以
て
為
す
可
き
所
を
成
さ
は
、
個
人
と
し
て
社
会
に
対
す
る
所
以
、
臣
民
と
し
て
国

家
に
負
ふ
所
以
、
尽
し
得
て
遺
憾
な
き
を
見
ん
、
是
れ
神
道
の
大
主
旨
に
候
、
而
し
て
又
た
偉
大
な
る
国
民
の
本
領
に
候
。

こ
こ
に
出
て
く
る
「
生
々
を
以
て
主
義
と
せ
る
」
と
い
っ
た
神
道
定
義
は
、
先
述
し
た
木
村
鷹
太
郎
・
井
上
哲
次
郎
ら
に
よ
る
雑
誌
『
日

本
主
義
』
の
う
ち
、
木
村
の
「
新
神
道
」
＝
「
日
本
主
義
」
論
か
ら
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
直
前
の
『
教
林
』
誌
上
に
は
、
一

八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
に
木
村
が
上
梓
し
た
『
日
本
主
義
国
教
論
』
の
う
ち
第
八
章
「
生
々
主
義
」
と
第
二
章
「
国
家
の
目
的
と
国
教

選
定
の
標
準
」
が
転
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、「
国
祖
」
た
る
天
照
大
御
神
へ
の
崇
拝
を
中
心
と
す
る
木
村
の
「
新
神
道
」
は
、「
生
々
」

概
念
を
平
田
国
学
系
の
「
地
球
」
論
に
お
け
る
「
生
々
運
動
」
か
ら
得
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
山
川
の
諸
神
」
や
「
天
地
の
心
」「
宇
宙
の

目
的
」
を
重
ん
じ
た
り
祈
り
を
さ
さ
げ
る
こ
と
は
「
日
本
の
国
体
に
非
ず
」
と
い
い
、
天
御
中
主
神
で
す
ら
「
コ
ロマ

マ
ス
モ
ジ
カ
ル
」
で
は

な
い
「
祖
先
」
た
る
「
家
族
的
首
長
」
と
し
て
扱
う
の
で
あ
る）
1（
（

。
こ
こ
で
は
天
体
論
の
構
築
ど
こ
ろ
か
、
宇
宙
を
対
象
化
す
る
こ
と
自
体

が
「
宗
教
」
＝
「
迷
信
」
視
さ
れ
て
い
た
。

　

す
な
わ
ち
、
土
肥
洋
次
郎
に
お
い
て
「
宇
宙
の
原
因
」
や
「
未
来
」
あ
る
い
は
「
浄
土
」
と
い
っ
た
「
宗
教
的
迷
信
」
と
異
な
り
神
道

が
合
一
す
る
と
さ
れ
た
「
科
学
の
目
的
」
と
は
、
現
世
で
の
労
働
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
「
国
利
民
福
」
に
他
な
ら
な
い
。
内
地
雑
居
の

開
始
と
い
う
状
況
下
に
お
い
て
、
ま
ず
は
「
皇
室
」
を
中
心
と
す
る
「
国
家
固
有
」
の
秩
序
を
守
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

本
学
青
年
会
の
時
期
に
比
べ
る
と
、
国
家
や
社
会
の
み
を
扱
う
も
の
と
し
て
の
「
科
学
」
認
識
に
合
わ
せ
た
「
新
神
道
」
論
を
採
用
す
る
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こ
と
で
、「
宗
教
」
や
「
宇
宙
」
に
関
わ
る
神
観
念
・
世
界
像
を
排
除
し
た
ま
ま
「
神
道
」
概
念
だ
け
が
回
復
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
で
土
肥
は
、
神
道
が
「
真
正
な
る
宗
教
」
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
・
仏
教
に
対
抗
し
勝
利
す
る
こ
と
を
も
「
青
年
」
に
求
め
、「
真

正
な
る
宗
教
」
と
「
宗
教
的
迷
信
」
と
い
う
二
つ
の
「
宗
教
」
理
解
を
併
存
さ
せ
た
点
で
、
木
村
に
比
べ
る
と
一
貫
性
を
欠
い
て
い
た
。

土
肥
に
お
い
て
は
、
他
宗
教
と
対
峙
す
る
一
宗
教
と
し
て
の
神
道
の
位
置
づ
け
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
り
な
が
ら
も
、
国
家
・
社
会
と
の

関
係
や
「
科
学
」
的
基
準
に
依
存
し
な
い
、「
宗
教
」
そ
の
も
の
の
自
立
的
な
価
値
は
明
確
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

三
、「
宗
教
」
の
必
要
性
へ
の
認
識
：「
煩
悶
」
を
受
け
て

（
１
）「
宇
宙
」
論
の
萌
芽
と
中
断
：
大
日
本
神
道
青
年
同
志
会
の
場
合

　

そ
れ
に
対
し
、
翌
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
の
『
中
央
公
論
』
に
お
い
て
「
煩
悶
」
す
る
青
年
の
「
宗
教
」
に
よ
る
救
済
が
説
か
れ

た
こ
と
で
「
煩
悶
青
年
」
論
が
登
場
し
て
き
た
よ
う
に）
11
（

、「
宗
教
」
は
社
会
的
な
必
要
性
を
増
し
て
い
っ
た
。

　

一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
の
大
日
本
神
道
青
年
同
志
会
に
お
い
て
も
、「
宗
教
の
価
値
」
を
「
科
学
」
そ
し
て
「
宇
宙
」
と
関
係
さ

せ
な
が
ら
論
じ
る
も
の
が
出
て
き
た
。
一
月
の
発
会
式
で
「
余
が
信
仰
に
関
す
る
経
験
」
を
演
説
し
た
伊
沢
修
二
で
あ
る
。

　

ま
ず
伊
沢
は
、
仏
教
の
「
器
世
間
論
即
ち
天
地
創
造
説
」
が
「
近
世
泰
西
の
科
学
説
」
と
し
て
の
カ
ン
ト
＝
ラ
プ
ラ
ス
星
雲
（
霧
）
説

に
符
合
す
る
、
と
い
う
演
説
を
仏
教
青
年
会
で
行
っ
た
こ
と
に
触
れ
、
大
日
本
神
道
青
年
同
志
会
に
よ
る
神
道
の
「
科
学
的
研
究
」
が
、

「
仏
教
青
年
者
」
の
「
進
歩
的
の
思
想
」
な
ど
に
後
れ
を
取
る
形
な
が
ら
も
よ
う
や
く
開
始
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
「
同
情
」
を

示
し
た
。
つ
ま
り
同
会
で
伊
沢
が
想
定
し
て
い
た
「
科
学
」
は
、
仏
教
青
年
に
対
す
る
の
と
同
じ
宇
宙
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

続
い
て
伊
沢
は
三
年
前
の
経
験
と
し
て
、
重
い
気
管
支
炎
に
か
か
り
他
の
患
者
が
亡
く
な
る
な
か
で
自
分
一
人
が
生
き
残
っ
た
と
き
、
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鳥
の
鳴
き
声
を
聴
き
朝
日
を
見
た
こ
と
か
ら
宇
宙
の
「
元
気
」
た
る
神
へ
の
信
念
が
生
じ
た
、
と
述
べ
る
。

鳥
や
雀
が
何
故
啼
く
か
、
日
が
何
故
に
照
す
か
と
い
ふ
疑
問
が
生
じ
た
。
こ
れ
は
何
で
あ
ら
う
ぞ
、
即
ち
、
此
国
土
を
主
宰
し
て
居

る
所
の
…
…
宇
宙
を
主
宰
し
て
居
る
所
の
大
な
る
元
気
…
…
即
ち
神
と
名
づ
け
る
…
…
其
神
こ
そ
広
大
無
辺
顕
現
無
量
の
大
勢
力
が

あ
つ
て
…
…
人
や
物
を
生
す
る
こ
と
も
出
来
れ
ば
殺
す
こ
と
も
出
来
る
、〔
…
〕
即
ち
大
命
が
あ
る
、
吾
々
は
之
に
従
う
て
進
む
べ

き
も
の
で
あ
る
。
と
い
ふ
信
念
が
勃
然
と
起
つ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
従
来
の
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
や
「
高
天
原
」
を
説
い
て
き
た
神
道
・
国
学
に
は
「
人
民
を
信
服
さ
せ
る
丈
の
力
の
あ
る
宗
教
の

価
値
」
が
な
い
。
実
は
高
天
原
は
外
で
は
な
く
「
我
心
に
あ
」
り
、「
人
と
、
天
と
、
地
と
、
宇
宙
と
」
に
「
謝
恩
」
や
「
念
願
」
を
す

る
こ
と
は
、
神
道
の
み
な
ら
ず
他
宗
教
に
も
通
じ
る
の
だ
と
い
う
。

我
身
を
安
ら
か
に
し
て
、
人
と
、
天
地
と
、
宇
宙
と
に
そ
の
恩
を
謝
し
、
そ
の
念
願
を
立
て
る
と
い
ふ
事
は
、
独
り
神
道
者
許
り
で

な
い
、
仏
教
者
許
り
で
な
い
、
耶
蘇
教
者
許
り
で
な
い
、
何
れ
の
宗
教
で
も
不
可
ぬ
こ
と
は
な
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
「
感
応
」
す
る
「
信
仰
心
」
を
国
民
に
興
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
伊
沢
は
結
論
づ
け
た）
11
（

。

　

伊
沢
の
「
信
仰
に
関
す
る
経
験
」
は
、
当
時
流
行
の
「
経
験
」
概
念）
11
（

に
基
づ
き
つ
つ
、
神
道
に
限
ら
ず
共
有
さ
れ
「
科
学
」
に
も
承
認

さ
れ
う
る
よ
う
な
普
遍
的
な
「
宗
教
の
価
値
」
を
、「
宇
宙
」
論
に
よ
っ
て
説
こ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
国
学
の
（
天
体
的
な
）「
高
天

原
」
観
を
否
定
し
つ
つ
も
、「
天
地
」
や
「
宇
宙
」
に
普
遍
的
な
「
元
気
」
と
し
て
の
神）
11
（

へ
と
祈
り
を
さ
さ
げ
る
点
で
、
木
村
鷹
太
郎
の

「
新
神
道
」
と
は
対
極
的
で
あ
る
。

　

だ
が
、
神
宮
奉
斎
会
の
『
養
徳
』
誌
上
に
見
え
て
い
た
大
日
本
神
道
青
年
同
志
会
の
活
動
は
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
五
月
ご
ろ
を

境
に
姿
を
消
し
て
い
る
た
め
、
伊
沢
の
問
題
提
起
が
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
実
は
同
五
月
の
末
に
第
一
高
等
学
校
生
・

藤
村
操
が
華
厳
の
滝
で
自
死
し
て
お
り
、
こ
の
事
件
は
「
煩
悶
青
年
」
論
が
社
会
的
に
流
行
す
る
画
期
と
な
っ
た）
11
（

。
大
日
本
神
道
青
年
同
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志
会
と
の
関
連
は
ど
う
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

同
年
八
月
の
『
養
徳
』
に
は
藤
村
の
遺
書
「
巌
頭
之
感
」
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
原
文
の
「
此
大
」
が
「
宇
宙
の
大
」
に
、「
万
有
の
真

相
」
が
「
宇
宙
の
真
理
」
に
わ
ざ
わ
ざ
改
変
さ
れ
、
そ
れ
が
仏
教
思
想
と
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
記
者
は
藤
村
の
よ
う
な
「
陰
欝
死
滅
の
思

想
」
を
「
排
斥
」
し
、「
剛
健
勇
武
」
な
「
生
々
主
義
」
に
対
置
し
て
い
る）
11
（

。

国
家
は
益
々
繁
殖
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
壮
大
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
而
し
て
自
死
者
の
如
き
、
陰
欝
死
滅
の
思
想
を
抱
く
も
の
は
、

一
人
な
り
と
雖
も
、
排
斥
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
我
邦
古
代
の
道
徳
は
、
実
に
剛
健
勇
武
を
尊
び
て
、
毫
も
死
滅
陰
欝
の
分
子
を
入
れ

ざ
り
し
也
、
即
ち
現
世
主
義
に
し
て
、
ま
た
生
々
主
義
な
り
し
也
。

そ
し
て
、
仏
教
の
よ
う
な
「
宗
教
学
問
」
は
「
国
家
の
敵
」「
人
生
の
敵
」
で
あ
り
、「
宗
教
よ
り
高
き
も
の
」
た
る
「
意
志
の
力
」、
す

な
わ
ち
「
意
志
を
強
固
に
し
、
其
希
望
を
雄
遠
に
し
て
、
大
に
闘
ひ
、
大
に
捷
ち
、
精
神
界
に
於
て
物
質
界
に
於
て
其
力
を
発
展
」
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
「
安
心
立
命
」
は
得
ら
れ
な
い
の
だ
、
と
い
う
。

　

こ
こ
で
は
、
先
の
土
肥
同
様
に
木
村
鷹
太
郎
の
「
生
々
主
義
」
が
援
用
さ
れ
つ
つ
、
当
時
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
「
煩
悶
」
状

況
に
「
宗
教
」
と
い
う
形
で
寄
り
添
う
こ
と
は
拒
絶
さ
れ
て
い
る
。
木
村
や
『
日
本
主
義
』
は
、「
安
心
立
命
」
そ
の
も
の
を
否
定
す
る

か
、
否
定
し
な
い
場
合
も
「
宗
教
」
で
は
な
く
「
哲
学
」
に
求
め
る
傾
向
が
あ
り）
11
（

、
そ
う
し
た
「
新
神
道
」
論
に
依
拠
す
る
『
養
徳
』
の

議
論
が
、「
宗
教
」
に
よ
る
「
煩
悶
」
の
救
済
へ
結
び
つ
か
な
い
の
は
順
当
な
帰
結
で
も
あ
っ
た
。

　

大
日
本
神
道
青
年
同
志
会
の
活
動
が
、
当
時
「
一
大
飛
躍
」
を
試
み
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
理
由
は
明
ら
か
で
は

な
い
も
の
の
、
お
そ
ら
く
は
藤
村
自
死
に
際
し
、
伊
沢
修
二
の
よ
う
に
「
宇
宙
」
や
「
宗
教
」
を
論
じ
る
こ
と
自
体
が
不
都
合
に
な
っ
た

た
め
、「
青
年
」
論
と
と
も
に
一
旦
は
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
代
わ
り
に
『
養
徳
』
が
行
っ
た
藤
村
批
判

は
「
新
神
道
」
論
へ
依
拠
し
た
「
宗
教
」
排
撃
と
い
う
形
を
取
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
お
け
る
「
科
学
的
研
究
」
の
内
実
は
、
宇
宙
論
で
は
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な
く
「
国
体
、
歴
史
、
道
徳
、
風
俗
、
習
慣
」
と
い
う
国
家
的
・
社
会
的
な
方
向
性
に
戻
っ
て
い
た
の
で
あ
る）
11
（

。

（
２
）「
宇
宙
」
の
神
と
天
照
の
「
人
格
」：
神
風
会
の
場
合

　

と
は
い
え
、
同
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
の
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
、
本
稿
冒
頭
で
引
い
た
『
養
徳
』
社
説
「
神
霊
の
有
無

と
神
道
の
価
値
」
が
、「
宗
教
神
道
」
と
の
兼
ね
合
い
に
も
言
及
し
な
が
ら
「
新
神
道
」
の
「
無
神
論
」
を
批
判
し
、「
星
霧
説
、
進
化
論

の
発
見
」
と
「
宇
宙
造
化
の
大
勢
力
」
の
関
係
を
問
う
て
い
る）
11
（

よ
う
に
、
や
は
り
「
宗
教
」
や
「
宇
宙
」
へ
の
意
識
を
排
除
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　

そ
う
し
た
中
で
積
極
的
に
星
雲
説
や
進
化
論
の
根
源
へ
と
記
紀
の
「
古
伝
」
を
位
置
づ
け
た
「
神
道
青
年
」
が
先
述
の
中
島
固
成）
1（
（

だ

が
、
こ
こ
で
は
中
島
個
人
に
と
ど
ま
ら
な
い
場
と
し
て
、
中
島
も
合
流
し
影
響
を
受
け
た
神
風
会
の
「
純
愛
教）
11
（

」
に
着
目
し
た
い
。
神
風

会
で
は
い
わ
ば
、「
元
気
」
論
に
も
通
じ
る
普
遍
的
宇
宙
観
と
、
日
本
固
有
の
「
生
々
主
義
」
と
を
接
合
す
る
こ
と
が
図
ら
れ
た
の
だ
。

　

そ
れ
は
、「
吾
神
洲
の
最
上
天
命
を
敬
信
し
て
世
界
神
学
の
本
位
を
明
瞭
に
す　

吾
皇
室
の
最
上
天
命
を
敬
信
し
て
四
表
一
元
の
盛
化

を
賛
仰
す
」
と
い
う
標
語）
11
（

や
韓
国
伝
道
の
実
施）
11
（

が
示
す
よ
う
に
、
日
清
・
日
露
戦
争
後
に
お
け
る
「
現
今
新
領
の
地
」
や
保
護
国
を
も
見

据
え
た
「
世
界
神
学
」
を
構
築
し
つ
つ
、
日
本
や
「
皇
室
」
の
「
天
命
」
と
し
て
語
る
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
八
（
明
治
四

一
）
年
の
宮
井
鐘
次
郎
は
、「
祖
先
教
」
た
る
神
道
が
「
宗
教
」
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

祖
先
教
を
宗
教
よ
り
分
離
す
べ
き
か
否
や
の
問
題
は
其
祖
先
を
後
天
的
即
ち
家
族
血
統
の
歴
史
に
採
る
か
、
或
は
先
天
的
即
ち
万
有

造
化
の
奇
蹟
に
撰
ぶ
か
、〔
…
〕
惟
神
の
大
道
を
光
揚
せ
ん
に
は
必
ず
や
斯
界
天
造
の
大
初
に
遡
源
す
る
後
者
の
断
案
に
採
定
す
る

を
要
す
則
ち
祖
先
教
た
る
吾
神
道
は
断
じ
て
宗
教
よ
り
分
離
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り

神
道
は
「
万
有
造
化
」
に
遡
る
も
の
で
あ
る
以
上
、「
血
統
」
的
な
日
本
民
族
に
限
ら
な
い
「
万
有
同
祖
」
の
「
宗
教
」
で
な
く
て
は
な
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ら
ず
、「
日
本
が
万
邦
に
超
絶
す
る
」
の
は
あ
く
ま
で
も
「
純
愛
教
た
る
天
命
」
を
奉
じ
る
た
め
だ
と
い
う
。
翌
年
に
は
、
欧
化
が
極
端

に
進
ん
で
い
た
「
二
十
年
前
」
は
と
も
か
く
、
現
在
も
な
お
「
国
体
」
と
の
結
び
つ
き
の
み
を
「
楯
」
と
し
て
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
に
対

し
よ
う
と
す
る
一
部
の
「
神
道
者
流
」
は
「
偏
狭
頑
迷
」
に
過
ぎ
な
い
、
と
批
判
す
る
記
事
も
載
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

　

純
愛
教
の
具
体
的
な
内
容
に
移
ろ
う
。
ま
ず
、
神
道
は
進
化
の
「
原
動
勢
力
」
＝
「
宇
宙
の
本
体
た
る
絶
対
平
等
無
限
遍
在
の
霊
性
」

と
し
て
の
天
御
中
主
神
を
有
し
、
諸
宗
教
の
み
な
ら
ず
「
国
体
」
に
す
ら
先
行
す
る
「
普
遍
唯
一
の
真
理
」
で
あ
る
。
そ
の
神
観
念
は

「
所
謂
太
易
」
の
「
元
気
」
と
重
ね
ら
れ
る
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
宇
宙
と
隔
離
し
て
任
意
に
宇
宙
を
創
造
し
た
る
人
格
的
不
合
理
」

や
仏
教
の
「
寂
滅
」
的
な
「
無
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
人
間
を
含
む
森
羅
万
象
は
、「
現
象
即
実
在
」
論
に
も
沿
う
「
宇
宙
霊
性

の
表
顕
」
な
の
だ）
11
（

。『
神
風
』
初
期
の
編
輯
人
を
務
め
た
林
収
蔵
は
、
そ
う
し
た
宇
宙
に
お
け
る
人
類
の
役
割
を
説
明
し
て
い
る）
11
（

。

八
百
万
の
神
々
は
天
之
御
中
主
神
即
ち
絶
対
無
限
の
霊
性
か
ら
分
れ
ま
し
て
宇
宙
間
の
森
羅
万
象
を
分
掌
せ
ら
る
ゝ
所
の
神
々
で
あ

り
ま
す
、〔
…
〕
吾
人
々
類
は
幽
界
に
於
け
る
八
百
万
の
神
々
が
森
羅
万
象
を
分
掌
せ
ら
る
ゝ
如
く
、
顕
界
の
事
業
を
分
掌
し
て
此

世
界
を
修
り
理
め
固
め
成
す
所
の
大
責
任
を
有
す
る
神
の
分
霊
で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
、

天
御
中
主
の
「
分
霊
」
た
る
人
類
に
と
っ
て
は
、「
自
己
の
職
責
に
勉
」
め
る
べ
く
ひ
た
す
ら
「
活
動
」
す
る
こ
と
が
「
人
生
の
本
分
」

で
あ
り
、
帰
入
す
べ
き
「
宇
宙
の
目
的
」
は
「
活
動
主
義
、
努
力
主
義
」
と
も
称
さ
れ
る）
11
（

。

　

こ
こ
ま
で
が
純
愛
教
の
「
普
遍
」
的
部
分
に
当
た
る
宇
宙
観
な
の
に
対
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
日
本
固
有
の
「
天
命
」
と
し
て
位
置
づ
け

る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
の
が
天
照
大
神
で
あ
り
、
結
果
的
に
、
天
照
を
「
国
祖
」
と
す
る
木
村
鷹
太
郎
の
「
生
々
主
義
」
も
参
照
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
の
小
西
茂
森
が
「
我
国
祖
の
生
々
主
義
」
や
「
活
動
主
義
」
を
詳
細
に
論
じ
て

い
る
ほ
か
、
同
年
に
『
日
本
主
義
国
教
論
』
が
神
風
会
の
図
書
館
に
備
え
つ
け
ら
れ
る
と
そ
の
文
章
を
流
用
す
る
『
神
風
』
記
事
が
複
数

出
て
く
る
ほ
ど
、
木
村
の
著
書
が
有
し
た
影
響
力
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る）
11
（

。
た
だ
し
、
神
風
会
で
は
「
宗
教
」
の
理
解
が
木
村
と
異
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な
っ
て
お
り
、
神
道
は
「
青
年
」
な
ど
の
「
煩
悶
」
を
救
う
べ
き
「
宗
教
」
だ
と
さ
れ
た
。「
青
年
」
に
「
唯
戦
へ
、
剛
健
快
活
の
人
た

れ
」
と
押
し
付
け
て
く
る
「
先
輩
」
を
批
判
し
つ
つ
「
生
々
光
明
快
活
」
を
説
く
、
田
尻
隼
人
の
よ
う
な
者
も
い
た
の
だ）
11
（

。

　

す
な
わ
ち
、
易
経
や
「
元
気
」
を
も
引
き
合
い
に
出
す
神
風
会
の
宇
宙
的
「
活
動
主
義
」
は
、
他
な
ら
ぬ
「
宗
教
」
と
し
て
天
照
の

「
生
々
主
義
」
に
接
続
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
、「
生
々
」
概
念
が
易
経
や
仁
斎
学
に
お
い
て
有
し
て
い
た
宇
宙
論
の

意
味
合
い
も
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る）
11
（

。

　

代
表
的
な
例
と
し
て
、
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
の
『
神
風
』
編
輯
人
・
酒
井
恒
矢
（
尋
牛
）
が
著
し
た
純
愛
教
の
解
説
冊
子
を
見

て
み
た
い
。
酒
井
は
「
絶
対
無
限
の
霊
性
」
の
活
動
た
る
「
包
含
同
化
生
々
の
作
用
」
＝
「
純
愛
の
働
き
」
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る）
11
（

。

絶
対
無
限
の
霊
性
は
〔
…
〕
天
照
皇
大
神
に
至
り
ま
し
て
初
め
て
純
愛
の
肉
体
と
現
化
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
で
教
主
天
照
皇
大
神

は
即
ち
純
愛
の
人
間
界
に
於
け
る
現
顕
と
云
ふ
べ
き
も
の
で
吾
々
は
天
照
皇
大
神
の
御
徳
と
其
人
格
を
通
し
て
初
め
て
宇
宙
万
有
が

絶
対
無
限
の
霊
性
に
拠
て
現
存
し
て
居
る
こ
と
も
、〔
…
〕
純
愛
の
力
に
よ
つ
て
宇
宙
万
有
は
包
含
せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
も
知
り
且

つ
信
ず
る
こ
と
を
得
た
の
で
あ
り
ま
す
、
其
れ
故
に
吾
々
は
天
照
皇
大
神
と
い
ふ
人
間
界
の
御
方
を
以
て
吾
々
の
教
主
と
仰
ぎ
奉
る

の
で
あ
り
ま
す
、
此
の
意
味
に
於
き
ま
し
て
は
、
仏
教
に
て
釈
迦
を
仏
の
化
身
と
し
て
教
祖
を
信
ず
る
の
も
、
基
督
教
に
て
基
督
教

に
て
基
督
を
神
の
子
と
し
て
教
主
と
信
ず
る
の
も
吾
々
と
別
に
違
が
つ
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
、
唯
だ
其
教
主
の
人
格
の
優

劣
に
は
雲
泥
の
差
を
生
ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
、
我
が
教
主
の
天
照
皇
大
神
は
太
陽
の
光
輝
赫
々
と
し
て
生
々
の
徳
を
有
し
悪
し
き

も
の
に
も
善
き
も
の
に
も
義た
だ

し
き
も
の
に
も
、
義
し
か
ら
ざ
る
も
の
に
も
光
を
惜
し
ま
ざ
る
如
く
円
満
崇
高
な
る
人
格
を
御
具
へ
に

な
つ
て
居
ら
れ
ま
し
た

酒
井
に
よ
れ
ば
、「
宇
宙
」
に
お
け
る
「
生
々
」
の
働
き
は
、「
生
々
の
徳
」
を
有
す
る
「
教
主
」
天
照
を
通
す
こ
と
で
初
め
て
、
人
間
に

も
知
り
う
る
も
の
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
太
陽
の
性
質
を
喩
え
と
し
て
、「
大
工
は
大
工
で
」
と
い
っ
た
よ
う
な
「
天
職
」
へ
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の
「
自
覚
」
に
よ
る
「
秩
序
」
の
維
持
へ
と
つ
な
げ
ら
れ
る）
11
（

。

純
愛
と
云
ふ
こ
と
は
、
秩
序
と
差
別
を
無
視
し
て
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
、
太
陽
が
其
物
相
応
に
光
と
熱
と
を
恵
み
て
、
其
物

の
生
々
発
育
す
る
が
如
く
、
吾
々
も
人
間
社
会
始
め
万
事
万
物
に
対
し
て
よ
く
其
の
力
と
量
と
位
置
と
を
考
へ
ま
し
て
善よ

美き

こ
と
を

行
ふ
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
す
、

か
く
受
く
る
其
物
の
力
に
応
じ
て
吾
々
は
愛
の
道
を
行
ふ
と
共
に
、
吾
々
自
身
は
亦
た
よ
く
身マ

マ分
の
力
と
自
分
の
境
遇
と
を
自
覚
し

て
身
分
不
相
応
の
欲
望
を
起
す
こ
と
に
な
き
や
う
に
つ
と
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
、

純
愛
教
の
「
活
動
主
義
」
は
、
宇
宙
論
や
「
宗
教
」
と
し
て
の
装
い
を
有
し
つ
つ
も
、「
人
は
働
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
国
家
は
富
ま
さ
ゞ

る
べ
か
ら
ず
と
は
天
照
皇
大
神
の
積
極
的
教
で
あ
る
、」
と
い
う
「
労
働
の
神
聖
」
称
揚）
11
（

に
行
き
着
く
点
で
、
内
実
は
木
村
鷹
太
郎
の

「
新
神
道
」
や
土
肥
洋
次
郎
に
よ
る
「
神
道
社
会
の
健
児
」
論
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
思
想
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
当
時
の
一
般
誌
が
「
青

年
」
に
対
し
説
い
て
い
た
「
天
職
」
へ
の
「
自
覚）
11
（

」
に
も
近
い
。

　

む
し
ろ
酒
井
の
記
述
に
お
い
て
着
目
す
べ
き
点
は
、
天
照
が
「
人
間
界
の
御
方
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、「
人
格
」
の
優
劣
に
お
い

て
釈
迦
や
キ
リ
ス
ト
と
比
較
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
神
風
会
に
先
立
つ
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
前
後
か
ら
、
第
一
高
等
学
校
や
宗
教

界
に
お
い
て
は
「
元
気
」
概
念
と
入
れ
替
わ
る
形
で
「
人
格
の
修
養
」
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
実
在
と
「
人
格
」
の
二
重
性
を
ど

う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
を
抱
え
つ
つ
、
近
角
常
観
の
『
信
仰
の
余
瀝
』
に
お
け
る
「
人
格
的
仏
陀
」
論
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て

出
て
き
て
い
た）
11
（

。
酒
井
が
、「
真
正
の
宗
教
」
は
「
崇
高
偉
大
な
る
教
祖
人
格
の
余
瀝
」
に
拠
る
と
い
い
「
人
格
中
心
主
義
」
を
標
榜
す

る
よ
う
に
、
純
愛
教
に
お
け
る
天
照
の
「
人
格
」
も
、
こ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
必
要
と
さ
れ
た
の
だ）
11
（

。
天
御
中
主
と
天
照
と
い
う
二
重

の
神
観
念
は
、
実
在
と
「
人
格
」
の
関
係
に
当
て
は
め
る
に
は
都
合
が
良
か
っ
た
。
そ
の
上
で
、「
古
来
よ
り
現
代
ま
で
最
も
よ
り
多
く

純
愛
を
行
ふ
て
来
た
と
こ
ろ
の
国
の
帝
王
」
と
し
て
、
日
本
や
天
皇
が
「
純
愛
の
徳
」
に
よ
る
「
世
界
大
帝
国
の
建
設
」
の
中
心
に
位
置
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づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る）
11
（

。

　

神
風
会
の
純
愛
教
は
、
宇
宙
に
お
け
る
「
絶
対
無
限
の
霊
性
」
た
る
天
御
中
主
神
の
「
分
霊
」
と
し
て
の
人
類
が
、
天
照
皇
大
神
の

「
人
格
」
を
標
準
と
し
、
自
ら
の
分
や
「
天
職
」
に
応
じ
て
宇
宙
・
国
家
の
「
秩
序
」
的
「
活
動
」
へ
参
画
す
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
宇
宙
論
と
し
て
説
か
れ
る
神
道
は
、
一
部
の
例
外）
11
（

を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
参
加
者
た
ち
に
と
っ
て
、
仏

教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
異
な
り
「
哲
学
科
学
」
に
矛
盾
し
な
い
「
宗
教
的
に
し
て
又
学
理
的
」
な
も
の
だ
と
見
做
さ
れ
、「
科
学
を
す
ら
包だ
き

括こ
ん

で
味
方
と
し
て
居
る
普
遍
的
の
宗
教
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ）
11
（

。

四
、「
宗
教
」
方
面
の
確
保
と
相
対
化
：
田
中
義
能
の
「
神
道
哲
学
」

（
１
）
田
中
に
よ
る
神
道
研
究
と
「
青
年
」
の
場

　

で
は
、
こ
こ
ま
で
の
流
れ
に
対
し
田
中
義
能
の
神
道
研
究
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
う
る
だ
ろ
う
か
。

　

木
村
鷹
太
郎
よ
り
も
後
に
井
上
哲
次
郎
へ
師
事
し
た
田
中
は
帝
大
入
学
前
か
ら
神
道
へ
の
関
心
を
持
ち
、
卒
業
後
の
一
九
〇
四
（
明
治

三
七
）
年
に
は
國
學
院
で
「
平
田
篤
胤
の
哲
学
」
を
教
え
て
い
た
と
い
う）
11
（

。
日
露
戦
争
を
経
た
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
の
「
日
本
的

教
育
学
」
論
で
も
度
会
常
彰
の
「
神
道
」
論
を
好
意
的
に
引
い
て
い
る
が
、
神
道
の
専
論
と
し
て
最
初
の
記
事
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
一
九

〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
五
月
に
発
表
さ
れ
た
「
高
天
原
の
研
究
」
だ
っ
た
。
田
中
は
高
天
原
に
つ
い
て
の
天
体
説
を
退
け
、
あ
く
ま
で
も

上
代
は
「
虚
空
」
視
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
る）
1（
（

。

　

こ
の
「
高
天
原
の
研
究
」
を
雑
録
欄
に
掲
載
し
た
『
東
亜
の
光
』
は
、
主
宰
の
井
上
哲
次
郎
に
よ
れ
ば
「
各
種
の
宗
教
」
が
統
合
さ
れ

な
い
こ
と
に
よ
る
「
青
年
の
煩
悶
」
を
解
決
す
べ
く
、
哲
学
以
外
に
宗
教
な
ど
も
論
じ
る
た
め
に
発
刊
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
る
。
田
中
も
同



70

誌
上
で
、
人
々
に
「
安
心
立
命
」
を
与
え
「
其
の
意
志
を
鞏
固
に
せ
し
め
、
之
れ
を
道
徳
的
な
ら
し
む
」
る
も
の
と
し
て
「
宗
教
」
の
教

育
的
な
必
要
性
を
認
め
る
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
と
い
っ
た
「
保
守
的
」
な
「
歴
史
的
宗
教
」
を
信
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
の
た

め
に
、
宗
教
の
「
改
善
進
歩
」
と
「
健
全
な
る
信
仰
」
の
養
成
が
必
要
な
の
だ
と
も
述
べ
て
い
た）
11
（

。

　

そ
し
て
田
中
が
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
「
進
歩
的
」
な
道
と
し
て
提
示
す
る
の
が
、
ま
さ
し
く
神
道
で
あ
っ
た
。
田
中
の
「
進
歩
」
的
神

道
論
は
、
本
格
的
に
神
道
研
究
者
と
し
て
の
方
向
性
を
明
ら
か
に
し
た
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
の
「
本
居
翁
及
び
平
田
翁
の
学
説
の

異
同
を
論
じ
て
今
後
の
神
道
研
究
上
の
注
意
に
及
ぶ
」
に
始
ま
っ
て
い
る
。
同
論
文
は
『
全
神
』
の
記
事
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
実
は
同

年
一
月
二
五
日
の
神
国
青
年
会
第
二
回
懇
話
会
で
の
演
説
が
元
で
、『
全
神
』
よ
り
も
早
く
『
神
風
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た）
11
（

。

　

前
年
の
神
国
青
年
会
第
一
回
懇
話
会
で
は
丸
山
正ま

彦
が
、「
青
年
」
に
お
け
る
「
不
安
心
」
や
「
青
年
将
校
」
の
「
死
生
問
題
」
と
い
っ

た
「
宗
教
」
へ
の
欲
求
を
捉
え
る
た
め
に
は
、「
国
家
の
宗
祀
た
る
方
面
の
み
」
な
ら
ず
「
宗
教
的
の
方
面
」
を
も
含
む
「
神
道
の
全
体
」

へ
の
研
究
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
る）
11
（

。
丸
山
の
議
論
は
、
小
中
村
清
矩
の
「
神
道
」
忌
避
や
一
八
九
〇
年
代
後
半
の
木
村
鷹
太
郎
ら
に

よ
る
神
道
非
宗
教
論
へ
の
反
動
で
あ
っ
た）
11
（

。
第
二
回
懇
話
会
に
お
け
る
演
説
を
起
点
に
、「
煩
悶
」
状
況
を
も
意
識
し
つ
つ）
11
（

本
格
的
に
開

始
さ
れ
て
い
っ
た
田
中
の
神
道
研
究
は
、
こ
う
し
た
「
青
年
」
の
場
と
い
う
文
脈
か
ら
考
え
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
田
中
は
翌
一
九
〇
九

（
明
治
四
二
）
年
に
著
し
た
『
平
田
篤
胤
之
哲
学
』
を
神
風
会
の
図
書
館
に
寄
贈
し
て
お
り）
11
（

、
神
風
会
を
支
持
基
盤
と
見
做
し
て
い
た
こ

と
が
窺
え
る
の
だ
。

（
２
）「
国
民
的
精
神
」
の
一
方
面
と
し
て
の
「
宗
教
」

　

し
か
し
、
当
初
の
田
中
と
神
風
会
の
神
道
論
は
、
科
学
や
宗
教
あ
る
い
は
宇
宙
へ
の
立
場
に
お
い
て
、
相
違
が
際
立
つ
。
む
し
ろ
、
兄

弟
子
で
あ
る
木
村
鷹
太
郎
の
「
新
神
道
」
を
前
提
に
、「
宗
教
」
へ
の
立
場
を
軟
化
さ
せ
た
も
の
だ
と
考
え
た
方
が
近
い
と
思
わ
れ
る
。
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遠
藤
潤
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
田
中
の
特
徴
は
「
心
理
学
者
」
に
よ
る
知
識
・
感
情
・
意
志
と
い
う
精
神
活
動
の
区
分
を
文
化
の

三
方
面
、
政
治
・
宗
教
・
道
徳
に
対
応
さ
せ
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
全
て
を
「
伝
説
」
が
包
含
す
る
と
し
、「
伝
説
」
や
「
そ
れ
が
発
達
し

た
総
体
」
を
神
道
と
呼
ん
だ
こ
と
で
あ
っ
た）
11
（

（
知
情
意
の
三
分
法
は
カ
ン
ト
が
定
説
化
し
、
心
理
学
者
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う）
11
（

）。
田
中
に
お
い
て
は
神
道
が
宇
宙
論
で
は
な
く
心
理
学
を
起
点
に
理
解
さ
れ
る
た
め
、「
宗
教
」
の
領
域
が
確
保
さ
れ
る
と
は

い
え
、
人
間
と
り
わ
け
日
本
国
民
に
よ
る
精
神
活
動
の
相
対
的
な
一
方
面
に
す
ぎ
ず
、
神
道
を
宗
教
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
断
言
す
る

こ
と
は
偏
っ
た
見
解
と
し
て
退
け
ら
れ
る
。
当
然
、
宇
宙
の
根
源
に
国
体
以
前
の
「
宗
教
」
的
真
理
が
据
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

　

例
え
ば
『
平
田
篤
胤
之
哲
学
』
で
は
、
神
道
は
あ
く
ま
で
も
「
太
古
」
以
来
の
「
国
民
的
精
神
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、「
宇
宙
」
に

言
及
せ
ず
と
も
「
神
道
の
起
源
」
と
歴
史
が
語
ら
れ
て
い
る）

（11
（

。

　

熟
ら
我
か
国
民
が
太
古
よ
り
、
地
理
的
歴
史
的
関
係
に
よ
り
、
鎔
鋳
陶
冶
せ
ら
れ
た
る
国
民
的
精
神
の
最
も
著
し
き
も
の
を
見
る

に
、
蓋
し
秩
序
的
統
一
的
思
想
に
富
め
る
に
あ
り
、
快
活
的
現
世
的
感
情
に
富
め
る
に
あ
り
、
発
展
的
膨
張
的
性
格
に
富
め
る
に
あ

り
。〔
…
〕

　

而
し
て
我
が
古
代
の
神
聖
は
、
実
に
か
ゝ
る
精
神
の
精
を
体
し
、
華
を
集
め
給
ひ
し
も
の
也
。〔
…
〕
従
つ
て
我
が
古
代
の
神
聖

の
示
し
給
ひ
、
行
ひ
し
給
ひ
し
事
蹟
は
、
一
々
国
民
に
偉
大
な
る
印
象
を
与
へ
、
政
治
と
云
は
ず
、
宗
教
と
云
は
ず
、
道
徳
と
云
は

ず
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
行
為
の
規
範
と
な
り
、
国
民
依
つ
て
以
つ
て
云
為
し
、
依
つ
て
以
つ
て
行
動
す
る
こ
と
ゝ
な
り
ぬ
。
か
く
上
古

の
事
蹟
よ
り
由
来
せ
る
国
民
の
云
為
行
動
の
根
柢
と
な
り
、
規
範
と
な
る
所
の
者
を
呼
ん
で
、
神
道
と
云
ふ
。

こ
こ
で
い
う
「
古
代
の
神
聖
」
の
代
表
者
が
天
照
で
あ
り
、「
国
民
的
精
神
」
の
性
質
は
「
新
神
道
」
の
徳
目
に
近
い）

（1（
（

。
そ
れ
は
教
育
勅

語
や
戊
申
詔
書
に
基
づ
い
て
「
皇
運
を
扶
翼
」
し
、「
国
運
を
発
展
し
て
行
く
」
こ
と
に
帰
す
る
の
で
あ
る）

（10
（

。

　

ま
た
、
田
中
は
「
宇
宙
」
論
よ
り
も
、
人
間
の
「
伝
説
」
が
発
達
・
進
歩
す
る
過
程
の
方
を
重
視
し
た）

（10
（

。
そ
の
傾
向
が
顕
著
に
表
れ
て
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い
る
記
事
と
し
て
、
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
一
二
月
に
天
照
を
論
じ
た
「
日
神
に
就
い
て
」
を
挙
げ
た
い
。
田
中
は
、「
古
代
人
」

が
「
宇
宙
の
万
象
」
に
「
威
霊
」
を
見
出
し
て
お
り
、
彼
ら
「
蒙
昧
暗
愚
な
る
人
民
」
の
「
太
陽
神
話
」
が
、
本
来
は
別
の
も
の
と
し
て

起
こ
っ
て
き
た
天
照
の
「
徳
」
へ
の
崇
拝
と
習
合
す
る
こ
と
で
、
記
紀
に
あ
る
よ
う
な
「
伝
説
」
が
起
こ
っ
た
の
だ
、
と
述
べ
、
次
の
よ

う
に
主
張
し
て
い
る）

（10
（

。

我
が
古
典
は
、
当
時
の
宗
教
、
当
時
の
哲
学
、
当
時
の
神
話
、
当
時
の
歴
史
、
当
時
の
神
道
、
大
凡
此
の
如
き
種
々
の
分
子
を
含
有

す
る
も
の
な
れ
ば
、
此
れ
等
に
就
い
て
十
分
に
甄
別
し
て
説
く
所
な
く
ん
ば
、
啻
に
神
典
の
支
障
た
る
の
み
な
ら
ず
、
之
れ
を
典
拠

と
す
る
神
道
な
る
も
の
は
迷
信
を
鼓
吹
す
る
所
の
教
と
も
な
り
ぬ
べ
し

〔
…
〕
世
の
神
道
を
説
く
も
の
、
深
く
思
ひ
を
茲
に
致
し
人
を
し
て
、
此
の
大
御
神
を
崇
敬
信
仰
せ
し
む
る
に
当
り
古
代
に
行
は
れ

た
る
、
太
陽
の
神
話
的
崇
拝
を
、
今
日
に
強
ゆ
る
が
如
き
こ
と
な
き
を
注
意
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

す
な
わ
ち
、
天
照
の
「
徳
」
へ
の
信
仰
と
は
異
な
り
、
太
陽
や
「
宇
宙
の
万
象
」
に
「
威
霊
」
を
見
出
す
こ
と
は
古
典
の
「
伝
説
」
が
形

成
さ
れ
た
当
時
の
「
迷
信
」
に
過
ぎ
ず
、「
今
日
」
に
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
。

　

神
風
会
の
場
合
は
、
天
照
を
太
陽
そ
の
も
の
と
見
做
す
こ
と
は
確
か
に
「
迷
信
」
と
さ
れ
る
一
方
、「
冬
至
を
以
て
元
日
と
す
」
る
大

祭
が
行
わ
れ
て
お
り）

（10
（

、
天
体
と
し
て
の
太
陽
の
運
行
に
も
特
別
な
意
味
合
い
が
付
さ
れ
て
い
た
。
神
風
会
に
お
い
て
は
実
際
の
天
体
と
も

リ
ン
ク
す
る
宇
宙
の
「
霊
性
」
へ
の
信
仰
が
示
さ
れ
、
ゆ
え
に
天
照
の
「
人
格
」
を
論
じ
つ
つ
も
「
国
体
」
以
前
の
「
普
遍
」
的
神
道
へ

の
志
向
が
保
持
さ
れ
え
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
宇
宙
の
「
威
霊
」
を
否
定
し
、
人
間
の
進
歩
を
強
調
す
る
田
中
は
、「
新
神
道
」

が
示
し
て
い
た
よ
う
な
国
民
「
固
有
」
の
「
徳
」
を
体
現
す
る
天
照
に
神
道
の
起
点
を
置
く
に
と
ど
ま
っ
て
い
た）

（10
（

。
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（
３
）「
神
道
哲
学
」
へ
の
反
応

　

そ
の
よ
う
な
相
違
点
が
あ
り
な
が
ら
も
、
田
中
の
「
神
道
哲
学
」
が
登
場
し
た
際
、『
神
風
』
紙
上
で
は
ま
ず
歓
迎
さ
れ
た
と
い
っ
て

よ
い
。
そ
れ
は
「
新
神
道
」
が
有
し
て
い
た
よ
う
な
極
端
な
神
道
非
宗
教
論
へ
の
反
動
と
し
て
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
九
〇
九
（
明
治
四

二
）
年
の
「
天
保
老
人
」
な
る
人
物
は
世
間
の
神
道
非
宗
教
論
を
批
判
し
た
の
ち
、「
貴
社
の
伝
道
に
よ
れ
る
か
昨
年
よ
り
は
稍
々
学
者

間
の
説
も
変
は
り
」
と
も
述
べ
、
当
時
出
て
き
た
「
宗
教
（
神
道
）」
説
の
代
表
例
に
「
田
中
文
学
士
の
論
説
」
を
挙
げ
て
い
る）

（10
（

。

　

た
だ
し
、
両
者
の
差
異
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
神
風
会
青
年
倶
楽
部
を
代
表
し
た
久
我
小
夷
北
の
場
合
は
、「
日

本
主
義
」
に
も
触
れ
つ
つ
「
宗
教
に
依
ら
ん
か
科
学
に
依
ら
ん
か
勢
の
極
ま
る
と
こ
ろ
人
心
疑
ひ
て
惑
は
ざ
る
を
得
ず
是
れ
輓
近
思
想
界

の
情
勢
に
あ
ら
ず
や
。」
と
い
う
、
ま
さ
に
宗
教
と
科
学
の
板
挟
み
と
な
っ
た
状
況
認
識
を
示
し
て
か
ら
、「
神
道
を
以
て
社
会
風
教
の
革

新
国
民
性
陶
冶
の
策
と
す
る
に
至
」
っ
た
例
と
し
て
「
田
中
文
学
士
の
主
張
せ
る
神
道
哲
学
」
を
挙
げ
、
政
道
・
宗
教
・
徳
教
の
三
方
面

論
に
賛
同
す
る
。
そ
の
上
で
、
神
道
が
「
宗
教
本
義
」
と
し
て
の
「
宇
宙
の
大
道
に
し
て
世
界
神
学
の
本
位
」
た
る
「
統
一
的
万
有
神

教
」
だ
と
強
調
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
神
道
哲
学
な
る
名
称
は
と
も
か
く
」
と
述
べ
て
い
る）

（10
（

よ
う
に
、
文
化
の
三
方
面
論
を
認
め
つ
つ
も
、

自
ら
は
「
宇
宙
」
的
な
「
宗
教
」
論
の
堅
持
を
示
し
た
と
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
國
學
院
で
田
中
に
「
平
田
篤
胤
の
哲
学
」
を
教
わ
り
、『
神
風
』
の
読
者
で
も
あ
っ
た
河
野
省
三
は
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）

年
、「
神
道
は
宗
教
な
り
」
と
い
う
立
場
か
ら
田
中
の
政
治
・
宗
教
・
道
徳
三
方
面
論
を
「
不
徹
底
」
だ
と
言
い
、「
神
道
宗
教
の
関
係
問

題
を
解
決
す
る
に
足
ら
」
な
い
、
と
し
て
い
る）

（10
（

。
こ
う
し
た
田
中
へ
の
批
判
は
、
近
代
を
通
じ
て
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た）

（（1
（

。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
見
て
き
た
神
道
青
年
運
動
の
議
論
は
、「
科
学
」
お
よ
び
「
宗
教
」
と
の
兼
ね
合
い
の
な
か
で
、「
活
物
」
や
「
元
気
」
と
い
っ

た
漢
文
脈
的
な
語
彙
を
用
い
て
天
地
や
宇
宙
に
普
遍
的
な
「
神
」
を
見
出
す
方
向
性
と
、
木
村
鷹
太
郎
に
よ
る
「
新
神
道
」
論
の
よ
う
に

宇
宙
へ
の
視
座
を
排
斥
し
て
日
本
国
民
固
有
の
「
理
想
」
を
主
張
す
る
方
向
性
の
う
ち
ど
ち
ら
を
採
用
す
る
か
、
と
い
う
模
索
だ
っ
た
。

前
者
は
神
道
を
相
対
化
す
る
危
険
性
を
、
後
者
は
「
煩
悶
」
状
況
に
対
応
で
き
な
い
可
能
性
を
含
ん
で
お
り
、
折
衷
が
必
要
と
な
る
。

　

ま
ず
、
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
の
神
道
青
年
会
で
語
ら
れ
た
「
活
物
」
的
世
界
観
は
、
本
学
青
年
会
へ
の
改
称
時
に
は
「
宗
教
」

と
し
て
の
意
味
合
い
を
持
つ
「
神
道
」
概
念
と
と
も
に
忌
避
さ
れ
た
。
次
に
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
の
大
日
本
神
道
青
年
会
で
も

受
容
さ
れ
た
「
新
神
道
」
の
「
生
々
主
義
」
論
に
お
け
る
「
神
道
」
概
念
の
復
権
は
、「
科
学
」
の
対
象
を
国
家
・
社
会
に
限
り
、
天
体

説
ど
こ
ろ
か
「
宇
宙
」
論
そ
れ
自
体
を
「
宗
教
」
＝
「
迷
信
」
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
た
。

　

そ
れ
に
対
し
、「
煩
悶
」
状
況
に
差
し
掛
か
る
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
の
大
日
本
神
道
青
年
同
志
会
に
お
い
て
は
、
普
遍
的
な
「
宗

教
の
価
値
」
を
論
じ
る
た
め
に
、「
科
学
」
と
し
て
カ
ン
ト
＝
ラ
プ
ラ
ス
星
雲
説
が
引
か
れ
、「
宇
宙
」
や
「
天
地
」
の
「
元
気
」
へ
祈
り

を
さ
さ
げ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
同
会
の
議
論
は
藤
村
操
の
自
死
を
受
け
て
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
従
来
の
「
生
々
主
義
」
に
よ
る

「
宇
宙
」
論
批
判
へ
と
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
続
く
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
以
降
の
神
風
会
に
お
い
て
は
易
経
的
な

宇
宙
の
「
生
々
」
と
「
新
神
道
」
的
な
固
有
の
「
生
々
主
義
」
と
が
、
宇
宙
の
「
霊
性
」
と
し
て
の
天
御
中
主
と
、
普
遍
「
宗
教
」
的
真

理
を
体
得
す
る
優
れ
た
「
人
格
」
と
し
て
の
日
本
の
天
照
、
と
い
う
二
重
構
造
に
お
い
て
結
び
合
わ
さ
れ
る
に
至
っ
た）

（（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
神
道
論
に
お
い
て
具
体
的
に
説
か
れ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
「
勤
労
」
や
「
活
動
」
で
あ
り
、「
近
代
の
世
界
認
識
の
も
と
で

も
持
続
し
う
る
」
顕
幽
論）

（（0
（

と
し
て
、
実
体
的
な
天
体
説
へ
の
志
向
を
強
く
有
し
た
「
天
保
」
世
代
と
一
線
を
画
す
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い）

（（0
（
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が
、
そ
の
「
活
動
」
が
国
民
の
「
理
想
」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、「
宇
宙
」
の
目
的
と
し
て
も
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
、
天
体

説
に
代
わ
る
新
た
な
普
遍
性
の
在
り
方
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
て
、
田
中
義
能
の
神
道
論
は
、
初
め
は
天
照
か
ら
始
ま
る
太
古
以
来
の
「
国
民
的
精
神
」
の
発
展
過
程
と
し
て
神
道
を
位
置
づ
け
る

も
の
だ
っ
た
が
、
実
は
大
正
期
に
な
る
と
、
天
御
中
主
神
に
よ
る
世
界
的
な
「
宇
宙
間
の
森
羅
万
象
」
の
道
と
天
照
大
神
に
よ
る
「
国
民

固
有
の
道
」
と
い
う
二
重
の
神
観
念
を
採
用
し
、
神
道
史
の
叙
述
を
天
照
で
は
な
く
天
御
中
主
か
ら
始
め
る
に
至
っ
て
い
る）

（（0
（

。

　

例
え
ば
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
に
は
、
複
数
の
太
陽
系
を
含
む
森
羅
万
象
が
「
宇
宙
の
本
体
」
と
し
て
の
天
御
中
主
神
の
活
動
に

よ
っ
て
「
生
々
発
展
し
て
行
く
」
こ
と
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た）

（（0
（

。

森
羅
万
象
の
生
々
し
て
行
き
ま
す
所
の
も
の
を
名
付
け
て
天
地
の
公
道
と
申
し
ま
す
。〔
…
〕
天
地
の
公
道
と
云
ふ
の
は
、
詰
り
造

化
三
神
の
御
表
現
に
対
し
て
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
天
地
の
公
道
と
云
ふ
も
の
を
吾
々
人
間
が
自

分
の
行
ひ
の
標
準
と
す
る
に
は
、
何
う
し
て
も
人
格
を
有
つ
た
神
に
依
つ
て
現
は
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。〔
…
〕

そ
れ
ら
の
神
々
〔
伊
弉
諾
・
伊
弉
冊
・
天
照
・
大
国
主
な
ど
「
色
々
の
神
々
」〕
の
中
で
天
照
大
神
が
特
に
優
れ
て
御
居
で
に
な
つ

て
所
謂
人
類
の
師
表
と
な
ら
れ
た
御
方
で
あ
り
ま
す
。
人
道
と
し
て
の
神
道
―
―
人
間
の
行
ふ
可
き
道
と
し
て
の
神
道
と
云
ふ
も
の

は
、
天
照
大
神
が
其
の
起
原
を
遊
ば
し
た
と
申
し
て
も
宜
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。

森
羅
万
象
の
「
生
々
」
が
「
天
地
の
公
道
」
で
あ
り
、「
世
界
各
国
有
ら
ゆ
る
国
民
の
行
ふ
可
き
も
の
」
だ
が
、
そ
れ
を
人
類
が
自
ら
の

行
い
の
「
標
準
」
と
す
る
た
め
に
は
、「
知
・
情
・
意
の
各
方
面
に
調
和
的
」
で
「
理
想
」
的
な
優
れ
た
「
人
格
」
と
し
て
の
天
照
が
必

要
な
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
「
天
照
大
神
の
精
神
」
と
は
、「
日
々
社
会
に
活
動
し
て
行
く
」
こ
と
で
あ
っ
た）

（（0
（

。

　

こ
こ
に
見
た
田
中
の
宇
宙
論
は
、
先
の
神
風
会
と
も
か
な
り
類
似
し
た
内
容
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
田
中
は
「
科
学
的
研
究
」
と
し
て

の
「
神
道
哲
学
」
に
よ
り
「
現
代
文
明
の
空
気
を
呼
吸
せ
る
青
年
を
指
導
」
す
る
と
い
う
意
識
を
明
確
化
し
て
い
く）

（（0
（

な
か
で
、
単
に
祖
先
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的
な
人
格
神
の
意
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
宇
宙
」
の
普
遍
的
な
道
を
体
得
し
た
「
人
格）

（（0
（

」
と
し
て
天
照
を
説
く
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
天
御
中
主
と
天
照
の
二
重
構
造
に
よ
る
神
道
理
解
は
『
古
事
記
』
に
基
づ
く
当
然
の
在
り
方
に
も
見
え
る
が
、
神
道
青
年
運

動
に
お
け
る
紆
余
曲
折
を
踏
ま
え
る
と
、
決
し
て
自
明
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
科
学
と
宗
教
と
い
う
二
つ
の
「
大
問
題
」
を

意
識
し
た
近
代
の
神
道
思
想
が
模
索
を
経
た
う
え
で
辿
り
つ
き
う
る
、
落
と
し
ど
こ
ろ
の
一
つ
だ
と
考
え
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
し
当
該
時
期
の
田
中
に
お
い
て
も
、
天
御
中
主
な
ど
の
非
人
格
的
な
神
々
が
実
際
は
天
照
ら
の
時
代
に
「
考
へ
」
ら
れ
た
も
の
だ

と
さ
れ
る
点
で
、
人
間
の
精
神
活
動
と
い
う
神
道
観
は
揺
ら
い
で
い
な
い
。「
宗
教
」
に
関
し
て
も
「
生
々
主
義
、
現
世
主
義
の
偉
大
な

る
宗
教
」
と
い
う
表
現
を
含
み
つ
つ
、
そ
れ
を
相
対
化
す
る
三
方
面
論
が
変
わ
ら
ず
継
続
さ
れ
て
い
る）

（（0
（

。
近
代
的
な
「
科
学
的
研
究
」
に

お
い
て
許
さ
れ
る
線
引
き
と
し
て
、
結
局
は
宇
宙
論
よ
り
も
心
理
学
が
選
び
と
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う）

（01
（

。

　

神
風
会
出
身
の
田
尻
隼
人
は
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
、「
宇
宙
の
真
理
が
、
日
本
の
建
国
に
よ
っ
て
顕
彰
さ
れ
た
る
も
の
」、「
完

全
な
る
宗
教
」
と
し
て
の
神
道
観
に
基
づ
き
、『
平
田
篤
胤
之
哲
学
』
の
三
方
面
論
を
や
は
り
批
判
し
て
い
た）

（0（
（

。
ま
さ
に
「
宇
宙
」
と
「
日

本
」
の
二
重
性
を
強
調
し
つ
つ
、
田
中
に
お
け
る
「
宗
教
」
の
相
対
化
に
は
疑
義
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。「
科
学
」
と
「
宗
教
」
の
ど
ち

ら
を
上
位
に
置
く
か
と
い
う
問
題
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
天
御
中
主
と
天
照
の
二
重
構
造
が
も
た
ら
す
「
普
遍
」
と
「
固

有
」、
あ
る
い
は
「
宗
教
」
と
非
「
宗
教
」
の
均
衡
は
、
幕
末
国
学
の
諸
思
想
や
、
今
泉
定
助
と
葦
津
珍
彦
の
関
係
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

常
に
揺
れ
動
き
つ
つ
、
そ
の
た
び
に
「
固
有
」
な
い
し
非
「
宗
教
」
の
側
へ
と
傾
い
て
い
く
よ
う
に
も
思
わ
れ
る）

（00
（

。
そ
う
し
た
点
も
含

め
、
今
後
の
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
。
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註

（
１
）
以
下
、
史
料
上
の
用
語
と
し
て
は
「
科
学
」
の
他
に
「
哲
学
」
や
「
理
学
」
が
出
て
く
る
。
本
来
、
特
に
哲
学
と
科
学
と
の
関
係

に
つ
い
て
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、
本
稿
で
は
「
宇
宙
」
論
や
進
化
論
と
い
っ
た
、
現
代
で
は
自
然
科
学
の
領
分
と
見
做
さ
れ

る
も
の
と
の
関
係
を
ま
ず
は
中
心
的
に
扱
う
た
め
、
分
析
概
念
を
基
本
的
に
「
科
学
」
に
統
一
す
る
。「
哲
学
」
受
容
の
観
点
か
ら

本
稿
と
同
時
期
の
神
道
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
木
村
悠
之
介
「「
神
道
哲
学
」
の
誕
生
―
啓
蒙
か
ら
歴
史
へ
―
」（『
多
分
野
交
流

演
習
「
戦
前
の
『
哲
学
雑
誌
』
を
読
む
」
報
告
集
（
仮
題
）』
東
京
大
学
人
文
社
会
系
研
究
科
、
近
刊
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
２
）
無
記
名
「
神
霊
の
有
無
と
神
道
の
価
値
」（『
養
徳
』
第
二
巻
第
八
号
、
一
九
〇
三
年
）
三
頁
。
当
時
の
編
輯
人
は
森
津
倫
雄
。

（
３
）
仏
教
と
天
文
学
・
進
化
論
に
つ
い
て
は
、
碧
海
寿
広
『
科
学
化
す
る
仏
教　

瞑
想
と
心
身
の
近
現
代
』（
角
川
選
書
、
二
〇
二
〇

年
）
一
三
～
一
九
頁
な
ど
。

（
４
）
遠
藤
潤
「「
神
道
」
か
ら
み
た
近
世
と
近
代
―
社
会
的
文
脈
に
お
け
る
こ
と
ば
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
」（
池
上
良
正
〔
他
〕
編
『
岩

波
講
座　

宗
教
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）、
佐
々
木
聖
使
「
神
道
非
宗
教
よ
り
神
社
非
宗
教
へ
―
神
官
・
教
導
職
の

分
離
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
教
育
制
度
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
集
、
一
九
八
五
年
）、
藤
田
大
誠
「「
国
家

神
道
」
概
念
の
近
現
代
史
」（
山
口
輝
臣
編
『
戦
後
史
の
な
か
の
「
国
家
神
道
」』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）、
河
村
忠
伸
『
近

現
代
神
道
の
法
制
的
研
究
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
三
、
八
、
一
六
頁
、
磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
―

宗
教
・
国
家
・
神
道
―
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
二
〇
七
頁
。
以
下
、
鍵
括
弧
な
し
で
「
神
道
」
の
語
を
用
い
る
際
は
、
神

社
・
教
派
神
道
・
国
学
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
制
度
に
局
限
さ
れ
な
い
周
辺
領
域
も
含
め
、「
神
道
」
な
る
も
の
を
論
じ
る
思
想
や

集
団
の
全
体
を
指
す
。
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（
５
）
田
中
義
能
『
神
道
哲
学
精
義
』（
日
本
学
術
研
究
会
、
一
九
一
八
年
）
序
四
頁
、
前
掲
磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ

の
系
譜
』
二
一
四
頁
。
以
下
、
本
稿
で
「
神
道
学
」
の
語
を
用
い
る
際
は
、
近
代
に
お
い
て
神
道
を
研
究
し
た
営
為
の
全
体
で
は
な

く
、
一
九
一
七
年
の
遠
藤
隆
吉
に
よ
る
「
日
本
神
道
学
の
建
設
」
を
本
格
的
な
初
出
と
し
、
一
九
二
六
年
の
神
道
学
会
創
立
に
よ
っ

て
確
立
さ
れ
た
、「
神
道
学
」
を
自
ら
名
乗
る
学
問
領
域
・
学
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
指
す
。
本
稿
で
触
れ
る
の
は
、
そ
の
前
史
と
し

て
の
「
神
道
哲
学
」（
同
上
、
三
一
一
頁
）
で
あ
る
。

（
６
）
前
掲
磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
』
二
〇
七
～
二
〇
八
頁
、
藤
田
大
誠
『
近
代
国
学
の
研
究
』（
弘
文
堂
、

二
〇
〇
七
年
）
四
七
八
頁
、
同
「
神
社
対
宗
教
問
題
に
関
す
る
一
考
察
―
神
社
参
拝
の
公
共
性
と
宗
教
性
―
」（『
國
學
院
大
學
研
究

開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
七
号
、
二
〇
一
三
年
）
五
七
～
五
八
頁
。

（
７
）
林
淳
「
磯
前
順
一
著
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
―
宗
教
・
国
家
・
神
道
―
』」（『
宗
教
研
究
』
第
七
八
巻
第
一
輯
、

二
〇
〇
四
年
）
一
六
七
頁
、
髙
野
裕
基
「
田
中
義
能
に
よ
る
近
代
神
道
学
形
成
の
背
景
」（『
國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要
―
文
学
研
究

科
―
』
第
四
五
輯
、
二
〇
一
四
年
）
八
九
～
九
〇
頁
。

（
８
）
中
島
固
成
「
神
道
説
明
法
の
研
究
」（『
全
国
神
職
会
会
報
』
第
五
五
号
、
一
九
〇
四
年
。
鍵
括
弧
の
位
置
を
修
正
し
た
）
二
二

頁
。
中
島
の
経
歴
に
つ
い
て
は
鈴
木
昂
太
「
比
婆
荒
神
神
楽
の
近
代
―
新
た
な
執
行
体
制
の
成
立
と
稼
ぎ
と
し
て
の
神
楽
―
」（『
総

研
大
文
化
科
学
研
究
』
第
一
四
号
、
二
〇
一
八
年
）
二
二
頁
。

（
９
）
阪
井
久
良
伎
「
神
道
家
の
自
覚
（
下
）」（『
養
徳
』
第
二
巻
第
七
号
、
一
九
〇
三
年
）
一
三
頁
、
和
崎
光
太
郎
『
明
治
の
〈
青
年
〉

―
立
志
・
修
養
・
煩
悶
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
五
二
～
五
五
頁
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
に
構
築
さ
れ
て

き
た
「
青
年
」
と
い
う
語
に
本
質
的
な
定
義
を
与
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
史
料
上
「
青
年
」
と
自
称
し
た
、
あ
る
い
は
呼
ば
れ
て
い
た

人
々
に
関
す
る
議
論
を
取
り
上
げ
る
。「
神
道
青
年
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
和
崎
も
付
言
す
る
よ
う
に
「
青
年
」
は
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
概
念
で
は
な
く
（
同
上
、
二
六
三
～
二
六
四
頁
）、
本
稿
の
議
論
も
、
神
道
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
表
象
に

関
わ
る
研
究
（
大
越
愛
子
『
近
代
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー　

現
代
日
本
の
思
想
的
課
題
を
問
う
』
三
一
書
房
、
一
九
九
七
年
な
ど
）
を

参
照
し
つ
つ
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
を
期
し
た
い
。

（
10
）
中
島
固
成
「
斯
道
振
興
策
」（『
全
神
』
第
一
〇
一
号
、
一
九
〇
七
年
）
四
二
頁
。

（
11
）
中
島
固
成
「
神
道
説
明
法
の
研
究
（
承
前
）」（『
全
神
』
第
六
一
号
、
一
九
〇
四
年
）
三
二
頁
。

（
12
）
こ
う
し
た
「
青
年
」
に
対
す
る
非
「
青
年
」
世
代
の
期
待
を
考
慮
し
な
が
ら
宗
教
界
の
「
青
年
」
運
動
を
分
析
し
た
研
究
と
し

て
、
三
浦
周
「
近
代
に
お
け
る
仏
教
青
年
会
運
動
の
射
程
―
〈
青
年
〉
お
よ
び
〈
新
仏
教
〉
概
念
―
」（『
仏
教
文
化
学
会
紀
要
』
第

二
七
号
、
二
〇
一
九
年
）
が
あ
る
。

（
13
）「
神
道
青
年
運
動
」
と
い
う
用
語
は
、
田
尻
隼
人
「
神
道
青
年
運
動
の
回
顧
」（『
宗
教
公
論
』
第
六
年
五
月
号
、
一
九
三
七
年
）
か

ら
採
っ
た
（
た
だ
し
、
本
稿
で
扱
う
神
風
会
以
前
の
三
団
体
に
触
れ
た
も
の
で
は
な
い
）。

（
14
）
一
九
一
一
年
創
立
の
國
學
院
大
學
神
道
青
年
会
で
は
一
時
期
、
一
九
三
一
年
創
立
の
神
道
青
年
連
盟
協
会
で
は
初
め
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
会
長
を
務
め
て
い
る
（
前
掲
磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
』
二
〇
〇
、
二
一
九
頁
、
木
村
悠
之
介
「
近
代

神
道
に
お
け
る
「
学
」
的
実
践
の
位
置
―
國
學
院
大
學
を
中
心
と
す
る
神
道
青
年
運
動
の
展
開
過
程
を
例
に
―
」、『
國
學
院
大
學
研

究
開
発
推
進
機
構
日
本
文
化
研
究
所
年
報
』
第
一
三
号
、
近
刊
）。

（
15
）
田
中
義
能
『
神
道
本
義
』（
日
本
学
術
研
究
会
、
一
九
一
〇
年
）
二
～
五
頁
、
遠
藤
潤
「
近
代
神
道
研
究
を
め
ぐ
る
諸
相
―
柳
田

国
男
「
神
道
私
見
」
を
視
点
と
し
て
―
」（
佐
藤
文
子
・
吉
田
一
彦
編
『
日
本
宗
教
史
６　

日
本
宗
教
史
研
究
の
軌
跡
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
二
〇
年
）
七
八
～
八
〇
頁
。

（
16
）
以
上
、
金
沢
英
之
『
宣
長
と
『
三
大
考
』
近
世
日
本
の
神
話
的
世
界
像
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
一
五
三
、
一
五
七
～
一
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五
八
頁
、
中
西
正
幸
「
岡
吉
胤
」（
同
『
伊
勢
の
宮
人
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
。
関
連
し
て
、
佐
々
木
聖
使
「
明
治

初
期
に
お
け
る
天
之
御
中
主
神
論
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第
二
二
号
、
一
九
九
七
年
）、
遠
藤
潤
「
平
田
国
学
に
お

け
る
〈
霊
的
な
も
の
〉
―
霊
魂
と
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
近
代
―
」（
鶴
岡
賀
雄
・
深
澤
英
隆
編
『
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
宗
教
史
』

下
巻
、
リ
ト
ン
、
二
〇
一
二
年
）
も
参
照
。
ま
た
、
岡
は
天
体
説
を
論
じ
て
い
る
も
の
の
、
明
確
な
神
道
非
宗
教
論
者
で
あ
っ
た

（
岡
吉
胤
『
徴
古
新
論
』
三
之
巻
、
一
八
九
九
年
、
皇
典
講
究
所
印
刷
部
、
六
五
丁
ウ
）。

（
17
）『
日
本
主
義
』
の
「
新
神
道
」
論
に
つ
い
て
は
、
昆
野
伸
幸
「
日
本
主
義
の
系
譜
―
近
代
神
道
論
の
展
開
を
中
心
に
―
」（
苅
部

直
・
黒
住
真
・
佐
藤
弘
夫
・
末
木
文
美
士
編
『
岩
波
講
座　

日
本
の
思
想
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
一
五
六
～
一
五

七
頁
、
お
よ
び
木
村
悠
之
介
「
明
治
後
期
に
お
け
る
神
道
改
革
の
潮
流
と
そ
の
行
方
―
教
派
神
道
と
『
日
本
主
義
』
か
ら
「
国
家
神

道
」
へ
―
」（『
神
道
文
化
』
第
三
一
号
、
二
〇
一
九
年
）
六
一
～
六
四
頁
。

（
18
）
前
掲
無
記
名
「
神
霊
の
有
無
と
神
道
の
価
値
」
五
～
六
頁
。

（
19
）
こ
の
括
弧
内
は
割
注
で
あ
る
。

（
20
）
無
記
名
「
神
霊
の
有
無
と
神
道
の
価
値
（
承
前
）」（『
養
徳
』
第
二
巻
第
九
号
、
一
九
〇
三
年
）
二
頁
。

（
21
）
子
安
宣
邦
『
伊
藤
仁
斎
の
世
界
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
）
第
七
章
、
黒
住
真
『
近
世
日
本
社
会
と
儒
教
』（
ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇
〇
三
年
）
二
八
、
三
一
二
～
三
一
三
頁
な
ど
。

（
22
）
前
掲
木
村
悠
之
介
「
明
治
後
期
に
お
け
る
神
道
改
革
の
潮
流
と
そ
の
行
方
」
六
一
～
六
四
、
七
八
頁
。
易
経
へ
の
言
及
も
皆
無
で

は
な
い
（
木
村
鷹
太
郎
「
パ
レ
ス
チ
ナ
。
其
人
民
の
天
然
及
び
宇
宙
に
対
す
る
思
想
の
一
斑
（
続
）」、『
帝
国
文
学
』
第
二
巻
第
九

号
、
一
八
九
六
年
、
二
三
頁
）。

（
23
）
武
田
幸
也
「
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
の
神
職
養
成
に
お
け
る
『
古
事
記
』」（『
國
學
院
大
學　

校
史
・
学
術
資
産
研
究
』
第
七
号
、
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二
〇
一
五
年
）
一
三
八
頁
。

（
24
）
以
上
、
前
掲
磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
』
五
九
～
六
一
、
八
九
～
九
一
、
九
四
、
一
四
九
頁
。

（
25
）
畔
上
直
樹
は
、
大
正
期
の
在
地
神
職
に
お
け
る
神
道
学
の
受
容
や
朝
日
平
吾
の
神
風
会
へ
の
関
与
な
ど
、
世
紀
転
換
期
以
降
の
在

地
神
職
を
中
心
に
「
青
年
」
や
「
煩
悶
」
を
取
り
巻
く
問
題
を
複
数
の
視
角
か
ら
論
じ
て
い
る
（
畔
上
直
樹
『「
村
の
鎮
守
」
と
戦

前
日
本
「
国
家
神
道
」
の
地
域
社
会
史
』
有
志
舎
、
二
〇
〇
九
年
、
同
「
大
正
維
新
に
お
け
る
「
国
家
ノ
宗
祀
」
神
社
観
―
朝
日
平

吾
を
て
が
か
り
に
―
」、『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
二
〇
巻
第
一
一
号
、
二
〇
一
九
年
な
ど
）。
原
田
雄
斗
は
、
後
に
國
學
院
大
學
学
長

と
な
っ
た
世
紀
転
換
期
の
在
地
神
職
・
河
野
省
三
に
つ
い
て
「
煩
悶
」
状
況
の
前
後
を
比
較
し
、『
日
本
主
義
』
の
影
響
や
神
観
念

の
「
宗
教
」
化
を
位
置
づ
け
て
い
る
（
原
田
雄
斗
「
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
在
地
神
職
の
神
道
解
釈
と
宗
教
観
―
河
野
省
三
を
事
例

に
―
」、『
次
世
代
人
文
社
会
研
究
』
第
一
二
号
、
二
〇
一
六
年
）。

（
26
）
前
掲
田
尻
隼
人
「
神
道
青
年
運
動
の
回
顧
」
二
四
頁
。

（
27
）
櫻
井
匡
『
明
治
宗
教
史
研
究
』（
春
秋
社
、
一
九
七
一
年
）
三
七
二
～
三
七
三
頁
、
無
記
名
「
神
道
青
年
会
」（『
会
通
雑
誌
』
第
七

八
号
、
一
八
八
八
年
）
七
頁
、
國
學
院
大
學
校
史
資
料
課
編
『
國
學
院
大
學
百
年
史
（
上
巻
）』（
國
學
院
大
學
、
一
九
九
四
年
）
一

〇
〇
頁
、
以
下
、
神
道
青
年
会
に
関
し
て
注
記
の
な
い
箇
所
は
櫻
井
に
拠
る
。

（
28
）
以
上
、
滝
澤
民
夫
「『
基
督
教
青
年
』
と
関
西
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会
運
動
」（『
同
志
社
談
叢
』
第
三
一
号
、
二
〇
一
一
年
）
三
七

～
三
九
頁
、
中
西
直
樹
「
近
代
仏
教
青
年
会
の
興
起
と
そ
の
実
情
」（
中
西
直
樹
・
近
藤
俊
太
郎
編
『
令
知
会
と
明
治
仏
教
』
不
二

出
版
、
二
〇
一
七
年
）
一
三
八
～
一
四
三
頁
、
無
記
名
「
神
仏
質
問
の
顛
末
」（『
会
通
雑
誌
』
第
七
八
号
、
一
八
八
八
年
）
八
～
九

頁
な
ど
。

（
29
）
無
記
名
「
各
教
同
盟
」（『
会
通
雑
誌
』
第
八
四
号
、
一
八
八
八
年
）
八
頁
。
佐
伯
の
名
が
初
め
に
挙
が
っ
て
い
る
。
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（
30
）
無
記
名
「
本
学
青
年
会
開
会
」（『
会
通
雑
誌
』
第
九
六
号
、
一
八
八
八
年
）
三
頁
、
同
「
本
学
青
年
会
規
約
」（
同
上
）
九
～
一
〇
頁
。

（
31
）
前
掲
木
村
悠
之
介
「
明
治
後
期
に
お
け
る
神
道
改
革
の
潮
流
と
そ
の
行
方
」
六
四
頁
。
同
論
文
中
で
「
神
職
の
宿
夢
を
打
破
し
、」

と
記
し
た
部
分
は
「
撹
破
」
の
誤
り
で
あ
る
。
訂
正
し
、
お
詫
び
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
32
）
無
記
名
「
大
日
本
神
道
青
年
会
の
決
議
」（
同
上
）
五
七
頁
、
無
記
名
「
問
答
」（『
教
林
』
第
六
七
号
、
一
八
九
九
年
）
六
三
頁
。

（
33
）
神
道
青
年
会
「
神
道
の
健
児
」（『
教
林
』
第
六
七
号
、
一
八
九
九
年
）
広
告
。

（
34
）
月
巴
生
「
神
道
青
年
会
の
弁
」（『
教
林
』
第
六
七
号
、
一
八
九
九
年
）、
同
「
青
灯
夜
雨
」（『
教
林
』
第
六
九
号
、
一
八
九
九
年
）

三
五
頁
。

（
35
）
月
巴
生
「
神
道
界
に
於
る
青
年
の
位
置
」（『
教
林
』
第
七
一
号
、
一
八
九
九
年
）
六
～
七
頁
。
そ
の
次
の
言
及
は
同
八
頁
。

（
36
）
武
田
幸
也
『
近
代
の
神
宮
と
教
化
活
動
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）
第
五
章
。

（
37
）
熱
血
生
「
神
道
青
年
同
志
会
報
告
」（『
養
徳
』
第
八
号
、
一
九
〇
二
年
）
五
七
頁
、
小
笠
原
省
三
「
関
西
の
旅　

神
社
と
人
と
の

印
象
」（『
神
道
評
論
』
第
一
巻
第
二
号
、
一
九
二
二
年
、
個
人
蔵
）
三
面
。

（
38
）
無
記
名
「
会
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
第
五
九
一
九
号
、
一
九
〇
三
年
）
一
面
、
伊
沢
修
二
「
余
が
信
仰
に
関
す
る
経
験
」（
信
濃
教

育
会
編
『
伊
沢
修
二
選
集
』
信
濃
教
育
会
、
一
九
五
八
年
）。
後
述
す
る
『
元
気
』
か
ら
伊
沢
の
自
叙
伝
『
教
界
周
遊
前
記
』
に
転

載
さ
れ
た
。
同
選
集
の
た
め
の
「
伊
澤
資
料
」
を
管
理
す
る
上
伊
那
教
育
会
へ
照
会
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
資
料
中
に
『
元
気
』

は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
39
）『
養
徳
』
第
二
巻
第
一
号
・
同
第
二
号
・
同
第
四
号
・
同
第
五
号
（
い
ず
れ
も
一
九
〇
三
年
）
広
告
欄
、
無
記
名
「
神
道
青
年
会

の
近
況
」（『
養
徳
』
第
二
巻
第
六
号
、
一
九
〇
三
年
）
三
九
頁
。『
元
気
』
の
現
物
は
ま
だ
発
見
で
き
て
い
な
い
。

（
40
）『
神
風
』
第
一
一
〇
号
（
一
九
一
一
年
）
一
七
頁
、
潭
月
生
「
長
髪
教
大
本
の
長
髪
に
就
き
て
」（『
神
風
』
第
三
三
四
号
、
一
九
二
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一
年
）
一
七
頁
、
宮
井
鐘
次
郎
編
『
大
日
本
慈
善
協
会
』（
大
日
本
慈
善
協
会
同
朋
園
、
一
九
〇
三
年
）
八
～
一
〇
頁
、
藤
田
大
誠

「
明
治
後
期
の
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
の
研
究
教
育
と
出
版
活
動
」（『
國
學
院
大
學
校
史
・
学
術
資
産
研
究
』
第
一
号
、
二
〇
〇
九

年
）
四
三
頁
な
ど
。『
皇
道
新
報
』『
新
日
本
』
は
東
大
明
治
文
庫
に
、『
慈
善
主
義
』
は
東
大
明
治
文
庫
の
ほ
か
国
立
国
会
図
書
館

と
神
戸
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、『
神
風
』
は
神
戸
大
学
・
東
大
明
治
文
庫
・
國
學
院
大
學
・
金
光
図
書
館
所
蔵
の
も
の

を
用
い
た
。
な
お
、『
神
風
』
が
一
時
期
改
題
し
た
『
日
東
新
報
』
は
成
田
山
仏
教
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
41
）
神
道
同
志
会
に
つ
い
て
は
、
前
掲
武
田
幸
也
『
近
代
の
神
宮
と
教
化
活
動
』
二
六
三
～
二
六
七
頁
、
前
掲
木
村
悠
之
介
「
明
治
後

期
に
お
け
る
神
道
改
革
の
潮
流
と
そ
の
行
方
」
六
七
～
六
八
頁
。

（
42
）
前
掲
木
村
悠
之
介
「
明
治
後
期
に
お
け
る
神
道
改
革
の
潮
流
と
そ
の
行
方
」
六
八
頁
、
一
真
子
「
思
ひ
で
ば
な
し　

我
誌
の
四
百

号
を
迎
へ
て
」（『
神
風
』
第
四
〇
〇
号
、
一
九
二
三
年
）
四
頁
。
正
確
な
発
刊
日
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
管
見
の
限
り
最
も
早
い

『
神
風
』
の
広
告
は
、
一
九
〇
五
年
七
月
一
〇
日
の
『
養
徳
』
第
四
巻
第
七
号
に
見
え
る
（
一
六
頁
）。
た
だ
し
そ
の
後
『
神
風
』
は

断
続
的
に
休
刊
し
た
と
い
い
、
本
格
的
な
刊
行
は
一
九
〇
六
年
八
月
の
第
一
九
号
か
ら
で
あ
っ
た
。

（
43
）
無
記
名
「
我
党
の
天
幕
伝
道
と
其
成
蹟
」（『
神
風
』
第
三
九
号
、
一
九
〇
七
年
）
五
面
、
原
敬
文
書
研
究
会
編
『
原
敬
関
係
文
書

　

第
八
巻　

書
類
篇
五
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
七
年
）
六
九
二
頁
。
な
お
、
前
掲
木
村
悠
之
介
「
明
治
後
期
に
お
け
る

神
道
改
革
の
潮
流
と
そ
の
行
方
」
六
八
頁
で
、
上
野
に
お
け
る
神
道
同
志
会
の
施
本
『
神
道
の
お
は
な
し
』
が
「
神
風
会
出
版
部
に

お
い
て
刷
ら
れ
た
」
と
記
し
た
の
は
正
確
に
は
誤
り
で
、
筆
者
所
蔵
の
池
田
住
編
『
神
道
の
お
は
な
し
』（
全
国
神
道
家
大
会
事
務

所
、
出
版
年
不
明
）
は
あ
く
ま
で
も
宮
井
鐘
次
郎
個
人
の
名
義
で
印
刷
さ
れ
て
い
た
。
神
風
会
出
版
部
版
は
大
会
の
後
、
同
志
会
か

ら
版
権
を
譲
り
受
け
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
44
）「
国
家
神
道
」
的
理
解
は
赤
澤
史
朗
『
近
代
日
本
の
思
想
動
員
と
宗
教
統
制
』（
校
倉
書
房
、
一
九
八
五
年
）
五
五
頁
、
菱
木
政
晴
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『
解
放
の
宗
教
へ
』（
緑
風
出
版
、
一
九
九
八
年
）
二
一
二
～
二
一
八
頁
、「
教
派
神
道
」
的
理
解
は
保
坂
達
雄
『
神
と
巫
女
の
古
代

伝
承
論
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
四
八
五
頁
、
安
藤
礼
二
『
折
口
信
夫
』（
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
）
第
一
章
な
ど
。

（
45
）
前
掲
木
村
悠
之
介
「
明
治
後
期
に
お
け
る
神
道
改
革
の
潮
流
と
そ
の
行
方
」
六
八
～
六
九
頁
。
関
連
す
る
神
風
会
理
解
を
示
す
も

の
と
し
て
、
奥
武
則
『
蓮
門
教
衰
亡
史
―
近
代
日
本
民
衆
宗
教
の
行
く
末
―
』（
現
代
企
画
室
、
一
九
八
八
年
）
一
六
六
～
一
六
七

頁
、
中
島
岳
志
『
朝
日
平
吾
の
鬱
屈
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
五
～
一
一
一
頁
、
藤
本
頼
生
「
照
本
亶
と
『
皇
国
』
―

大
正
期
・
昭
和
初
期
の
神
社
人
の
言
説
―
」（
阪
本
是
丸
責
任
編
集
『
昭
和
前
期
の
神
道
と
社
会
』
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
七
七
頁
。

（
46
）
二
誌
に
つ
い
て
は
、
新
佛
教
研
究
会
編
『
近
代
日
本
に
お
け
る
知
識
人
宗
教
運
動
の
言
説
空
間
―
『
新
佛
教
』
の
思
想
史
・
文
化

史
的
研
究
―
』（
新
佛
教
研
究
会
、
二
〇
一
二
年
）、
赤
江
達
也
『「
紙
上
の
教
会
」
と
日
本
近
代
―
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
社

会
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。
神
風
会
は
出
版
や
演
説
を
中
心
的
な
活
動
と
し
た
点
が
共
通
す
る
が
、
大
日
本
慈
善
協
会
以

来
、
様
々
な
社
会
事
業
を
も
継
続
し
て
い
た
（
無
記
名
「
神
風
過
去
の
十
週
年
」、『
神
風
』
第
一
七
三
号
、
一
九
一
六
年
）
五
頁
。

（
47
）
神
風
会
中
央
倶
楽
部
「
神
風
会
中
央
倶
楽
部
設
立
主
意
書
」（『
神
風
』
第
一
九
号
、
一
九
〇
六
年
）
一
面
、
無
記
名
「
大
に
青
年

団
体
を
起
せ
」（『
神
風
』
第
二
七
号
、
一
九
〇
六
年
）
四
面
、
同
「
神
国
青
年
会
生
る
」（『
神
風
』
第
二
九
号
、
一
九
〇
六
年
）
四

面
、
同
「
神
国
青
年
会
設
立
」（『
全
神
』
第
一
〇
一
号
、
一
九
〇
七
年
）
八
三
頁
な
ど
。

（
48
）
無
記
名
「
神
風
会
雄
弁
会
」（『
神
風
』
第
五
二
号
、
一
九
〇
七
年
）
五
面
、
無
記
名
「
主
張
」、
橘
山
「
神
風
会
講
堂
開
場
式
所
感
」、

無
記
名
「
雄
弁
会
と
熱
心
な
る
二
青
年
」（
い
ず
れ
も
『
神
風
』
第
五
八
号
、
一
九
〇
八
年
）
二
、
三
面
、
附
録
一
面
、
樵
子
「
神

風
会
講
堂
落
成
一
週
年
に
就
て
」（『
神
風
』
第
七
八
号
、
一
九
〇
九
年
）
一
面
な
ど
。

（
49
）
例
え
ば
、
一
九
一
九
年
に
は
純
神
道
青
年
協
会
の
機
関
誌
『
生
民
』
を
改
題
し
た
純
神
道
青
年
団
に
よ
る
『
神
道
青
年
新
聞
』
が

『
神
風
』
の
紙
面
を
借
り
て
お
り
、
大
日
本
神
道
青
年
団
と
神
風
会
が
共
同
で
田
尻
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
至
高
の
生
活
と
神
道
』
を
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発
行
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（『
神
風
』
第
二
七
二
号
、
六
面
）。
彼
ら
の
運
動
は
、
出
雲
大
社
教
の
千
家
鉄
麿
（
尊
建
）
に
よ
る

雑
誌
『
シ
ン
ト
イ
ズ
ム
』
や
『
命み
こ
と』

と
も
連
携
し
て
い
た
（
前
掲
田
尻
隼
人
「
神
道
青
年
運
動
の
回
顧
」）。

（
50
）
金
丸
凡
生
「
殉
道
の
同
志
を
偲
ぶ
」（『
す
め
ら
文
化
』
第
七
巻
第
二
号
、
一
九
四
三
年
。
個
人
蔵
）
三
八
頁
。

（
51
）
前
掲
國
學
院
大
學
校
史
資
料
課
編
『
國
學
院
大
學
百
年
史
（
上
巻
）』
三
七
五
、
三
八
三
～
三
八
五
頁
、
前
掲
和
崎
光
太
郎
『
明

治
の
〈
青
年
〉』
二
三
〇
、
二
三
九
頁
。

（
52
）
無
記
名
「
恃
む
可
き
学
生
」（『
神
風
』
第
五
〇
号
、
一
九
〇
七
年
）
三
面
。

（
53
）
無
記
名
「
説
教
の
改
良
」（『
会
通
雑
誌
』
第
八
四
号
、
一
八
八
八
年
）
四
、
五
頁
。
そ
の
後
の
言
及
箇
所
は
同
記
事
の
三
頁
。

（
54
）
星
野
靖
二
『
近
代
日
本
の
宗
教
概
念　

宗
教
者
の
言
葉
と
近
代
』（
有
志
舎
、
二
〇
一
二
年
）
九
〇
～
九
一
頁
。

（
55
）
無
記
名
「
本
学
青
年
会
」（『
会
通
雑
誌
』
第
九
五
号
、
一
八
八
八
年
）
九
～
一
〇
頁
。

（
56
）
前
掲
藤
田
大
誠
『
近
代
国
学
の
研
究
』
三
九
〇
～
三
九
一
、
三
九
六
～
三
九
七
頁
、
齊
藤
智
朗
「
明
治
二
十
年
代
初
頭
に
お
け
る

国
学
の
諸
相
―
池
辺
義
象
の
著
作
を
中
心
に
―
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
〇
四
巻
第
一
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）
二
八
三
～
二
八
七
、

二
九
三
～
二
九
四
頁
、
小
中
村
義
象
「
古
典
学
革
弊
私
論
」（『
東
洋
学
会
雑
誌
』
第
四
号
、
一
八
八
七
年
）
一
三
～
一
五
、
一
七
頁
。

（
57
）
無
記
名
「
神
道
青
年
会
」（『
会
通
雑
誌
』
第
七
八
号
、
一
八
八
八
年
）
五
～
七
頁
。

（
58
）
阪
本
是
丸
「
皇
典
講
究
所
関
係
出
版
物
に
関
す
る
一
考
察
」（
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
編
『
史
料
か
ら
見
た
神
道
―

國
學
院
大
學
の
学
術
資
産
を
中
心
に
―
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
一
二
八
～
一
二
九
頁
。

（
59
）
土
肥
洋
次
郎
「
国
民
的
教
育
と
神
道
」（『
教
林
』
第
七
一
号
、
一
八
九
九
年
）
七
頁
。

（
60
）
前
掲
月
巴
生
「
青
灯
夜
雨
」
三
四
～
三
五
頁
。

（
61
）
前
掲
木
村
悠
之
介
「
明
治
後
期
に
お
け
る
神
道
改
革
の
潮
流
と
そ
の
行
方
」
六
一
～
六
四
頁
、
木
村
鷹
太
郎
『
日
本
主
義
国
教
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論
』（
開
発
社
、
一
八
九
八
年
）
二
九
頁
、
無
記
名
「
神
道
と
耶
蘇
教
と
は
合
併
の
望
な
し
」（『
日
本
主
義
』
第
三
号
、
一
八
九
七

年
）
八
九
頁
。

（
62
）
前
掲
和
崎
光
太
郎
『
明
治
の
〈
青
年
〉』
二
一
七
頁
。

（
63
）
以
上
、
前
掲
伊
沢
修
二
「
余
が
信
仰
に
関
す
る
経
験
」。

（
64
）
こ
の
時
期
の
宗
教
界
に
お
い
て
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
宗
教
経
験
」
論
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
一
九
〇
五
（
明
治
三

八
）
年
に
は
綱
島
梁
川
の
「
見
神
の
実
験
」
が
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
（
深
澤
英
隆
「
近
代
日
本
に
お
け
る

宗
教
経
験
を
め
ぐ
る
言
説
―
綱
島
梁
川
の
経
験
報
告
と
そ
の
意
味
―
」、『
宗
教
哲
学
研
究
』
第
二
三
巻
、
二
〇
〇
六
年
、
六
、
九
頁
）。

（
65
）
幕
末
以
来
、「
元
気
」
に
は
国
民
精
神
の
淵
源
と
し
て
の
意
味
合
い
が
濃
く
（
宮
里
立
士
「
明
治
日
本
の
「
元
気
」
―
北
村
透
谷

「
国
民
の
元
気
」
を
通
し
て
―
」、『
成
蹊
人
文
研
究
』
第
六
号
、
一
九
九
八
年
）、『
元
気
』
誌
上
で
も
中
田
憲
信
「
固
有
の
元
気
を

養
成
せ
よ
」（
第
四
号
）
と
い
う
記
事
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
大
日
本
神
道
青
年
同
志
会
と
し
て
「
固
有
」
の
方
向
性
が
意
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
が
、
伊
沢
の
演
説
に
お
け
る
「
元
気
」
は
そ
の
よ
う
な
制
約
を
超
え
た
宇
宙
的
な
性
質
が
強
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

（
66
）
前
掲
和
崎
光
太
郎
『
明
治
の
〈
青
年
〉』
二
二
二
～
二
二
四
、
二
二
九
～
二
三
〇
頁
。

（
67
）
無
記
名
「
忌
む
べ
き
学
界
の
傾
向
」（『
養
徳
』
第
二
巻
第
五
号
、
一
九
〇
三
年
）
一
、
四
～
五
、
六
頁
、
同
「
忌
む
べ
き
学
界
の

傾
向
（
承
前
）」（『
養
徳
』
第
二
巻
第
六
号
、
一
九
〇
三
年
）
五
、
七
頁
。

（
68
）
木
村
鷹
太
郎
『
哲
学
と
人
生
』（
日
進
堂
、
一
九
一
五
年
。
当
該
部
分
の
初
出
は
一
八
九
五
年
）
二
五
七
～
二
六
一
頁
、
無
記
名

「
安
心
立
命
と
は
何
事
ぞ
」（『
日
本
主
義
』
第
四
号
、
一
八
九
七
年
）
九
〇
頁
。「
安
心
立
命
」
を
哲
学
に
帰
す
後
者
は
、
シ
ュ
タ
イ

ン
の
神
道
論
に
も
近
い
（
丸
山
作
楽
・
有
賀
長
雄
筆
記
『
須
多
因
氏
講
義
』
宮
内
省
、
一
八
八
九
年
、
四
〇
頁
）。
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（
69
）
無
記
名
「
神
道
の
科
学
的
研
究
」（『
養
徳
』
第
二
巻
第
四
号
、
一
九
〇
三
年
）
二
頁
。

（
70
）
前
掲
無
記
名
「
神
霊
の
有
無
と
神
道
の
価
値
（
承
前
）」
一
～
四
頁
。

（
71
）
中
島
の
進
化
論
受
容
に
つ
い
て
は
、
右
田
裕
規
『
天
皇
制
と
進
化
論
』（
青
弓
社
、
二
〇
〇
九
年
）
四
四
～
五
四
頁
、G

odart, G
. 

C
linton, D

arw
in, D

harm
a, and the D

ivine: Evolutionary Th
eory and Religion in M

odern Japan, U
niversity of H

aw
aii Press, 

2017, pp. 57-59
（
本
稿
成
稿
後
に
、
碧
海
寿
広
に
よ
る
邦
訳
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
仏
教
、
神
―
近
代
日
本
の
進
化
論
と
宗
教
』
が
人

文
書
院
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
該
当
部
分
は
八
三
～
八
五
頁
）。
な
お
、
中
島
固
成
「
神
道
論
（
承
前
）」（『
全
神
』
第
一
一
八
号
、
一

九
〇
八
年
）
二
六
頁
で
は
分
霊
論
と
の
関
係
で
催
眠
術
に
も
言
及
し
て
い
る
。

（
72
）
中
島
固
成
「
神
道
論
（
一
）」（『
全
神
』
第
一
一
六
号
、
一
九
〇
八
年
）
二
九
頁
、
同
「
大
祖
先
教
」（『
神
風
』
第
七
一
号
、
一
九

〇
八
年
）
附
録
一
面
。
こ
れ
ま
で
純
愛
教
に
触
れ
た
も
の
と
し
て
は
前
掲
安
藤
礼
二
『
折
口
信
夫
』
四
二
～
四
四
頁
が
あ
る
が
、「
神

憑
り
」
を
強
調
す
る
教
派
神
道
認
識
を
は
じ
め
、
安
藤
の
神
風
会
観
に
は
再
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
風
会
や

純
愛
教
の
全
体
像
（
特
に
、
本
稿
で
は
捨
象
し
た
「
愛
」
そ
の
も
の
に
関
す
る
側
面
）
も
含
め
、
別
の
機
会
を
期
し
た
い
。

（
73
）
こ
の
標
語
は
号
に
よ
り
若
干
の
表
記
揺
れ
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
一
九
〇
七
年
の
『
神
風
』
第
四
七
号
か
ら
し
ば
ら
く
用
い
ら
れ
た

版
を
引
い
た
。『
皇
道
新
報
』
の
段
階
で
、
す
で
に
「
社
憲
」
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
。

（
74
）
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
に
宮
井
鐘
次
郎
が
韓
国
へ
赴
き
、
在
韓
邦
人
の
助
力
に
よ
り
釜
山
・
京
城
・
仁
川
に
「
神
道
伝
道
館

設
立
の
運
び
に
至
」
っ
た
と
い
い
、「
世
界
の
神
」
を
「
韓
人
」
に
も
布
教
し
よ
う
と
し
て
い
た
ら
し
い
が
（
一
真
子
「
仁
川
よ
り
」、

『
神
風
』
第
五
三
号
、
一
九
〇
七
年
、
五
面
）、
翌
年
ま
で
続
い
た
形
跡
は
な
い
。
む
し
ろ
伝
道
を
踏
ま
え
た
後
進
育
成
の
た
め
の
講

堂
図
書
館
事
業
へ
と
活
動
の
主
軸
が
移
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
75
）
以
上
、
一
真
子
「
民
族
論
者
に
告
ぐ
」（『
神
風
』
第
五
九
号
、
一
九
〇
八
年
）
二
面
、
同
「
神
教
の
起
原
」（『
神
風
』
第
六
一
号
、
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一
九
〇
八
年
）
一
面
、
無
記
名
「
旗
色
鮮
明
に
戦
へ
」（『
神
風
』
第
八
六
号
、
一
九
〇
九
年
）
二
面
。
一
真
子
は
宮
井
鐘
次
郎
の
筆

名
。
な
お
、
神
道
に
お
け
る
「
霊
性
」
の
用
例
と
し
て
は
、
卜
部
兼
友
や
吉
田
兼
倶
、
そ
し
て
平
田
篤
胤
に
よ
る
も
の
が
あ
り
（
鎌

田
東
二
『
神
道
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
作
品
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
五
～
一
九
六
、
一
九
九
～
二
〇
二
頁
）、
神
風
会
で
は

兼
倶
や
篤
胤
の
議
論
が
参
照
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
76
）
林
兼
震
君
「
吾
人
は
神
の
分
霊
な
り
（
承
前
）」（『
神
風
』
第
七
五
号
、
一
九
〇
九
年
）
六
面
。
林
は
後
に
神
道
本
局
の
教
師
と

し
て
一
九
一
二
年
に
ハ
ワ
イ
、
一
九
一
四
年
に
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
渡
り
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
「
神
道
研
究
会
」
を
創
設
し
て
い
る

（
林
収
蔵
「
海
外
布
教
に
就
て
」、『
明
道
』
第
四
巻
新
年
号
、
一
九
一
九
年
、
二
七
頁
。
同
誌
は
金
光
図
書
館
蔵
）。

（
77
）「
自
己
の
職
責
」
以
下
の
部
分
は
、
奥
野
谷
半
蔵
「
顕
幽
一
致
論
」（『
神
風
』
第
三
七
号
、
一
九
〇
七
年
）
二
面
。
奥
野
谷
半
蔵
は

小
野
藤
太
（
後
述
）
の
筆
名
。

（
78
）
小
西
茂
森
「
再
迷
は
ん
と
す
る
友
に
与
へ
し
書
」（『
神
風
』
第
六
〇
号
、
一
九
〇
八
年
）
附
録
二
面
、
無
記
名
「
領
収
報
告
」

（『
神
風
』
第
七
三
号
、
一
九
〇
八
年
）
附
録
二
面
、
同
「
清
潔
の
思
想
」（『
神
風
』
第
九
一
号
、
一
九
〇
九
年
）
一
面
、
無
記
名

「
富
に
対
す
る
神
道
の
態
度
（
中
）」（『
神
風
』
第
一
〇
二
号
、
一
九
一
〇
年
）
二
頁
な
ど
。「
清
潔
の
思
想
」
は
『
日
本
主
義
国
教

論
』
第
八
章
の
、「
富
に
対
す
る
神
道
の
態
度
」
は
同
第
一
〇
章
の
文
章
を
流
用
し
て
い
る
。

（
79
）
田
尻
生
「
快
活
の
気
」（『
神
風
』
第
一
一
二
号
、
一
九
一
一
年
）
八
頁
。
田
尻
は
少
年
期
に
木
村
の
著
作
か
ら
「
特
に
深
い
」
影

響
を
受
け
た
と
い
う
（
田
尻
隼
人
「
浅
酌
庵
随
筆　

大
逆
事
件
と
明
治
の
少
年
」、『
業
界
公
論
』
第
一
九
巻
第
六
号
、
一
九
七
二
年
、

二
三
頁
）。
な
お
、
神
風
会
に
お
け
る
木
村
の
受
容
と
「
宗
教
」
理
解
を
め
ぐ
る
断
絶
を
最
も
明
確
に
表
す
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
、

宮
井
鐘
次
郎
編
『
女
性
の
光
』（
女
光
会
、
一
九
〇
九
年
。
早
大
図
書
館
蔵
）
が
あ
る
。
同
冊
子
は
、『
日
本
主
義
国
教
論
』
第
一
八

章
「
日
本
主
義
の
女
性
論
」
を
流
用
し
つ
つ
、「
煩
悶
」
に
対
す
る
「
世
界
的
救
主
」
と
し
て
天
照
を
位
置
づ
け
る
形
に
換
骨
奪
胎
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し
た
も
の
だ
っ
た
（
七
～
一
三
頁
な
ど
）。

（
80
）
同
時
代
的
に
は
、
一
九
〇
二
年
の
井
上
哲
次
郎
が
、
伊
藤
仁
斎
の
「
一
元
気
」
論
な
ど
古
学
派
に
「
日
本
民
族
特
有
の
精
神
」
た

る
「
活
動
主
義
」
を
見
出
す
に
あ
た
り
、
易
経
に
由
来
す
る
「
生
々
主
義
」
を
仁
斎
学
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
井
上
哲
次
郎

『
日
本
古
学
派
之
哲
学
』
冨
山
房
、
一
九
〇
二
年
、
叙
論
四
頁
、
本
文
二
一
七
～
二
一
八
、
二
二
三
頁
）。
な
お
、「
天
地
生
々
の
神

徳
」
や
「
宇
宙
の
大
精
霊
」
を
説
い
た
神
道
論
と
し
て
は
、
井
上
に
師
事
し
た
木
山
熊
次
郎
が
黒
住
宗
忠
の
思
想
を
紹
介
し
て
い
る

が
、
天
照
に
八
百
万
神
を
帰
一
さ
せ
、
天
御
中
主
と
の
二
重
構
造
は
設
け
な
い
点
が
異
な
る
（
木
山
熊
次
郎
『
偉
人
黒
住
宗
忠
』
内

外
教
育
評
論
社
、
一
九
〇
八
年
、
七
五
～
七
九
頁
）。
木
山
は
同
年
、『
希
望
の
青
年
』
を
上
梓
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

（
81
）
酒
井
恒
矢
編
『
神
風
純
愛
教
信
条
略
解
』（
神
風
会
出
版
部
、
一
九
一
〇
年
。
早
大
図
書
館
蔵
）
一
五
、
二
二
～
二
三
頁
。
中
略

し
た
部
分
で
言
及
さ
れ
る
「
ウ
ヒ
ジ
ニ
。
ス
ヒ
ジ
ニ
」
の
神
は
純
愛
教
に
お
け
る
「
純
愛
」
そ
の
も
の
を
論
じ
る
た
め
に
は
欠
か
せ

な
い
存
在
で
あ
る
が
、
本
稿
の
趣
旨
上
は
省
い
て
も
問
題
な
い
た
め
煩
瑣
を
避
け
た
。

（
82
）
同
右
、
七
四
、
七
九
～
八
〇
頁
。

（
83
）
宮
井
鐘
次
郎
編
・
一
真
子
『
教
主
の
人
格
と
其
教
典
』（
神
風
会
出
版
部
、
一
九
一
二
年
）
一
八
～
一
九
頁
。

（
84
）
前
掲
和
崎
光
太
郎
『
明
治
の
〈
青
年
〉』
二
三
六
～
二
三
七
頁
。

（
85
）
手
戸
聖
伸
「
旧
制
第
一
高
等
学
校
に
お
け
る
教
養
―
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
を
中
心
に
―
」（『
東
京
大
学
宗
教
学
年
報
』
Ⅹ
Ⅶ
、

一
九
九
九
年
）
九
四
～
九
五
頁
、
碧
海
寿
広
『
近
代
仏
教
の
な
か
の
真
宗
―
近
角
常
観
と
求
道
者
た
ち
―
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
二

年
）
第
四
章
、
栗
田
英
彦
「
明
治
三
〇
年
代
に
お
け
る
「
修
養
」
概
念
と
将
来
の
宗
教
の
構
想
」（『
宗
教
研
究
』
第
八
九
巻
第
三

輯
、
二
〇
一
五
年
）
六
三
～
六
五
頁
、
髙
原
智
史
「
一
高
『
校
友
会
雑
誌
』
に
み
る
思
潮
の
転
回
―
「
元
気
」、「
煩
悶
」、
文
体
を

め
ぐ
っ
て
」（
平
成
三
十
年
度
超
域
文
化
科
学
専
攻
〔
比
較
文
学
比
較
文
化
分
野
〕
修
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
八
年
）。「
人
格
」
的
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宗
教
論
に
つ
い
て
は
、
前
川
理
子
『
近
代
日
本
の
宗
教
論
と
国
家　

宗
教
学
の
思
想
と
国
民
教
育
の
交
錯
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
五
年
）
第
三
章
も
参
照
。

（
86
）
前
掲
酒
井
恒
矢
『
神
風
純
愛
教
信
条
略
解
』
自
序
一
頁
。
な
お
、
天
照
の
「
人
格
」
を
通
じ
て
神
道
の
民
族
性
・
国
家
性
と
普
遍

性
・
宇
宙
性
を
結
び
つ
け
る
議
論
は
、
神
風
会
以
前
に
も
小
野
藤
太
『
宗
教
の
真
髄
』（
香
取
郡
教
育
会
、
一
九
〇
四
年
）
二
七
～

二
八
頁
に
お
い
て
見
ら
れ
、「
英
雄
崇
拝
」
の
語
か
ら
は
カ
ー
ラ
イ
ル
の
影
響
も
看
取
で
き
る
。『
新
仏
教
』
へ
の
参
加
や
宗
教
研
究

会
の
主
宰
で
知
ら
れ
、
神
風
会
に
も
深
く
関
わ
っ
た
小
野
の
神
道
論
に
つ
い
て
は
、
別
途
検
討
し
た
い
。

（
87
）
前
掲
酒
井
恒
矢
『
神
風
純
愛
教
信
条
略
解
』
三
二
～
三
三
頁
。

（
88
）
一
九
〇
七
年
の
折
口
信
夫
は
、「
理
性
」
は
「
方
便
」
に
過
ぎ
ず
、
哲
学
や
科
学
と
宗
教
と
は
必
ず
「
衝
突
」
す
る
と
い
う
危
機

感
を
抱
い
て
い
た
（
折
口
信
夫
「
韓
国
伝
道
と
古
伝
説
と
（
神
風
雄
弁
会
に
お
け
る
演
説
の
筆
記
）」、
前
掲
安
藤
礼
二
『
折
口
信

夫
』
五
五
頁
）。

（
89
）
無
記
名
「
研
究
会
開
始
」（『
神
風
』
第
七
一
号
、
一
九
〇
八
年
）
四
面
、
桃
夭
々
生
「
友
に
与
へ
て
宗
教
の
立
脚
地
を
論
ず
」

（『
神
風
』
第
八
〇
～
八
一
号
、
一
九
〇
九
年
）
そ
れ
ぞ
れ
六
面
、
三
面
。

（
90
）
松
本
久
史
「
近
代
神
道
学
者
の
国
学
観
」（
同
『
荷
田
春
満
の
国
学
と
神
道
史
』
二
〇
〇
五
年
、
弘
文
堂
）
三
八
〇
頁
、
前
掲
髙

野
裕
基
「
田
中
義
能
に
よ
る
近
代
神
道
学
形
成
の
背
景
」
九
〇
頁
。

（
91
）
田
中
義
能
「
吾
人
の
所
謂
新
教
育
学
」（『
教
育
学
術
界
』
第
一
二
巻
第
一
号
、
一
九
〇
五
年
）
二
五
頁
、
同
「
高
天
原
の
研
究
」

（『
東
亜
の
光
』
第
二
巻
第
五
号
、
一
九
〇
七
年
）。「
高
天
原
の
研
究
」
は
『
神
道
論
文
総
目
録
』
や
磯
前
順
一
が
作
成
し
た
田
中
の

年
譜
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
記
事
だ
と
言
え
る
（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
論

文
総
目
録
』
第
一
書
房
、
一
九
九
九
年
、
島
薗
進
・
磯
前
順
一
編
『
東
京
帝
国
大
学
神
道
研
究
室
旧
蔵
書　

目
録
お
よ
び
解
説
』
東



91 明治中後期の神道青年運動における科学と宗教

京
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
、
五
八
頁
）。

（
92
）
井
上
哲
次
郎
「
発
刊
の
辞
」（『
東
亜
の
光
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
〇
六
年
）
三
～
五
頁
、
田
中
義
能
「
社
会
教
育
に
就
て
」

（『
東
亜
の
光
』
第
二
巻
第
一
一
号
、
一
九
〇
七
年
）
三
〇
～
三
一
頁
。

（
93
）
田
中
義
能
「
本
居
翁
及
び
平
田
翁
の
学
説
の
異
同
を
論
じ
て
今
後
の
神
道
研
究
上
の
注
意
に
及
ぶ
」（『
全
神
』
第
一
一
二
号
、
一

九
〇
八
年
）
一
九
～
二
〇
頁
、
無
記
名
「
神
国
青
年
会
懇
話
会
」（『
全
神
』
第
一
一
二
号
、
一
九
〇
八
年
）
七
三
頁
。『
全
神
』
が

二
月
二
〇
日
付
な
の
に
対
し
、
田
中
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
『
神
風
』
第
五
六
号
は
二
月
一
五
日
付
で
「
承
前
」
と
あ
り
、
第
五
五

号
（
現
存
を
確
認
で
き
ず
）
に
冒
頭
が
出
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
94
）
無
記
名
「
神
道
の
両
面
（
承
前
）」（『
神
風
』
第
五
二
号
、
一
九
〇
七
年
）
二
面
、「
神
道
の
両
面
」
は
中
野
佐
柿
に
よ
る
筆
記
。

（
95
）
同
右
、
お
よ
び
無
記
名
「
神
道
の
両
面
」（『
神
風
』
第
五
一
号
、
一
九
〇
七
年
）
二
面
。
丸
山
が
評
価
す
る
皇
典
講
究
所
の
神
道

研
究
会
は
、『
日
本
主
義
』
の
神
道
「
非
宗
教
」
論
に
批
判
を
加
え
る
「
青
年
」
た
ち
で
あ
り
（
宮
西
星
岡
「
神
道
研
究
会
に
望
む
」、

『
神
社
協
会
雑
誌
』
第
六
年
第
九
号
、
一
九
〇
七
年
）、
丸
山
自
身
が
一
八
九
七
年
に
は
國
學
院
同
窓
会
の
雑
誌
『
新
国
学
』
か
ら
宗

教
家
懇
談
会
へ
の
出
席
を
非
難
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
（
前
掲
木
村
悠
之
介
「
明
治
後
期
に
お
け
る
神
道
改
革
の
潮
流
と
そ

の
行
方
」
五
八
、
六
一
頁
）、
神
道
の
宗
教
性
を
め
ぐ
る
國
學
院
の
状
況
が
大
き
く
転
回
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

（
96
）
田
中
義
能
「
神
道
哲
学
構
成
の
変
遷
」（『
哲
学
雑
誌
』
第
二
四
巻
第
二
七
〇
号
、
一
九
〇
九
年
）
七
六
七
～
七
六
八
頁
で
は
、
神

道
に
対
す
る
仏
教
伝
来
に
よ
っ
て
、「
国
民
の
精
神
界
」
で
は
仏
教
に
「
慰
安
」
を
求
め
る
者
や
仏
教
を
信
じ
よ
う
と
し
て
も
「
煩

悶
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
者
が
出
た
、
と
い
う
歴
史
像
が
示
さ
れ
て
い
る
。
単
な
る
語
彙
の
問
題
に
も
思
え
る
も
の
の
、
そ
れ
が
仏
教

伝
来
以
前
か
ら
神
道
が
「
宗
教
」
た
り
え
て
い
た
と
い
う
認
識
と
も
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
点
は
、
田
中
以
前
の
有
馬
祐
政
や
足
立

栗
園
に
よ
る
神
道
史
叙
述
と
は
異
な
る
新
し
い
特
徴
で
あ
っ
た
。
な
お
、
翌
年
の
『
神
道
本
義
』
に
お
け
る
当
該
部
分
で
は
「
マ
ア
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今
日
で
言
へ
ば
煩
悶
で
す
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
田
中
義
能
『
神
道
本
義
』
四
四
頁
）。

（
97
）
無
記
名
「
平
田
篤
胤
之
哲
学
」（『
神
風
』
第
九
〇
号
、
一
九
〇
九
年
）
三
面
。

（
98
）
前
掲
遠
藤
潤
「
近
代
神
道
研
究
を
め
ぐ
る
諸
相
」
八
〇
頁
。

（
99
）
田
中
義
能
『
最
新
科
学
的
教
育
学
』（
同
文
館
、
一
九
〇
九
年
）
三
七
五
頁
。

（
100
）
田
中
義
能
『
平
田
篤
胤
之
哲
学
』（
東
京
堂
書
店
、
一
九
〇
九
年
）
五
九
～
六
一
頁
。

（
101
）
田
中
は
『
平
田
篤
胤
之
哲
学
』
の
参
考
書
目
に
『
日
本
主
義
国
教
論
』
を
含
め
て
い
る
（
同
右
、
参
考
書
目
四
頁
）。
ま
た
、
前

掲
木
村
悠
之
介
「
明
治
後
期
に
お
け
る
神
道
改
革
の
潮
流
と
そ
の
行
方
」
八
〇
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
102
）
前
掲
田
中
義
能
『
神
道
本
義
』
一
九
五
頁
。

（
103
）
正
確
に
は
田
中
も
一
九
〇
九
年
の
時
点
で
、「
宇
宙
の
一
部
分
」
と
し
て
「
活
動
」
す
る
こ
と
を
人
間
の
目
的
だ
と
述
べ
て
い
る

が
、
そ
の
目
的
と
は
「
国
民
と
し
て
」
の
「
進
化
」
で
あ
る
（
前
掲
田
中
義
能
『
最
新
科
学
的
教
育
学
』
一
八
〇
、
一
八
四
頁
）。

（
104
）
田
中
義
能
「
日
神
に
就
い
て
」（『
神
社
協
会
雑
誌
』
第
七
年
第
一
二
号
、
一
九
〇
八
年
）
一
六
頁
な
ど
。

（
105
）
前
掲
酒
井
恒
矢
『
神
風
純
愛
教
信
条
略
解
』
二
三
頁
、
無
記
名
「
神
風
会
冬
至
大
祭
」（『
神
風
』
第
七
五
号
、
一
九
〇
九
年
）
八
面
。

（
106
）
一
九
一
〇
年
の
『
神
道
本
義
』
で
天
御
中
主
は
、
あ
く
ま
で
も
天
照
と
共
に
「
御
国
を
定
め
」
た
神
と
し
て
登
場
す
る
（
前
掲
田

中
義
能
『
神
道
本
義
』
一
一
一
頁
）。

（
107
）
天
保
老
人
「
再
び
宗
教
に
就
て
」（『
神
風
』
第
七
七
号
、
一
九
〇
九
年
）
三
面
。
こ
こ
で
い
う
田
中
の
論
説
は
、『
全
神
』
や
『
養

徳
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
神
道
の
内
容
」
を
指
し
て
い
る
。
な
お
、
天
保
老
人
こ
と
三
橋
中
雄
は
、
池
沢
清
弘
と
い
う
人
物
に
よ
り

「
生
々
主
義
」
と
し
て
の
「
日
本
魂
」
を
「
宗
教
」
＝
「
迷
信
」
と
同
一
視
す
る
も
の
だ
と
非
難
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
池
沢
清

弘
「
三
橋
君
の
宗
教
の
事
に
つ
き
て
の
説
を
見
て
」、『
大
八
洲
雑
誌
』
第
一
六
九
号
、
一
九
〇
〇
年
、
五
一
～
五
二
頁
）。
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（
108
）
小
北マ

マ夷
「
神
道
一
貫
味
」（『
神
風
』
第
九
一
号
、
一
九
〇
九
年
）
六
面
、
小
夷
北
「
神
道
研
究
の
態
度
に
就
て
」（『
神
風
』
第
九

二
号
、
一
九
〇
九
年
）
六
面
。

（
109
）
無
記
名
「
毎
月
補
助
並
ニ
紙
料
報
告
」（『
神
風
』
第
一
〇
〇
号
、
一
九
一
〇
年
。
同
号
は
筆
者
蔵
）
二
〇
頁
、
河
野
省
三
「『
平

田
篤
胤
之
哲
学
』
を
評
す
」（『
教
育
界
』
第
九
巻
第
一
一
号
、
一
九
一
〇
年
）
七
七
頁
。

（
110
）
一
九
二
〇
年
に
「
か
ん
と
髭
を
ひ
ね
く
る
て
あ
ひ
」
の
「
い
か
め
し
く
、
む
づ
か
し
く
て
、
而
も
、
か
ら
つ
ぽ
な
議
論
」
を
批
判

し
た
折
口
信
夫
も
、
カ
ン
ト
が
定
式
化
し
た
三
方
面
論
を
用
い
る
田
中
を
含
意
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
折
口
信
夫
「
異
訳
国

学
ひ
と
り
案
内
―
河
野
省
三
足
下
に
さ
ゝ
ぐ
―
」、
折
口
信
夫
全
集
刊
行
会
編
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
〇
巻
、
中
央
公
論
社
、
一

九
九
六
年
、
三
六
六
頁
）。

（
111
）
こ
の
よ
う
に
「
新
神
道
」
由
来
の
「
生
々
主
義
」
を
宇
宙
の
「
生
々
」
に
結
び
つ
け
た
も
の
は
、
神
風
会
や
田
中
義
能
に
限
ら
な

い
。
木
村
鷹
太
郎
と
田
中
義
能
に
挟
ま
れ
る
時
期
に
井
上
哲
次
郎
へ
師
事
し
、
伊
沢
修
二
の
娘
婿
で
も
あ
っ
た
遠
藤
隆
吉
は
、
昭
和

初
期
に
か
け
て
易
や
神
道
に
よ
る
「
生
々
主
義
哲
学
」
を
作
り
あ
げ
て
い
っ
た
が
（
蝦
名
賢
造
編
・
遠
藤
隆
吉
『
生
々
主
義
哲
学
綱

要
』
西
田
書
店
、
一
九
九
二
年
な
ど
）、
神
道
学
会
に
直
接
つ
な
が
る
「
神
道
学
」
用
例
の
先
駆
け
と
し
て
知
ら
れ
る
一
九
一
七
年

の
演
説
「
日
本
神
道
学
の
建
設
」
に
お
い
て
す
で
に
「
生
々
主
義
」
を
論
じ
て
お
り
、
木
村
や
田
中
以
上
に
体
系
化
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
（「
神
道
学
」
用
例
へ
の
言
及
は
前
掲
磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
』
三
一
一
頁
。「
日
本
神
道
学

の
建
設
」
は
『
全
神
』
第
二
二
八
～
二
三
〇
号
お
よ
び
『
丁
酉
倫
理
会
倫
理
講
演
集
』
第
一
八
四
号
に
出
て
お
り
、
内
容
が
異
な
っ

て
い
る
。『
全
神
』
版
は
「
生
成
主
義
」
表
記
だ
が
、
遠
藤
の
校
閲
を
経
て
い
な
い
）。「
生
々
主
義
」
論
者
は
他
に
岩
野
泡
鳴
も
お

り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
112
）
前
掲
遠
藤
潤
「
平
田
国
学
に
お
け
る
〈
霊
的
な
も
の
〉」
四
一
一
頁
の
表
現
を
借
り
た
。
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（
113
）
例
え
ば
、
先
に
も
登
場
し
た
「
天
保
老
人
」
な
る
人
物
は
神
風
会
学
生
団
に
対
し
、「
地
球
磁
気
」
説
を
参
考
に
神
道
を
研
究
す

べ
き
だ
と
要
請
し
て
お
り
（
天
保
老
人
「
漫
録
」、『
神
風
』
第
七
五
号
、
一
九
〇
九
年
、
二
面
）、
実
際
に
学
生
団
の
「
青
年
」
た

ち
が
行
っ
て
い
た
宇
宙
論
と
の
ズ
レ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
田
中
義
能
に
し
て
も
、
岡
吉
胤
の
『
徴
古
新
論
』
を

宣
長
や
『
三
大
考
』
へ
の
批
判
と
し
て
は
引
用
す
る
も
の
の
、
岡
自
身
の
説
い
た
恒
星
と
し
て
の
高
天
原
説
な
ど
は
採
用
し
て
い
な

い
（
前
掲
田
中
義
能
「
高
天
原
の
研
究
」
八
六
頁
、
前
掲
同
「
日
神
に
就
い
て
」
一
五
～
一
六
頁
）。

（
114
）
田
中
義
能
『
神
道
大
意
』（
日
本
学
術
研
究
会
、
一
九
一
五
年
）
六
八
頁
、
同
『
神
道
史
綱
要
』（
同
）
一
頁
。

（
115
）
田
中
義
能
「
純
神
道
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
第
六
巻
、
一
九
一
六
年
）
一
一
二
～
一
一
四
頁
。

（
116
）
同
右
、
一
二
三
、
一
二
六
～
一
二
七
頁
。
な
お
、「
天
地
の
公
道
」
の
語
は
元
々
「
五
ヶ
条
の
御
誓
文
」
か
ら
来
て
い
る
（
前
掲

同
『
神
道
大
意
』
五
二
頁
）。

（
117
）
前
掲
田
中
義
能
『
神
道
哲
学
精
義
』
序
四
頁
。

（
118
）
神
道
に
「
修
養
」
的
な
「
人
格
」
信
仰
を
見
出
し
た
学
者
と
し
て
は
他
に
加
藤
玄
智
が
知
ら
れ
て
い
る
。
加
藤
は
小
野
藤
太
が
主

宰
す
る
宗
教
研
究
会
（
先
述
）
へ
参
加
し
た
が
、
そ
の
後
、「
知
的
倫
理
的
な
人
格
感
化
教
」
た
る
「
文
明
教
的
神
道
像
」
を
構
築

し
て
い
く
（
前
掲
前
川
理
子
『
近
代
日
本
の
宗
教
論
と
国
家
』
二
〇
〇
、
二
二
八
頁
、
前
掲
栗
田
英
彦
「
明
治
三
〇
年
代
に
お
け
る

「
修
養
」
概
念
と
将
来
の
宗
教
の
構
想
」
六
五
頁
）。

（
119
）
前
掲
田
中
義
能
『
神
道
哲
学
精
義
』
六
二
～
六
三
、
一
七
八
～
一
八
一
頁
。

（
120
）
星
野
靖
二
は
、
明
治
後
半
期
の
宗
教
論
に
お
け
る
「
学
術
」
の
内
実
が
自
然
科
学
・
社
会
科
学
か
ら
歴
史
・
心
理
学
・
哲
学
な
ど

へ
シ
フ
ト
し
て
い
く
と
述
べ
て
い
る
（
星
野
靖
二
「「
宗
教
」
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
っ
て
―
明
治
前
期
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
達

に
見
る
―
」（
島
薗
進
・
鶴
岡
賀
雄
編
『〈
宗
教
〉
再
考
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
、
二
四
三
頁
）。
姉
崎
正
治
の
「
人
文
史
」
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的
宗
教
学
も
同
時
期
の
も
の
で
あ
っ
た
（
前
掲
磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
』
一
四
八
頁
）。

（
121
）
田
尻
隼
人
「
純
神
道
と
し
て
の
神
道
と
他
教
」（『
幽
顕
』
第
八
巻
第
号
、
一
九
二
六
年
。
同
誌
は
國
大
図
書
館
蔵
）
一
三
～
一
五
頁
。

な
お
田
尻
に
関
連
し
て
、
山
本
信
哉
や
補
永
茂
助
な
ど
、
田
中
義
能
ら
の
神
道
学
会
と
も
一
部
の
構
成
員
は
被
り
な
が
ら
も
、
よ
り

「
宗
教
」
的
な
方
向
に
開
か
れ
た
「
神
道
学
会
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
一
九
一
八
年
に
沢
田
五
郎
・
山

本
・
星
野
輝
興
・
五
弓
安
二
郎
・
補
永
・
神
崎
一
作
ら
が
集
ま
り
、
さ
ら
に
高
賀

三
郎
・
安
原
清
輔
を
加
え
て
神
道
本
局
で
開
か
れ

た
同
会
は
、
一
九
一
九
年
か
ら
本
局
で
「
神
道
宣
揚
会
」
を
催
し
、
神
道
の
「
自
由
討
究
」
を
試
み
た
。
開
催
記
録
に
は
様
々
な
人
物

が
名
を
連
ね
る
が
、
田
尻
隼
人
や
宮
井
鐘
次
郎
、
折
口
信
夫
の
名
前
も
見
え
る
。
ま
た
、
こ
の
神
道
学
会
は
星
野
の
祭
祀
研
究
会
や
、

星
野
・
渥
美
勝
・
田
尻
・
三
宅
武
郎
・
伊
藤
武
雄
・
安
原
・
沢
田
ら
に
よ
る
「
神
道
無
名
会
」
に
も
つ
な
が
っ
た
と
い
う
（
沢
田
五
郎

「
神
道
宣
揚
会
第
三
十
回
紀
念
に
際
し
て
」、『
神
道
』
第
七
巻
七
月
号
、
一
九
二
二
年
、
一
七
～
二
四
頁
。
同
誌
は
神
道
本
局
の
機
関

誌
で
、
國
大
所
蔵
）。
他
に
も
、
一
九
二
一
年
に
は
「
東
大
出
身
の
新マ

マ
人
会
、
隠
れ
た
る
神
道
界
の
青
年
思
想
家
等
」
に
よ
る
「
新
神

道
学
会
」
な
る
も
の
が
開
か
れ
て
い
た
（
無
記
名
「
新
神
道 

建
設
の
叫
び 

先
づ
講
演
会
を
開
く
」、『
幽
顕
』
第
三
巻
第
七
号
、
一
九

二
一
年
、
二
二
頁
。『
万
朝
報
』
よ
り
の
転
載
）。
田
尻
や
千
家
鉄
麿
（
先
述
）
ら
の
神
道
青
年
運
動
は
、
ア
カ
デ
ミ
シ
ャ
ン
の
神
道
学

と
接
し
つ
つ
も
別
個
の
「
ネ
オ
・
シ
ン
ト
イ
ズ
ム
」
と
し
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
122
）
桂
島
宣
弘
『
幕
末
民
衆
思
想
の
研
究
【
増
補
改
訂
版
】
幕
末
国
学
と
民
衆
宗
教
』（
文
理
閣
、
二
〇
〇
五
年
）、
前
掲
昆
野
伸
幸

「
日
本
主
義
の
系
譜
」
一
七
〇
～
一
七
五
頁
な
ど
。

付
記　

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費 

Ｊ
Ｐ
二
〇
Ｊ
二
〇
六
八
三
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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『
延
喜
式
』
に
み
る
聖
体
安
穏
祭
祀

木
　
村
　
大
　
樹

は
じ
め
に

　

古
代
に
お
い
て
、
律
令
国
家
の
頂
点
た
る
天
皇
の
身
体
（
玉
体
）
は
、
単
な
る
人
間
個
人
の
肉
体
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
広
く
そ

の
統
治
の
及
ぶ
天
下
国
家
全
体
に
直
結
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
岡
田
莊
司
氏
は
、「
玉
体
の
不
安
は
、

国
家
体
制
の
維
持
が
不
安
定
に
な
り
、
皇
位
を
め
ぐ
る
争
い
に
も
発
展
す
る
こ
と
に
な
る（
１
）」
と
現
実
的
・
政
治
的
な
側
面
か
ら
考
察
し
て

い
る
。
一
方
で
中
村
英
重
氏
は
、
思
想
的
な
面
も
加
味
し
て
こ
れ
を
捉
え
、

天
皇
の
身
体
と
い
う
の
は
、
単
な
る
一
個
人
の
身
体
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
・
社
会
・
国
家
を
広
く
包
含
し
た
「
宇
宙
の

身
体
」
に
措
定
さ
れ
て
い
た
（
略
）。
天
皇
の
身
体
が
若
々
し
く
健
康
で
あ
れ
ば
、
気
候
も
平
穏
で
作
物
が
豊
穣
と
な
り
貢
賦
も
豊

か
に
納
ま
り
、
人
民
の
生
活
も
安
定
し
社
会
秩
序
に
も
安
寧
が
も
た
ら
さ
れ
、
臣
下
も
忠
誠
を
も
っ
て
臣
従
し
て
謀
反
も
な
く
、
外
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国
か
ら
も
王
徳
を
慕
っ
て
の
入
朝
が
続
き
外
敵
の
侵
攻
も
な
く
、
国
家
も
益
々
繁
栄
す
る
と
思
考
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
逆
に
天

皇
の
身
体
が
病
弱
で
不
健
康
で
あ
れ
ば
、
天
候
が
不
順
と
な
っ
て
作
物
も
実
ら
ず
、
社
会
も
混
乱
し
国
家
も
凋
落
し
て
自
然
・
社

会
・
政
治
な
ど
の
宇
宙
秩
序
も
不
安
定
と
な
る
と
み
て
い
た
の
で
あ
る（
２
）。

と
広
く
理
解
し
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
天
皇
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
天
皇
を
第
一
と
し
て
中
宮
や
東
宮
、
ま
た
斎
王
な
ど
の

身
体
に
つ
い
て
も
準
じ
て
及
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る（
３
）。
中
村
氏
は
こ
れ
ら
の
人
々
の
「
身
体
」
を
指
す
呼
称
と
し
て
、「
聖
体
」
と
い

う
用
語
を
使
用
し
、
そ
の
安
穏
に
関
係
す
る
祭
祀
を
「
聖
体
祭
祀
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
れ
は
よ
く
用
い
ら
れ
る
「
玉
体
」
と
い
う
用
語

が
、
十
世
紀
以
降
の
中
世
的
用
法
で
あ
り
、
ま
た
六
国
史
に
み
ら
れ
る
「
聖
体
」「
聖
躬
」「
御
体
」
と
い
う
用
語
の
う
ち
、『
日
本
三
代
実

録
』
で
の
和
文
表
現
に
多
く
用
い
ら
れ
る
「
御
体
」
や
、『
続
日
本
後
紀
』
で
突
出
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
聖
躬
」
と
比
べ
て
、「
聖
体
」

が
全
体
的
に
頻
度
が
高
く
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
し
た
（『
日
本
書
紀
』『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
で
は
使
用
例
が
な
い（
４
））。

　

本
論
で
も
、
こ
の
「
聖
体
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
、
そ
の
安
穏
を
祈
る
目
的
で
行
わ
れ
た
祭
祀
を
「
聖
体
安
穏
祭
祀
」
と
呼
ぶ
こ
と

と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
最
も
体
系
的
に
規
定
さ
れ
た
『
延
喜
式
』（
以
下
、
各
式
は
便
宜
上
『
延
喜
〇
〇
式
』
と
表
記
す
る（
５
））

を

主
な
対
象
と
し
て
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
天
皇
・
中
宮
・
東
宮
・
斎
王
と
い
っ
た
存
在
が
、
祭
祀
運
営
上
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い

た
の
か
と
い
う
こ
と
の
一
端
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
論
述
の
都
合
上
、
以
下
の
引
用
文
中
に
は
筆
者
が
適
宜
傍
線
を
付
し
て

い
る
。

一
、
聖
体
安
穏
祭
祀
の
主
体

　

ま
ず
本
章
で
は
、
前
述
の
よ
う
な
聖
体
安
穏
祭
祀
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
担
っ
た
人
々
・
職
掌
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
、
と
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い
う
主
体
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
「
主
体
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
聖
体
安
穏
祭
祀
は
天
皇

を
は
じ
め
と
し
た
「
聖
体
」
保
持
者
が
自
ら
行
う
（
修
す
る
）
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
主
体
に
よ
っ
て
、

聖
体
を
対
象
と
し
、
そ
の
安
穏
を
主
た
る
目
的
と
し
た
祭
祀
行
為
が
行
わ
れ
、
各
「
聖
体
」
保
持
者
は
そ
の
祭
祀
の
場
に
赴
か
な
い
こ
と

が
主
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
聖
体
安
穏
祭
祀
の
主
体
（
中
村
氏
は
こ
れ
を
「
司
祭
者
」
と
呼
ぶ
）
と
し
て
特
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
の
は
、
中
村
氏
も
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
①
宮
主
、
②
御
巫
、
③
戸
座
の
三
者
で
あ
っ
た（
６
）。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
神
祇
官
に

所
属
し
、『
延
喜
臨
時
祭
式
』
42
宮
主
卜
部
条
～
46
戸
座
条
の
連
続
す
る
条
文
に
お
い
て
関
連
事
項
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
三
者
は
、

天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
各
「
聖
体
」
の
保
持
者
に
付
属
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
詳
細
な
職
掌
や
成
立
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
理
解
が
深
め
ら
れ
て
い
る
た
め
省
略
し
、
こ
こ
で
は
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
主
た
る
規

定
、
及
び
他
史
料
の
記
述
に
よ
り
確
認
で
き
る
付
属
対
象
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

①
宮
主

　

宮
主
は
、
後
の
『
官
職
秘
抄
』
上
（
平
基
親
撰
、
正
治
二
年
〈
一
二
〇
〇
〉
頃
成
立
か
）
が
「
神
祇
官
重
職
者
、
無　
レ
過　
二
宮
主　
一、（
７
）」、
つ

ま
り
神
祇
官
の
最
た
る
「
重
職
」
と
し
た
職
掌
で
あ
る（
８
）。
そ
の
規
定
と
し
て
は
、『
延
喜
臨
時
祭
式
』
42
宮
主
卜
部
条
に

凡
宮
主
取　
二
卜
部
堪　
レ

 

事
者　
一
任
之
、
其
卜
部
取　
二
三
国
卜
術
優
長
者　
一、〈
伊
豆
五
人
、
壱
岐
五
人
、
対
馬
十
人
、〉
若
取　
二
在　
レ
都
之
人　
一

者
、
自　
レ
非　
二
卜
術
絶　　一レ
群
、
不　
レ
得　
二
輙
充　
一、（
略
）

と
あ
り
、
こ
れ
が
亀
卜
に
よ
る
卜
占
を
職
掌
と
す
る
卜
部
（
卜
部
自
体
は
基
本
的
に
伊
豆
・
壱
岐
・
対
馬
の
三
国
か
ら
任
用
）
の
中
か

ら
、
事
に
堪
え
得
る
者
を
選
ん
で
任
用
さ
れ
た
職
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
元
慶
七
年
（
八
八
三
）
十
二
月
九
日
付
太
政
官
符

「
応　
下

以　
二

官
田　
一

給　
中

三
宮
宮
□
（
宮
カ
）主
戸
座
等
月
料　
上

事
」（『
類
聚
三
代
格
』
十
五（
９
））
に
は
「
御
宮
宮
主
」（
陽
成
天
皇
付
）・「
太
皇
太
后
宮
宮

主
」（
藤
原
明
子
付
）・「
皇
太
后
宮
宮
主
」（
藤
原
高
子
付
）、
応
和
三
年
（
九
六
三
）
十
一
月
十
日
付
太
政
官
符
（『
類
聚
符
宣
抄
』
一）
（1
（

）
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に
は
「
内
御
宮
主
」（
村
上
天
皇
付
）・「
中
宮
宮
主
」（
藤
原
安
子
付
）・「
春
宮
宮
主
」（
憲
平
親
王
〈
冷
泉
天
皇
〉
付
）
な
ど
の
記
載
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
天
皇
、
中
宮
（
皇
后
）・
皇
太
后
・
太
皇
太
后
、
東
宮
（
皇
太
子
）
に
付
属
し
た
。
さ
ら
に
『
延
喜
斎
宮
式
』『
延
喜
斎
院

式
』
各
条
の
内
容
に
よ
る
と
、
伊
勢
斎
王
（
斎
宮
）
と
賀
茂
斎
王
（
斎
院
）
に
も
付
属
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
宮
主
の
重
要
な
特
質
は
、
東
宮
宮
主
が
東
宮
の
即
位
に
伴
っ
て
天
皇
の
宮
主
（
内
御
宮
主
・
大
宮
主
）
と
な
り
、
中
宮
宮
主
も

そ
の
後
に
皇
太
后
宮
主
、
太
皇
太
后
宮
主
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
付
属
対
象
と
一マ
ン

対ツ
ー

一マ
ン

の
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

②
御
巫

　

御
巫
と
は
、
神
祇
官
斎
院
（
西
院
）
の
八
神
殿
に
鎮
座
す
る
八
神
を
奉
斎
し
た
祭
祀
者
で
あ
る）
（（
（

。『
延
喜
臨
時
祭
式
』
43
御
巫
条
に

凡
御
巫
、
御
門
巫
、
生
嶋
巫
各
一
人
、〈
其
中
宮
・
東
宮
唯
有　
二

 

御
巫
各
一
人　
一、〉
取　
二
庶
女
堪　
一

  　
レ

 

事
充
之
、
但
考
選
准　
二
散
事
宮
人　
一、

と
あ
る
よ
う
に
、
庶
女
（
位
階
の
な
い
女
性
）
の
中
の
事
に
堪
え
得
る
者
が
任
用
さ
れ
、
天
皇
・
中
宮
・
東
宮
に
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
付

属
し
て
い
た
。
ま
た
、
中
村
氏
の
分
析
に
よ
る
と
、『
令
集
解
』
職
員
令
の
神
祇
官
御
巫
条
の
「
別
記
」（
大
宝
官
員
令
の
施
行
規
則
か
）

に
み
え
る
「
倭
国
巫
二
口
」
が
付
属
し
た
対
象
が
、
文
武
天
皇
と
当
時
の
皇
太
后

4

4

4

で
も
あ
っ
た
持
統
太
上
天
皇
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
皇
太
后
や
太
皇
太
后
に
も
御
巫
が
付
属
し
た
と
い
う）
（1
（

。
聖
体
に
付
属
す
る
御
巫
以
外
の
「
巫
」
と
し
て
は
、
御
門
巫
・
生
嶋
巫
、
ま

た
座
摩
巫
（『
延
喜
臨
時
祭
式
』
44
座
摩
巫
条
に
よ
る
と
、
座
摩
巫
の
み
都
下
国
造
氏
の
七
歳
以
上
の
童
女
か
ら
任
用
す
る
と
い
う
具
体

的
な
出
身
・
年
齢
規
定
が
あ
っ
た
）
が
い
て
、
い
ず
れ
も
女
性
（
童
女
）
で
あ
っ
た）
（1
（

。
な
お
、
同
式
12
供
神
装
束
条
に

（
略
）
右
、
毎　
二

 

御
巫
遷
替　
一、
神
殿
以
下
改
換
、 

但
座
摩
、
御
門
、
生
嶋
等
奉　
レ
斎
神
、
唯
改　
二
神
殿　
一、
不　
レ
供　
二
装
束　
一、
其
新
任
御
巫
、

皆
給　
二
屋
一
宇　
一、〈
長
二
丈
、
庇
二
面
長
各
二
丈
、〉

と
あ
り
、
御
巫
が
交
替
（
解
任
理
由
は
不
明
）
す
る
に
伴
っ
て
八
神
の
神
殿
と
装
束
が
新
造
・
新
調
さ
れ
た
。
対
象
と
一
対
一
の
関
係
に

あ
っ
た
宮
主
と
は
異
な
り
、
御
巫
は
む
し
ろ
奉
斎
す
る
八
神
と
の
対
応
関
係
に
重
点
が
置
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
、
伊
勢
及
び
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賀
茂
の
斎
王
に
御
巫
が
付
属
し
た
形
跡
は
、
少
な
く
と
も
『
延
喜
式
』
の
規
程
か
ら
は
見
ら
れ
ず
、
神
祇
官
御
巫
が
関
与
し
た
祭
祀
（
大

殿
祭
な
ど
）
を
、
斎
宮
・
斎
院
に
お
い
て
誰
が
行
な
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

③
戸
座

　

戸
座
と
は
、
以
前
に
拙
稿
で
も
考
察
し
た
よ
う
に
、
祭
祀
（
特
に
親
祭
を
伴
う
天
皇
祭
祀
）
の
前
後
の
斎
戒
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な

「
忌
火
」
に
関
与
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）
（1
（

。『
延
喜
式
』
で
の
規
定
と
し
て
は

凡
戸
座
、
取　
二
七
歳
已
上
童
男
卜
食
者　
一
充
之
、
若
及　
二

 

婚
時　
一、
申　
二

 

弁
官　
一

 

充
替
、 （『
臨
時
祭
式
』
46
戸
座
条
）

卜
戸
座
一
人
、〈
取　
二
山
城
国
愛
宕
郡
鴨
県
主
氏
童
子　
一、〉（
略
）

　

右
、
始　
レ
自　
二
初
斎
院　
一
至　
三
于
参　
二
入
大
神
宮　
一
奉
仕
、
其
斎
王
入　
二
伊
勢
斎
宮　
一、
即
各
替
却
、（『
斎
宮
式
』
35
卜
戸
座
火
炬
条
）

凡
斎
王
到　
レ
国
之
日
、
取　
二
度
会
郡
二
見
郷
磯
部
氏
童
男　
一、
卜
為　
二
戸
座　
一、（
略
）
但
遭　
レ

 

喪
及
長
大
即
替
之
、 （
同
式
80
戸
座
火
炬
条
）

な
ど
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
戸
座
に
は
七
歳
以
上
の
童
男
が
任
用
さ
れ
、
成
長
や
婚
姻
に
伴
っ
て
解
任
・
交
替
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
っ

た
。
ま
た
『
類
聚
三
代
格
』
一
、
天
平
三
年
（
七
三
一
）
六
月
二
十
四
日
勅）
（1
（

に
よ
る
と
、
天
皇
（
男
帝
・
女
帝
）・
皇
后
に
付
属
す
る
戸

座
の
貢
進
母
体
は
阿
波
・
備
前
・
備
中
国
と
い
っ
た
瀬
戸
内
海
周
辺
諸
国
の
特
定
氏
族
・
部
で
あ
っ
た
が
、
斎
王
戸
座
の
場
合
は
、
斎
王

在
京
中
は
山
城
国
愛
宕
郡
、
伊
勢
赴
任
中
は
伊
勢
国
度
会
郡
の
指
定
氏
族
の
童
男
か
ら
任
用
す
る
と
い
う
在
地
性
が
重
視
さ
れ
、
ま
た
解

任
理
由
に
は
「
遭
喪
」
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。

　

前
述
の
元
慶
七
年
（
八
八
三
）
十
二
月
九
日
付
太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』）
に
も
あ
る
と
お
り
、
戸
座
の
付
属
対
象
は
宮
主
の
そ
れ

と
似
通
っ
て
い
る
が
、
重
要
な
差
異
と
し
て
、
戸
座
は
東
宮
に
は
付
属
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
こ
れ
が
中
村
氏
説
の

見
解
と
は
大
き
く
異
な
る
部
分
で
あ
る）
（1
（

）。
東
宮
宮
主
か
ら
の
持
ち
上
が
り
で
大
宮
主
と
な
る
宮
主
と
は
異
な
り
、
戸
座
は
天
皇
即
位
に

伴
っ
て
初
め
て
付
属
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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以
上
、
聖
体
安
穏
祭
祀
の
主
体
三
者
を
概
観
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
付
属
対
象
は
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
表

１
参
照
）。
即
ち
、
宮
主
は
全
て
の
対
象
に
付
属
し
、
御
巫
は
伊
勢
斎
王
・
賀
茂
斎
王
に
は
付
属
せ
ず
、
そ
し
て
戸
座
は
東
宮
と
賀
茂
斎

王
に
は
付
属
し
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
三
者
の
任
用
（
補
任
）
の
条
件
と
し
て
、
宮
主
に
は
「
堪　
レ
事
者
」（
そ
の
前

提
と
な
る
卜
部
の
条
件
は
「
卜
術
優
長
」）、
御
巫
に
も
「
堪　
レ
事
」、
そ
し
て
戸
座
に
は
「
卜
食
者
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
つ
ま

り
、
年
齢
・
出
身
の
条
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
誰
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
当
然
な
が
ら
神
意
や
職
務
に
堪
え
得
る
能
力
を
有

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
諸
司
が
天
皇
祭
祀
に
供
奉
す
る
際
、
必
ず
事
前
（
当
日
も
し
く
は
前
日
）
に
小
斎
人
卜
定
を
行
っ
て
、

神
意
に
適
う
者
を
選
び
取
る
必
要
が
あ
っ
た
が）
（1
（

、
以
上
の
三
者
に
つ
い
て
は
、
聖
体
に
付
属
す
る
と
い
う
性
格
上
、
そ
の
任
用
段
階
か
ら

表１　聖体安穏祭祀の主体三者

宮
主

御
巫

戸
座

天皇 〇 〇 〇

皇后（中宮） 〇 〇 〇

皇太后 〇 〇 〇

太皇太后 〇 〇 〇

皇太子（東宮） 〇 〇

斎王（斎宮） 〇 〇

斎王（斎院） 〇
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厳
重
に
そ
れ
が
意
識
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
こ
の
よ
う
な
意
識
を
特
に
厳
重
に
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
伊
勢
斎
王
を
擁
す
る
斎
宮
寮
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

『
延
喜
斎
宮
式
』
81
名
簿
条
に
は
、

凡
遷　
二
入
野
宮　
一

之
後
、
及　
レ
到　
二
斎
宮　
一、
毎
月
下
旬
、
雑
色
及
仕
女
已
上
名
簿
、
移　
二

 

送
於
主
神
司　
一

 

、
随
即
卜
之
、 

亦
至　
二

六
月
・
九

月
・
十
一
月
・
十
二
月　
一、
更
亦
卜
之
、
預　
二
供
奉
事　
一、〈
但
野
宮
不　
レ
為　
二
斎
卜　
一、〉
其
寮
吏
諸
司
卜
食
已
訖
、
行
列
就　
二

 

版
位　
一

 

、
于　
レ

 

時

中
臣
官
人
命
云
、
兆
竹
折
箸

（
著
カ
）事

祓
清
供
奉
、
供

（
共
カ
）称

唯
退
出
、 

内
侍
、
采
女
、
女
孺
已
下
在　
レ

座
承　
レ

命
、
不　
二

卜
食　
一

者
、
不　
レ

得.

　
レ
参　
二
供
宮
中　
一、〈
野
宮
者
内
院
忌
之
、
斎
宮
者
宮
中
忌
之
、〉

と
の
規
定
が
あ
る
。
即
ち
、
斎
王
が
野
宮
に
移
っ
て
以
降
は
、
毎
月
下
旬
に
翌
月
供
奉
す
る
諸
司
（
雑
色
・
仕
女
以
上
の
斎
宮
寮
及
び
斎

宮
十
二
司
）
を
卜
定
（
神
意
の
判
定
）
し
、
こ
れ
に
合
わ
な
か
っ
た
者
の
斎
宮
内
へ
の
参
入
・
供
奉
を
禁
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

六
・
九
・
十
一
・
十
二
月
に
は
、
斎
王
の
神
宮
三
節
祭
へ
の
参
宮
や
斎
王
新
嘗
祭
の
親
祭
が
行
わ
れ
た
た
め
、
加
え
て
卜
定
が
行
わ
れ

た）
（1
（

。
そ
の
卜
定
の
方
法
は
、『
儀
式
』
六
月
十
一
日
神
今
食
儀
条
に
み
ら
れ
る
、
宮
内
省
で
の
神
今
食
・
新
嘗
祭
の
小
斎
人
卜
定
の
方
法

と
概
ね
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
同
条
に
「（
略
）
卜
食
人
等
列
就　
レ
版
、
副
命
云
、
兆
竹
析
（
折
カ
）著
事
、
祓
清
供
奉
、
共
称
唯

退
出
、」
と
あ
り
、『
延
喜
斎
宮
式
』
名
簿
条
の
後
半
傍
線
部
と
ほ
ぼ
同
じ
次
第
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

聖
体
安
穏
祭
祀
に
供
奉
し
た
宮
主
・
御
巫
・
戸
座
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
任
用
に
厳
重
な
職
務
適
合
性
が
求
め
ら
れ
た
。
斎
王
を
戴
く
斎

宮
の
場
合
は
よ
り
広
範
で
、
そ
こ
に
供
奉
す
る
諸
司
の
出
仕
が
神
意
に
適
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
毎
月
判
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
れ

も
ひ
と
え
に
、
斎
王
が
伊
勢
の
斎
宮
の
地
に
お
い
て
常
に
参
籠
・
斎
戒
を
行
う
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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二
、
聖
体
安
穏
祭
祀
の
客
体

　

聖
体
安
穏
祭
祀
に
供
奉
す
る
三
者
、
ま
た
斎
王
及
び
斎
宮
（
斎
宮
寮
）
の
特
異
性
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
続
く
本
章
で
は
そ
れ
ぞ
れ

の
聖
体
安
穏
祭
祀
が
、
い
ず
れ
の
「
聖
体
」
を
対
象
と
し
た
の
か
と
い
う
客
体
（
対
象
）
の
問
題
、
ま
た
前
章
の
い
ず
れ
の
主
体
が
祭
祀

を
担
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
重
要
か
つ
体
系
的
な
考
察
を
行
っ
た
の
は
中
村
氏
で
あ
り
、『
延

喜
式
』
に
お
け
る
「
聖
体
祭
祀
」
を
以
下
の
よ
う
に
目
的
別
に
類
型
化
し
て
い
る）
（1
（

。

　

Ａ　

身
体
の
直
接
的
な
保
全
を
目
的
と
し
た
も
の

　

Ｂ　

身
体
の
内
外
に
付
着
し
た
ケ
ガ
レ
を
除
去
、
あ
る
い
は
ケ
ガ
レ
を
未
然
に
忌
避
す
る
も
の

　
　
ａ　

祭
祀
に
関
わ
る
も
の

　
　

ｂ　

日
常
性
に
関
わ
る
も
の

　

Ｃ　

殿
神
を
奉
祀
し
て
居
住
空
間
と
身
体
の
保
全
を
は
か
る
も
の

　

Ｄ　

霊
魂
の
安
定
化
を
は
か
る
も
の

こ
の
う
ち
Ｂ
の
ａ
に
関
し
て
同
氏
は
「
副
次
的
な
も
の
」
と
し
て
お
り
、「
聖
体
祭
祀
と
し
て
本
質
的
な
面
を
示
し
て
い
る
の
は
ｂ
で
あ

る
」
と
し
た
。
こ
れ
は
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
り
、
拙
稿
で
も
確
認
し
た
と
お
り
、
天
皇
親
祭
の
神
今
食
・
新
嘗
祭
の
前
後
に
行
わ
れ
た

忌
火
御
飯
（『
延
喜
式
』
に
は
規
定
な
し
）・
御
贖
祭
・
大
殿
祭
（
神
嘉
殿
）・
忌
火
庭
火
祭
は
、
あ
く
ま
で
親
祭
を
行
う
天
皇
、
及
び
斎

場
で
あ
る
神
嘉
殿
の
清
浄
化
な
ど
の
た
め
に
行
わ
れ
る
祭
儀
で
あ
り
、
親
祭
に
付
属
す
る
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た）
11
（

。
そ
の
た
め
、
よ

り
直
接
的
に
聖
体
安
穏
の
意
義
・
目
的
が
強
か
っ
た
の
は
、
日
常
的
に
行
わ
れ
た
ｂ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

以
下
、
主
に
『
延
喜
式
』
の
関
連
諸
規
程
に
沿
っ
て
、
宮
主
・
御
巫
・
戸
座
の
関
与
し
た
各
祭
祀
が
誰
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
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あ
っ
た
か
を
確
認
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
第
や
意
義
に
関
す
る
詳
細
な
言
及
は
避
け
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
理
解
を
簡
便
に
す
る
た

め
、
三
后
の
う
ち
皇
太
后
と
太
皇
太
后
は
考
察
対
象
か
ら
除
き
、
ま
た
伊
勢
斎
王
に
準
じ
る
性
格
も
強
い
賀
茂
斎
院
に
つ
い
て
も
省
略
す

る
。
な
お
、
右
記
の
よ
う
に
日
常
的
な
聖
体
安
穏
を
重
視
す
る
理
由
か
ら
、
臨
時
的
な
祭
祀
に
つ
い
て
も
対
象
か
ら
除
外
し
た
。

　

御
体
御
卜
（
六
・
十
二
月
）　

向
こ
う
半
年
間
に
お
い
て
、
天
皇
の
身
体
が
平
安
で
あ
る
か
否
か
を
御
卜
し
、
そ
の
結
果
を
天
皇
に
奏

上
し
た
儀
式
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
『
儀
式
』
奏
御
卜
儀
条
や
『
延
喜
四
時
祭
式
上
』
22
卜
御
体
条
に
み
え
、
ま
た
『
延
喜
太
政
官
式
』

73
御
体
卜
条
に
は

凡
御
体
卜
者
、
神
祇
官
中
臣
率　
二
卜
部
等　
一、
六
月
、
十
二
月
一
日
始
斎
卜
之
、
九
日
卜
竟
、
十
日
奏
之
、（
略
）
中
臣
官
人
奏
聞
、（
略
）

と
あ
る
。
神
祇
官
斎
院
に
お
け
る
御
卜
（
斎
卜
）
は
宮
主
・
卜
部
が
主
動
し
、
紫
宸
殿
に
お
け
る
天
皇
へ
の
御
卜
結
果
の
奏
上
は
中
臣
官

人
が
微
声
で
行
っ
た
。
御
体
御
卜
に
つ
い
て
は
、
神
今
食
を
執
り
行
う
天
皇
の
祭
祀
適
合
性
を
判
定
す
る
た
め
に
行
う
予
備
的
か
つ
付
属

的
な
祭
儀
で
あ
る
と
の
見
解
が
主
流
で
あ
る
。
し
か
し
既
に
拙
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
御
体
御
卜
の
斎
卜
・
奏
上
が
神
今
食
よ
り
後
に
行

わ
れ
た
事
例
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
、
筆
者
は
こ
れ
に
異
を
唱
え
て
い
る）
1（
（

。
そ
の
た
め
御
体
御
卜
に
つ
い
て
も
、
神
今
食

に
付
属
さ
れ
な
い
独
立
し
た
聖
体
安
穏
祭
祀
の
一
と
し
て
扱
う
も
の
と
す
る
。

　
『
延
喜
式
』
で
は
天
皇
の
御
体
御
卜
の
存
在
し
か
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
東
宮
に
つ
い
て
も
御
体
御
卜
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の

後
の
史
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
、『
朝
野
群
載
』
六
に
は
康
平
六
年
（
一
〇
六
三
）
に
行
わ
れ
た
、
当
時
の
東
宮
・
尊
仁
親
王
（
後

冷
泉
天
皇
の
皇
太
弟
〈
後
の
後
三
条
天
皇
〉）
に
対
す
る
御
体
御
卜
の
結
果
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る）
11
（

。

神
祇
官

　
　

卜　
二
時
推
平
否　
一
事
、

太兆尓
　

卜供奉良久
　　

、常神態諸例事乎婆
　
　
、無
　
レ

漏久
　

行治

給
波
牟　
　

、
自　二

 

来
七
月
　
一 

至　二 

于十二月　一

 

、東
宮
君
平
安気
　 

久
　 

御
座
哉
ト　 

問
給
、 （
略
）
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以　
レ
是
卜
求
尓
　

可　
レ
有　
二
竈
神
祟　
一
矣
、

此
等
二
条
事
行
治
給
ハ
　

、
時
推
之
内
、
平
安
尓

可　
二
御
座　
一
之
状
、
卜
定
所　
レ
申
如　
レ
件
、

　
　
　
　

康
平
六
年
六
月
十
日
（
以
下
略
）

東
宮
御
体
御
卜
が
、
天
皇
御
体
御
卜
の
卜
問
と
ほ
ぼ
同
様
の
文
言
で
行
わ
れ
、
ま
た
天
皇
御
体
御
卜
奏
と
同
日
に
奏
上
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
東
宮
御
体
御
卜
に
つ
い
て
は
、『
東
宮
年
中
行
事
』
六
月
条
に
も
「
十
日
ご
た
い
の
御
う
ら
の
事
、」
と
し
て
規
定
が
あ
る）
11
（

。

ま
た
『
宮
主
秘
事
口
伝
』
に
も
「
一
、
春
宮
御
卜
書
様
」
と
し
て
一
連
の
御
体
御
卜
関
連
文
書
の
書
式
が
例
示
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
こ
れ
に
よ

る
と
、
東
宮
御
体
御
卜
の
結
果
は
「
春
宮
宮
主
又
書　
二
卜
形　
一

了
、
進　
二
上
春
宮
御
所　
一
也
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
御
卜
を
行
っ
た
東
宮
宮
主

自
身
に
よ
っ
て
東
宮
御
所
へ
進
上
さ
れ
た
。

　

ま
た
同
史
料
は
、
東
宮
御
体
御
卜
で
明
ら
か
に
す
る
東
宮
へ
の
祟
り
の
種
別
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
土
公
祟
」「
水
神
祟
」「
竈
神

祟
」「
御
膳
過
祟
」「
霊
祟
」
の
五
種
で
あ
る
。
天
皇
御
体
御
卜
の
対
象
と
な
る
祟
り
の
種
別
は
、
こ
の
倍
の
十
種
で
あ
り
、
上
記
以
外
に

「
行
幸
祟
」「
北
辰
祟
」「
鬼
気
祟
」「
御
身
過
祟
」「
神
祟
」
が
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
特
に
重
要
な
の
は
、「
神
祟
」
で
あ
ろ
う
。
遅
く
と
も

『
宮
主
秘
事
口
伝
』
段
階
の
天
皇
御
体
御
卜
に
お
い
て
、
こ
の
「
神
祟
」
は
「
御
体
御
卜
祟
者
、
十
条
内
、
二
箇
条
之
祟
也
、
一
箇
条
ニ
ハ

　
　

神
祟
也
、
毎
度
ニ
　 

卜　
レ

 

之
、」
や
「
已
上
十
条
内
、
神
祟
可　
二
卜
合　
一、
口
伝
如　
レ

 

此
、」）
11
（

と
あ
る
よ
う
に
、
卜
占
を
超
え
て
必
ず
人
為
的
に
祟
り

有
り
（
卜
合
）
と
す
べ
き
項
目
で
あ
る
こ
と
が
口
伝
で
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
天
皇
御
体
御
卜
に
お
け
る
必
須
項
目
と
さ
れ
た
「
神
祟
」
が
、
東
宮
御
体
御
卜
の
卜
定
候
補
に
な
い
こ
と
は
、
全
国
の
神

祇
が
直
接
東
宮
を
祟
る
と
い
う
構
造
認
識
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
さ
せ
る
。
神
々
が
直
接
天
皇
へ
祟
る
と
い
う
構
図
か
ら
導

常
神
態
諸
例
事
乎
婆
　
　

、
無　
レ
漏
久
　

行
治
給
波
牟
　
　

、
自　
二

 

来
七
月　
一

 

至　
二

 

于
十
二
月　
一、 

東
宮
君
平
安
気
　 

久
　 

御
座
哉
ト
　 

問
給
、 （
略
）

太
兆
尓
　

卜
供
奉
良
久
　
　

、
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き
出
さ
れ
る
「
循
環
型
祭
祀
体
系）
11
（

」
の
中
に
、
東
宮
は
組
み
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
次
代

の
天
皇
と
な
る
べ
き
欠
か
せ
な
い
存
在
と
し
て
、
東
宮
も
即
位
以
前
か
ら
卜
定
内
容
を
半
分
に
限
っ
て
御
体
御
卜
を
行
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
『
延
喜
式
』
を
は
じ
め
、
天
皇
と
東
宮
以
外
に
御
体
御
卜
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
管
見
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
中
村
氏

は
中
宮
に
も
御
体
御
卜
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
が
（
当
該
論
文
に
お
け
る
表
「
三
皇
の
祭
祀
」
に
お
い
て
△〈
＝
推
測
〉
と

し
て
い
る）
11
（

）、
前
述
の
御
体
御
卜
の
目
的
か
ら
し
て
も
、
天
皇
・
東
宮
以
外
の
御
体
御
卜
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

大
殿
祭
（
六
・
十
一
・
十
二
月
）　
『
延
喜
四
時
祭
式
上
』
25
大
殿
祭
条
に
「
大
殿
祭
、〈
中
宮
准　
レ

 

此
、〉（
略
）」、『
延
喜
四
時
祭
式
下
』

51
新
嘗
料
条
に
「（
略
）
其
御
贖
、
大
殿
、 
忌
火
、
庭
火
等
祭
料
、
並
准　
二

 

神
今
食　
一、」
と
あ
り
、
六
・
十
一
・
十
二
月
、
天
皇
と
中
宮
の

住
ま
う
御
所
（
内
裏
）
に
対
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
中
宮
の
大
殿
祭
に
つ
い
て
は
『
延
喜
中
宮
式
』
24
大
殿
祭
条
も
規
定
）。

こ
れ
に
は
中
臣
・
忌
部
氏
を
は
じ
め
、
宮
主
・
史
生
・
神
部
・
御
巫
も
供
奉
し
て
い
た
。
な
お
、
本
条
の
規
定
す
る
大
殿
祭
は
、
生
活
空

間
で
あ
る
内
裏
の
諸
殿
舎
（
仁
寿
殿
〈
後
に
清
涼
殿
〉・
湯
殿
・
厠
殿
・
御
厨
子
所
）
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
中
宮
の
大

殿
祭
は
内
裏
内
の
後
宮
諸
殿
舎
に
対
し
て
行
わ
れ
た
か
）。
そ
の
た
め
、
聖
体
安
穏
祭
祀
と
し
て
の
大
殿
祭
は
内
裏
へ
の
大
殿
祭
の
方
で

あ
り
、
天
皇
親
祭
に
付
属
し
て
い
た
神
嘉
殿
へ
の
大
殿
祭
に
つ
い
て
は
別
個
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
『
延
喜
斎
宮
式
』
に
お
け
る
主
な
大
殿
祭
関
連
規
程
と
し
て
は
、
9
初
斎
院
大
殿
祭
条
（
初
斎
院
）・
24
月
次
祭
大
殿
祭
条
（
野

宮
）・
31
新
嘗
祭
大
殿
祭
条
（
野
宮
）・
61
祈
年
祭
神
条
（
斎
宮
＝
条
文
末
尾
に
「
其
六
月
、
十
二
月
月
次
、
鎮
火
、
道
饗
、
大
殿
、 

御
贖
、

大
祓
、
并
朔
日
忌
火
、
庭
火
等
祭
供
神
雑
物
、
及
明
衣
、
祝
詞
料
皆
准　
二

 

在
京　
一、」
と
あ
る
）・
65
新
嘗
祭
条
（
斎
宮
＝
「
但
鎮　
二
炊
殿　
一
并

忌
火
、
庭
火
、
大
殿
祭
等
、
皆
准　
二

 

在
京　
一、」
と
あ
る
）
が
あ
る
。
斎
王
の
居
所
移
動
（
初
斎
院
→
野
宮
→
斎
宮
）
に
伴
い
変
動
が
あ
る
も
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の
の
、
い
ず
れ
も
天
皇
・
中
宮
の
内
裏
大
殿
祭
と
同
様
の
意
義
を
持
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
半
年
間
及
び
一
年
間
を.

単
位
と
し
て
、
天
皇
・
中
宮
の
住
ま
う
内
裏
、
斎
王
の
住
ま
う
斎
宮
が
、
清
浄
で
災
異
・
不
祥
事
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
祈
る
目
的
が

あ
っ
た
。

　

な
お
、
中
村
氏
は
東
宮
に
つ
い
て
も
大
殿
祭
が
行
わ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
（
前
述
中
村
氏
表
「
三
皇
の
祭
祀
」
に
お
い
て
△
と
す

る
）
が
、
こ
れ
も
少
な
く
と
も
『
延
喜
式
』
で
は
、
東
宮
大
殿
祭
の
斎
行
に
関
す
る
規
定
が
見
受
け
ら
れ
ず
、
今
後
慎
重
に
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

御
贖
（
六
・
十
二
月
）　
『
延
喜
四
時
祭
式
上
』
の
30
御
贖
条
は
天
皇
の
御
贖
、
31
中
宮
御
贖
条
は
「〈
東
宮
准　
レ

此
、〉」
と
あ
っ
て
中

宮
・
東
宮
の
御
贖
を
規
定
す
る
（『
延
喜
中
宮
式
』
20
六
月
御
贖
条
、『
延
喜
春
宮
式
』
21
晦
日
未
刻
条
も
そ
れ
ぞ
れ
規
定
）。
天
皇
御
贖

の
詳
細
な
次
第
は
『
儀
式
』
二
季
御
贖
儀
条
に
正
確
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
整
理
し
た
野
口
剛
氏
は
「
こ
の
儀
式
の
前
半
は
縫
殿

寮
が
荒
世
と
和
世
の
御
服
を
奉
上
す
る
儀
と
神
祇
官
が
御
麻
を
奉
上
す
る
儀
と
の
二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
」
と
し
、
続
く
後

半
部
分
は
荒
世
の
御
贖
物
の
儀
と
和
世
の
御
贖
物
で
構
成
さ
れ
、
前
者
は
「
東
文
部
の
太
刀
の
奉
上
、
西
文
部
の
太
刀
の
奉
上
、
宮
主
の

荒
世
の
奉
上
、
宮
主
の
壺
の
奉
上
」
を
行
い
、
後
者
は
こ
れ
を
繰
り
返
す
も
の
（
宮
主
は
和
世
を
奉
上
）
と
し
た
。
ま
た
宮
主
が
奉
上
し

た
「
荒
世
」「
和
世
」
と
は
、
料
物
に
み
ら
れ
る
篠
竹
（
＝
「
小
竹
二
十
株
」）
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
で
御
体
を
「
量
る
」
と
い
う
次

第
・
作
法
が
重
視
さ
れ
て
、「
節
折
」
と
い
う
儀
式
名
称
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
た
の
で
あ
る）
11
（

。
な
お
、
御
服
・
御
麻
・
御
贖

物
を
天
皇
に
最
終
的
に
直
接
奉
上
し
紫
宸
殿
上
で
所
作
し
た
の
は
、
全
て
「
中
臣
女
」
と
呼
ば
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
臣
女
も
宮

主
や
御
巫
と
同
様
、
中
臣
氏
の
女
性
の
中
か
ら
「
堪　
レ
事
者
」（『
延
喜
四
時
祭
式
上
』
31
中
宮
御
贖
条
）
を
選
ん
で
任
命
さ
れ
て
い
た
。

　

中
宮
・
東
宮
の
御
贖
に
つ
い
て
は
、
料
物
の
品
目
・
数
量
は
基
本
的
に
天
皇
と
同
様
で
あ
っ
た
が
、
中
宮
・
東
宮
と
も
に
「
金
装
横
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刀
」
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
両
者
に
は
東
西
文
部
に
よ
る
太
刀
奉
上
の
次
第
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
東
宮
御
贖.

の
料
物
は
、
中
宮
御
贖
よ
り
八
種
の
料
物
の
数
量
が
半
減
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ.

れ
る
。

　

ま
た
斎
王
に
も
御
贖
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、『
延
喜
斎
宮
式
』
25
御
贖
料
条
（
野
宮
）
及
び
前
掲
61
祈
年
祭
神
条
末
尾
に
て
斎
宮
で
も

「
准　
二
在
京　
一
」
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
但
し
、
御
贖
料
条
規
定
の
料
物
に
「
金
装
横
刀
」
が
な
い
こ
と
か
ら
、
中
宮
・
東
宮
と
同
様

に
東
西
文
部
の
太
刀
奉
上
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
。『
延
喜
祝
詞
式
』
13
献
横
刀
呪
条
に
「
捧
以　
二

金
刀　
一、
請　
レ

延　
二

帝
祚　
一、」

と
あ
る
よ
う
に
、
太
刀
奉
上
は
天
皇
の
玉
体
安
穏
に
伴
う
皇
位
長
久
を
祈
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
御
服
類
（
天

皇
・
中
宮
・
東
宮
は
『
延
喜
縫
殿
式
』
14
御
贖
服
条
に
規
定
）
や
「
坩
」「
小
川
竹
」
の
数
量
は
同
じ
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
次
第
は

三
者
と
同
様
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、「
安
芸
木
綿
」「
凡
木
綿
」「
鰒
」「
堅
魚
」「
腊
」「
海
藻
」「
塩
」
な
ど
が
三
者
の
半

量
（
凡
木
綿
・
鰒
・
腊
・
塩
は
東
宮
と
同
量
）
で
あ
る
一
方
で
、「
米
」「
酒
」
は
二
倍
量
（
東
宮
の
四
倍
）
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
細
か
い

料
物
の
差
異
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

　

御
巫
奉
斎
神
祭
（
九
月
）　

御
巫
に
よ
る
九
月
の
奉
斎
神
祭
（
於
、
神
祇
官
斎
院
）
は
、『
延
喜
四
時
祭
式
下
』
2
御
巫
斎
神
条
に
「
御

巫
奉　
レ

斎
神
祭
〈
中
宮
東
宮
御
巫
准　
レ

此
、〉（
略
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
・
中
宮
・
東
宮
の
御
巫
が
そ
れ
ぞ
れ
行
な
っ
た
。
こ
れ
ら
以

外
に
御
門
巫
・
座
摩
巫
・
生
島
巫
も
、
同
月
に
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
の
奉
斎
神
へ
の
祭
祀
に
供
奉
し
て
い
る
。
本
祭
祀
に
関
す
る
記
述
は

『
延
喜
式
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
た
め
、
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
な
お
、
祭
料
の
品
目
は
全
て
同
じ
で
、
そ
の
数
量
を
見
る
限
り
、

「
五
色
帛
」「
鍬
」「
稲
」「
鮭
」「
折
櫃
」「
笥
」「
瓶
」「
坏
」「
食
薦
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
神
数
に
対
応
し
て
お
り
、「
明
櫃
」「
杓
」「
席
」「
薦
」

「
簀
」
は
祭
神
数
に
関
わ
ら
ず
全
て
二
点
ず
つ
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
ら
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
定
か
で
は
な
い
。
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鎮
魂
祭
（
十
一
月
）・
鎮
御
魂
斎
戸
祭
（
十
二
月
）　

天
皇
・
中
宮
の
鎮
魂
祭
は
、『
延
喜
四
時
祭
式
下
』
48
鎮
魂
祭
条
に
「
鎮
魂
祭
〈
中

宮
准　
レ

 

此
、
但
更
不　
レ

 

給　
二

 

衣
服　
一、〉（
略
）
右
、
中
寅
日
晡
時
、〈
中
宮
鎮
魂
同
日
祭
之
、〉（
略
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
と
も
に
十
一
月
新
嘗
祭

（
中
卯
日
）
前
日
の
中
寅
日
に
行
わ
れ
た
。
宮
内
省
の
正
庁
に
神
祇
官
八
神
（
御
巫
の
奉
斎
す
る
神
々
）
及
び
大
直
日
神
の
神
座
を
設
け

て
行
い
、
そ
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
八
神
を
祀
る
御
巫
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
儀
式
』
鎮
魂
祭
儀
条
に
よ
る
と
、

御
巫
は
琴
師
の
御
琴
に
合
わ
せ
て
舞
を
行
い
、
続
い
て
「
覆　
二

宇
気
槽　
一

立　
二

其
上　
一、
以　
レ

桙
撞　
レ

槽
、」
即
ち
伏
せ
た
「
宇
気
槽
」
の
上
に

立
っ
て
桙
で
こ
れ
を
撞
く
所
作
を
行
っ
た
。
こ
の
所
作
を
十
度
行
う
ご
と
に
、
神
祇
伯
は
木
綿
を
結
ぶ
。
ま
た
『
政
事
要
略
』
所
引
「
清

涼
記
」
な
ど
に
よ
る
と
、
こ
の
間
、
蔵
人
が
御
衣
の
入
っ
た
箱
を
振
動
さ
せ
る
と
い
う
所
作
が
行
わ
れ
、
こ
れ
は
『
延
喜
式
』
同
条
に

「
内
侍
持　
二
御
服　
一
自　
レ
内
退
出
、」（『
儀
式
』
も
ほ
ぼ
同
様
）
と
あ
る
、
内
侍
が
内
裏
（
貞
観
殿
内
の
「
御
匣
殿
」）
よ
り
も
た
ら
し
た
も
の

と
同
一
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
御
衣
を
天
皇
（
及
び
中
宮
）
の
身
体
と
同
一
で
あ
る
と
み
な
す
考
え
が
あ
る
が
、
塩
川
哲
朗
氏

は
「
御
衣
は
祭
祀
対
象
と
言
う
よ
り
祭
祀
に
奉
ら
れ
る
物
品
と
す
る
方
が
適
切
」
と
し
、「
天
皇
の
実
態
的
な
玉
体
と
直
接
的
に
は
関
係

せ
ず
、
あ
く
ま
で
神
祇
官
の
祭
祀
に
内
裏
の
御
衣
が
用
い
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る）
11
（

。
鎮
魂
祭
は
、
以
上
の
よ
う
な
呪
術

的
な
所
作
が
複
合
的
に
行
わ
れ
る
祭
祀
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
天
皇
の
出
御
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
じ
く
塩
川
氏
は
「
鎮
魂
祭
は
天

皇
の
た
め
に
八
神
と
大
直
神
に
対
し
祭
儀
を
行
う
も
の
」
で
、
そ
の
主
体
が
御
巫
で
あ
っ
た
と
し
た
。

　

ま
た
、
東
宮
鎮
魂
祭
は
巳
日
（
新
嘗
祭
豊
明
節
会
の
翌
日
）
に
行
わ
れ
、
そ
の
次
第
は
『
延
喜
春
宮
式
』
25
東
宮
鎮
魂
条
に
み
ら
れ

る
。
天
皇
・
中
宮
鎮
魂
祭
は
新
嘗
祭
前
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
新
嘗
祭
の
前
段
祭
儀
と
し
て
の
性
格
も
有
し
て
い
る
が
、
新
嘗
祭
の

親
祭
に
関
与
し
な
い
東
宮
の
鎮
魂
祭
が
巳
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
併
せ
て
鑑
み
る
と
、
鎮
魂
祭
が
単
な
る
新
嘗
祭
の
前
段
祭
祀
と
し
て
の

性
格
の
み
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
鎮
魂
祭
は
、
十
一
月
の
宮
内
省
に
お
け
る
祭
祀
（
天

皇
・
中
宮
は
中
寅
日
、
東
宮
は
巳
日
）
で
完
了
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
十
二
月
の
鎮
御
魂
斎
戸
祭
と
連
動
し
て
い
た
。『
延
喜
四
時
祭
式
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下
』
52
斎
戸
祭
条
・
53
東
宮
斎
戸
条
に
よ
り
、
本
祭
祀
は
中
臣
氏
が
神
祇
官
斎
院
に
お
い
て
、
天
皇
・
中
宮
・
東
宮
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て

行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
延
喜
祝
詞
式
』
17
斎
戸
祭
条
は
、
こ
こ
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
祝
詞
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
「（
略
）
自　
二

 

此
十
二

月　
一

 

始
、 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

と
あ
る
。
翌
年
の
十
二

月
ま
で
の
一
年
間
を
単
位
と
し
て
、
各
聖
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
御
在
所
で
平
安
に
「
御
座
」
す
る
こ
と
が
祈
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
面
で
も
、

鎮
魂
祭
が
新
嘗
祭
の
前
段
祭
儀
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
聖
体
安
穏
祭
祀
と
し
て
の
重
要
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う）
11
（

。

　

な
お
、
鎮
魂
祭
は
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
七
年
（
八
八
三
）
十
二
月
二
十
四
日
条
に
「
於　
二
宮
内
省　
一、
修　
二
鎮
魂
祭　
一、
太
皇
太
后
・
皇

太
后
両
宮
鎮
魂
、
此
夜
同
修
焉
、」（
当
時
の
太
皇
太
后
・
皇
太
后
は
前
述）
1（
（

）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
皇
太
后
・
太
皇
太
后
に
対
し
て
も
行
わ

れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
塩
川
氏
は
院
政
期
に
「
院
鎮
魂
」（『
江
家
次
第
』）
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る）
11
（

。
一
方
で
、
伊
勢

斎
王
に
対
し
て
の
鎮
魂
祭
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
（
賀
茂
斎
王
も
同
様
）。
中
村
氏
は
、
こ
れ
を
斎
王
に
御
巫
が
付
属
し

な
か
っ
た
こ
と
と
関
連
さ
せ
て
、「
斎
王
は
天
照
大
神
を
奉
祀
す
る
存
在
と
し
て
、
身
体
の
清
浄
性
と
保
全
だ
け
が
主
眼
と
さ
れ
て
い
た）
11
（

」

と
し
た
。

　

忌
火
庭
火
祭
（
毎
月
朔
日
）　

忌
火
庭
火
祭
に
は
、
神
今
食
・
新
嘗
祭
の
親
祭
終
了
後
の
天
皇
・
中
宮
（
東
宮
に
は
行
わ
れ
な
い
）、
ま

た
斎
王
新
嘗
祭
の
親
祭
終
了
後
の
斎
王
に
対
し
て
、
付
属
祭
祀
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
（『
延
喜
四
時
祭
式
上
』
26
忌
火
庭
火

祭
条
、『
延
喜
四
時
祭
式
下
』
51
新
嘗
料
条
、『
延
喜
斎
宮
式
』
34
忌
火
庭
火
祭
条
〈
野
宮
〉・
65
新
嘗
祭
条
〈
斎
宮
〉）。
本
章
冒
頭
に
前

述
し
た
理
由
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
論
で
は
詳
述
し
な
い
。

　

一
方
、
毎
月
朔
日
に
も
宮
主
が
内
膳
司
（
東
宮
の
場
合
は
主
膳
監
）
に
赴
き
、
忌
火
庭
火
祭
が
行
わ
れ
た
が
、『
延
喜
四
時
祭
式
下
』

54
朔
日
忌
火
条
に
「
毎
月
朔
日
忌
火
庭
火
祭
〈
中
宮
東
宮
庭
火
准　
レ

此
、
但
忌
火
不　
レ

 
祭
、〉」、
ま
た
『
延
喜
斎
宮
式
』
11
庭
火
祭
条
に

十
二
月　
一

 

始
、 

来
十
二
月
尓
　 

至
万
　 

弖
　 

尓
　 

、 

平
久
　

御
座
所
令　
二

御
座　
一

給
止
　

、
今
年
十
二
月
某
日
斎
比
　

鎮
奉
止
　

申
、」



112

「
朔
日
庭
火
祭
〈
野
宮
、
斎
宮
准　
レ
此
、〉」
と
あ
る
よ
う
に
、
毎
月
朔
日
の
忌
火
祭
が
行
わ
れ
た
の
は
天
皇
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
中
宮
・

東
宮
・
斎
王
に
は
庭
火
祭
の
み
が
行
わ
れ
た
。
毎
月
の
庭
火
祭
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
常
の
食
膳
の
清
浄
・
安
全
を
期
す
た
め
の
祭
祀
と
考

え
ら
れ
、
聖
体
安
穏
祭
祀
の
性
格
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
天
皇
に
の
み
毎
月
の
忌
火
祭
が
行
わ
れ
た
の
は
、
年
三
度
の
親
祭
を
確
実
に
行

う
た
め
の
定
期
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
よ
う
な
意
味
と
も
取
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
新
嘗
祭
を
親
祭
す
る
斎
王
に
対
し
て
忌
火
祭
が
行
わ
れ
な

い
こ
と
と
若
干
矛
盾
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
今
後
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

御
麻
・
御
贖
（
毎
月
晦
日
）　

毎
月
晦
日
の
御
麻
と
御
贖
は
、『
延
喜
四
時
祭
式
下
』
55
毎
月
御
麻
条
・
56
毎
月
中
宮
御
麻
条
・
57
毎
月

御
贖
条
に
よ
る
と
天
皇
・
中
宮
・
東
宮
に
対
し
て
行
わ
れ
た
（『
延
喜
中
宮
式
』
28
毎
月
御
贖
条
に
関
連
規
程
、『
延
喜
春
宮
式
』
35
晦
日

昏
時
条
に
東
宮
毎
月
御
麻
・
御
贖
の
次
第
規
程
が
あ
る
）。
御
麻
と
御
贖
の
両
者
で
六
・
十
二
月
晦
日
の
御
贖
（
二
季
御
贖
儀
）
と
対
応

関
係
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
と
比
較
す
る
と
差
異
も
多
々
見
受
け
ら
れ
る
。
重
要
な
も
の
は
、
二
季
御
贖
儀
で
奉
ら
れ
た

荒
世
・
和
世
の
御
服
（
御
衣
・
袴
・
被
）
が
毎
月
儀
に
は
存
在
し
な
い
点
、
御
麻
を
最
終
的
に
天
皇
に
奉
る
の
が
中
臣
女
（
二
季
）
で
な

く
内
侍
（
毎
月
）
で
あ
る
点
、
毎
月
の
御
贖
物
に
は
横
刀
（
太
刀
）・
小
竹
が
見
ら
れ
な
い
点
、
毎
月
御
贖
は
御
巫
が
行
事
し
た
点
、
毎

月
御
贖
儀
で
は
多
く
の
料
物
の
数
量
が
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
て
「
盆
」
の
み
増
加
し
て
い
る
点
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
毎
月

晦
日
儀
は
、
中
臣
に
よ
る
御
麻
奉
献
儀
と
御
巫
に
よ
る
御
贖
物
奉
献
儀
（
た
だ
し
横
刀
奉
献
儀
や
節
折
儀
な
ど
は
な
か
っ
た
）
で
構
成
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
野
口
剛
氏
は
、「
も
し
二
季
晦
日
の
儀
が
先
に
行
わ
れ
は
じ
め
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
後

に
穢
れ
に
対
す
る
感
覚
が
強
く
な
る
な
か
で
、
そ
の
簡
略
化
し
た
も
の
と
し
て
毎
月
晦
日
に
御
巫
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
っ
た）
11
（

」
と
し
た
。

　

ま
た
『
延
喜
斎
宮
式
』
12
解
除
料
条
よ
り
、
斎
宮
に
も
毎
月
晦
日
の
御
麻
儀
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
条
の
祭
料
は
基
本
的
に
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天
皇
・
中
宮
・
東
宮
の
毎
月
御
麻
条
の
品
目
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
「
坩
・
坏
各
一
口
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
坩
や
坏
が
二
季
御
贖

に
み
ら
れ
る
料
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
毎
月
晦
日
の
御
贖
の
料
物
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

羅
城
御
贖
（
一
代
一
度
）　

年
中
恒
例
の
御
贖
に
対
し
て
、
羅
城
御
贖
は
『
延
喜
臨
時
祭
式
』
14
羅
城
御
贖
条
の
割
注
に
「
毎　
レ

世
一

行
、」
と
あ
る
よ
う
に
天
皇
一
代
に
一
度
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
御
贖
で
あ
る
。
不
定
期
で
あ
る
と
は
い
え
、
一
代
に
一
度
と
い
う
周

期
性
が
あ
っ
た
た
め
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
（
こ
れ
は
次
の
八
十
島
祭
も
同
様
）。

　

同
条
規
定
の
料
物
に
は
「
奴
婢
八
人
」
や
「
馬
八
疋
」
が
含
ま
れ
、
こ
れ
ら
は
羅
城
門
前
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
本
儀
の
祓
の
た

め
に
供
出
さ
れ
た
祓
柱
（
ハ
ラ
エ
ツ
モ
ノ
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
貞
信
公
記
』
承
平
二
年
（
九
三
二
）
十
一
月
二
日
条
に

「
羅
城
祭
、
可　
レ

 

行　
二

 

去
月
廿
三
日　
一、 

而
所
司
称　
二
用
途
不　
レ
足　
一
不　
レ
行
、
仍
今
日
行
、）
11
（

」
と
あ
る
「
羅
城
祭
」
は
羅
城
御
贖
と
同
一
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
が
本
来
十
月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
野
口
氏
は
大
嘗
祭
前
の
大
祓
と
羅
城
御
贖

が
「
ち
ょ
う
ど
、
二
季
御
贖
と
大
祓
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
も
本
来
は
一
体
の
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
」
と
指

摘
す
る
。
ま
た
同
氏
は
奴
婢
・
馬
を
含
め
た
料
物
の
多
く
が
「
八
」
の
倍
数
を
基
調
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
嘗
祭
前
大
祓
も
羅
城
御

贖
も
と
も
に
「
大
八
洲
全
体
に
存
在
し
て
い
る
穢
れ
を
祓
う
と
い
う
象
徴
的
な
意
味
を
に
な
っ
て
い
る
」
と
し
て
い
る）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
羅
城
御
贖
は
、『
延
喜
式
』
同
条
に
「
中
宮
准　
レ

此
、」
と
あ
っ
て
天
皇
・
中
宮
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、

同
じ
く
御
巫
の
付
属
す
る
東
宮
に
つ
い
て
は
行
う
旨
の
規
定
が
見
ら
れ
な
い
。
前
述
の
野
口
氏
の
説
と
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、「
大

八
洲
」（
日
本
）
を
象
徴
す
る
と
い
う
役
割
は
、
天
皇
と
中
宮
が
担
っ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
想
起
で
き
よ
う
。
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八
十
島
祭
（
一
代
一
度
）　

八
十
島
祭
は
大
嘗
祭
の
翌
年
に
行
わ
れ
た
一
代
一
度
の
祭
祀
で
あ
る
（「
大
嘗
会
次
年
行　
レ
之
、」〈『
江
家
次

第
』
八
十
島
祭
条）
11
（

〉）。『
延
喜
臨
時
祭
式
』
22
八
十
島
神
祭
条
・
23
東
宮
八
十
島
祭
条
に
連
続
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
祭
料
の
列
挙
に
続

い
て

右
、
八
十
島
祭
御
巫
、
生
島
巫
、 

并
史
一
人
、
御
琴
弾
一
人
、
神
部
二
人
、
及
内
侍
一
人
、
内
蔵
属
一
人
、
舎
人
二
人
、
赴　
二

 

難
波

津　
一

 

祭
之
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
難
波
津
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
江
家
次
第
』
同
条
は
詳
し
い
次
第
を
載
せ
て
お
り
、
内
裏
（
あ
る
い
は
里
第
）

で
の
祭
使
出
立
の
儀
、
難
波
津
で
の
儀
、
帰
京
後
の
報
告
の
儀
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
特
に
重
要
な
の
は
、
内
裏
に
お
い
て
宮
主
が

蔵
人
を
介
し
て
奉
る
「
御
麻
」
を
天
皇
が
「
一
撫
一
息
」
す
る
作
法
、
そ
し
て
難
波
津
に
お
い
て
女
官
が
「
御
衣
」（
天
皇
料
・
中
宮

料
・
斎
（
春
カ
）宮

料
）
を
振
り
、
宮
主
が
西
面
（
海
の
方
向
か
）
し
て
御
麻
を
捧
げ
御
禊
を
修
す
る
作
法
と
み
ら
れ
る
（
祭
物
は
終
了
後
に
海
に

投
じ
ら
れ
た
）。
御
衣
振
動
は
前
述
の
鎮
魂
祭
と
も
共
通
す
る
作
法
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
岡
田
莊
司
氏
は
、
八
十
島
祭
を
「
禊
祓
と

鎮
魂
の
行
事
」
と
捉
え
て
い
る）
11
（

。
な
お
、『
延
喜
式
』
23
東
宮
八
十
島
祭
条
に
は
、
住
吉
神
・
大
依
羅
神
・
海
神
・
垂
水
神
・
住
道
神
へ

の
幣
帛
が
別
途
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
難
波
津
周
辺
に
鎮
座
す
る
神
々
で
あ
り
、
八
十
島
祭
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
関
連
し
て
奉
幣

が
為
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

中
村
氏
は
八
十
島
祭
が
「
聖
体
祭
祀
」（
＝
「
天
皇
な
ど
の
身
体
、
生
命
、
霊
魂
の
保
全
を
目
的
」〈
前
掲
著
九
八
頁
〉
と
す
る
）
に
は

含
ま
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
一
方
で
岡
田
氏
は
八
十
島
祭
の
目
的
を
、
鎮
魂
祭
に
よ
る
「
内
在
魂
」
の
「
活
性
化
」「
増
殖
」
と
同
様
に
、

「
天
皇
代
替
わ
り
に
お
い
て
、
御
代
一
代
の
天
皇
身
体
の
保
全
を
祈
る
こ
と
」
と
し
て
い
る）
11
（

。
中
宮
・
東
宮
の
八
十
島
祭
も
天
皇
八
十
島

祭
に
付
属
す
る
目
的
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
か
ら
、
八
十
島
祭
は
ま
さ
に
典
型
的
な
聖
体
安
穏
祭
祀
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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表２　聖体安穏祭祀の整理

時　期 名　称 天皇 中宮 東宮 斎王 主　体

6・12月 御体御卜 〇 〇 宮主・卜部・中臣

6・11・12月 大殿祭（内裏） 〇 〇 〇 忌部・御巫

6・12月 御贖 〇 〇 〇 〇 宮主・卜部・中臣・
中臣女・文部

9月 御巫奉斎神祭 〇 〇 〇 御巫・御門巫・
生島巫・座摩巫

11月 鎮魂祭 〇 〇 △※１ 御巫

12月 鎮御魂斎戸祭 〇 〇 〇 中臣

毎月朔日 忌火庭火祭 〇 △※２ △※２ △※２ 宮主

毎月晦日 御麻 〇 〇 〇
〇※３

中臣・卜部・内侍

毎月晦日 御贖 〇 〇 〇 御巫

神今食.
新嘗祭.
付属祭祀

（忌火御飯）※４ 〇 内膳司

御贖祭 〇 〇 △※５ 御巫

大殿祭（神嘉殿） ※６

忌火庭火祭 〇 〇 〇 宮主

忌火炊殿祭 〇 〇 宮主

一代一度 羅城御贖 〇 〇

一代一度 八十島祭 〇 〇 〇 御巫・生島巫

※１　東宮鎮魂祭は巳日に行われるため、寅日の天皇・中宮鎮魂祭とは別系統
※２　天皇以外の毎月忌火祭は行わず、庭火祭のみ行う
※３　斎王の毎月晦日御麻・御贖は、「解除」として合わせて行われたか
※４　忌火御飯は天皇祭祀の付属行事であるが、天皇一人の行う行事であるため『延喜式』には
　　　規定されていない
※５　東宮の御贖祭は日数・料物ともに中宮を半減して行う
※６　神嘉殿への大殿祭は、神今食・新嘗祭の「場」への祭祀である

本表は、中村英重氏の表「三皇の祭祀」（註27）を参考に作成した。ただし、見解が
異なる部分もある。
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以
上
、
ま
と
ま
り
が
な
く
疑
問
点
を
増
や
し
た
部
分
も
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、『
延
喜
式
』
の
規
定
す
る
主
な
聖
体
安
穏
祭

祀
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
・
客
体
、
料
物
の
差
異
な
ど
に
つ
い
て
細
か
く
確
認
し
て
み
た
。
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
前
頁
の
表
２

「
聖
体
安
穏
祭
祀
の
整
理
」
の
よ
う
に
な
る
。
中
村
氏
は
「
皇
后
以
下
も
天
皇
と
同
様
な
聖
体
祭
祀
が
存
在
す
る
「
聖
体
」」
で
あ
り
、「
皇

后
、
皇
太
子
も
天
皇
と
同
様
に
全
く
同
一
の
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
」）
11
（

と
し
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
天
皇
以
下
が
自
身
で
行
う
祭
祀
に
つ

い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
体
に
対
し
て
行
わ
れ
る
祭
祀
に
つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
『
延
喜
式
』
諸
規
程
を
俯
瞰
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
に

は
微
妙
な
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

甚
だ
雑
駁
な
が
ら
、
聖
体
安
穏
祭
祀
に
つ
い
て
主
に
主
体
・
客
体
の
面
か
ら
考
察
を
試
み
た
。
中
村
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
既
に
理
解

が
進
め
ら
れ
て
き
た
見
解
が
主
で
あ
る
が
、
改
め
て
『
延
喜
式
』
以
下
史
料
の
規
定
を
丹
念
に
読
み
解
く
こ
と
で
、
今
後
の
新
た
な
検
討

課
題
も
多
々
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
村
氏
は
「
聖
体
祭
祀
」
を
そ
の
目
的
別
に
類
型
し
た
が
、
こ
れ
を
別
視

点
か
ら
類
型
し
て
み
た
い
。
表
面
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
各
祭
祀
を
そ
の
斎
行
周
期
に
よ
っ
て
類
型
す
る
と
、

　

Ａ　

一
ヶ
月
周
期
で
行
う
も
の

　
　
ａ　

毎
月
朔
日
に
行
う
も
の
（
朔
日
忌
火
庭
火
祭
）

　
　

ｂ　

毎
月
晦
日
に
行
う
も
の
（
晦
日
御
麻
、
晦
日
御
贖
）

　

Ｂ　

半
年
周
期
で
行
う
も
の
（
御
体
御
卜
、
六
・
十
二
月
内
裏
大
殿
祭
、
二
季
御
贖
）

　

Ｃ　

一
年
周
期
で
行
う
も
の
（
十
一
月
内
裏
大
殿
祭
、
御
巫
奉
斎
神
祭
、
鎮
魂
祭
・
鎮
御
魂
斎
戸
祭
）
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Ｄ　

一
代
に
一
度
行
う
も
の
（
羅
城
御
贖
、
八
十
島
祭
）

と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
聖
体
安
穏
祭
祀
と
し
て
の
性
格
が
最
も
強
く
表
れ
て
い
る
の
は
Ｂ
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
章
で
分
析
し
た
全
て
の

祭
儀
が
対
象
と
し
て
い
た
の
は
、
天
皇
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
。
Ｂ
に
該
当
す
る
祭
儀
に
つ
い
て
、
中
村
氏
の
類
型
と
併
せ
て
考
え
る
と
、

御
体
御
卜
に
は
「
身
体
の
直
接
的
な
保
全
」、
大
殿
祭
に
は
「
居
住
空
間
と
身
体
の
保
全
」、
御
贖
に
は
「
身
体
の
内
外
に
付
着
し
た
ケ
ガ

レ
を
除
去
」「
ケ
ガ
レ
を
未
然
に
忌
避
」
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
天
皇
自
身
が
皇
室
の
氏
上
と
し
て
内
々
に
天
照
大
神
を
親
祭
（
神
今
食
）
す
る
こ
と
で
、
過
ぎ
た
半
年
を
省
み
、
ま

た
来
た
る
半
年
の
安
穏
を
祈
る
と
い
う
、
一
年
間
に
お
け
る
六
月
・
十
二
月
の
特
異
性
が
構
築
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
意
味
で
は
、
神
今
食
に
も
神
饌
供
進
（
親
供
）
を
通
じ
て
皇
祖
へ
の
聖
体
安
穏
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る）
1（
（

。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
の
天
皇
祭
祀
と
聖
体
安
穏
祭
祀
は
、
天
皇
が
行
う
祭
祀
で
あ
る
前
者
と
天
皇
（
及
び
そ
の
他
の
聖
体
）
に
対
し
て
行
う
祭
祀
で
あ

る
後
者
と
し
て
、
と
も
に
国
家
の
平
安
実
現
を
目
的
と
す
る
両
輪
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
神
今
食
は
、
律
令
国
家
祭

祀
と
し
て
班
幣
行
事
が
行
わ
れ
た
月
次
祭
と
の
二
重
構
造
も
構
成
し
て
い
た
。
さ
ら
に
境
界
祭
祀
と
し
て
の
鎮
火
祭
や
道
饗
祭
、
ま
た
大

祓
も
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
面
か
ら
六
・
十
二
月
の
役
割
を
補
強
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
毎
月
行
わ
れ
る
祭
祀
は
、
晦
日
に
一
ヶ
月
分
の
穢
れ
を
除
去
し
、
そ
の
翌
日
で
あ
る
朔
日
に
は
再
び
新
た
な
一
ヶ
月
分
の
清
浄

を
図
る
と
い
う
目
的
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
Ｂ
や
Ｃ
を
補
完
す
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
Ａ
・

Ｂ
・
Ｃ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
大
き
さ
の
歯
車
の
如
く
、
各
周
期
を
対
象
と
し
な
が
ら
相
互
に
作
用
し
あ
い
、「
聖
体
安
穏
」
さ
ら
に

は
こ
れ
と
密
接
に
繋
が
る
国
家
全
体
の
安
泰
を
目
的
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
宮
主
・
御
巫
・
戸
座
三
者
及
び
各
聖
体
安
穏
祭
祀
の
付
属
・
対
象
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
、
祭
祀
に
お
け
る
天
皇
・
中

宮
・
東
宮
・
斎
王
の
位
置
付
け
の
一
端
に
つ
い
て
類
推
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
う
ち
天
皇
は
、
言
わ
ず
も
が
な
律
令
国
家
中
に
あ
っ
て
は
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代
表
的
か
つ
中
心
的
な
存
在
で
あ
り
、
ま
た
皇
室
の
中
に
あ
っ
て
は
親
祭
を
行
う
「
氏
上
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
が
、
こ
の
他
は
ど
の

よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
「
宮
主
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
体
と
の
一
対
一
の
関
係
が
重
視
さ
れ
、
上
記
の
全
て
に
付
属
し
て
い
た
た
め
に
比
較
が
困
難
で
あ

る
が
、
そ
の
重
要
な
職
掌
の
一
つ
で
あ
る
御
体
御
卜
は
、
天
皇
と
東
宮
に
対
し
て
の
み
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
具
体
的
な
供
奉
な

く
聖
体
に
付
属
す
る
こ
と
自
体
に
意
義
（
忌
火
へ
の
清
浄
性
付
与
な
ど
）
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
戸
座
」
が
、
東
宮
に
は
付
属
し
て

い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
東
宮
」
は
、
当
然
で
は
あ
る
が
、
皇
祖
天
照
大
神
を
奉
祀
（
親
祭
）
す
べ
き
存
在
と
い
う
よ
り
、
あ
く

ま
で
次
代
の
天
皇
と
し
て
控
え
て
い
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
中
宮
」
は
、
東
宮
を
対
象
と
し
な
い
内
裏

大
殿
祭
が
行
わ
れ
、
ま
た
「
戸
座
」
も
付
属
し
て
天
皇
親
祭
後
の
忌
火
庭
火
祭
の
対
象
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
天
皇
と
と
と
も
に
「
内

裏
」
を
構
成
す
る
存
在
で
あ
り
、
ま
た
天
皇
の
神
今
食
・
新
嘗
祭
が
行
わ
れ
る
中
和
院
に
行
啓
し
て
親
祭
に
何
ら
か
の
形
で
介
在
・
関
与

（「
助
祭
」
か
）
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
天
皇
・
中
宮
・
東
宮
に
は
い
ず
れ
も
「
御
巫
」
が
付
属
し
、
彼
女
た
ち
が
神
祇

官
斎
院
鎮
座
の
八
神
を
奉
斎
し
、
鎮
魂
祭
に
供
奉
す
る
こ
と
で
、
一
年
間
の
聖
体
の
安
穏
が
保
た
れ
た
。
ま
た
一
代
一
度
の
八
十
島
祭
に

よ
る
御
禊
・
鎮
魂
の
作
法
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
御
代
に
お
け
る
聖
体
の
安
穏
が
祈
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、「
斎
王
」
に
は
御

巫
は
付
属
せ
ず）
11
（

、
鎮
魂
祭
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
斎
王
は
斎
宮
と
い
う
「
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
国
家
」
に
お
い
て
、
新
嘗
祭
を
親
祭
し
「
天
皇

の
祭
祀
体
系
を
補
完
す
る
役
割）
11
（

」
を
担
っ
た
の
で
あ
り
、
政
務
を
執
り
俗
世
と
の
関
わ
り
も
深
い
天
皇
に
代
わ
っ
て
、
伊
勢
の
地
で
日
常

的
に
物
忌
（
斎
戒
）
の
生
活
を
行
う
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
、
結
論
と
し
て
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
先
行
研
究
や
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
諸
考
察
の
再
確
認
に
留
ま
る
一
方
で
、
論
拠
に
乏
し
く
仮

説
の
域
を
出
な
い
考
察
も
多
い
。
ま
た
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
祭
祀
運
営
上
の
規
程
の
僅
か
な
ズ
レ
を
、
天
皇
・
中
宮
・
東
宮
・
斎
王
の
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性
格
の
違
い
に
ま
で
発
展
さ
せ
て
導
き
出
す
こ
と
は
推
察
が
過
ぎ
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
多
く
の
検
討
課
題
を
今
後
に
繋
げ

る
と
い
う
意
味
で
は
意
義
あ
る
分
析
で
あ
っ
た
と
考
え
、
本
論
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

註

（
１
）
岡
田
莊
司
「
天
皇
と
神
々
の
循
環
型
祭
祀
体
系
―
古
代
の
祟
神
―
」（『
神
道
宗
教
』
一
九
九
・
二
〇
〇
、
平
成
十
七
年
、
八
〇
頁
）。

（
２
）
中
村
英
重
「
律
令
祭
祀
の
構
造
」
国
家
祭
祀
と
聖
体
祭
祀
（
同
『
古
代
祭
祀
論
』
平
成
十
一
年
、
吉
川
弘
文
館
、
五
九-

六
〇
頁
）。

（
３
）
桜
井
好
朗
「
儀
礼
国
家
の
神
話
的
位
相
（
そ
の
一
）」（
同
『
祭
儀
と
註
釈
―
中
世
に
お
け
る
古
代
神
話
―
』
平
成
五
年
、
吉
川
弘

文
館
、
一
三
六
頁
）
で
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
及
ぶ
範
囲
を
、「
天
皇
家
の
人
な
ら
ば
だ
れ
に
で
も
」
と
い
う
わ
け
で
な
く
「
直

接
的
に
王
権
を
構
成
す
る
と
い
う
立
場
を
尊
重
」
し
、「
い
わ
ば
天
皇
の
家
と
い
う
枠
の
な
か
で
、
王
権
を
構
成
す
る
者
に
限
定
」

さ
れ
て
い
た
と
捉
え
て
い
る
。

（
４
）
中
村
氏
前
掲
註
２
五
八-

五
九
頁
。

（
５
）
以
下
、『
延
喜
式
』
の
条
文
番
号
及
び
引
用
条
文
に
つ
い
て
は
、
虎
尾
俊
哉
編
『
訳
注
日
本
史
料　

延
喜
式
』
上
・
中
・
下
（
平

成
十
二
年
～
二
十
九
年
、
集
英
社
）
を
使
用
し
た
。

（
６
）
中
村
英
重
「
祭
祀
と
天
皇
―
聖
体
祭
祀
論
―
」（
前
掲
註
２
著
書
所
収
）。

（
７
）『
群
書
類
従　

五　

系
譜
部
・
伝
部
・
官
職
部
』
昭
和
三
十
五
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
五
七
六
頁
。

（
８
）
宮
主
に
関
す
る
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
安
江
和
宣
「
宮
主
の
職
掌
に
関
す
る
一
考
察
」（
同
『
大
嘗
祭
神
饌
御
供
進
儀
の
研

究
』
令
和
元
年
、
神
社
新
報
社
。
初
出
は
、『
皇
學
館
大
学
紀
要
』
一
八
、
昭
和
五
十
五
年
）、
岡
田
莊
司
「
吉
田
卜
部
氏
の
成
立
」



120

（
同
『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』
平
成
六
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
。
初
出
は
、『
國
學
院
雑
誌
』
八
四-

九
、
昭
和
五
十
八
年
）

な
ど
が
あ
る
。

（
９
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
〔
普
及
版
〕　

類
聚
三
代
格
後
篇
』
平
成
八
年
、
吉
川
弘
文
館
、
四
五
六
頁
。

（
10
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
〔
普
及
版
〕　

類
聚
符
宣
抄
』
平
成
十
一
年
、
吉
川
弘
文
館
、
一
六
頁
。

（
11
）
御
巫
に
関
す
る
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
野
口
剛
①
「
神
祇
官
に
仕
え
る
女
性
た
ち
」（
同
『
古
代
貴
族
社
会
の
結
集
原
理
』

平
成
二
十
八
年
、
同
成
社
）、
②
「
神
祇
官
西
院
と
御
巫
」（
岡
田
莊
司
編
『
古
代
の
信
仰
・
祭
祀
』〈
古
代
文
学
と
隣
接
諸
学
七
〉
平

成
三
十
年
、
竹
林
舎
）、
小
平
美
香
①
「
神
祇
祭
祀
の
な
か
の
「
巫
」
―
神
祇
官
と
神
宮
の
御
巫
職
」、
②
「
神
祇
祭
祀
に
お
け
る
女

性
の
働
き
―
祭
祀
の
形
態
と
継
承
―
」（
同
『
女
性
神
職
の
近
代
―
神
祇
儀
礼
・
行
政
に
お
け
る
祭
祀
者
の
研
究
―
』
平
成
二
十
一

年
、
ぺ
り
か
ん
社
）
な
ど
が
あ
る
。

（
12
）
中
村
氏
前
掲
註
６
一
〇
四-

一
〇
六
頁
。
な
お
、
野
口
氏
前
掲
註
11
①
も
、
同
様
に
三
后
に
御
巫
が
付
属
す
る
こ
と
を
認
め
、
さ

ら
に
「
天
皇
の
御
巫
と
は
上
皇
を
も
担
当
す
る
御
巫
で
あ
っ
た
」
と
類
推
し
て
い
る
。

（
13
）
御
巫
の
童
女
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
班
幣
行
事
の
復
元
的
考
察
」（『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
―
文
学
研
究
科
―
』

四
九
、
平
成
三
十
年
）
で
も
若
干
の
考
察
を
行
っ
た
。

（
14
）
拙
稿
「
天
皇
と
斎
王
の
祭
祀
構
造
―
「
戸
座
」
の
位
置
付
け
を
手
が
か
り
に
―
」（『
神
道
研
究
集
録
』
三
二
、
平
成
三
十
年
）。
戸

座
に
関
す
る
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
小
川
徹
「
戸
座
の
貢
進
に
つ
い
て
」（
和
歌
森
太
郎
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会

編
『
古
代
・
中
世
の
社
会
と
民
俗
文
化
』
昭
和
五
十
一
年
、
弘
文
堂
）、
中
村
英
重
「
戸
座
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（
下
出
積
與
編
『
日

本
古
代
史
論
輯
』
昭
和
六
十
三
年
、
桜
楓
社
）、
木
村
徳
宏
「
戸
座
と
そ
の
起
源
に
関
す
る
一
考
察
」（『
神
道
史
研
究
』
五
七-

一
、

平
成
二
十
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
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（
15
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
〔
普
及
版
〕　

類
聚
三
代
格
前
篇
』
平
成
八
年
、
吉
川
弘
文
館
、
二
九
頁
。

（
16
）
詳
細
は
前
掲
拙
稿
註
14
。

（
17
）
拙
稿
「
天
皇
親
祭
を
と
り
ま
く
人
々
―
神
今
食
の
祭
祀
構
造
と
場
―
」（『
神
道
史
研
究
』
六
六-

一
、
平
成
三
十
年
）。

（
18
）『
延
喜
斎
宮
式
』
63
卜
庭
神
祭
条
に
み
ら
れ
る
「
毎
月
晦
日
卜
庭
神
祭
」
は
、
こ
の
諸
司
供
奉
人
卜
定
に
当
た
っ
て
行
わ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
条
に
は
「〈
斎
王
参　
二
三
時
祭　
一
卜
庭
神
祭
准　
レ
此
、〉」
と
あ
り
、
三
節
祭
へ
の
斎
王
参
列
の
際
の
卜
庭
神
祭
が

あ
っ
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
前
掲
註
５
『
延
喜
式
』
上
の
当
該
条
頭
注
が
「
ま
た
新
嘗
祭
に
先
立
っ
て
も
行
わ
れ
た
か

（
御
短
尺
）」（
三
一
八
頁
）
と
す
る
こ
と
と
も
併
せ
る
と
、
同
名
簿
条
の
「
亦
至　
二

六
月
、
九
月
、
十
一
月
、
十
二
月　
一
、
更
亦
卜

之
、」
と
い
う
内
容
と
も
一
層
符
合
す
る
。

（
19
）
中
村
氏
前
掲
註
６
九
八-

九
九
頁
。

（
20
）
拙
稿
「
神
今
食
を
中
心
と
し
た
祭
儀
体
系
へ
の
一
試
論
―
御
体
御
卜
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
神
道
宗
教
』
二
四
三
、
平
成

二
十
八
年
）。

（
21
）
同
上
。

（
22
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

朝
野
群
載
』
昭
和
三
十
九
年
、
吉
川
弘
文
館
、
一
四
〇
頁
。

（
23
）『
群
書
類
従　

六　

律
令
部
・
公
事
部
』
昭
和
六
十
二
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
六
二
九
頁
。

（
24
）
安
江
和
宣
「
校
訂　

宮
主
秘
事
口
伝
」（
同
『
神
道
祭
祀
論
考
』
昭
和
五
十
四
年
、
神
道
史
学
会
、
二
四
二-

二
四
七
頁
）。

（
25
）
同
上
二
二
一-

二
二
二
頁
。

（
26
）
岡
田
氏
前
掲
註
１
。

（
27
）
中
村
氏
前
掲
註
６
一
一
七
頁
。
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（
28
）
野
口
剛
「
節
折
の
起
源
」（
前
掲
註
11
①
論
文
所
収
著
書
に
同
じ
。
引
用
箇
所
は
一
五
五
頁
）。

（
29
）
塩
川
哲
朗
「
鎮
魂
祭
の
祭
祀
構
造
に
関
す
る
一
考
察
」（『
神
道
研
究
集
録
』
三
二
、
平
成
三
十
年
、
九
一
頁
）。

（
30
）
な
お
、
小
林
宣
彦
「
天
石
窟
伝
承
と
古
代
の
祭
祀
構
造
に
関
す
る
考
察
―
天
鈿
女
命
の
「
俳
優
」
と
「
顕
神
明
之
憑
談
」
を
中
心

に
―
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
二
一-

一
一
、
令
和
二
年
）
は
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
天
石
窟
伝
承
な
ど
を
分
析
し
、
天
鈿
女
命
の

特
性
お
よ
び
そ
の
後
裔
の
猨
女
の
職
能
と
考
え
ら
れ
る
「
神
憑
り
」
を
、「
神
名
や
神
意
を
確
認
す
る
た
め
」（
五
九
頁
）
の
行
為

（
神
事
）
と
捉
え
た
。
そ
の
上
で
、
鎮
魂
祭
は
「
神
憑
り
」
の
儀
式
で
あ
り
、「
天
皇
が
祭
祀
者
と
な
る
新
嘗
祭
の
前
に
神
憑
り
を
お

こ
な
っ
て
神
意
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
天
皇
に
向
け
ら
れ
る
祟
り
な
ど
の
危
険
性
を
回
避
し
て
、
安
全
に
祭
祀
を
お
こ
な
っ
て
も
ら

う
」（
六
一
頁
）
祭
祀
で
あ
っ
た
が
、「
早
い
段
階
で
そ
の
意
義
は
薄
れ
て
し
ま
い
、
別
の
意
義
付
け
が
さ
れ
た
」（
六
二
頁
）
と
考
察

し
て
い
る
。

（
31
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
〔
普
及
版
〕　

日
本
三
代
実
録
後
篇
』
平
成
十
二
年
、
吉
川
弘
文
館
、
五
四
五
頁
。

（
32
）
塩
川
哲
朗
「
鎮
魂
祭
の
成
立
と
大
嘗
祭
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要
』
一
二
、
令
和
二
年
、
六
四
頁
〈
註
61
に
該

当
〉）。
塩
川
氏
は
こ
の
「
院
鎮
魂
」
を
「
上
皇
に
鎮
魂
祭
を
行
う
の
は
例
外
中
の
例
外
と
捉
え
る
べ
き
」
と
し
て
い
る
。

（
33
）
中
村
氏
前
掲
註
６
一
二
二
頁
。

（
34
）
野
口
氏
前
掲
註
28
一
六
六
頁
。

（
35
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録　

貞
信
公
記
』
昭
和
三
十
一
年
、
岩
波
書
店
。

（
36
）
野
口
剛
「
御
贖
物
と
い
う
呪
具
」（
前
掲
註
11
①
所
収
著
書
に
同
じ
。
引
用
箇
所
は
一
三
九
頁
）。

（
37
）『
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
四　

江
家
次
第
』
平
成
三
年
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
六
九
三-

六
九
四
頁
。

（
38
）
岡
田
莊
司
「〈
住
吉
大
社
セ
ミ
ナ
ー
〉
八
十
島
祭
と
古
代
の
祭
祀
」（『
住
吉
っ
さ
ん
』
三
四
、
令
和
二
年
、
住
吉
大
社
、
六
頁
）。
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（
39
）
同
上
十
頁
。

（
40
）
中
村
氏
前
掲
註
６
一
一
五
、
一
二
二
頁
。

（
41
）
こ
の
よ
う
な
天
皇
と
皇
室
（
天
皇
家
）
内
々
の
祖
先
祭
祀
に
お
け
る
神
饌
供
進
に
、
国
家
的
な
意
味
合
い
を
強
く
結
び
つ
け
た
も

の
が
新
嘗
祭
や
大
嘗
祭
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
笹
生
衛
「『
記
紀
』
と
大
嘗
祭
―
大
嘗
宮
遺
構
か
ら
考
え
る
『
記
紀
』
と
大
嘗
祭

の
関
係
―
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
二
一-

一
一
、
令
和
二
年
）
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
大
嘗
祭
は
皇
祖
神
を
主
祭
神
と
し
、
本
来
、

天
皇
家
の
祭
祀
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
。
そ
こ
へ
と
組
織
的
に
多
数
の
官
人
が
参
列
す
る
形
が
整
え
ら
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
天
皇
家

の
内
廷
的
な
性
格
の
祭
祀
を
明
確
に
国
家
の
祭
祀
と
し
て
位
置
づ
け
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。」（
三
九
頁
）
と
し
て
い
る
。

（
42
）
野
口
氏
前
掲
註
11
①
は
、
御
巫
の
最
も
中
心
的
な
奉
仕
形
態
と
し
て
「
神
事
に
あ
た
っ
て
穢
れ
を
祓
い
清
め
る
点
」（
一
八
九
頁
）

と
し
て
い
る
。

（
43
）
岡
田
莊
司
「
天
武
朝
前
期
に
お
け
る
天
皇
新
嘗
」（
同
『
大
嘗
祭
と
古
代
の
祭
祀
』
平
成
三
十
一
年
、
吉
川
弘
文
館
、
二
五
六
頁
）。
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「
大
教
宣
布
運
動
」
と
神
葬
祭

大
　
番
　
彩
　
香

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
神
仏
教
導
職
が
廃
さ
れ
る
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
以
前
に
著
さ
れ
た
葬
祭
書
を
分
析
す
る
こ
と
で
、「
大
教
宣
布
運
動
」

の
な
か
、
神
道
に
お
け
る
霊
魂
観
・
幽
冥
観
な
ど
の
思
想
面
が
、
如
何
に
し
て
神
葬
祭
と
い
う
儀
礼
の
実
践
面
に
反
映
さ
れ
て
い
っ
た

か
、
そ
の
展
開
の
一
端
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

明
治
維
新
を
迎
え
、「
天
下
之
御
法
度（
１
）」
と
も
称
さ
れ
た
寺
請
・
檀
家
制
度
が
徐
々
に
転
換
し
、
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
閏
四
月
十

九
日
、
神
祇
事
務
局
が
「
神
職
之
者
家
内
ニ
至
迄
、
以
後
神
葬
祭
祭
相
改
可
申
事
」（
神
祇
事
務
局
第
三
百
二
十
）
と
達
す
る
。
神
仏
の

混
淆
を
禁
ず
る
神
仏
分
離
の
諸
政
策
を
行
う
な
か
で
、
ま
ず
全
国
の
神
主
と
そ
の
家
族
に
対
し
、
神
葬
祭
を
執
行
す
る
こ
と
を
公
然
と
許

可
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
対
策
を
主
目
的
と
す
る
「
大
教
宣
布
運
動
」
が
展
開
さ
れ
、
死
後
の
問
題
が
神
道
教
説
と
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し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
か
、
神
仏
合
同
で
行
う
一
政
策
と
し
て
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
六
月
二
十
八
日
に
「
近
来
自
葬
取
行
候
者

モ
有
之
哉
ニ
相
聞
候
處
、
向
後
不
相
成
候
條
、
葬
儀
ハ
神
官
僧
侶
ノ
内
ヘ
可
相
頼
候
事
」（
太
政
官
布
告
第
一
九
二
号
）、「
従
来
神
官
葬

儀
ニ
関
係
不
致
候
処
、
自
今
氏
子
等
ヨ
リ
神
葬
祭
相
頼
候
節
ハ
、
喪
主
ヲ
助
ケ
諸
事
可
取
扱
候
事
」（
同
第
一
九
三
号
）
と
布
告
が
な
さ

れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
各
自
で
自
由
に
執
行
す
る
葬
儀
は
禁
じ
ら
れ
、
か
つ
官
国
幣
社
を
含
む
す
べ
て
の
神
官
が
、
近
世
に
お
い
て
思
想

的
蓄
積
は
あ
り
な
が
ら
も
制
禁
さ
れ
た
葬
儀
へ
の
関
与
を
全
面
的
に
許
可
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
太
政
官
布
告
第
一
九

二
・
一
九
三
号
を
契
機
と
し
、
同
年
九
月
四
日
に
神
官
教
導
職
に
よ
る
葬
儀
関
与
の
手
引
書
と
し
て
、
教
導
職
東
西
部
管
長
近
衛
忠
房
・

千
家
尊
福
両
大
教
正
撰
定
『
葬
祭
略
式
』
が
準
公
刊
さ
れ
る
。
本
書
は
、
全
国
的
に
神
葬
祭
を
行
い
得
よ
う
と
す
る
気
運
に
お
い
て
、
初

め
て
の
「
規
準
書（
２
）」
と
し
て
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
も
の
の
、
内
実
は
故
人
の
親
族
で
あ
る
喪
主
自
身
が
執
行
し
、
神
官
・
戸
長
ら
の
扶

助
に
よ
っ
て
成
立
す
る
簡
略
な
儀
礼
を
指
南
し
た
書（
３
）で

、
あ
く
ま
で
「
雛
型（
４
）」

で
あ
っ
た
。
同
七
年
一
月
二
十
九
日
に
神
官
・
僧
侶
以
外

の
教
導
職
に
も
葬
儀
執
行
が
認
め
ら
れ
（
太
政
官
布
告
第
一
三
号
）、
同
年
七
月
二
十
九
日
に
は
離
檀
状
が
な
く
て
も
改
宗
が
自
由
に
行

え
る
よ
う
に
な
る
と
（
教
部
省
達
第
三
四
号
）、
葬
儀
そ
の
も
の
が
「
信
仰
や
布
教
の
一
貫
性
の
問
題（
５
）」

と
捉
え
ら
れ
る
教
化
活
動
の
な

か
、
神
道
教
導
職
に
よ
っ
て
葬
祭
書
に
再
編
が
加
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

本
稿
で
対
象
と
す
る
明
治
初
期
の
神
葬
祭
を
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
制
度
面
を
詳
ら
か
に
し
た
阪
本
是
丸
の
研

究（
６
）の

他
、
各
地
の
事
例
研
究（
７
）を

除
く
と
、
専
論
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
な
か
、「
大
教
宣
布
運
動
」

に
お
け
る
神
宮
教
院
出
版
の
教
説
書
を
分
析
し
た
武
田
幸
也
が
、
同
八
年
の
大
教
院
分
離
に
よ
る
神
仏
合
同
布
教
の
破
綻
を
契
機
と
し

て
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
に
対
抗
す
る
た
め
に
神
道
教
説
の
中
核
に
霊
魂
の
「
救
済
」
が
据
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
裏
で

同
時
に
「
神
道
的
な
世
界
観
を
踏
ま
え
た
霊
魂
の
救
済
を
説
く
教
説
を
背
景
と
す
る
神
葬
祭（
８
）」

の
普
及
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
し
か
し
、
該
論
考
で
は
、
教
説
の
内
容
と
神
葬
祭
の
実
践
内
容
と
の
影
響
関
係
に
言
及
は
な
く
、
そ
の
真
相
に
つ
い
て
課
題
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を
残
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

よ
っ
て
本
稿
で
は
、
神
仏
教
導
職
が
全
廃
さ
れ
る
同
十
七
年
ま
で
に
こ
う
し
た
問
題
を
組
織
的
に
解
決
し
た
出
雲
大
社
と
同
教
会
に
着

目
し
、
神
葬
祭
の
執
行
に
用
い
ら
れ
た
葬
祭
書
を
分
析
す
る
こ
と
で
先
行
研
究
を
補
い
、
思
想
が
儀
礼
と
し
て
結
実
し
て
い
く
様
相
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
第
一
節
で
は
、
前
史
と
な
る
近
世
の
神
葬
祭
を
め
ぐ
る
社
会
状
況
と
思
想
的
蓄
積
、
そ
し
て
実
践
の
様
相
を
確
認
し
、

次
に
第
二
節
に
お
い
て
、
近
世
を
ふ
ま
え
て
展
開
し
て
い
く
明
治
維
新
以
後
の
神
葬
祭
の
実
践
に
つ
い
て
、
と
く
に
「
大
教
宣
布
運
動
」

に
お
け
る
教
説
と
併
せ
考
察
し
て
い
き
た
い
。
な
お
本
稿
に
お
い
て
「
神
葬
祭
」
と
い
う
語
は
、
神
道
式
の
儀
礼
を
含
む
葬
儀
を
あ
ら
わ

す
も
の
と
捉
え
て
い
く
。

一
、
家
内
に
と
ど
ま
る
故
人
の
霊
魂

一
―
一
、
寺
請
・
檀
家
制
度
下
の
葬
儀

　

近
世
社
会
に
お
い
て
、
幕
藩
制
を
支
え
る
制
度
の
一
部
と
し
て
機
能
し
、
葬
儀
を
統
制
し
て
い
た
の
が
所
謂
「
寺
檀
制
度（
９
）」
で
あ
る
。

そ
の
一
翼
を
担
っ
た
寺
請
制
度
は
、
近
世
初
頭
か
ら
「
禁
令
」
を
出
す
な
ど
し
て
対
処
さ
れ
て
い
た
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
方
法
と
し
て
用

い
ら
れ
、
寛
永
一
四
（
一
六
三
七
）
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
勃
発
し
た
島
原
の
乱
以
後
、
こ
と
に
強
化
さ
れ
る
。
宗
門
人
別
帳
の
制
度
も

軌
を
一
に
し
て
整
備
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
転
宗
者
に
限
ら
ず
、
ま
た
身
分
・
職
業
の
如
何
を
問
わ
ず
全
国
一
斉
に
施
行
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る）
（1
（

。

　

寺
請
制
度
は
、
室
町
時
代
後
期
、
荘
園
が
解
体
さ
れ
、
村
落
共
同
体
が
成
立
す
る
過
程
に
お
い
て
自
然
発
生
的
に
成
立
し
た
檀
家
制
度）
（（
（
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と
も
結
び
付
き
、
寺
院
が
所
属
檀
家
を
一
括
管
理
す
る
制
度
が
成
り
立
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
寺
院
に
よ
る
戸
籍
管
理
と
も
い
え
、
全
て
の

人
々
は
寺
請
手
形
を
と
る
た
め
に
檀
那
寺
を
定
め
、
一
切
の
動
態
を
届
け
出
て
承
認
を
受
け
る
義
務
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
死
去
の
確
認

の
た
め
に
葬
儀
が
寺
院
に
掌
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
忌
日
・
年
忌
の
法
要
や
墓
地
等
の
委
任
も
次
第
に
普
及
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る）
（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
寺
請
・
檀
家
制
度
を
基
盤
と
す
る
仏
葬
が
根
づ
い
て
い
く
な
か
、
他
方
で
は
こ
れ
を
脱
す
る
こ
と
を
希
求
し
、
仏
葬
以
外

の
葬
儀
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
起
こ
る
。
近
世
初
期
、
慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
に
中
江
藤
樹
が
儒
葬
に
よ
っ
て
埋
葬
さ
れ
る）
（1
（

ほ

か
、
同
四
年
に
は
野
中
兼
山
の
母
・
秋
田
氏
が
兼
山
に
よ
る
儒
葬
に
よ
っ
て
弔
わ
れ
、
明
暦
二
（
一
六
五
六
）
年
に
林
羅
山
夫
人
と
翌
年

に
羅
山
本
人
も
儒
葬
が
執
行
さ
れ
た）
（1
（

。
こ
れ
ら
は
故
人
の
生
前
の
心
情
が
重
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
で
、
特
別
に
行
い
得
た
葬
儀
で
あ
っ
た

が
、
一
方
で
、
万
治
元
（
一
六
五
八
）
年
の
水
戸
光
圀
夫
人
・
泰
姫
の
儒
葬
を
嚆
矢
と
す
る
水
戸
藩
で
の
「
自
葬
」
の
許
可）
（1
（

は
藩
内
に
広

く
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
以
上
の
例
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
仏
葬
以
外
の
葬
儀
を
実
行
し
得
る
の
は
、
お
よ
そ
一
部
の
大
名
な
ど
に
限
定
さ
れ
た
。

よ
っ
て
、
一
般
に
は
、
た
と
え
生
前
に
儒
家
や
敬
神
家
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
大
方
の
葬
儀
は
寺
院
に
依
頼
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る）
（1
（

。

　

寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
に
は
、
幕
府
は
、
神
社
と
神
職
統
制
を
意
図
し
た
「
諸
社
禰
宜
神
主
等
法
度
」
五
カ
条
を
定
め
る
。

　

後
世
、
こ
の
「
吉
田
之
許
状
」
を
条
件
に
、
一
定
の
手
続
き
を
経
た
神
主
本
人
と
そ
の
嫡
子
の
み
、「
自
葬
」「
自
身
葬
祭
」
等
と
称
し
、

神
葬
祭
が
許
可
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
発
生
す
る）
（1
（

。
こ
の
よ
う
に
独
自
の
宗
門
改
を
得
る
こ
と
を
、「
神
道
請
」、
あ
る
い
は
「
神
道
宗
門
」

と
い
う）
（1
（

。
在
地
神
主
に
お
け
る
「
神
道
宗
門
」
の
独
立
運
動
は
、
早
い
事
例
で
、
安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
の
常
州
土
浦
藩
内
の
神
主
禰

宜
二
十
八
名
連
署
に
よ
る
神
葬
祭
願）
（1
（

、
天
明
五
（
一
七
八
五
）
年
の
阿
部
備
中
守
に
よ
る
寺
社
奉
行
へ
の
伺）
11
（

な
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
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が
、
西
田
長
男
に
よ
れ
ば
、
そ
の
画
期
は
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
年
―
一
八
〇
一
年
）
に
あ
る
と
い
う）
1（
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
期
間
に
吉
田

家
が
幕
府
か
ら
そ
の
神
道
宗
門
に
つ
い
て
の
「
特
権
」
を
再
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
機
会
に
、
全
国
の
神
主
に
お
い
て
神
葬
祭

の
許
可
を
願
い
出
る
も
の
が
増
加
す
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
。
文
化
二
（
一
八
〇
五
）
年
に
記
さ
れ
た
『
神
道
宗
門
諸
国
類
例
集）
11
（

』
に
よ

る
と
、
そ
の
分
布
は
、
伊
勢
の
神
宮
な
ど
の
諸
大
社
を
は
じ
め
、
加
賀
藩
・
備
前
藩
・
紀
州
藩
・
勢
州
・
但
州
・
作
州
・
越
後
国
・
信

州
・
甲
斐
国
・
武
州
・
水
戸
藩
・
江
戸
亀
戸
・
摂
州
等
の
一
円
も
し
く
は
一
部
に
見
ら
れ
、
特
定
の
地
域
に
限
定
さ
れ
ず
行
わ
れ
た
こ
と

が
分
か
る
。

　

こ
の
よ
う
な
運
動
の
背
景
に
は
、
吉
田
家
に
よ
る
神
階
や
神
道
裁
許
状
の
授
与
が
惹
起
し
た
地
域
神
社
・
神
主
の
自
立
意
識
の
高
ま

り）
11
（

、
僧
侶
の
下
位
に
位
置
付
け
ら
れ
た
神
主
の
身
分
的
安
定
を
求
め
る
心
情）
11
（

、
僧
侶
の
態
度
の
増
長
に
よ
る
「
仏
家
嫌
悪
」
の
潮
流）
11
（

な
ど

が
存
在
し
た
。
右
の
よ
う
な
複
合
的
背
景
の
な
か
で
神
主
が
「
神
道
宗
門
」
を
得
る
た
め
に
離
檀
を
願
っ
た
場
合
、
経
済
的
な
理
由
で
寺

院
の
反
対
を
う
け
る
な
ど
そ
の
過
程
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
思
想
的
な
支
え
も
神
葬
祭
の
実
現
を
求
め
る
一
つ
の
原
動
力
と
な
っ

て
い
く
。

　

近
世
中
後
期
に
お
け
る
、
在
地
神
主
に
よ
る
「
神
道
宗
門
」
の
独
立
運
動
な
ら
び
に
神
葬
祭
へ
の
改
式
運
動
の
な
か
で
、
明
治
維
新
後

ま
で
思
想
的
意
義
を
有
し
て
い
た
の
が）
11
（

、
本
居
宣
長
、
平
田
篤
胤
に
連
な
る
国
学
の
流
れ
で
あ
る）
11
（

。
そ
の
な
か
で
、
本
居
宣
長
の
「
安
心

な
き
が
安
心
に
候
」
と
い
う
死
後
観
や
「
黄
泉
」
を
中
心
と
し
た
世
界
観）
11
（

、
そ
れ
を
承
け
た
服
部
中
庸
の
『
三
代
考
』
を
、
さ
ら
に
批
判

的
に
発
展
・
継
承
し
た
の
が
平
田
篤
胤
で
あ
り
、
篤
胤
に
よ
っ
て
死
後
の
人
の
霊
魂
の
あ
り
方
が
そ
の
世
界
像
と
と
も
に
捉
え
ら
れ
、
敷

衍
さ
れ
た
。
遠
藤
潤
に
よ
れ
ば
、
篤
胤
は
『
霊
能
真
柱
』
に
お
い
て
、
死
後
の
人
間
の
霊
魂
の
居
場
所
に
つ
い
て
「
見
え
な
い
世
界
」

（「
幽
世
」）
に
あ
る
と
定
位
し
、『
古
史
伝
』
で
は
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
し
て
「
幽
冥
事
」
を
掌
る
大
国
主
神
が
故
人
の
現
世
で
の

報
い
を
与
え
、「
幽
冥
」
に
入
る
人
の
善
悪
を
取
調
べ
て
判
じ
る
と
し
た）
11
（

。
そ
し
て
、
そ
の
大
国
主
神
の
在
所
が
杵
築
大
社
で
あ
る
と
理
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解
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

ま
た
、『
古
史
伝
』
の
草
稿
本
を
分
析
し
た
小
林
威
朗
に
よ
る
と
、
篤
胤
の
思
想
形
成
過
程
を
見
れ
ば
、
死
後
の
霊
魂
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
大
国
主
神
の
も
と
に
参
り
、
そ
の
事
蹟
に
な
ら
い
「
天
」（「
産
霊
大
神
」）
に
、
命
あ
る
間
「
本
分
の
道
」
を
尽
く
し
た
こ
と
を
「
復

命
」
す
る
こ
と
が
「
人
の
道
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、『
霊
能
真
柱
』
で
は
明
言
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
死
後
の
霊
魂

が
天
と
地
に
分
か
れ
て
鎮
ま
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
平
田
国
学
の
霊
魂
観
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
林
に
よ
っ
て
、
神
葬
祭
の
「
祝
詞
や
次
第
を
通
じ
て
平
田
国
学
の
要
素
が

見
出
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う）
1（
（

」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
が
如
何
に
神
葬
祭
の
儀
礼
に
顕
現
し
て
い
た
の
か
、
次
節
に

て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

一
―
二
、
近
世
に
お
け
る
神
葬
祭
の
実
践

　

本
節
で
は
、
神
葬
祭
へ
の
改
式
運
動
が
活
発
に
な
る
近
世
後
期
に
著
さ
れ
た
神
葬
祭
の
葬
祭
書
を
中
心
に
、
そ
こ
に
み
え
る
霊
魂
観
・

他
界
観
を
分
析
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、
神
葬
祭
へ
の
改
式
運
動
が
行
わ
れ
、
葬
祭
書
に
対
す
る
活
発
な
研
究
活
動
が
、
近
代
の
神
葬
祭
研
究
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
事
例

と
し
て
、
三
河
を
見
て
い
き
た
い）
11
（

。
こ
の
地
域
で
は
、
天
保
十
三
（
一
八
四
二
）
年
に
三
河
国
一
宮
砥
鹿
神
社
の
神
主
で
あ
る
草
鹿
砥
宣

輝
が
檀
那
寺
で
あ
る
豊
川
妙
源
寺
と
離
檀
の
掛
け
合
い
を
行
い
、
十
二
年
と
い
う
歳
月
を
経
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
成
功
し
て
い
る
。
こ
の

離
檀
は
東
三
河
の
神
主
の
神
葬
祭
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
が）
11
（

、
こ
の
宣
輝
と
と
も
に
篤
胤
に
師
事
し
た
の
が
息
子
の
草
鹿
砥
宣
隆
で
あ

る
。
宣
隆
は
長
い
時
間
を
か
け
離
檀
が
叶
う
な
か
で
、
神
葬
祭
の
実
践
の
た
め
に
葬
祭
書
を
著
し
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
五
月
十
九

日
に
「
和
漢
習
合
葬
祭
記
略）
11
（

」
が
成
稿
す
る
。
本
書
の
冒
頭
に
は
「
取
舎
の
決
が
た
き
こ
と
多
け
れ
ば
、
書
記
し
て
同
志
に
示
し
意
見
を
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請
ふ
も
の
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
書
跋
文
に
お
い
て
、
同
四
年
五
月
二
十
八
日
、
本
居
大
平
・
平
田
篤
胤
に
師
事
し
た
三
河
国
羽
田
神

明
宮
・
八
幡
宮
の
神
主
で
あ
る
羽
田
野
敬
雄
が
本
書
を
写
し
、
翌
二
十
九
日
に
は
朱
批
を
加
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
敬
雄
に

よ
っ
て
、
遠
江
国
一
宮
小
国
神
社
神
主
・
鈴
木
浪
江
重
友
、
尾
張
国
熱
田
神
社
神
主
・
林
相
模
守
美
香
、
舞
木
竹
尾
東
一
郎
正
胤
の
三
氏

に
本
書
が
回
覧
さ
れ
、
異
見
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
本
書
の
な
か
で
異
見
の
書
込
み
の
見
受
け
ら
れ
な
い
部
分
か
ら
は
、
彼
ら
の
共
通
認
識
を
伺
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

式
次
第
の
概
要
は
、
遺
骸
を
棺
の
な
か
で
坐
せ
し
め
る
「
入
棺
」、「
出
棺
」、
埋
葬
前
に
行
う
「
霊
璽
」
へ
の
遷
霊
、
埋
葬
で
あ
る
「
蔵

棺
」、
そ
し
て
帰
宅
後
の
霊
祭
を
指
示
し
た
「
家
に
帰
り
て
の
祭
祀
又
後
の
わ
ざ
ど
も
の
事
」
で
あ
る
。
葬
儀
が
進
む
な
か
奏
上
さ
れ
る

詞
に
は
顕
著
に
霊
魂
観
が
表
れ
る
が
、
と
く
に
故
人
の
「
霊
」
を
遺
骸
か
ら
「
霊
璽
」
に
移
す
儀
礼
で
あ
る
遷
霊
の
「
祭
文
」
で
は
、
棺

前
に
「
霊
璽
」
を
据
え
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
述
べ
る
。

掛
毛
畏
伎
何
某
君
乃
御
前
尓
白
久
心
袁
尽
氐
種
尓々
療
之
奉
利
之
加
杼
得
堪
不
給
之
氐
終
尓
身
罷
給
此
奴　

是
以
進
毛
不
知
退
毛
不
知
泣
悲
米
杼
毛
更
尓
験
無
礼
婆
世

乃
理
乃
任
尓
奥
城
尓
蔵
奉
牟
登
須　

故
如
此
乃
状
乎
平
気
久
安
気
久
聞
召
氐
速
久
遷
利
坐
登
礼
代
乃
幣
帛
乎
捧
持
氐
畏
畏
毛
白
（
傍
線
―
筆
者
）

　

す
な
わ
ち
、
看
病
の
甲
斐
な
く
「
身
罷
」
っ
た
こ
と
は
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
世
間
の
「
理
」
に
任
せ
墓
所
で
あ
る
「
奥
城
」

に
埋
葬
す
る
の
で
霊
魂
が
「
霊
璽
」
に
遷
る
よ
う
、
告
げ
る
の
で
あ
る）
11
（

。
さ
ら
に
、
墓
所
に
お
け
る
埋
葬
の
際
に
は
、

　

掛
毛
恐
伎
何
某
君
乃
御
前
尓
白
久　

此
墓
尓
平
気
久
安
気
久
鎮
給
比
又
霊
乎
分
弖
本
乃
家
尓
毛
帰
給
閉
登
礼
代
乃
幣
帛
乎
棒
持
氐
恐
恐
毛
白
（
傍
線
―
筆
者
）
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と
、
棺
を
前
に
し
て
「
霊
璽
」
を
置
い
た
祭
壇
を
設
け
、
遺
骸
は
「
墓
」
に
安
ら
か
に
鎮
ま
り
、「
霊
」
は
「
霊
璽
」
に
分
け
て
「
本
乃

家
」
に
帰
る
よ
う
に
奏
上
す
る
の
で
あ
る）
11
（

。

　

ま
た
、
同
時
期
に
著
さ
れ
た
神
葬
祭
の
葬
祭
書
と
し
て
、
平
田
銕
胤
に
師
事
し
た
古
川
躬
行
（
白
川
伯
家
阪
東
執
事
役
・
河
内
枚
岡
神

社
祠
官）
11
（

）
に
よ
っ
て
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
七
月
に
成
稿
し
た
『
喪
儀
略）
11
（

』
が
あ
る
。
本
書
は
、
明
治
維
新
後
、
神
仏
分
離
が
行
わ
れ

る
の
と
同
時
期
に
見
ら
れ
る
「
神
葬
祭
流
行
の
現
象）
11
（

」
の
な
か
で
度
々
参
照
さ
れ
て
い
た
葬
祭
書
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら）
11
（

、
そ
の
特
徴
を
確

認
し
た
い
。

　

式
次
第
の
概
要
は
、「
霊
璽
」
へ
の
遷
霊
、「
沐
浴
」、
遺
骸
と
と
も
に
縁
の
あ
る
物
を
棺
へ
納
め
る
入
棺
、
墓
所
の
「
土
地
ノ
神
」
へ

の
地
鎮
祭
、
埋
葬
地
へ
の
出
棺
、
埋
葬
、
帰
途
に
お
け
る
清
祓
、
帰
宅
後
の
霊
祭
で
あ
る
が
、
注
目
す
る
の
は
、
遺
骸
か
ら
霊
璽
（「
霊

主
」）
へ
遷
霊
す
る
儀
礼
に
お
い
て
、
故
人
の
霊
魂
に
対
し
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
を
述
べ
る
点
で
あ
る
。

謹
弖
請
白
作
久　

竒
伎
霊
袁
此
乃
霊
主
尓
止
給
比
弖
子
孫
乃
継
々
長
久
久
久
祭
祀
袁
受
坐
止
白
須
（
傍
線
―
筆
者
）

　

こ
こ
か
ら
、
故
人
の
霊
魂
に
対
し
、「
霊
主
」（「
霊
璽
」
と
同
様
）
に
留
ま
り
、
子
孫
に
よ
る
祭
祀
を
末
永
く
受
け
る
よ
う
述
べ
て
い

る
こ
と
が
判
明
す
る）
1（
（

。
こ
の
箇
所
に
加
え
、「
俗
」
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
す
る
「
霊
主
」
を
墓
所
に
置
い
て
帰
る
風
習
に
つ
い
て
、「
神

霊
は
や
が
て
家
に
止
ま
る
も
の
と
な
る
を
、
そ
の
霊
主
を
さ
へ
に
野
辺
に
お
く
り
て
よ
か
ら
め
や
」
と
、
故
人
の
霊
魂
は
家
に
と
ど
ま
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
疑
問
を
呈
し
て
も
い
る）
11
（

。
な
お
本
書
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
後
よ
く
用
い
ら
れ
た
葬
祭
書
で
あ
っ
た

こ
と
を
鑑
み
る
と
、
広
く
庶
民
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
標
準
的
な
内
容
を
有
し
て
い
た
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

　

幕
末
に
至
っ
て
こ
の
よ
う
な
動
き
が
展
開
さ
れ
る
な
か
、
明
治
維
新
後
の
神
祇
行
政
に
影
響
を
与
え
た
津
和
野
藩
は
、
一
藩
を
挙
げ
て
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神
葬
祭
の
実
践
を
叶
え
て
い
る
こ
と
か
ら
特
に
注
目
し
、
そ
の
様
相
を
確
認
し
て
い
く
。

　

同
藩
の
思
想
的
主
導
者
は
、
本
居
宣
長
門
下
で
あ
る
杵
築
の
千
家
俊
信
の
門
弟
岡
熊
臣
で
あ
っ
た
。
熊
臣
は
、
隣
藩
で
あ
る
浜
田
藩
で

小
篠
御
野
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
七
年
越
し
の
「
神
道
宗
門
」
の
独
立
運
動
に
啓
発
さ
れ
て
運
動
を
再
興
し
、
弘
化
四
（
一
八
四
七
）
年
に

成
功
を
お
さ
め
て
い
る）
11
（

。
熊
臣
に
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
宣
長
、
篤
胤
の
霊
魂
観
を
継
承
か
つ
発
展
し
て
『
霊
の
梁
』『
千
代
の
住
処
』

（
二
巻
）
等
を
著
し
、
運
動
と
期
を
同
じ
く
し
て
独
自
の
霊
魂
観
を
確
立
し
て
い
た
点
で
あ
る）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
思
想
を
原
動
力
と
し
て
有
し
、
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
六
月
十
日
に
は
第
十
二
代
藩
主
亀
井
玆
監
の
指
針
に
よ
り
、
社

寺
混
淆
の
旧
弊
を
見
直
す
た
め
、
神
葬
祭
な
ら
び
に
神
道
式
の
霊
祭
の
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
霊
祭
式
」「
霊
祭
要
録
」

「
喪
儀
式
」「
喪
義
要
録
」
を
藩
内
に
頒
布
し
て
い
る）
11
（

。
そ
の
内
容
か
ら
判
明
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
故
人
の
親
族
が
つ
と
め
る
喪
主
が

行
う
葬
儀
で
あ
り
、
ま
た
実
情
と
し
て
は
「
寺
法
之
儀
は
、
諸
事
及
省
略
候
と
も
、
檀
寺
に
位
牌
さ
し
置
、
年
頭
之
参
詣
並
、
定
例
之
檀

後
、
年
忌
、
新
喪
、
銘
々
宗
門
之
廉
目
丈
、
相
存
候
心
得
可
有
之
候）
11
（

」
と
補
記
さ
れ
る
な
ど
、
神
葬
祭
・
仏
葬
の
併
存
が
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
藩
内
一
般
に
神
葬
祭
を
伸
展
さ
せ
る
機
運
が
熟
し
た
こ
と
は
極
め
て
画
期
的
な
動
向
で
あ
っ
た
反
面
、
熊
臣
に
よ
っ
て
確
立

さ
れ
た
霊
魂
観
が
神
葬
祭
の
実
践
に
寄
与
す
る
こ
と
は
な
く
、
前
掲
の
「
喪
儀
式
」「
喪
義
要
録
」
は
極
め
て
簡
素
な
葬
祭
書
で
あ
っ
た

こ
と
が
判
明
す
る）
11
（

。

　

以
上
を
鑑
み
る
に
、
平
田
門
下
の
人
物
に
関
連
し
て
案
出
さ
れ
た
葬
祭
書
に
お
い
て
、
故
人
の
霊
魂
が
「
地
」
の
一
部
で
あ
る
「
見
え

な
い
世
界
」
に
存
在
す
る
と
い
う
認
識
は
前
提
と
し
て
共
有
さ
れ
る
が
、
幽
冥
界
や
、
そ
の
主
宰
神
が
存
在
す
る
と
い
う
他
界
観
が
見
受

け
ら
れ
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
多
く
は
、
故
人
の
霊
魂
は
家
屋
の
な
か
で
、
先
祖
と
し
て
、
お
の
ず
と
家
の
安
福
を
保
証
す
る
存
在
に

な
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
要
因
は
、
神
葬
祭
が
先
祖
祭
祀
を
重
視
す
る
儒
葬
を
も
と
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
も
一
面
と
し
て
存
在
す
る
が）
11
（

、

家
内
に
お
け
る
「
先
祖
の
祭
壇
」
と
し
て
の
意
味
と
機
能
を
持
つ
場
に
お
い
て
、
先
祖
祭
祀
（
追
善
供
養
）
が
特
定
の
宗
派
・
教
義
を
超

え
て
営
ま
れ
て
い
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う）
11
（

。
そ
こ
に
は
、
本
居
宣
長
が
「
父
母
は
わ
が
家
の
神　

わ
が
神
と
心
つ
く
し
て
い
つ
け
人
の

子）
11
（

」
と
詠
じ
た
、
先
祖
を
敬
う
素
朴
な
情
意
が
根
底
に
存
在
し
、
こ
こ
に
お
い
て
先
祖
の
本
義
は
「
受
祟
者
」
た
る
こ
と
に
あ
っ
た）
1（
（

。

よ
っ
て
、
こ
の
本
義
を
大
き
く
逸
脱
し
て
実
践
す
る
葬
儀
は
作
り
難
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
近
世
で
の
状
況
を
前
史
と
し
て
ふ
ま
え
、
次
節
で
は
、
神
葬
祭
を
執
行
す
る
こ
と
が
公
然
と
許
可
さ
れ
る
明
治
維
新
以

後
、
如
何
に
し
て
思
想
が
実
践
に
反
映
さ
れ
て
い
く
の
か
、
神
葬
祭
の
儀
礼
変
容
を
通
し
て
考
察
す
る
。

二
、
思
想
面
と
実
践
面
が
一
致
す
る
神
葬
祭
へ

二
―
一
、
葬
祭
書
に
お
け
る
「
幽
冥
」
の
表
出

　

祭
政
一
致
・
神
武
創
業
を
理
念
に
成
立
し
た
明
治
新
政
府
は
、
ま
ず
神
祇
行
政
を
掌
る
官
衙
を
設
置
し
、
神
仏
の
混
淆
を
禁
止
す
る
一

連
の
神
仏
分
離
政
策
を
行
っ
て
い
く
。
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
七
月
に
は
、
古
代
の
律
令
神
祇
官
に
な
ら
い
、
神
祇
官
が
太
政
官
外
に

特
立
さ
れ
る
が
、
同
年
十
月
九
日
に
キ
リ
ス
ト
教
対
策
と
し
て
の
国
民
教
化
を
担
う
宣
教
使
を
神
祇
官
に
所
属
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
（
太

政
官
布
告
第
九
七
四）
11
（

）。
同
年
三
月
に
設
置
さ
れ
て
い
た
教
導
局
に
お
い
て
は
、
書
記
と
し
て
伊
能
穎
則
・
久
保
季
玆
と
い
う
共
に
平
田

門
人
で
あ
る
人
物
が
任
じ
ら
れ
、
教
務
を
担
当
し
た）
11
（

。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
民
教
化
運
動
の
当
初
、
平
田
門
の
国
学
者
は
一
定

の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る）
11
（

。

　

ま
た
こ
の
頃
、
神
祇
官
に
お
い
て
、
同
年
七
月
八
日
よ
り
神
葬
祭
執
行
お
よ
び
そ
の
祭
式
制
定
の
取
調
を
希
望
す
る
旨
を
願
い
出
る
こ
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と
で
、
政
府
内
で
葬
祭
式
の
検
討
が
開
始
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
し
か
し
、
そ
の
検
討
内
容
は
実
用
化
に
は
至
ら
ず
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に

『
喪
儀
略
』
が
一
部
の
地
域
で
通
用
さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
存
在
し
た
。

　

同
三
年
正
月
三
日
に
は
「
宣
布
大
教
の
詔
」
が
出
さ
れ
、
宣
教
使
に
よ
る
本
格
的
な
講
義
・
布
教
が
行
わ
れ
て
「
大
教
宣
布
運
動
」
が

展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
り）
11
（

、
そ
の
依
っ
て
立
つ
べ
き
教
説
と
し
て
「
神
魂
大
旨
」
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
解
説
書
で
あ
る
『
神
魂
演
義
』
が

刊
行
さ
れ
る）
11
（

。
本
書
で
は
、
大
国
主
神
を
中
心
と
す
る
幽
冥
思
想
が
「
幽
を
本
世
と
し
、
天
を
本
所
と
す
る
事
」「
霊
魂
ハ
、
皆
其
本
所
た

る
天
に
帰
る
べ
き
事
」「
顕
世
に
て
は　

天
皇
朝
廷
の
御
治
め
を
受
け
、
幽
に
し
て
は
、
大
国
主
神
の
糺
判
を
受
け
て
其
の
賞
罰
に
預
る
事
」

等
と
述
べ
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
宣
教
使
に
お
い
て
、
死
後
の
霊
魂
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
共
通
見
解
と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た）
11
（

。

　

そ
の
後
、
神
祇
行
政
は
、
同
四
年
八
月
八
日
の
神
祇
官
廃
止
・
神
祇
省
設
置
（
太
政
官
第
三
九
八）
11
（

）、
神
仏
合
同
で
の
国
民
教
導
を
目

指
し
た
同
五
年
三
月
十
四
日
の
教
部
省
設
置
（
太
政
官
布
告
第
八
二
号
）、「
三
条
教
則
」
の
下
付）
11
（

な
ど
を
経
て
い
く
が
、
こ
の
頃
、「
大

教
宣
布
運
動
」
で
重
視
さ
れ
、
広
く
用
い
ら
れ
た
と
い
う
教
説
書
が
、
大
教
院
か
ら
出
版
さ
れ
た
教
導
職
東
西
部
管
長
近
衛
忠
房
・
千
家

尊
福
両
大
教
正
の
解
説
に
よ
る
『
神
教
要
旨
略
解
』
で
あ
る）
1（
（

。
本
書
の
内
容
は
、「
敬
神
」
と
「
明
倫
」
と
を
綱
領
と
し
て
位
置
づ
け
、

倫
理
規
範
を
平
易
に
説
く
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
死
後
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

死
ハ
生
者
の
免
れ
ざ
る
処
に
し
て
、
固
よ
り
怪
む
も
の
に
非
ず
、
然
れ
ど
も
、
強
弱
寿
夭
の
同
じ
か
ら
ざ
る
、
惑
な
き
事
を
得
ず
、

然
れ
ど
も
神
意
の
命
ず
る
所
、
前
に
出
た
る
如
く
、
天
祖
の
恩
頼
に
て
生
成
し
、
神
魂
を
受
て
、
活
動
す
る
者
な
れ
バ
、
死
す
る
時

も
、
必
ス
又
其
ノ
本
原
に
復
帰
す
る
な
り
、
故
に
魂
は
上
り
て
天
に
帰
し
、
躬
は
止
り
て
地
に
化
す
も
の
と
知
る
べ
し
、
祭
祀
を
歆

て
感
格
有
る
ハ
、
即
チ
魂
の
帰
着
安
定
す
る
処
あ
る
を
徴
す
べ
き
な
り
、
生
死
の
理
、
神
明
に
依
頼
す
る
事
、
如
此
何
そ
疑
義
を
生

ぜ
む
（
傍
線
―
筆
者
）
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と
、
人
々
が
い
だ
く
死
へ
の
「
惑
」
に
対
し
、
故
人
の
霊
魂
は
「
帰
着
安
定
」
す
る
場
所
へ
「
上
り
て
天
に
帰
」
す
こ
と
、「
生
死
の

理
」
は
神
明
に
依
頼
す
べ
き
こ
と
を
説
く）
11
（

。
ま
た
、「
幽
冥
」
に
つ
い
て
は
、

即
今
天
皇
の
治
め
給
ふ
御
世
を
云
ふ
、
幽
冥
は
、
大
国
主
神
の
隠
而
将
治
幽
事
と
の
た
ま
ひ
け
る
幽
界
を
云
ふ
（
傍
線
―
筆
者
）

　

と
、
大
国
主
神
が
「
幽
事
」
を
治
め
る
世
界
、
す
な
わ
ち
「
幽
界
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
教
説
書
が
出
版
さ
れ
る
な
か
、
同
年
六
月
二
十
八
日
の
「
近
来
自
葬
取
行
候
者
モ
有
之
哉
ニ
相
聞
候
處
、
向
後
不
相
成
候

條
、
葬
儀
ハ
神
官
僧
侶
ノ
内
ヘ
可
相
頼
候
事
」（
太
政
官
布
告
第
一
九
二
号
）、「
従
来
神
官
葬
儀
ニ
関
係
不
致
候
処
、
自
今
氏
子
等
ヨ
リ

神
葬
祭
相
頼
候
節
ハ
、
喪
主
ヲ
助
ケ
諸
事
可
取
扱
候
事
」（
同
第
一
九
三
号
）
の
両
布
告）
11
（

に
よ
り
、
一
般
庶
民
の
葬
儀
へ
、
神
官
の
関
与

が
開
始
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
年
八
月
八
日
に
す
べ
て
の
神
官
が
教
導
職
に
補
任
さ
れ
（
太
政
官
布
告
第
二
二
〇
号）
11
（

）、
さ
ら
に
は
九
月

四
日
に
は
神
官
の
葬
儀
関
与
の
手
引
書
と
し
て
、『
神
教
要
旨
略
解
』
と
同
じ
く
教
導
職
東
西
部
管
長
近
衛
忠
房
・
千
家
尊
福
両
大
教
正

に
よ
り
『
葬
祭
略
式
』
が
準
公
刊
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
か
つ
て
、
本
書
の
草
案
か
ら
刊
本
ま
で
の
内
容
に
分
析
を
加
え
る
こ
と

で
、
宗
教
色
が
減
退
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
最
終
的
に
葬
儀
の
主
体
者
が
親
族
に
よ
る
「
喪
主
」
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

が）
11
（

、
こ
こ
で
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

本
書
の
式
次
第
の
概
要
は
、
遺
骸
を
棺
に
お
さ
め
、
棺
の
前
に
据
え
た
「
霊
主
」
に
遷
霊
を
し
て
祭
を
行
い
、
出
棺
前
に
は
棺
前
に
て

祭
を
行
い
、
出
棺
、
埋
葬
地
に
到
着
後
、
改
め
て
棺
前
に
て
祭
を
行
い
、
埋
葬
し
、
そ
の
後
、
家
内
に
て
行
わ
れ
て
い
く
霊
祭
が
指
南
さ

れ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
教
部
省
公
認
の
葬
祭
書
で
あ
る
本
書
に
お
い
て
、
遷
霊
の
際
の
「
告
辞
」
で
、
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此
乃
霊
主
尓
奇
支
神
霊
乎
留
給
比弖
永
久
遠
久
此
家
内
尓
鎮
坐
世止
恐
美
恐
美母
白
須
（
傍
線
―
筆
者
）

　

と
、
祈
り
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
故
人
の
「
神
靈
」
は
、
あ
く
ま
で
家
内
の
「
霊
主
」
に
留
ま
る
存
在
と
捉
え
ら
れ
る
点
で
あ
る）
11
（

。
ま

た
、
埋
葬
後
、
帰
宅
し
て
す
ぐ
に
行
わ
れ
る
霊
祭
で
は
、

吾
父母
命
乃
神
霊
乃
前
尓
白
佐久
百
年
乃
齢
乎
重
弖
世
乃
永
人
止
名
尓
負
比
座
牟
事
乎
許
曽

朝
夕
尓
乞
祈
奉
里
志
可

然
留乎
此
現
世
於
打
弃
弖
幽
冥
尓
罷
坐
奴留
事
与
憂
志
止
母

憤
呂
志
止
母
将

言
為
便
無
支
事
尓
那
母

有
介留
故
悲
美
歎
伎
乍
毛
親
族
打
集
比弖
雑
乃々
饌
物
乎
作
備
弖
霊
祭
仕
奉
留
形
乎
平
久
安
久
聞
食
止
恐
美
恐
美母
白
須
（
傍
線
―
筆
者
）

　

と
伝
え
ら
れ
、
故
人
の
霊
魂
は
「
幽
冥
」
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
『
葬
祭
略
式
』
は
、
神
葬
祭
を

全
国
的
に
広
げ
て
い
く
た
め
の
「
規
準
書
」
で
あ
っ
た
と
い
え
、
以
後
、
各
地
で
本
書
を
「
雛
型
」
に
し
た
「
私
撰）
11
（

」
の
書
が
著
さ
れ
て

い
く
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
展
開
と
い
え
よ
う
。

　

社
会
的
動
向
で
は
、
同
年
十
一
月
二
十
四
同
日
、
教
導
職
が
大
教
院
を
建
設
し
て
神
仏
合
同
布
教
の
中
心
地
と
し
（
教
部
省
達
第
二
九

号）
11
（

）、
同
六
（
一
八
七
三
）
年
二
月
に
は
神
官
僧
侶
以
外
の
有
志
も
教
導
職
に
補
さ
れ
、
教
部
省
は
「
顕
幽
分
界
」「
人
魂
不
死
」
等
を
含

む
「
十
一
兼
題
」、
次
い
で
「
十
七
兼
題
」
を
定
め
て
全
国
の
教
導
職
へ
授
け
て
い
く）
11
（

。
さ
ら
に
、
同
七
年
一
月
二
十
九
日
に
は
神
官
・

僧
侶
以
外
の
教
導
職
に
も
葬
儀
執
行
が
認
め
ら
れ
（
太
政
官
布
告
第
一
三
号
）、
同
年
七
月
二
十
九
日
に
は
離
檀
状
が
な
く
て
も
改
宗
が

自
由
に
行
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
（
教
部
省
達
第
三
四
号）
1（
（

）、
教
化
活
動
に
お
い
て
、
よ
り
葬
儀
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

是
奈
賀
良
母
仕
奉
良
麻
久

欲
可
留
乎

現
世
乃
慣
止
限
志
有
礼婆
今
日
奈母
葬
礼
治
奉
良
牟
止

為
留
形
乎
平
介久
聞
取
給
比

退
坐
都
留
可
母
某
喪
主
の
名
を

加
ふ
べ
し
等
我
心
尓波
如

吾
父母
命
也
悲
久母
去
坐
都
留
可
母
惜
久母
身
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次
い
で
、『
葬
祭
略
式
』
を
「
雛
型
」
に
し
て
著
さ
れ
た
葬
祭
書
を
い
く
つ
か
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い）
11
（

。

　

同
年
、
例
え
ば
、
平
田
篤
胤
の
没
後
の
門
人
で
、
芝
大
神
宮
祠
官
・
教
部
中
録
で
あ
っ
た
常
世
長
胤
に
よ
っ
て
『
上
等
葬
祭
図
式
』
が

著
さ
れ
る
。
本
書
は
『
葬
祭
略
式
』
を
「
雛
型
」
に
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
実
際
の
教
化
活
動
の
場
で

よ
く
用
い
ら
れ
た
葬
祭
書
で
あ
っ
た）
11
（

。
本
書
の
式
次
第
の
概
要
は
、「
霊
璽
」
に
故
人
の
「
霊
魂
」
を
ま
ね
く
「
招
魂
祭
」、
墓
所
の
「
地

鎮
祭
」、「
入
棺
」、
埋
葬
地
へ
の
「
発
葬
祭
」、
埋
葬
地
で
の
「
葬
所
祭
」、
葬
儀
後
の
「
身
滌
禊
祓
」、「
霊
祭
」、「
追
祭
」
と
つ
づ
く
も

の
で
あ
り
、
故
人
の
霊
魂
が
「
霊
璽
」
に
留
ま
る
こ
と
は
判
明
す
る
も
の
の
、
本
書
に
は
葬
儀
に
あ
た
っ
て
奉
読
さ
れ
る
詞
が
掲
載
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
神
道
教
導
職
に
一
任
さ
れ
て
い
た
様
相
が
想
定
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
同
年
四
月
に
、
同
じ
く
篤
胤
の
没
後
の
門
人
で
、
当
時
大
原
野
神
社
権
宮
司
・
教
導
職
中
講
義
で
あ
っ
た
小
池
貞
景）
11
（

は
『
葬
祭

一
家
例）
11
（

』
を
著
す
。
本
書
の
式
次
第
の
概
要
は
、「
霊
璽
」
へ
の
「
御
魂
」
の
遷
霊
、
入
棺
、
故
人
の
「
御
労
」
を
た
た
え
る
誄
詞
奏
上
、

「
葬
地
」
の
地
鎮
祭
、「
出
棺
」、
埋
葬
、
帰
途
に
お
け
る
清
祓
、
帰
宅
後
の
霊
祭
で
あ
る
。
霊
魂
観
や
他
界
観
が
表
出
す
る
の
は
、
故
人

の
死
去
が
「
幽
冥
に
入
ま
せ
る
ハ
神
の
朝
廷
の
御
は
か
り
な
る
物
」
と
説
か
れ
る
点
で
あ
る
が
、
遷
霊
の
「
祝
詞
」
で
は
、

謹
弖
請
白
久　

奇
支
霊
乎
此
乃
霊
主
尓
止
給
比
弖
子
孫
乃
弥
継
々
長
久
久
久
御
祭
受
坐
麻
勢
止
白
（
傍
線
―
筆
者
）

　

と
奏
上
さ
れ）
11
（

、
そ
の
後
、
誄
詞
奏
上
の
際
に
重
ね
て
、

御
霊
は
と
こ
し
へ
に
此
家
に
と
ど
ま
り
給
ひ
、
隠（
マ
マ
）世

よ
り
恵
ミ
幸
へ
守
り
給
へ
と
、
御
子
某
が
涙
お
し
ぬ
ぐ
ひ
て
加
し
こ
ミ
か
し
こ

み
申
す
（
傍
線
―
筆
者
）
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と
、
故
人
に
向
か
っ
て
述
べ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る）
11
（

。
一
方
で
、
同
七
年
十
月
、
貞
景
は
『
説
経
三
則
百
談
』
と
い
う
「
三
条
教
則
」
の

衍
義
を
中
心
と
し
た
教
説
書
を
著
し
て
い
る）
11
（

。
こ
こ
で
は
、「
幽
冥
事
」
の
項
目
に
お
い
て
、
人
の
死
後
の
問
題
に
つ
い
て
、

　

人
の
目
に
か
ゝ
ら
ぬ
事
を
、
幽
冥
事
と
申
し
て
、
此
御
政
事
を
、
大
国
主
の
命
様
が
御
掌
り
遊
ば
さ
れ
て
、
御
賞
罰
な
さ
る
で
ご

ざ
る
。（
中
略
）
そ
の
身
死
て
後
も
、
其
善
悪
の
所
業
が
、
其
魂
に
付
て
廻
て
、
生
き
か
は
り
死
に
か
は
り
、
そ
の
善
悪
の
報
が
尽

る
ま
で
は
、
其
身
に
付
ま
と
ふ
事
と
見
え
る
で
ご
ざ
る
。
此
を
仏
道
で
は
、
因
果
と
も
前
生
の
果
と
も
い
ふ
で
ご
ざ
る
。
右
等
の
道

理
を
篤
と
御
承
知
な
さ
れ
て
、
幽
冥
を
恐
れ
て
、
身
の
行
状
を
正
し
く
し
て
、
よ
い
報
を
得
る
や
う
に
し
た
ひ
物
で
ご
ざ
る

　

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら）
11
（

、
大
国
主
神
に
よ
る
「
賞
罰
」
な
ど
を
め
ぐ
る
認
識
が
、
教
説
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
こ
の
小
池
貞
景
の
著
書
か
ら
、
神
葬
祭
の
儀
礼
に
教
説
が
必
ず
し
も
反
映
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
様
相
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
同
八
年
五
月
三
日
、
大
教
院
を
中
心
と
す
る
神
仏
合
同
の
国
民
教
化
体
制
が
解
消
す
る
が
（
教
部
省
達
書
乙
第
四
号）
11
（

）、
直

前
の
同
年
三
月
に
神
道
教
導
職
の
新
た
な
中
心
拠
点
と
し
て
神
道
事
務
局
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
神
仏
合
同
の
布
教
活
動
が

断
念
さ
れ
る
と
、
神
道
界
と
し
て
神
葬
祭
の
普
及
を
目
指
す
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り）
1（
（

、
神
道
教
導
職
の
意
識
の
高
ま
り
が

神
葬
祭
に
お
け
る
思
想
面
に
変
容
を
生
じ
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
過
程
が
垣
間
見
え
る
葬
祭
書
が
、
高
知
県
神
道
事
務
分
局
の
『
折
衷
葬
祭
式　

全）
11
（

』
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
本
書
は
、
教
導
職
個
人

で
は
な
く
一
神
道
事
務
分
局
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
意
義
を
鑑
み
、
そ
の
内
容
に
注
目
し
た
い
。
本
書
は
、
そ
の
奥
付
に
よ
る
と
、
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神
葬
祭
式
之
儀
、
従
来
式
書
数
部
有
之
、
取
扱
方
区
々
相
成
不
都
合
不
少
候
ニ
付
、
葬
祭
畧
式
上
等
葬
祭
図
式
折
衷
仕
、
尚
県
内
従

前
之
習
礼
ヲ
モ
斟
酌
之
上
式
書
編
集
仕
、
当
県
限
施
行
為
致
度
式
書
相
添
此
段
相
伺
候
也
（
傍
線
―
筆
者
）

　

と
、『
葬
祭
略
式
』
と
『
上
等
葬
祭
図
式
』
と
を
「
折
衷
」
し
、
こ
れ
に
加
え
て
「
県
内
従
前
之
習
礼
」
も
考
慮
し
、
編
集
さ
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
に
記
載
さ
れ
る
式
次
第
の
概
要
は
、「
霊
魂
」
を
「
霊
璽
」
に
う
つ
す
「
招
魂
」、「
霊
魂
安
鎮
詞
」
の
奏
上
、「
入
棺
」、「
発
葬
」、

「
埋
葬
」、
帰
途
に
お
け
る
清
祓
、
帰
宅
後
の
霊
祭
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
最
も
特
徴
を
見
出
せ
る
儀
礼
が
「
招
魂
」
の
際
に
奏
上
さ
れ
る

「
霊
魂
安
鎮
詞
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

死
氐
後
毛
保
止
々
尓々
治
給
布
大
御
慈
愛
乎
受
継
給
比
幽
冥
主
宰
坐
大
神
乃
大
御
手
代
止
志
弖

郷
乃々
萬
乃
事
乎
治
賜
布
産
土
乃
神
波
目
尓
古
曽

見
衣禰
人
乃
生
留
々
毛

身
没
留毛
事
毎
爾
事
執
申
給
比
計
良比
給
（
傍
線
―
筆
者
）

　

と
、
死
後
の
世
界
を
司
る
存
在
と
し
て
の
「
幽
冥
主
宰
坐
大
神
」
の
も
と
、
そ
の
大
御
手
代
と
し
て
「
産
土
乃
神
」
が
各
地
の
人
の
生

死
を
取
計
ら
っ
て
い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る）
11
（

。「
霊
魂
安
鎮
詞
」
で
は
故
人
の
「
本
津
御
魂
」
は
家
の
守
り
神
と
し
て
鎮
ま
る
こ
と
も
祈

念
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
葬
祭
書
と
比
較
し
、
よ
り
「
神
道
的
な
世
界
観
」
が
表
出
す
る
書
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
葬
祭
書
に
み
え
る
霊
魂
観
・
他
界
観
か
ら
、「
大
教
宣
布
運
動
」
の
布
教
・
教
化
活
動
に
お
い
て
、
大
国
主
神
を

中
心
と
す
る
幽
冥
観
や
、
霊
魂
が
「
天
」
に
帰
る
べ
き
こ
と
な
ど
が
通
説
と
な
る
な
か
、
必
ず
し
も
す
べ
て
が
葬
祭
書
に
反
映
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
同
五
年
以
後
、
同
時
代
の
葬
祭
書
が
、
庶
民
に
お
け
る
執
行
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
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考
え
る
な
ら
ば
、
近
世
に
お
い
て
各
家
々
で
の
葬
儀
や
追
善
供
養
が
生
活
と
重
な
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
浸
透
し
た
、
先
祖
の
あ
り
方
を

め
ぐ
る
認
識
を
大
き
く
変
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
そ
う
し
た
な
か
、
同
八
年
に
神
仏
合
同
布
教
が
破

綻
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
「
神
道
的
な
世
界
観
」
を
背
景
と
す
る
神
葬
祭
の
葬
祭
書
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
式

の
葬
儀
の
執
行
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
社
会
状
況）
11
（

の
な
か
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
の
布
教
活
動
に
対
抗
す
る
た
め
、
霊
魂
の

「
救
済
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
神
道
教
説
が
希
求
さ
れ
た
動
向）
11
（

と
同
一
線
上
に
あ
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

な
お
齊
藤
智
朗
に
よ
れ
ば
、
神
道
事
務
局
が
神
葬
祭
の
普
及
を
目
指
す
な
か
、『
開
知
新
聞
』
に
は
同
十
一
年
を
皮
切
り
に
神
葬
祭
式

を
統
一
化
し
よ
う
と
す
る
動
向
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
霊
魂
帰
着
に
関
す
る
教
義
上
の
統
一
を
も
求
め
る
議
論
が
展

開
さ
れ
て
い
く
と
い
う）
11
（

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
方
向
性
は
、
神
道
界
に
お
け
る
神
学
上
の
理
解
を
め
ぐ
る
齟
齬
を
増
長
さ
せ
る
こ
と
に

繋
が
り
、
そ
の
後
同
十
三
年
に
本
格
化
す
る
祭
神
論
争
へ
と
発
展
す
る
誘
因
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
―
二
、
斎
主
が
「
幽
冥
ノ
神
助
」
を
仰
ぐ
神
葬
祭

　

前
項
で
確
認
し
た
「
大
教
宣
布
運
動
」
で
の
神
葬
祭
を
め
ぐ
る
動
向
の
な
か
で
、
霊
魂
観
・
幽
冥
観
を
明
確
に
神
葬
祭
の
儀
礼
へ
反
映

さ
せ
、
独
自
に
実
践
面
を
整
備
し
て
い
く
の
が
、
第
八
十
代
出
雲
国
造
の
千
家
尊
福）
11
（

を
中
心
と
し
た
出
雲
大
社
と
同
教
会
で
あ
る
。
葬
祭

書
を
再
編
し
、
宗
教
的
介
在
者
と
し
て
の
斎
主
が
、「
幽
冥
」
の
世
界
を
つ
か
さ
ど
る
大
国
主
神
へ
「
神
助
」
を
祈
請
す
る
神
葬
祭
が
生

ま
れ
て
い
く
こ
と
を
本
項
で
確
認
し
た
い
。

　

そ
の
よ
う
な
展
開
の
前
提
で
あ
る
明
治
初
年
の
杵
築
大
社）
11
（

に
は
、
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
四
月
二
十
八
日
付
で
、
神
葬
祭
制
禁
解
除

に
つ
い
て
の
松
江
藩
社
役
所
の
触
書
が
届
け
ら
れ
る）
11
（

。
こ
の
達
は
当
時
の
神
社
に
と
っ
て
大
き
な
契
機
で
あ
り
、
杵
築
大
社
の
神
主
ら

も
、
悲
願
で
あ
っ
た
神
葬
祭
の
執
行
が
叶
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
時
期
に
、
杵
築
大
社
の
神
主
ら
が
如
何
な
る
神
葬
祭
を
行
っ
て
い
た
か
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
史
料
が
、『
神
葬
祭
古
記）
11
（

』
で
あ

る
。
本
書
に
記
載
さ
れ
る
「
神
葬
祭
式
」
の
式
次
第
の
概
要
は
、
故
人
絶
命
後
の
安
臥
、「
葬
祭
場
」
へ
の
発
葬
、
葬
家
の
清
祓
、「
葬
祭

場
」
で
の
沐
浴
、
入
棺
、
遷
霊
、
埋
葬
で
あ
る
が
、
と
く
に
遷
霊
の
儀
に
お
い
て
は
、

御
璽
尓
遷
来
坐
弖
天
地
乃
弥
長
尓
子
孫
乃
弥
次
々
親
族
尓
至
マ
デ
平
介
久
安
久
夜
乃
守
日
乃
守
尓
護
給
比
幸
比
給
辺
止
申
須

　

と
、「
御
霊
」
が
「
霊
璽
」
へ
遷
り
、
子
孫
や
親
族
を
守
護
す
べ
き
こ
と
が
祈
請
さ
れ
る
。
重
ね
て
、
埋
葬
の
儀
に
お
い
て
も
、

天
翔
里
家
尓
帰
来
坐
弖
子
孫
乃
次
々
堅
盤
尓
常
盤
尓
夜
乃
守
日
乃
守
尓
守
給
比
幸
倍
給
辺
止
恐
美
恐
美
母
申
須
（
傍
線
―
筆
者
）

　

と
、
子
孫
の
守
護
が
祈
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
当
時
、
霊
魂
観
に
つ
い
て
い
え
ば
、
故
人
の
霊
魂
は
、

「
霊
璽
」
に
と
ど
ま
り
家
の
守
護
を
つ
か
さ
ど
る
存
在
に
な
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
素
地
を
持
つ
出
雲
大
社
に
お
い
て
、
神
葬
祭
の
儀
礼
を
整
備
し
て
い
く
の
が
、
第
八
十
代
出
雲
国
造
の
千
家
尊
福
で
あ
る
。

尊
福
は
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
正
月
に
出
雲
大
社
を
中
心
と
し
た
在
来
の
出
雲
講
・
甲
子
講
を
拡
充
し
、
出
雲
大
社
敬
神
講
社
を
組

織
し
て
い
る
が
、
同
年
二
月
十
九
日
に
は
教
部
省
よ
り
祖
霊
社
の
創
建
が
認
可
さ
れ
る）
1（
（

。
そ
し
て
、
同
年
八
月
二
十
一
日
に
は
、
講
社.

か
ら
の
組
織
拡
張
を
目
指
し
て
出
雲
大
社
教
会
の
設
立
を
教
部
省
に
申
請
し
、「
出
雲
教
会
仮
条
例
」
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
第
六
条.

で
は
、



143 「大教宣布運動」と神葬祭

出
雲
大
社
ハ
幽
冥
ノ
大
政
府
ニ
テ
、
世
ノ
治
乱
吉
凶
、
人
ノ
生
死
禍
福
ノ
関
ス
ル
所
ナ
レ
ハ
、
人
民
ノ
生
産
ヨ
リ
死
後
ニ
至
ル
迄
、

悉
ク
大
神
ノ
恩
頼
ニ
洩
ル
事
ナ
キ
所
以
ヲ
信
シ
、
毎
朝
敬
祀
拝
礼
ス
ヘ
シ

　

と
、
出
雲
大
社
が
「
幽
冥
ノ
大
政
府
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
生
死
禍
福
」
に
関
連
し
、
人
は
誕
生
か
ら
死
後
に
至
る
ま
で
「
恩
頼
」
を

蒙
っ
て
い
る
こ
と
を
説
く）
11
（

。
ま
た
第
八
条
を
確
認
す
れ
ば
、「
葬
祭
ハ
、
葬
祭
略
式
ニ
照
準
シ
、
行
フ
ヘ
シ）
11
（

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

段
階
に
お
い
て
は
神
葬
祭
の
手
引
書
が
『
葬
祭
略
式
』
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
そ
の
後
、
組
織
化
を
進
め
る
な
か
で
、
同
九
年
五

月
十
七
日
に
は
、
同
七
年
の
「
出
雲
大
社
教
会
規
約
」
を
改
定
し
、
そ
の
前
文
と
し
て
『
教
会
神
徳
大
意
』
を
公
示
す
る
が
、

大
国
主
大
神
は
邪
神
を
掃
蕩
し
、
乱
暴
を
揆
平
し
、
大
に
国
土
を
経
営
し
て
、
人
民
藩
育
の
道
を
開
き
給
ひ
、
幽
事
の
大
主
宰
と
な

り
て
出
雲
大
社
に
鎮
座
し
、
皇
基
を
守
衛
し
万
民
を
愛
護
し
給
え
ば
、
人
と
し
て
生
前
死
後
大
神
の
恩
頼
を
蒙
ら
ざ
る
は
無
し

.

（
傍
線
―
筆
者
）

　

と
、
出
雲
大
社
教
会
の
教
え
を
説
い
て
い
る）
11
（

。
そ
し
て
、
同
十
年
三
月
二
十
三
日
に
は
、
同
教
会
の
教
説
書
と
い
え
る
尊
福
の
『
教
会

撮
要
』
が
刊
行
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
「
生
死
確
守
す
べ
き
要
領
即
ち
安
心
立
命
の
処
を
教
導）
11
（

」
す
る
こ
と
が
説
か
れ
、
死
の
問
題
と
「
安

心
立
命
」
の
こ
と
が
軌
を
一
に
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
同
年
一
月
に
は
教
部
省
が
廃
さ
れ
、
神
社
の
管
轄
は
内
務
省
に
新
設
さ
れ
た
社
寺
局
に
移
管
し
て
お
り
、
そ
れ
以
前
に
増
し
て

神
祇
行
政
に
お
け
る
神
葬
祭
の
普
及
策
は
消
極
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
同
十
二
年
に
は
『
葬
祭
略
式
』
と
は
別
に
、
出
雲
大
社
教
会
に
は
す
で
に
独
自
の
葬
祭
式
が
存
在
し
た
。



144

『
開
知
新
聞
』
の
記
事
に
は
、
出
雲
大
社
教
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
国
造
千
家
尊
澄
の
霊
祭
に
つ
い
て
投
書
さ
れ
た
も
の
を
見
た
「
高
山

虎
雄
」
な
る
人
物
が
、

葬
儀
ノ
如
キ
ハ
我
教
会
ニ
ハ
葬
祭
式
改
祭
式
帰
幽
奏
上
式
追
祭
式
等
ア
リ
ト
雖
ト
モ
惜
哉
、
未
ダ
広
く
世
ニ
知
ル
者
ナ
シ
云
々
、
ト

出
雲
教
会
石
田
尾
上
君
ノ
高
諭
ヲ
開
知
新
聞
第
二
百
六
十
五
号
論
叢
欄
内
ニ
記
載
ス
ル
ヲ
一
覧
シ
テ
、
吾
輩
ハ
出
雲
教
会
ノ
葬
儀
ノ

頓
整
ス
ル
ヲ
知
リ
、
且
羨
望
之
至
ニ
堪
ヘ
ス
（
中
略
）
依
テ
開
知
新
聞
ニ
託
シ
テ
石
田
君
ニ
請
フ
、
僻
地
神
葬
者
ノ
為
メ
出
雲
教
会

葬
祭
改
祭
奏
上
追
祭
式
総
テ
一
部
郵
送
ア
ラ
ン　

ヲ
（
傍
線
―
筆
者
）

　

と
、
出
雲
教
会
式
の
神
葬
祭
式
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る）
11
（

。
平
井
直
房
の
調
査
に
よ
れ

ば
、
同
じ
頃
、
同
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
る
『
葬
祭
式
』
の
基
礎
に
な
る
も
の
も
出
来
て
い
た
と
い
う）
11
（

。
な
お
同
十
二
年
十
一
月
十
五
日
に

は
、
千
家
国
造
邸
内
に
出
雲
大
社
教
会
本
部
を
移
転
し
、
教
信
徒
に
「
開
諭
文
」（
後
年
の
「
神
道
大
社
教
」
の
立
教
宣
言
と
も
い
う
べ
き

も
の
）
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
教
義
と
神
葬
祭
式
と
の
確
立
が
ほ
ぼ
同
時
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
一
面
で
は
、
こ
れ
は

同
十
三
年
に
祭
神
論
争
が
本
格
的
に
な
る
前
段
階
に
あ
っ
て
、
幽
冥
観
な
ど
神
学
的
問
題
を
顕
在
化
さ
せ
る
動
向
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る）
11
（

。

　

そ
の
刊
行
さ
れ
た
『
葬
祭
式
』
の
序
文
に
は
、
平
岡
可
美
（
出
雲
大
社
禰
宜
・
権
大
講
義
）
が
、
本
書
刊
行
の
主
旨
を
以
下
の
よ
う
に

明
確
に
述
べ
る
。

葬
祭
ノ
書
多
シ
ト
雖
ト
モ
各
得
失
ア
リ
テ
全
ク
其
本
義
ヲ
尽
セ
ル
ハ
猶
甚
稀
ナ
リ
、
抑
葬
祭
ハ
人
終
ノ
大
礼
ニ
シ
テ
追
敬
ノ
祭
典
ナ

レ
ハ
、
懇
切
誠
実
ニ
行
フ
ヘ
キ
ハ
言
ヲ
俟
タ
ス
ト
雖
ト
モ
、
其
要
ス
ル
所
ハ
死
者
ノ
霊
魂
ヲ
シ
テ
生
前
ノ
罪
過
妄
念
ヲ
祓
除
シ
、
幽
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冥
ノ
神
寵
ヲ
蒙
ラ
シ
メ
テ
其
位
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
、
故
ニ
之
ヲ
祭
ル
ヤ
、
必
先
幽
冥
大
神
及
産
土
神
ニ
奏
上
シ
テ
神
護
ヲ
祈
ル

ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
、
焉
ソ
能
ク
霊
魂
ヲ
鎮
安
シ
テ
遺
憾
ナ
キ
ヲ
得
ン
、
然
ル
ニ
曩
ニ
行
ハ
ル
ヽ
諸
書
ハ
、
幽
冥
ノ
神
護
ヲ
祈
請
ス
ヘ
キ

要
務
ヲ
欠
キ
、
而
シ
テ
其
霊
魂
ヲ
鎮
安
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
是
葬
祭
ノ
要
ス
ル
所
ヲ
詳
ニ
セ
ス
、
所
謂
本
末
ヲ
誤
リ
順
序
ヲ
失
フ
者
ト
云

フ
ヘ
シ
、
此
書
ハ
千
家
大
教
正
ノ
家
ニ
伝
ル
古
儀
ニ
因
テ
編
成
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
主
ト
シ
テ
葬
祭
ノ
本
義
ヲ
明
ニ
シ
、
祭
式
ノ
順
序

ヲ
正
シ
ク
ス
、
現
今
出
雲
大
社
ニ
於
テ
行
ハ
ル
ヽ
所
即
是
ナ
リ
、
今
ヤ
出
雲
教
会
四
方
ニ
拡
張
シ
、
遠
近
ノ
信
者
神
祭
ニ
復
ス
ル
者

多
ク
、
式
書
ヲ
請
フ
者
モ
亦
日
一
日
ヨ
リ
増
加
ス
、
是
ニ
於
テ
謄
写
ノ
煩
ヲ
省
カ
ン
コ
ト
ヲ
慮
リ
、
印
刷
シ
テ
普
ク
其
請
求
ニ
応
セ

ン
ト
ス
、
是
此
書
ノ
成
ル
所
以
ニ
シ
テ
編
者
ノ
注
意
ア
ル
所
ナ
リ
（
傍
線
―
筆
者
）
（11
（

）

　

つ
ま
り
、
神
葬
祭
の
大
要
は
、
故
人
の
生
前
に
お
け
る
罪
過
の
祓
除
な
ら
び
に
「
幽
冥
」
の
「
神
寵
」
を
蒙
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た

め
に
必
ず
「
幽
冥
大
神
」「
産
土
神
」
に
「
神
護
」
を
祈
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
要
務
」
を
欠
く
葬
祭
書
が
世

に
広
ま
る
な
か
、
昨
今
、「
出
雲
教
会
」
が
全
国
に
拡
張
す
る
こ
と
で
神
葬
祭
に
改
式
す
る
者
が
増
加
し
、
相
応
し
い
葬
祭
書
を
求
め
る

声
が
日
に
日
に
増
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
応
え
る
べ
く
本
書
を
刊
行
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
教
化
活
動
に
お
け
る

切
実
な
必
要
性
か
ら
、
本
書
が
成
立
し
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
「
喪
家
心
得
」
に
は
、「
帰
幽
ノ
旨
ヲ
本
社
ニ
通
達
シ
、
幽
冥
大
神
及
産
土
神
ヲ
祭
祀
シ
、
帰
幽
奏
上
式
ヲ
行
ヒ
テ
、
幽
冥
ノ

救
護
ヲ
仰
ク
ヘ
シ）

（1（
（

」、「
祭
官
指
要
」
に
は
、「
喪
家
ヨ
リ
帰
幽
ノ
旨
ヲ
告
ケ
、
葬
祭
ヲ
依
頼
ス
レ
ハ
、
先
本
社
ニ
於
テ
幽
冥
大
神
及
産
土

神
ヲ
祭
祀
シ
、
帰
幽
奏
上
式
ヲ
行
ヒ
、
死
者
ノ
霊
ノ
為
ニ
幽
冥
ノ
神
助
ヲ
仰
ク
ヘ
シ）

（10
（

」
と
、「
喪
家
」
と
「
祭
官
」
と
の
そ
れ
ぞ
れ
が
持

つ
べ
き
心
得
が
明
記
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
葬
祭
に
お
け
る
祭
官
、
す
な
わ
ち
斎
主
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
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祭
官
ハ
死
者
生
前
ノ
罪
過
ヲ
祓
除
シ
、
霊
魂
ヲ
シ
テ
幽
冥
ノ
神
徳
ニ
浴
セ
シ
メ
、
永
遠
ニ
該
家
ノ
守
護
神
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
シ
ム
ル

祭
儀
ヲ
行
フ
者
ナ
リ
、
故
ニ
其
礼
式
ヲ
厚
ク
シ
誠
敬
ヲ
尽
シ
テ
幽
冥
大
神
ニ
祈
請
シ
霊
魂
ヲ
慰
安
ス
ル
ヲ
旨
ト
ス
、
且
遺
族
ヲ
扶
ケ

テ
哀
情
ヲ
尽
サ
シ
メ
テ
遺
憾
ノ
思
ナ
ク
祭
祀
ノ
懇
ナ
ル
ニ
ハ
、
死
者
ノ
冥
福
ヲ
想
像
シ
テ
安
堵
ノ
心
ヲ
生
セ
シ
メ
、
死
者
ノ
霊
遺
族

ノ
心
共
に
安
セ
シ
ム
ヘ
キ
ノ
重
任
ナ
リ
（
傍
線
―
筆
者
）
（10
（

）

　

と
、
先
祖
と
な
る
故
人
を
家
の
神
と
し
て
敬
い
祭
る
情
意
を
基
底
に
有
し
な
が
ら
、
大
国
主
神
へ
故
人
の
霊
魂
へ
の
「
慰
安
」
を
祈
請

し
、
故
人
だ
け
で
な
く
遺
族
の
心
を
も
「
安
」
ず
る
こ
と
が
務
め
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

式
次
第
は
、「
幽
冥
大
神
」
お
よ
び
「
産
土
神
」
へ
死
者
の
こ
と
を
報
告
し
、
そ
の
生
前
の
罪
過
を
祓
除
し
、
幽
冥
の
「
神
助
」
を
祈

る
「
帰
幽
奏
上
式
」、
墓
地
の
地
主
神
に
掘
削
を
告
げ
る
「
地
鎮
式
」、「
入
棺
式
」、「
祓
式
」、
親
族
に
対
し
追
祭
の
心
得
を
説
く
「
戒
諭

式
」、「
霊
主
」
に
故
人
の
魂
を
招
く
「
招
魂
式
」、「
発
葬
式
」、
故
人
の
霊
魂
に
対
し
、
死
へ
の
動
揺
を
鎮
め
る
た
め
に
奏
上
す
る
「
安

定
式
」、「
埋
葬
式
」、「
清
祓
式
発
葬
後
該
家

ニ
テ
行
フ
」、「
祓
禊
事
ヲ
修
ス
曩
ニ
祓
式
ヲ
執
行
シ
送
葬
ノ

者
帰
レ
ハ
祓
清
ム
ル
ヲ
云
フ
」、「
家
祭
式）

（10
（

」
で
あ
り
、
大
国
主
神
と
の
関
係
性
が
前
提
に
あ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
こ
こ
ま
で
に
分
析
し
た
葬
祭
書
に
お
け
る
、
他
界
観
な
ら
び
に
他
界
の
主
宰
神
に
つ
い
て
、
そ
の
変
容
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
斎
主
が
「
幽
冥
」
の
世
界
を
つ
か
さ
ど
る
大
国
主
神
へ
「
神
助
」
を
祈
請
す
る
神
葬
祭
は
、「
大
教
宣
布
運
動
」
に
お

い
て
、
教
部
省
公
認
の
『
葬
祭
略
式
』
準
公
刊
、
そ
し
て
神
道
教
導
職
に
よ
る
教
化
活
動
を
経
つ
つ
も
、
千
家
尊
福
を
中
心
と
す
る
出
雲

大
社
と
同
教
会
に
よ
っ
て
具
現
化
さ
れ
、
組
織
的
に
解
決
が
図
ら
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る）

（10
（

。

明
治
14
年

明
治
8
年

明
治
7
年

明
治
7
年

明
治
5
年

慶
應
4
年

慶
應
元
年

安
政
4
年

刊
行（
成
稿
）年

土
屋
清
城
・
長
谷
川
静
義

高
知
県
神
道
事
務
分
局

常
世
長
胤

小
池
貞
景

近
衛
忠
房
・
千
家
尊
福

―

古
川
躬
行

草
鹿
砥
宣
隆

著
者（
編
者
）

『
葬
祭
式
』

『
折
衷
葬
祭
式　

全
』

『
上
等
葬
祭
図
式
』

『
葬
祭
一
家
例
』

『
葬
祭
略
式
』

『
神
葬
祭
古
記
』

『
喪
儀
略
』

『
和
漢
習
合
葬
祭
記
略
』

書
　
名

幽
冥

幽
冥 × 幽

冥
幽
冥 × × ×

他
界
観

幽
冥
大
神（
大
国
主
大
神
）

幽
冥
主
宰
坐
大
神

× × × × × ×

他
界
の
主
宰
神
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お
わ
り
に

　

以
上
、
前
史
と
し
て
の
近
世
後
期
、
そ
し
て
明
治
維
新
か
ら
神
仏
教
導
職
が
廃
さ
れ
る
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
に
著
さ
れ
た
葬
祭

書
の
一
端
を
対
象
と
し
、
神
道
に
お
け
る
霊
魂
観
・
他
界
観
な
ど
の
思
想
が
神
葬
祭
と
い
う
実
践
に
反
映
さ
れ
て
い
く
展
開
を
分
析
し

た
。
本
稿
で
論
じ
た
内
容
を
、
い
ま
一
度
確
認
し
た
い
。

　

寺
請
・
檀
家
制
度
下
の
近
世
後
期
、
神
葬
祭
へ
の
改
式
運
動
が
活
発
に
な
る
頃
に
著
さ
れ
た
葬
祭
書
に
み
え
る
霊
魂
観
・
他
界
観
を
分

析
す
れ
ば
、
故
人
の
霊
魂
が
「
地
」
の
一
部
で
あ
る
「
見
え
な
い
世
界
」
に
存
在
す
る
と
い
う
認
識
は
前
提
と
し
て
共
有
さ
れ
つ
つ
も
、

多
く
は
先
祖
を
敬
う
素
朴
な
情
意
を
根
底
に
有
し
、
故
人
の
霊
魂
は
家
屋
の
な
か
で
、
お
の
ず
と
家
の
安
福
を
保
証
し
て
い
く
も
の
と
捉

え
ら
れ
て
い
た
。　

　

こ
の
傾
向
は
、
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
閏
四
月
十
九
日
、
神
祇
事
務
局
が
全
国
の
神
主
と
そ
の
家
族
に
対
し
、
神
葬
祭
を
執
行
す
る

こ
と
を
公
然
と
許
可
（
神
祇
事
務
局
第
三
二
〇
）
し
た
後
も
、
大
き
な
変
化
の
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
明
治
初
期
か
ら
宣
教
使
に
よ
る
本
格
的
な
講
義
・
布
教
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
大
国
主
神
を
中
心
と
す
る
幽
冥
観
が
漸
次
通
説

と
な
っ
て
い
く
。
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
以
降
、
教
導
職
に
は
「
人
魂
不
死
」「
顕
幽
分
界
」
等
を
含
む
「
十
一
兼
題
」
が
下
付
さ
れ
、

死
後
の
問
題
に
つ
い
て
故
人
の
霊
魂
は
「
帰
着
安
定
」
す
る
場
所
へ
「
上
り
て
天
に
帰
」
す
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
、
同
年
六
月
二
十
八
日
、
各
々
が
自
由
に
葬
儀
を
行
な
う
「
自
葬
」
を
禁
止
し
（
太
政
官
布
告
第
一
九
二
号
）、
庶

民
の
葬
儀
へ
の
神
官
の
関
与
が
開
始
さ
れ
る
（
太
政
官
布
告
第
一
九
三
号
）。
同
年
八
月
八
日
に
す
べ
て
の
神
官
が
教
導
職
に
補
任
さ
れ

（
太
政
官
布
告
第
二
二
〇
号
）、
さ
ら
に
は
九
月
四
日
に
は
神
官
の
葬
儀
関
与
の
手
引
書
と
し
て
、
教
導
職
東
西
部
管
長
近
衛
忠
房
・
千
家

尊
福
両
大
教
正
に
よ
る
『
葬
祭
略
式
』
が
準
公
刊
さ
れ
る
。
本
書
は
、
教
部
省
公
認
で
あ
り
、
当
時
の
「
規
準
書
」
と
い
う
べ
き
葬
祭
書
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で
あ
っ
た
が
、
教
説
を
必
ず
し
も
反
映
さ
せ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
故
人
の
霊
魂
が
あ
る
世
界
は
「
幽
冥
」
と
記
述
さ
れ
る

も
の
の
、
そ
の
主
宰
神
で
あ
る
大
国
主
神
の
存
在
が
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
同
七
年
一
月
二
十
九
日
に
神
官
・
僧
侶
以
外
の
教
導
職
に
も
葬
儀
執
行
が
認
め
ら
れ
（
太
政
官
布
告
第
一
三
号
）、
同
年
七
月

二
十
九
日
に
は
離
檀
状
が
な
く
て
も
改
宗
が
自
由
に
行
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
（
教
部
省
達
第
三
四
号
）、
神
道
教
導
職
の
教
化
活
動

に
お
い
て
、
よ
り
葬
儀
に
焦
点
が
あ
た
る
よ
う
に
な
り
、
大
教
院
瓦
解
に
よ
っ
て
神
仏
合
同
布
教
が
断
念
さ
れ
た
こ
と
を
端
緒
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
の
布
教
活
動
に
対
抗
す
る
た
め
、「
神
道
的
な
世
界
観
」
を
持
つ
神
葬
祭
が
求
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
動
向
を
背
景
と
し
て
、
神
葬
祭
の
葬
祭
書
に
「
幽
冥
主
宰
坐
大
神
」
の
存
在
が
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
気
運
の
な
か
で
、「
神
道
的
な
世
界
観
」
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
宗
教
的
介
在
者
と
し
て
の
斎
主
が
「
幽
冥
」
の
世
界
を
つ

か
さ
ど
る
大
国
主
神
へ
故
人
の
霊
魂
へ
の
「
神
助
」
を
祈
請
し
、「
救
済
」
を
叶
え
る
葬
祭
書
を
作
り
上
げ
た
の
が
第
八
十
代
出
雲
国
造

千
家
尊
福
を
中
心
と
す
る
出
雲
大
社
と
同
教
会
で
あ
っ
た
。

　

他
方
、
神
葬
祭
を
め
ぐ
っ
て
は
、
同
六
年
頃
よ
り
、
そ
の
禁
止
を
も
含
め
た
「
神
道
非
宗
教
論
」
の
展
開
が
真
宗
僧
侶
を
主
軸
に
行
わ

れ
て
お
り
、
こ
れ
は
仏
教
側
の
教
導
職
廃
止
、
神
葬
祭
廃
止
運
動
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
く）

（10
（

。
そ
し
て
同
十
五
年
一
月
二
十
四
日
に
神

官
教
導
職
分
離
、
官
国
幣
社
神
官
の
葬
儀
不
関
与
（
但
し
府
県
社
以
下
神
官
は
従
前
通
、
内
務
省
達
丁
第
一
号
・
乙
第
七
号
）
が
施
行
さ

れ
る
こ
と
で
、「
神
社
非
宗
教
」
と
い
う
定
位
が
強
調
さ
れ
、
葬
儀
は
主
に
「
宗
教
」
で
あ
る
神
道
教
派
が
担
う
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
同
年
五
月
十
五
日
に
一
派
特
立
し
た
神
道
大
社
派
は
、
同
年
十
一
月
六
日
に
「
神
道
大
社
教
」
と
改
称
す
る）

（10
（

。
同
十
七
年
八
月
十

一
日
に
神
仏
教
導
職
が
全
廃
さ
れ
る
と
（
太
政
官
布
達
第
一
九
号
）、
大
社
教
は
同
十
八
年
を
皮
切
り
に
大
社
教
管
長
千
家
尊
福
を
中
心
と

し
て
広
範
囲
な
巡
教
を
行
い
、
そ
の
教
線
を
拡
大
す
る
。
こ
う
し
た
活
動
の
な
か
で
、『
葬
祭
式
』
を
も
と
に
し
た
神
葬
祭
が
普
及
し
て
い

く
の
で
あ
る）

（10
（

。
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註

（
１
）
加
部
厳
夫
編
『
於
杼
呂
我
中
：
亀
井
勤
斎
伝
』（
中
山
和
助
、
明
治
三
十
八
年
）
四
八
九
頁
。

（
２
）
近
藤
啓
吾
「
幕
末
維
新
に
於
け
る
神
葬
祭
説
と
そ
の
実
行
」（『
儒
葬
と
神
葬
祭
』、
国
書
刊
行
会
、
平
成
二
年
所
収
。
初
出
は
同

題
、『
神
道
学
』
第
一
四
六
号
、
平
成
二
年
）
二
〇
〇
頁
。

（
３
）
拙
稿
「
神
官
教
導
職
と
神
葬
祭
―
『
葬
祭
略
式
』
再
考
―
」（『
神
道
史
研
究
』
第
六
六
巻
第
一
号
、
平
成
三
十
年
）
参
照
。

（
４
）
前
掲
註（
２
）近
藤
「
幕
末
維
新
に
於
け
る
神
葬
祭
説
と
そ
の
実
行
」
一
九
四
頁
。

（
５
）
遠
藤
潤
「
近
世
・
近
代
神
葬
祭
運
動
の
諸
相
」（『
日
本
の
仏
教
』
第
四
号
、
平
成
七
年
）
二
二
二
頁
。

（
６
）
阪
本
是
丸
「
神
葬
祭
の
普
及
と
火
葬
禁
止
問
題
」（『
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
平
成
六
年
所
収
。
初
出
は

「
近
代
の
神
葬
祭
を
め
ぐ
る
問
題
」、『
神
道
学
』
第
一
二
四
号
、
昭
和
五
十
九
年
）
参
照
。

（
７
）
櫻
井
治
男
「
地
域
社
会
に
お
け
る
神
葬
祭
の
受
容
と
そ
の
展
開
―
三
重
県
下
の
一
事
例
―
」（『
地
域
神
社
の
宗
教
学
』、
弘
文
堂
、

平
成
二
十
二
年
所
収
。
初
出
は
同
題
で
『
宗
教
研
究
』
第
五
九
巻
一
号
、
昭
和
六
十
年
。
後
に
「
大
宮
町
の
近
代
神
道
史
」
と
し
て

大
宮
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
大
宮
町
史　

歴
史
編
』、
大
宮
町
、
昭
和
六
十
二
年
所
収
）、
前
田
俊
一
郎
「
神
葬
祭
に
な
っ
た
村
―
明

治
初
期
の
葬
祭
式
の
転
回
と
地
域
社
会
―
」（『
墓
制
の
民
俗
学
―
死
者
儀
礼
の
近
代
―
』、
岩
田
書
院
、
平
成
二
十
二
年
所
収
。
初

出
は
同
「
近
代
の
神
葬
祭
化
と
葬
墓
制
の
変
容
―
河
口
湖
町
河
口
の
事
例
か
ら
―
」
と
し
て
松
崎
憲
三
編
『
近
代
庶
民
生
活
と
民
俗

―
く
に
の
政
策
と
民
俗
―
』、
三
一
書
房
、
平
成
十
年
所
収
）
西
山
宜
延
「
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
神
葬
祭
の
受
容
―
奈
良
県
十
津

川
村
の
事
例
―
」（『
神
道
史
研
究
』
第
六
八
巻
第
一
号
、
令
和
二
年
）
等
参
照
。

（
８
）
武
田
幸
也
「
神
宮
教
院
の
神
道
教
説
」（『
近
代
の
神
宮
と
教
化
活
動
』、
弘
文
堂
、
平
成
三
十
年
所
収
。
初
出
は
、「
神
宮
教
院
の
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神
道
教
説
史
―
教
説
書
を
通
し
て
―
」、『
神
道
宗
教
』
第
二
三
五
号
、
平
成
二
六
年
）
一
一
四
頁
。

（
９
）
朴
澤
直
秀
「
寺
檀
制
度
と
葬
祭
仏
教
」（
島
薗
進
・
高
埜
利
彦
・
林
淳
・
若
尾
政
希
編
『
生
と
死
』
シ
リ
ー
ズ
日
本
人
と
宗
教
―

近
世
か
ら
近
代
へ 

第
三
巻
、
春
秋
社
、
平
成
二
十
七
年
所
収
）
二
十
六
頁
。

（
10
）
圭
室
諦
成
『
葬
式
仏
教
』（
大
法
輪
閣
、
昭
和
三
十
八
年
。
本
稿
は
平
成
十
六
年
発
行
の
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
に
依
る
）
二
六
二
―

二
六
三
頁
、
圭
室
文
雄
『
葬
式
と
檀
家
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
一
年
）
六
十
六
頁
。

（
11
）
中
世
の
武
士
団
は
、
荘
園
の
大
規
模
な
名
田
（
私
有
地
）
経
営
に
経
済
基
盤
を
お
い
た
も
の
の
、
中
世
後
期
の
動
乱
を
通
過
す
る

な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
経
営
形
態
は
解
体
さ
れ
、
中
小
名
主
層
・
隷
属
農
民
層
に
お
け
る
「
家
」
の
独
立
が
顕
著
と
な
っ
た
。
こ
こ

に
近
世
社
会
の
基
礎
と
な
る
、「
家
」
の
地
縁
的
連
合
と
し
て
の
村
落
協
同
体
が
成
立
す
る
。
寺
院
と
の
関
係
性
も
、
中
世
の
武
士

団
は
一
族
支
配
の
下
に
氏
寺
を
持
つ
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
解
体
に
よ
り
、
構
成
単
位
で
あ
る
「
家
」
を
も
と
に
郷
村

構
成
戸
を
檀
家
と
す
る
檀
那
寺
へ
と
改
編
さ
れ
て
い
っ
た
。
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
社
会
変
動
に
見
え
る
檀
家
制
度
の
成
立
に

つ
い
て
は
、
竹
田
聴
洲
『
祖
先
崇
拝
』（
平
楽
寺
書
店
、
昭
和
三
十
二
年
）
一
七
五
―
一
八
五
頁
を
参
照
。

（
12
）
檀
家
は
檀
那
寺
に
対
し
、
家
族
の
生
没
・
結
婚
・
離
婚
・
旅
行
・
移
住
・
奉
公
人
の
出
入
そ
の
他
戸
籍
上
一
切
の
異
同
を
届
け
出

る
義
務
が
あ
り
、
葬
式
・
年
忌
法
事
追
善
供
養
・
墓
地
を
委
任
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
っ
た
面
が
、
寺
院
と
家
々
の
祖
先
祭
祀

と
の
結
合
を
強
め
て
い
っ
た
。
前
掲
註（
11
）竹
田
『
祖
先
崇
拝
』
一
八
六
―
一
八
九
頁
参
照
。

（
13
）
前
掲
註（
２
）近
藤
『
儒
葬
と
神
葬
祭
』
十
二
頁
。

（
14
）
同
右
。

（
15
）
同
右
。
光
圀
は
、
城
下
の
常
磐
・
坂
戸
に
、
家
臣
の
た
め
の
共
同
墓
地
を
創
設
し
、
同
時
に
『
喪
祭
儀
略
』
を
編
集
し
て
頒
布
し

た
。
本
書
は
朱
子
『
家
礼
』
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
水
戸
領
内
の
神
職
に
、
本
人
の
み
な
ら
ず
家
族
に
至
る
ま
で
「
自
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葬
」
を
許
可
し
て
い
た
こ
と
は
特
筆
で
き
よ
う
。

（
16
）
当
該
時
期
に
お
け
る
仏
葬
以
外
の
葬
儀
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
松
川
雅
信
『
儒
教
儀
礼
と
近
世
日
本
社
会
―
闇
斎

学
派
の
『
家
礼
』
実
践
―
』（
勉
誠
出
版
、
令
和
二
年
）
の
成
果
が
挙
げ
ら
れ
る
。
松
川
に
よ
れ
ば
、
朱
子
の
『
家
礼
』
に
則
っ
て

葬
儀
を
行
う
こ
と
を
説
い
た
各
地
の
「
闇
斎
学
派
儒
者
達
」
を
事
例
と
し
、「
納
棺
や
埋
葬
は
、
努
力
次
第
で
比
較
的
自
由
に
実
施

可
能
だ
っ
た
」（
三
八
五
頁
）
と
推
定
さ
れ
る
と
い
う
。
な
お
、「
闇
斎
学
派
儒
者
達
」
の
学
祖
で
あ
っ
た
山
崎
闇
斎
（
元
和
四
年

〈
一
六
一
八
〉
―
天
和
二
年
〈
一
六
八
二
〉）
の
葬
送
は
、
丑
刻
（
午
前
二
時
）
に
隠
密
に
出
棺
、
寅
下
刻
（
午
前
四
時
）
黒
谷
墓
地

に
到
着
し
、
僧
侶
の
手
を
借
り
ず
に
弟
子
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
遺
言
の
方
法
で
東
向
き
に
埋
葬
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

一
方
で
、
空
の
棺
に
対
し
、
僧
侶
引
導
の
仮
の
葬
儀
を
行
い
「
見
室
祟
利
」
と
い
う
戒
名
を
受
け
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
京
の
中
心

部
に
あ
っ
た
闇
斎
は
明
ら
か
に
「
寺
檀
制
度
」
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
求
め
、
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
隠
れ
る
よ
う
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
判
明
す
る
。「
寺
檀
制
度
」
の
定
着
に
歴
史
的
経
過
と
地
域
差
が
あ
る
こ
と
は
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
闇
斎
の
葬

儀
が
執
行
さ
れ
た
近
世
初
期
の
京
都
に
お
い
て
、
既
に
公
儀
を
憚
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
な

い
だ
ろ
う
か
。
な
お
山
崎
闇
斎
の
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
池
上
幸
次
郎
編
『
闇
斎
先
生
易
簀
訃
状
』（
晴
心
堂
、
昭
和
十
四
年
）、「
山

崎
闇
斎
の
葬
儀
」（『
続
々
山
崎
闇
斎
の
研
究
』、
神
道
史
学
会
、
平
成
七
年
所
収
）、
跡
部
良
顕
「
神
道
葬
祭
家
礼
」（
國
學
院
大
學
日

本
文
化
研
究
所
編
『
神
葬
祭
資
料
集
成
』、
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
七
年
所
収
）、
西
岡
和
彦
「
明
治
以
前
の
葬
送
儀
礼
」（
小
野
和
輝

監
修
・
礼
典
研
究
会
編
『
神
葬
祭
総
合
大
事
典
』、
雄
山
閣
出
版
、
平
成
十
二
年
所
収
）
参
照
。

（
17
）
岡
田
莊
司
「
近
世
の
神
道
葬
祭
」（
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
編
『
近
世
の
精
神
生
活
』、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
平
成
八
年
所
収
。

な
お
該
論
考
は
、「
近
世
神
道
の
序
幕
―
吉
田
家
の
葬
礼
を
通
路
と
し
て
―
」、『
神
道
宗
教
』
第
一
〇
九
号
、
昭
和
五
十
七
年
、
な

ら
び
に
「
神
道
葬
祭
成
立
考
」、『
神
道
学
』
第
一
二
八
号
、
昭
和
六
十
一
年
を
基
に
再
構
成
さ
れ
て
い
る
）
二
三
八
―
二
三
九
頁
。
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（
18
）
な
お
神
祇
家
の
吉
田
・
白
川
両
家
の
い
ず
れ
に
も
属
し
な
い
、
伊
勢
の
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る
諸
大
社
の
神
主
は
寺
請
制
度
成
立

の
当
初
よ
り
独
自
に
宗
門
改
め
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
も
ま
た
「
神
道
宗
門
」
と
い
う
。
こ
の
神
主
ら
は
神
道
式
の
自
葬
を
行
な
っ

て
い
た
も
の
の
、
い
つ
し
か
仏
葬
に
移
っ
て
い
た
た
め
、
の
ち
に
そ
の
「
復
興
」
が
行
わ
れ
た
と
い
う
（
西
田
長
男
「
神
道
宗
門
」

〈
現
代
神
道
研
究
集
成
編
集
委
員
会
編
『
現
代
神
道
研
究
集
成
』
第
三
巻
、
神
社
新
報
社
、
平
成
十
年
所
収
。
初
出
は
、『
日
本
神
道

史
研
究
』
第
六
巻
、
講
談
社
、
昭
和
五
十
四
年
〉
二
〇
九
、
二
七
四
頁
）。
ま
た
、
幕
末
に
は
、
神
主
の
家
族
全
員
が
神
道
宗
門
を

認
め
ら
れ
る
事
例
が
出
て
く
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
杉
山
林
継
「
神
道
宗
門
の
一
考
察
―
神
職
家
族
全
員
が
神
道
宗
門

と
し
て
別
帳
で
届
け
出
て
い
る
例
―
」、『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
〇
四
巻
第
一
一
号
、
平
成
十
五
年
参
照
）。

（
19
）
市
村
其
三
郎
「
神
葬
祭
問
題
と
そ
の
発
展
」（『
史
学
雑
誌
』
第
四
九
巻
一
号
、
昭
和
五
年
）
参
照
。
そ
の
事
件
の
内
容
は
、
土
浦

藩
内
の
神
主
禰
宜
二
十
八
名
が
連
署
で
「
神
葬
祭
願
」
を
土
浦
藩
寺
社
役
所
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
吉
田
家
の
免
許
状
を
所
持
し
な

い
限
り
は
認
可
出
来
な
い
と
の
理
由
で
却
下
さ
れ
た
も
の
の
、
改
め
て
免
許
状
二
十
八
通
を
揃
え
た
上
で
再
提
出
し
、
神
主
本
人
及

び
そ
の
嫡
子
に
執
行
が
許
さ
れ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

（
20
）
辻
善
之
助
「
神
職
の
離
檀
問
題
に
就
い
て
」（『
史
学
雑
誌
』
第
三
八
巻
一
号
、
昭
和
二
年
）
参
照
。「
諸
家
秘
聞
集
」
に
出
て
い

る
な
か
で
最
も
早
い
例
で
、
檀
那
寺
と
の
示
談
に
よ
り
宗
門
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
神
主
が
、
家
内
皆
一
緒
に
神
祇
道
に
よ
る
宗
門
改

を
し
た
い
と
い
う
願
い
を
も
っ
て
吉
田
家
か
ら
添
状
を
貰
い
、
阿
部
備
中
守
の
役
所
へ
願
い
出
た
事
例
で
あ
る
。
寺
社
奉
行
は
阿
部

備
中
守
の
伺
に
対
し
、
吉
田
家
か
ら
神
葬
祭
の
免
許
状
を
受
け
た
な
ら
ば
、
そ
の
神
主
の
当
人
及
び
嫡
子
は
、
そ
の
寺
の
宗
門
を
離

れ
、
神
葬
祭
を
執
行
す
る
こ
と
に
差
支
え
は
な
い
、
た
だ
し
他
の
家
内
は
檀
那
寺
の
宗
門
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
指

令
を
出
し
て
い
る
。

（
21
）
前
掲
註（
18
）西
田
「
神
道
宗
門
」
二
六
八
―
二
六
九
頁
。
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（
22
）
村
上
専
精
、
辻
善
之
助
、
鷲
尾
順
敬
共
編
『
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
続
下
巻
（
東
方
書
院
、
昭
和
四
年
）
所
収
。
な
お
神
葬

祭
願
に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て
は
、
同
書
続
上
巻
（
東
方
書
院
、
昭
和
三
年
）
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）
前
掲
註（
５
）遠
藤
「
近
世
・
近
代
神
葬
祭
運
動
の
諸
相
」
二
一
六
頁
。

（
24
）
澤
博
勝
に
よ
れ
ば
、「
神
道
宗
門
」
の
独
立
運
動
の
本
質
は
「
村
役
人
層
と
の
対
立
や
領
主
の
民
政
改
革
等
を
き
っ
か
け
に
、
自

ら
の
「
身
分
」
的
不
安
定
さ
を
自
覚
し
た
神
職
た
ち
が
、
自
ら
を
村
役
人
層
の
下
に
位
置
す
る
一
般
の
百
姓
身
分
と
は
異
な
っ
た
存

在
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
象
徴
的
に
示
す
手
段
と
し
て
、
村
方
の
人
別
把
握
す
な
わ
ち
「
平
人
身
分
」
か
ら
離
れ
、
神
主
独
自
の
葬
祭

方
法
で
あ
る
神
葬
祭
を
執
行
す
る
こ
と
で
、
地
域
で
は
同
じ
宗
教
者
と
し
て
機
能
し
て
い
る
、
寺
僧
同
様
の
身
分
的
安
定
を
獲
得
し

よ
う
と
し
た
行
為
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
澤
博
勝
「
近
世
後
期
の
地
域
・
仏
教
・
神
道
―
神
葬
祭
運
動
の
意
義
―
」、『
史
学
雑
誌
』

第
一
〇
五
巻
六
号
、
平
成
八
年
、
三
一
頁
等
参
照
）。

（
25
）
朝
山
皓
「
出
雲
中
心
の
神
葬
祭
問
題
」（『
出
雲
の
神
信
仰
と
祭
り　

風
土
記
・
神
・
祭
り 

Ⅲ
』、
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
、

平
成
十
二
年
所
収
。
初
出
は
同
題
、『
歴
史
地
理
』
第
六
〇
巻
一
号
・
三
号
・
四
号
・
五
号
・
六
号
、
昭
和
七
年
七
月
・
九
月
・
十

月
・
十
一
月
・
十
二
月
）
参
照
。

（
26
）
近
世
初
期
か
ら
、
神
葬
祭
の
「
実
践
」
を
目
指
し
た
葬
祭
書
は
作
成
さ
れ
て
い
た
が
、
吉
田
家
配
下
の
神
主
以
外
は
極
め
て
難
し

か
っ
た
た
め
「
机
上
の
空
論
」
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
註（
17
）岡
田
「
近
世

の
神
道
葬
祭
」
二
四
九
頁
）。
こ
う
い
っ
た
な
か
、
時
代
が
下
り
、「
吉
田
之
許
状
」
を
得
る
こ
と
で
「
神
道
宗
門
」
を
実
現
し
、
仏

教
伝
来
以
前
を
目
指
す
よ
う
な
復
古
的
か
つ
実
用
的
な
神
葬
祭
の
葬
祭
書
を
作
成
す
る
動
き
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
本
節
で
確
認

す
る
「
和
漢
習
合
葬
祭
記
略
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
明
治
維
新
後
も
国
学
者
の
参
考
に
供
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
藤
田

大
誠
「
明
治
初
年
の
国
家
祭
祀
形
成
と
国
学
者
―
神
祇
官
・
神
祇
省
の
考
証
作
業
を
中
心
に
―
」〈『
近
代
国
学
の
研
究
』、
弘
文
堂
、
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平
成
十
九
年
所
収
。
初
出
は
「
明
治
初
年
の
国
家
祭
祀
形
成
と
国
学
者
―
神
祇
官
・
神
祇
省
の
考
証
作
業
を
中
心
に
―
」、『
國
學
院

大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
九
七
輯
、
平
成
十
八
年
〉
一
〇
二
頁
）。

（
27
）
芳
賀
登
「
死
と
神
葬
祭
」（『
神
道
民
俗
学
』
講
座
・
日
本
の
民
俗
宗
教
１
、
弘
文
堂
、
昭
和
五
十
四
年
所
収
）
三
四
一
―
三
四
二

頁
、
同
「
世
直
し
と
神
葬
祭
運
動
」（
桜
井
徳
太
郎
編
『
日
本
社
会
の
変
革
と
再
生
』、
昭
和
六
十
三
年
所
収
）
一
六
〇
―
一
六
一

頁
、
遠
藤
潤
「
平
田
国
学
と
幽
冥
思
想
―
近
世
神
道
に
お
け
る
死
の
主
題
化
」（
前
掲
註（
９
）『
生
と
死
』
シ
リ
ー
ズ
日
本
人
と
宗
教

―
近
世
か
ら
近
代
へ　

第
三
巻
）
一
五
九
頁
。

（
28
）
戸
田
義
雄
「
ア
ン
シ
ン
か
、
ア
ン
ジ
ン
か
―
安
心
論
を
め
ぐ
る
宣
長
と
篤
胤
―
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
七
四
巻
十
一
号
、
昭
和
四

十
八
年
）
参
照
。
戸
田
に
よ
れ
ば
、
宣
長
の
「
安
心
な
き
が
安
心
に
候
」
と
い
う
文
意
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
が
施
す
「
安

心
」
す
な
わ
ち
「
企
投
性
型
安
心
観4

」
と
は
反
対
に
、「
被
投
性
型
安
心
感4

」
を
意
味
す
る
よ
う
に
解
釈
で
き
、
日
本
の
今
の
「
時
」

と
「
空
間
」
に
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
こ
と
に
安
住
し
得
る
「
安
心
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

（
29
）
前
掲
註（
27
）遠
藤
「
平
田
国
学
と
幽
冥
思
想
―
近
世
神
道
に
お
け
る
死
の
主
題
化
」
一
五
四
―
一
五
五
頁
。
な
お
、
そ
の
根
拠

は
、『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
に
お
け
る
大
己
貴
神
の
国
譲
り
の
条
に
、
高
皇
産
霊
尊
が
経
津
主
神
・
武
甕
槌
神
を
遣
わ
し
て
「
汝
が

治
す
顕
露
事
は
、
宜
し
く
是
れ
吾
孫
治
す
べ
し
。
汝
は
即
ち
神
事
を
治
す
べ
し
」
と
述
べ
る
の
に
対
し
、
同
神
が
「
天
神
の
勅
教
如

此
慇
懃
な
り
。
敢
て
命
に
従
ひ
ま
つ
ら
ざ
ら
む
や
。
吾
が
治
せ
る
顕
露
事
は
、
皇
孫
当
に
治
し
め
す
べ
し
。
吾
は
ま
さ
に
退
き
て
幽

事
を
治
め
む
」
と
奉
答
し
、
隠
れ
た
こ
と
に
あ
る
。『
霊
能
真
柱
』
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
、
平
田
篤
胤
全
集
刊
行
会
編
『
新
修

平
田
篤
胤
全
集
』
第
七
巻
（
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
二
年
）
八
七
―
一
九
〇
頁
参
照
、『
古
史
伝
』
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
第
三

巻
（
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
二
年
）
一
五
七
―
一
八
三
頁
参
照
。

（
30
）
小
林
威
朗
「
草
稿
本
『
古
史
伝
』
に
お
け
る
篤
胤
の
思
想
形
成
過
程
―
神
観
・
霊
魂
観
と
「
青
人
草
」
―
」（『
平
田
国
学
の
霊
魂
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観
』、
弘
文
堂
、
平
成
二
十
九
年
所
収
。
初
出
は
同
題
、『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要
』
第
六
号
、
平
成
二
十
六
年
）
七

六
―
七
八
頁
。

（
31
）
前
掲
註（
30
）小
林
『
平
田
国
学
の
霊
魂
観
』
三
〇
七
頁
。

（
32
）
三
河
は
、
隣
接
す
る
遠
江
の
神
主
に
よ
る
影
響
を
大
い
に
受
け
て
い
る
。
遠
江
で
は
、
主
に
荷
田
春
満
の
門
人
に
よ
っ
て
神
葬
祭

の
実
行
と
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
一
例
と
し
て
、
元
文
元
（
一
七
三
六
）
年
七
月
に
執
行
さ
れ
た
荷
田
春
満
の
葬
儀
に
参
列
し

て
い
た
遠
江
の
神
主
ら
に
よ
り
、
遠
江
国
諏
訪
神
社
の
神
主
で
あ
る
杉
浦
国
頭
の
神
葬
祭
が
元
文
五
年
に
執
行
さ
れ
、
そ
の
記
録
が

「
国
頭
先
生
葬
祭
式
」（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
葬
祭
資
料
集
成
』、
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
七
年
所
収
）
と
し
て
残
さ

れ
て
い
る
。
の
ち
に
、
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
に
磐
田
見
付
天
神
社
の
神
主
で
あ
る
斎
藤
信
幸
に
よ
り
『
弊
里
神
官
慎
終
記
』

（『
神
葬
祭
資
料
集
成
』
所
収
）
が
著
さ
れ
、
こ
れ
が
三
河
に
伝
え
ら
れ
、
吉
田
熊
野
神
社
の
神
主
で
あ
る
鈴
木
梁
満
の
書
込
み
本

を
、
の
ち
に
、
三
河
国
羽
田
神
明
宮
・
八
幡
宮
の
神
主
を
つ
と
め
平
田
篤
胤
に
師
事
し
た
羽
田
野
敬
雄
が
書
写
し
、
神
葬
祭
の
研
究

を
進
め
た
と
い
う
（
杉
山
林
継
「
杉
浦
国
頭
の
葬
儀
―
近
世
中
葉
に
お
け
る
神
道
葬
祭
式
再
編
の
例
１
」、『
近
世
神
道
神
学
の
萌

芽
』、
雄
山
閣
、
平
成
二
十
六
年
所
収
。
初
出
は
、「
杉
浦
国
頭
の
葬
儀
―
近
世
中
葉
に
お
け
る
神
道
葬
祭
式
再
編
の
一
例
と
し
て
―
」、

『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
六
七
輯
、
平
成
三
年
）。
ま
た
、
同
じ
く
荷
田
春
満
に
師
事
し
た
人
物
の
神
葬
祭
の
例
と

し
て
、
同
「
根
本
胤
満
の
葬
儀
―
近
世
中
葉
に
お
け
る
神
道
葬
祭
式
再
編
の
例
２
」（
前
掲
『
近
世
神
道
神
学
の
萌
芽
』。
初
出
は
、

「
根
本
胤
満
の
葬
儀
―
近
世
中
葉
に
お
け
る
神
道
葬
祭
式
再
編
の
一
例
と
し
て
―
」、『
神
道
宗
教
』
第
一
五
二
号
、
平
成
五
年
）
が

挙
げ
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
荷
田
派
に
よ
る
神
葬
祭
の
実
践
を
も
と
に
、
思
想
面
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
の
が
、
松
本
久
史
「
国
学

者
の
霊
魂
観　

そ
の
思
想
と
実
践
―
荷
田
派
を
中
心
に
―
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要
』
第
一
号
、
平
成
二
十
一

年
）、
同
「
荷
田
派
の
霊
魂
観
と
実
践
―
他
界
の
認
識
を
巡
っ
て
―
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
四
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号
、
平
成
二
十
二
年
）
で
あ
る
。
な
お
本
稿
で
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
も
の
の
、
幕
末
維
新
期
に
お
い
て
、
旧
習
か
ら
離
れ
て
葬
祭

を
神
道
式
に
転
換
さ
せ
た
事
例
と
し
て
、
薩
摩
藩
や
苗
木
藩
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
松
本
久
史
「
維
新
期
平
田
派
国

学
と
民
俗
信
仰
―
『
宮
比
神
』
神
像
画
を
例
に
し
て
―
」（『
荷
田
春
満
の
国
学
と
神
道
史
』、
弘
文
堂
、
平
成
十
七
年
所
収
）
三
三

七
―
三
四
三
頁
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
中
津
川
市
編
『
中
津
川
市
史　

中
巻
Ⅱ
』（
中
津
川
市
、
昭
和
六
十
三
年
）
一
七
一
七
―
一

七
一
八
頁
参
照
。

（
33
）
鈴
木
源
一
郎
『
東
三
河
の
排
仏
毀
釈
』、
豊
橋
地
方
史
研
究
会
、
昭
和
五
十
二
年
）
六
八
―
七
五
頁
参
照
。

（
34
）
前
掲
註（
32
）『
神
葬
祭
資
料
集
成
』
所
収
。
西
岡
和
彦
「
明
治
以
前
の
葬
送
儀
礼
」（
小
野
和
輝
・
礼
典
研
究
会
編
『
神
葬
祭
総
合
大

事
典
』、
雄
山
閣
、
平
成
十
二
年
）
九
八
頁
。
前
掲
註（
27
）遠
藤
「
平
田
国
学
と
幽
冥
思
想
―
近
世
神
道
に
お
け
る
死
の
主
題
化
」

一
五
九
―
一
六
二
頁
。

（
35
）
前
掲
註（
32
）『
神
葬
祭
資
料
集
成
』
四
五
二
頁
。

（
36
）
同
右
。

（
37
）
遠
藤
潤
「
気
吹
舎
と
白
川
家
―
幕
末
社
会
と
宗
教
的
復
古
運
動
・
古
川
躬
行
を
焦
点
と
し
て
」（『
平
田
国
学
と
近
世
社
会
』、
ぺ

り
か
ん
社
、
平
成
二
十
年
所
収
。
初
出
は
、「
幕
末
社
会
と
宗
教
的
復
古
運
動
―
白
川
家
と
平
田
国
学　

古
川
躬
行
を
接
点
と
し
て
」、

『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
八
三
輯
、
平
成
十
一
年
）
参
照
。

（
38
）
前
掲
註（
32
）『
神
葬
祭
資
料
集
成
』
所
収
。

（
39
）
前
掲
註（
19
）市
村
、
八
十
三
頁
。
神
主
の
関
与
は
不
明
で
あ
る
が
、
神
道
式
と
思
し
き
葬
儀
を
行
っ
た
事
例
を
指
し
て
こ
の
よ
う

に
称
し
て
い
る
。

（
40
）
明
治
三
年
六
月
十
七
日
、
盛
岡
藩
よ
り
弁
官
宛
で
「
祭
式
ハ
古
川
氏
喪
儀
略
」
の
通
り
に
行
う
こ
と
を
届
け
出
て
い
る
こ
と
が
分
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か
る
（『
太
政
類
典
』
第
一
編
一
三
五
巻
「
香
春
藩
外
十
藩
神
葬
祭
等
処
分
」）。

（
41
）
前
掲
註（
32
）『
神
葬
祭
資
料
集
成
』
四
五
四
頁
。

（
42
）
前
掲
註（
32
）『
神
葬
祭
資
料
集
成
』
四
六
五
頁
。

（
43
）
加
藤
隆
久
「
津
和
野
藩
の
神
葬
祭
復
興
運
動
と
心
霊
研
究
」（『
神
道
津
和
野
教
学
の
研
究
』、
国
書
刊
行
会
、
昭
和
六
十
年
所
収
。

初
出
は
、「
神
葬
祭
復
興
運
動
の
一
問
題
―
津
和
野
藩
を
中
心
と
し
て
」、『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
八
輯
、
昭

和
四
十
一
年
）
八
十
―
九
十
二
頁
。
熊
臣
は
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
二
十
九
歳
で
「
神
道
宗
門
」
の
独
立
運
動
を
興
し
て
い
た

が
、
こ
の
浜
田
藩
で
の
成
功
に
啓
発
さ
れ
、
期
を
同
じ
く
し
重
ね
て
運
動
を
興
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
44
）
前
掲
註（
43
）加
藤
「
津
和
野
藩
の
神
葬
祭
復
興
運
動
と
心
霊
研
究
」
九
三
―
一
〇
一
頁
、
小
林
威
朗
「
神
職
・
国
学
者
岡
熊
臣
の

霊
魂
観
形
成
過
程
に
関
す
る
一
考
察
」（
前
掲
註（
30
）小
林
『
平
田
国
学
の
霊
魂
観
』
所
収
。
初
出
は
同
題
、『
神
道
宗
教
』
第
二
一

九
号
、
平
成
二
十
二
年
）
参
照
。
小
林
に
よ
れ
ば
、
熊
臣
の
思
想
形
成
過
程
に
お
い
て
、
宣
長
・
篤
胤
の
霊
魂
観
を
参
考
に
し
て
自

説
の
構
築
を
行
い
、「
神
代
の
神
と
同
じ
よ
う
に
死
を
迎
え
る
現
在
の
人
の
霊
魂
は
此
の
世
に
永
遠
に
留
ま
り
祀
り
を
う
け
る
」
と

理
論
化
す
る
こ
と
で
、
神
葬
祭
の
執
行
に
寄
与
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
窺
え
る
と
い
う
（「
神
職
・
国
学
者
岡
熊
臣
の
霊
魂
観
形
成

過
程
に
関
す
る
一
考
察
」
一
〇
八
頁
）。

（
45
）
前
掲
註（
１
）『
於
杼
呂
我
中
：
亀
井
勤
斎
伝
』
四
六
二
―
四
九
二
頁
。

（
46
）
前
掲
註（
１
）『
於
杼
呂
我
中
：
亀
井
勤
斎
伝
』
四
八
三
頁
。「
喪
儀
式
」
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
一
文
で
あ
る
。

（
47
）
前
掲
註（
１
）『
於
杼
呂
我
中
：
亀
井
勤
斎
伝
』
四
八
四
頁
。
一
例
と
し
て
、「
位
牌
」
へ
の
遷
霊
に
お
い
て
喪
主
の
者
が
「
祭
文
」

を
よ
む
こ
と
は
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
明
記
が
な
い
。

（
48
）
近
藤
啓
吾
「
朱
子
家
礼
概
説
」（
前
掲
註（
２
）近
藤
『
儒
葬
と
神
葬
祭
』
所
収
。
初
出
は
同
題
、『
神
道
宗
教
』
第
一
三
四
号
、
平
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成
元
年
）
参
照
。

（
49
）
仏
葬
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
先
祖
祭
祀
（
追
善
供
養
）
は
、
多
く
の
場
合
仏
壇
を
通
し
て
行
わ
れ
た
。
一
方
で
、
公
儀

と
し
て
の
神
葬
祭
が
制
禁
さ
れ
る
な
か
、
そ
れ
を
望
む
者
が
試
み
て
い
た
の
が
家
内
で
の
神
道
式
の
儀
礼
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て

は
、
遠
藤
潤
「
日
本
社
会
に
お
け
る
神
と
先
祖
―
一
九
世
紀
の
平
田
国
学
を
一
焦
点
と
し
て
」（
前
掲
註（
37
）遠
藤
『
平
田
国
学
と

近
世
社
会
』
所
収
。
初
出
は
「
日
本
社
会
に
お
け
る
神
と
先
祖
―
一
九
世
紀
の
国
学
を
焦
点
と
し
て
」、『
死
生
学
研
究
』
第
一
号
、

平
成
十
五
年
）
参
照
。

（
50
）『
玉
鉾
百
首
』（
大
久
保
正
編
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
一
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
八
年
）
三
二
五
頁
。

（
51
）
竹
田
聴
洲
『
日
本
人
の
「
家
」
と
宗
教
』
日
本
人
の
行
動
と
思
想
27
（
評
論
社
、
昭
和
五
十
一
年
）
八
二
―
八
五
頁
等
参
照
。
竹

田
は
ま
た
「
近
世
以
降
の
村
落
社
会
を
直
接
に
構
成
し
た
の
は
個
人
で
は
な
く
し
て
家
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
村
氏
神

の
氏
子
組
織
も
旦
那
寺
の
檀
家
集
団
も
と
も
に
家
を
単
位
と
し
て
構
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
神
道
と
か
仏
教
と
か
い
う
一
定
の
宗
教
を

信
奉
す
る
個
人
が
任
意
に
形
成
し
た
同
信
集
団
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
」（
八
七
頁
）
と
も
い
う
。

（
52
）
阪
本
健
一
『
明
治
以
降
神
社
関
係
法
令
史
料
』（
神
社
本
庁
明
治
維
新
百
年
記
念
事
業
委
員
会
、
昭
和
四
十
三
年
）
二
五
頁
。

（
53
）
常
世
長
胤
「
神
教
組
織
物
語
」（
安
丸
良
夫
・
宮
地
正
人
校
注
『
宗
教
と
国
家
』
日
本
近
代
思
想
大
系
５
、
岩
波
書
店
、
昭
和
六

十
三
年
所
収
）
一
六
三
頁
。

（
54
）
当
時
の
宣
教
使
の
人
員
に
つ
い
て
は
、
井
上
順
孝
・
阪
本
是
丸
編
著
『
日
本
型
政
教
関
係
の
誕
生
』（
第
一
書
房
、
昭
和
六
十
二
年
）

三
〇
九
―
三
一
〇
頁
参
照
。

（
55
）『
太
政
類
典
』
第
一
編
第
一
三
五
巻
「
東
京
府
下
ニ
神
葬
祭
地
ヲ
設
ク
」
参
照
。

（
56
）
前
掲
註（
52
）阪
本
『
明
治
以
降
神
社
関
係
法
令
史
料
』
二
五
頁
。
な
お
、
阪
本
是
丸
「
明
治
初
年
に
お
け
る
国
民
教
導
と
国
学
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者
」（『
明
治
維
新
と
国
学
者
』、
大
明
堂
、
平
成
五
年
所
収
。
初
出
は
「
明
治
初
年
に
お
け
る
国
民
教
導
―
宣
教
使
に
関
す
る
覚

書
」、『
昭
和
五
十
七
年
度
神
社
本
庁
教
学
研
究
会
報
告
』、
昭
和
五
十
八
年
所
収
）
で
は
、
対
キ
リ
ス
ト
教
政
策
が
要
求
さ
れ
る
時

代
状
況
や
そ
れ
を
ふ
ま
え
展
開
し
て
い
く
「
大
教
宣
布
運
動
」
で
の
人
物
の
動
向
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
57
）
藤
井
貞
文
「
宣
教
使
に
於
け
る
教
義
確
立
の
問
題
」（『
神
道
学
』
第
五
一
号
、
昭
和
四
十
一
年
）
一
三
―
一
六
頁
。
本
書
は
宣
教

使
に
お
い
て
定
説
と
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
狙
う
所
は
対
キ
リ
ス
ト
教
を
見
据
え
た
倫
理
運
動
で
あ
っ
た
と
い
う
。
要
領
は
八
条
に

わ
た
っ
て
解
説
さ
れ
て
お
り
、
既
述
の
項
以
外
で
は
「
神
人
万
物
の
霊
魂
悉
く
産
霊
神
の
腑
り
給
へ
る
事
」「
善
悪
邪
正
の
所
行
に

由
て
帰
す
る
所
も
亦
種
々
の
差
別
あ
る
事
」「
顕
世
に
て
は
所
々
に
政
庁
あ
り
て
朝
憲
を
分
掌
し
、
幽
に
て
は
産
土
神
あ
り
て
幽
政

を
分
掌
し
た
ま
ふ
事
」「
天
神
の
御
教
に
違
は
ず
、
世
に
功
あ
る
も
の
は
、
朝
廷
の
御
褒
賞
を
蒙
り
、
死
て
ハ
大
国
主
神
の
御
賞
を

う
け
、
天
に
帰
る
べ
き
事
」「
神
の
御
教
に
違
ひ
、
法
令
を
犯
し
、
諸
の
悪
行
を
な
し
た
る
者
は
、
大
国
主
神
の
冥
府
に
て
其
御
罰

を
受
け
て
夜
見
国
に
逐
ら
る
ゝ
も
あ
る
へ
き
事
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
58
）
遠
藤
潤
「
平
田
国
学
に
お
け
る
〈
霊
的
な
も
の
〉
―
霊
魂
と
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
近
代
―
」（
鶴
岡
賀
雄
・
深
澤
英
隆
編
『
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
宗
教
史
』
下
巻　

宗
教
史
学
論
叢
、
リ
ト
ン
、
平
成
二
十
四
年
）
四
〇
四
―
四
〇
六
頁
。
篤
胤
の
孫
で
、
次
代
の

平
田
門
を
担
う
と
期
待
さ
れ
て
い
た
平
田
延
胤
の
認
識
で
は
、「
神
魂
演
義
」
で
の
「
神
魂
帰
着
」
や
産
土
神
が
幽
政
を
分
掌
す
る

こ
と
が
、
篤
胤
の
唱
え
た
説
の
通
り
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

（
59
）
前
掲
註（
52
）阪
本
『
明
治
以
降
神
社
関
係
法
令
史
料
』
三
八
頁
。

（
60
）
三
宅
守
常
編
『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
』
下
巻
（
明
治
聖
徳
記
念
学
会
、
平
成
十
九
年
）
所
収
の
「
三
条
教
則
と
は
何
か
」
参

照
。「
三
条
教
則
」
と
は
、「
第
一
条　

敬
神
愛
国
ノ
旨
ヲ
体
ス
ヘ
キ
事　

第
二
条　

天
理
人
道
ヲ
明
ニ
ス
ヘ
キ
事　

第
三
条　

皇
上

ヲ
奉
戴
シ
朝
旨
ヲ
遵
守
セ
シ
ム
ヘ
キ
事
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
い
わ
ば
「
近
代
国
家
初
の
国
民
生
活
に
関
わ
る
倫
理
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
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ン
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
一
〇
六
一
―
一
〇
六
九
頁
）。
な
お
、
当
時
多
く
の
衍
義
書
が
著
さ
れ
、
そ
の
最
も
「
正
統
」
と
さ
れ
た

も
の
に
田
中
頼
庸
に
よ
る
『
三
条
演
義
』
が
挙
げ
ら
れ
る
（
三
宅
守
常
編
『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
』
上
巻
、
明
治
聖
徳
記
念
学

会
、
平
成
十
九
年
所
収
）。
頼
庸
に
お
い
て
も
、「
幽
顕
の
分
」
か
ら
霊
魂
帰
着
が
説
い
て
い
る
こ
と
は
と
く
に
注
目
に
値
す
る
。

（
61
）
正
二
位
大
教
正
近
衛
忠
房
・
従
五
位
大
教
正
千
家
尊
福
『
神
教
要
旨
略
解
』（
明
治
五
年
）
参
照
。
ま
た
、
明
治
五
年
頃
の
「
大

教
宣
布
運
動
」
に
お
け
る
教
説
書
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（
８
）武
田
「
神
宮
教
院
の
神
道
教
説
」
八
八
頁
。

（
62
）
前
掲
註（
61
）『
神
教
要
旨
略
解
』
七
丁
オ
―
ウ
、
八
丁
オ
。

（
63
）
前
掲
註（
61
）『
神
教
要
旨
略
解
』
九
丁
ウ
、
十
丁
オ
。

（
64
）『
太
政
類
典
』
第
二
編
第
二
六
八
巻
「
東
京
府
下
神
葬
祭
地
ヲ
増
ス
」
参
照
。

（
65
）
前
掲
註（
52
）阪
本
『
明
治
以
降
神
社
関
係
法
令
史
料
』
五
四
頁
。

（
66
）
前
掲
註（
３
）拙
稿
「
神
官
教
導
職
と
神
葬
祭
―
『
葬
祭
略
式
』
再
考
―
」
参
照
。『
葬
祭
略
式
』
の
草
案
作
成
は
宣
教
使
の
時
代

か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
葬
儀
に
際
し
親
族
に
よ
る
「
喪
主
」
以
外
の
司
祭
者
を
据
え
る
想
定
が
変
更
さ
れ
て
い
き
、
墓
地
の
「
土

地
神
」
へ
の
祭
祀
、
す
な
わ
ち
地
鎮
祭
を
行
う
記
述
が
削
除
さ
れ
る
な
ど
、
神
葬
祭
に
つ
い
て
政
府
内
で
宗
教
色
を
減
退
さ
せ
て
い

く
方
針
が
あ
っ
た
。
他
界
観
に
つ
い
て
も
、
最
初
期
の
草
案
に
見
受
け
ら
れ
た
「
高
天
原
」「
天
」
と
い
う
語
が
削
除
さ
れ
、
頒
行

の
直
前
に
「
幽
冥
」
の
語
が
加
え
ら
れ
る
な
ど
、
ゆ
ら
ぎ
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
67
）
正
二
位
大
教
正
近
衛
忠
房
・
従
五
位
大
教
正
千
家
尊
福
『
葬
祭
略
式
』（
明
治
五
年
）
二
丁
オ
、
ウ
。

（
68
）
明
治
五
年
に
公
然
と
神
葬
祭
が
執
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、『
葬
祭
略
式
』
を
「
雛
型
」
に
様
々
な
「
私
撰
」
の
葬
祭
書

が
作
成
さ
れ
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（
２
）近
藤
「
幕
末
維
新
に
於
け
る
神
葬
祭
説
と
そ
の
実
行
」
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
69
）
前
掲
註（
52
）阪
本
『
明
治
以
降
神
社
関
係
法
令
史
料
』
五
七
頁
。
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（
70
）
前
掲
註（
60
）三
宅
『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
』
下
巻
所
収
の
「
三
条
教
則
と
は
何
か
」
一
〇
六
三
頁
。
な
お
十
七
兼
題
の
成
立

に
つ
い
て
は
、
大
林
正
昭
「
十
七
兼
題
の
制
定
経
緯
と
そ
の
特
色
」（『
広
島
大
学
教
育
学
部　

第
一
部
』
第
三
八
号
、
平
成
二
年
）

参
照
。

（
71
）
前
掲
註（
６
）阪
本
「
神
葬
祭
の
普
及
と
火
葬
禁
止
問
題
」
四
三
六
―
四
四
四
頁
。

（
72
）
な
お
「
大
教
宣
布
運
動
」
下
に
お
い
て
著
さ
れ
た
葬
祭
書
の
う
ち
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
な
い
も
の
に
は
、
例
え
ば
、
星
野
光

樹
が
紹
介
し
た
岩
崎
長
世
『
神
葬
考
』（
星
野
光
樹
「
岩
崎
長
世
著
『
神
葬
考
』
の
翻
刻
と
紹
介
」、『
近
代
祭
式
と
六
人
部
是
香
』、

弘
文
堂
、
平
成
二
十
四
年
所
収
。
初
出
は
同
題
で
、
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
編
『
史
料
か
ら
見
た
神
道
―
國
學
院
大

學
の
学
術
資
産
を
中
心
に
―
』、
弘
文
堂
、
平
成
二
十
一
年
所
収
）
や
、
角
田
忠
行
『
喪
事
略
記
』（
刊
行
年
不
明
）
等
が
あ
る
。
い

ず
れ
も
研
究
対
象
と
し
て
重
要
な
葬
祭
書
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
教
化
活
動
の
場
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
記
録
を
新
聞
等

で
発
見
で
き
な
か
っ
た
こ
と
や
、
同
じ
著
者
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
教
説
書
と
の
比
較
が
叶
わ
な
か
っ
た
た
め
、
本
稿
で
は
分
析
対
象

と
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
補
記
し
て
お
き
た
い
。

（
73
）
常
世
長
胤
は
神
祇
官
時
代
の
「
葬
祭
式
」
策
定
に
参
画
し
、
ま
た
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
鍋
島
直
正
の
藩
葬
の
際
に
は
葬
儀
式

で
あ
る
『
喪
事
類
記
』
を
作
成
す
る
な
ど
、
明
治
初
期
の
神
葬
祭
に
度
々
関
与
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
常
世
長
胤
を
取
り
上
げ
た
論

考
は
、
藤
田
大
誠
「
國
學
院
大
學
の
学
術
資
産
と
し
て
の
大
教
宣
布
関
係
資
料
の
一
面
―
常
世
長
胤
関
係
資
料
の
解
説
と
『
宗
源
教

大
意
』
の
翻
刻
―
」（
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
編
『
史
料
か
ら
見
た
神
道
：
國
學
院
大
學
の
学
術
資
産
を
中
心
に
』、

弘
文
堂
、
平
成
二
十
一
年
所
収
）
が
あ
る
。
な
お
、
神
道
事
務
局
の
機
関
誌
『
開
知
新
聞
』（
註（
81
）参
照
）
上
で
は
、
本
書
を
も

と
に
執
行
さ
れ
た
神
葬
祭
が
度
々
報
告
さ
れ
て
お
り
、『
上
等
葬
祭
図
式
』
は
神
道
教
導
職
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
書
で
あ
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
（
拙
稿
「
明
治
初
期
の
神
葬
祭
式
を
め
ぐ
る
問
題
」、『
神
道
文
化
』
第
三
二
号
、
令
和
二
年
）。
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（
74
）
前
掲
註（
60
）三
宅
『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
』
下
巻
、
一
一
五
二
―
一
一
五
三
頁
。
な
お
小
池
は
国
学
者
と
し
て
の
一
面
も
有

し
、『
本
教
新
論
』（
明
治
十
二
年
）
な
ど
多
数
の
著
述
も
行
っ
た
（
一
一
七
二
―
一
一
七
三
頁
）。

（
75
）
小
池
貞
景
『
葬
祭
一
家
例
』（
明
治
七
年
）。
本
資
料
は
、
河
野
省
三
記
念
文
庫
所
蔵
（
識
別
番
号
：
三
二
九
八
）。

（
76
）
前
掲
註（
75
）『
葬
祭
一
家
例
』
一
丁
オ
。

（
77
）
前
掲
註（
75
）『
葬
祭
一
家
例
』
三
丁
オ
―
ウ
。

（
78
）
前
掲
註（
60
）三
宅
『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
』
上
巻
、
五
五
〇
―
五
九
四
頁
。
本
書
の
構
成
は
、
三
条
教
則
お
よ
び
関
連
す
る

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
一
文
を
項
目
の
よ
う
な
形
式
で
掲
げ
、
全
二
冊
・
十
二
項
目
よ
り
成
る
（
前
掲
註（
60
）三
宅
『
三
条
教

則
衍
義
書
資
料
集
』
下
巻
、
一
一
五
三
頁
）。

（
79
）
前
掲
註（
60
）三
宅
『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
』
上
巻
、
五
五
〇
―
五
五
一
頁
。

（
80
）
前
掲
註（
52
）阪
本
『
明
治
以
降
神
社
関
係
法
令
史
料
』
一
〇
一
頁
。

（
81
）
神
道
事
務
局
は
、
地
方
に
神
道
事
務
分
局
、
そ
の
下
位
に
支
局
が
置
か
れ
、
神
道
事
務
局
は
こ
れ
ら
の
機
関
を
拠
点
に
各
地
で
教

化
活
動
を
展
開
し
た
が
、『
開
知
新
聞
』（
明
治
九
年
十
月
創
刊
―
明
治
十
四
年
四
月
ま
で
刊
行
）
に
は
、
各
地
域
の
神
葬
祭
の
事
例

や
意
見
が
寄
稿
さ
れ
、
時
に
神
道
教
導
職
同
士
の
情
報
交
換
の
場
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
開
知
新
聞
』
に
つ
い
て
は
、

『
開
知
新
聞
』
復
刻
版
、
第
一
巻
～
三
巻
（
第
一
号
～
第
二
二
七
号
／
第
四
四
四
号
・
第
四
四
六
号
～
第
四
四
八
号
・
第
四
六
〇
号
、

不
二
出
版
、
平
成
二
十
七
年
）、
第
四
巻
～
七
巻
（
第
二
二
八
号
～
第
三
四
三
号
〈
不
二
出
版
、
二
平
成
二
十
五
年
〉）、
第
八
巻
～

十
一
巻
（
第
三
四
四
号
～
第
四
五
九
号
、
不
二
出
版
、
平
成
二
十
六
年
）
参
照
。

（
82
）
高
知
県
神
道
事
務
分
局
『
折
衷
葬
祭
式　

全
』（
明
治
八
年
十
二
月
十
八
日
）。
本
資
料
は
筆
者
所
蔵
。

（
83
）
前
掲
註（
82
）『
折
衷
葬
祭
式　

全
』
二
丁
ウ
―
三
丁
ウ
。
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（
84
）
小
澤
三
郎
「
自
葬
禁
止
下
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
の
葬
儀
」（『
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
研
究
』、
東
海
大
学
出
版
会
、
昭
和
三

十
九
年
所
収
）
一
四
九
―
一
五
八
頁
。
小
澤
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
明
治
五
年
の
自
葬
禁
止
（
太
政
官
布
告
一
九
二
号
）
か
ら
同
十
七

年
の
自
葬
の
禁
解
除
（
内
務
卿
口
達
）
ま
で
の
間
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
よ
る
葬
儀
は
、
㈠
仕
方
な
し
に
異
教
に
よ
っ
て
葬
儀
を
行

な
う
者
、
㈡
国
法
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
積
極
的
に
合
法
的
葬
儀
を
行
な
う
者
、
㈢
申
し
訳
程
度
に
合
法
的
葬
儀
を
行
な
い
そ

れ
と
は
別
に
立
派
な
キ
リ
ス
ト
教
式
葬
儀
を
執
行
す
る
者
、
㈣
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
従
っ
て
自
葬
の
禁
を
無
視
し
、
キ
リ
ス
ト
教
式

葬
儀
を
行
な
う
者
、
と
四
分
類
で
き
る
と
い
う
。
な
お
、
当
時
、
と
く
に
㈣
の
増
加
に
つ
い
て
問
題
視
す
る
神
道
教
導
職
の
発
言
が

『
開
知
新
聞
』
に
見
受
け
ら
れ
る
（『
開
知
新
聞
』
第
二
一
三
号
、
明
治
十
一
年
七
月
七
日
付
）。

（
85
）
前
掲
註（
８
）武
田
「
神
宮
教
院
の
神
道
教
説
」
一
一
四
頁
。

（
86
）
齊
藤
智
朗
「『
開
知
新
聞
』
解
説
」（『
開
知
新
聞
』
復
刻
版
第
一
巻
、
不
二
出
版
、
平
成
二
十
七
年
）
十
一
―
十
四
頁
。

（
87
）
千
家
尊
福
は
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）
年
八
月
六
日
、
出
雲
国
造
千
家
尊
澄
の
嫡
男
と
し
て
誕
生
し
た
。
母
は
広
橋
光
成
の
女
、

婦
美
子
で
あ
る
。
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
一
月
四
日
に
太
政
官
よ
り
従
五
位
に
叙
せ
ら
れ
、
同
年
一
月
十
二
日
に
は
出
雲
大
社
大

宮
司
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
ま
た
太
政
官
に
よ
り
教
導
職
大
教
正
と
の
兼
補
が
決
せ
ら
れ
、
伊
勢
の
神
宮
祭
主
・
近
衛
忠
房
と
と
も
に
大

教
正
と
な
る
な
ど
、「
大
教
宣
布
運
動
」
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。
同
年
十
一
月
十
九
日
、
第
八
十
代
出
雲
国
造
を
襲
任

し
て
い
る
。
尊
福
に
つ
い
て
は
、
藤
井
貞
文
「
千
家
尊
福
公
の
事
績
」（『
神
道
学
』
第
五
七
号
、
昭
和
四
十
三
年
）
参
照
、
明
治
五

年
以
後
の
尊
福
の
来
歴
に
つ
い
て
は
、
出
雲
大
社
教
教
学
文
化
研
究
室
編
『
千
家
尊
福
公
』（
出
雲
大
社
教
教
務
本
庁
、
平
成
六
年
）

に
掲
載
さ
れ
た
「
御
巡
歴
の
譜
」
を
参
照
。

（
88
）
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
五
月
十
四
日
に
神
社
を
「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
定
め
る
と
と
も
に
、「
官
社
以
下
定
願
・
神
官
職
制
等
規

則
」
を
交
付
し
た
こ
と
に
よ
り
、
出
雲
大
社
は
官
幣
大
社
に
列
格
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
草
案
の
段
階
で
「
杵
築
大
社
」
と
記
さ
れ
て
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い
た
が
、
同
年
の
実
際
の
法
令
で
は
「
出
雲
大
社
」
と
表
記
さ
れ
た
（
大
社
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
大
社
町
史
』
中
巻
、
出
雲
市
、

平
成
二
十
年
、
六
四
九
頁
）。

（
89
）
そ
れ
以
前
の
同
月
十
三
日
付
で
、
神
祇
事
務
局
よ
り
特
に
「
意
宇
郡
六
社
一
社
中
、
神
葬
祭
被　
二
仰
出　
一
」
と
、
出
雲
大
社
な
ら
び

に
国
造
家
と
縁
の
深
い
熊
野
大
社
・
神
魂
神
社
等
六
社
に
対
し
達
が
出
さ
れ
、
同
月
十
八
日
に
出
雲
大
社
に
到
着
し
て
い
る
。
こ
の

件
に
つ
い
て
は
、
平
井
直
房
「
出
雲
大
社
周
辺
の
神
葬
祭
の
展
開
」（『
出
雲
国
造
火
継
ぎ
神
事
の
研
究
』、
大
明
堂
、
平
成
元
年
所

収
。
初
出
は
『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
』
第
一
二
輯
、
昭
和
五
十
六
年
）
四
三
一
―
四
三
二
頁
参
照
。

（
90
）『
神
葬
祭
古
記
』
は
、
祖
霊
社
に
伝
来
し
て
い
た
「
山
根
敬
治
氏
写
本
」
の
「
神
葬
祭
書
記
」
が
、
昭
和
四
十
一
（
一
九
六
六
）

年
九
月
十
日
に
書
写
さ
れ
、
平
岡
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
、
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
の
触
書
に
と

も
な
う
神
葬
祭
の
様
相
を
記
録
し
て
い
る
。
本
資
料
は
、
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
西
岡
和
彦
教
授
、
ま
た
国
葬
研
究
会
の
先
学

よ
り
ご
教
示
い
た
だ
き
、
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
前
掲
註（
89
）平
井
「
出
雲
大
社
周
辺
の
神
葬
祭
の
展
開
」
に
お
い
て
、

「
出
雲
大
社
祖
霊
社
に
も
『
神
葬
祭
古
記
』
と
題
す
る
一
本
が
あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
（
四
四
〇
頁
）。

（
91
）
前
掲
註（
87
）『
千
家
尊
福
公
』
三
十
頁
。

（
92
）
前
掲
註（
87
）『
千
家
尊
福
公
』
三
五
一
頁
。

（
93
）
前
掲
註（
87
）『
千
家
尊
福
公
』
三
五
二
頁
。

（
94
）
森
田
康
之
助
「
出
雲
国
造
家
の
伝
統
と
学
問
」（『
出
雲
学
論
攷
』、
出
雲
大
社
、
昭
和
五
十
二
年
）
四
六
一
頁
。
な
お
、
同
月
二

十
三
日
に
は
出
雲
大
社
教
院
の
称
を
届
け
出
て
い
る
（
前
掲
註（
87
）『
千
家
尊
福
公
』
三
十
六
頁
）。

（
95
）
千
家
尊
福
『
教
会
撮
要
』（
千
家
尊
福
、
明
治
十
年
）
三
丁
オ
、
ウ
。

（
96
）
前
掲
註（
６
）阪
本
「
神
葬
祭
の
普
及
と
火
葬
禁
止
問
題
」
四
四
五
―
四
四
六
頁
。
例
え
ば
明
治
十
一
年
に
は
、
神
官
・
教
導
職
と
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い
う
一
家
を
挙
げ
て
神
葬
祭
を
行
う
家
に
あ
っ
て
も
、
葬
祭
は
各
自
の
自
由
に
任
せ
る
べ
き
あ
る
と
い
う
緩
慢
な
判
断
を
示
し
て.

い
る
。

（
97
）
前
掲
註（
81
）『
開
知
新
聞
』
第
二
七
七
号
（
明
治
十
二
年
二
月
十
六
日
付
）。

（
98
）
祖
霊
社
所
蔵
『
葬
祭
式
原
本
』
で
、
平
井
は
「
内
容
的
に
は
〝
原
本
〟
と
い
う
よ
り
手
書
き
の
ま
ま
の
〝
草
案
〟
で
あ
り
、
こ
れ

に
補
訂
を
加
え
た
も
の
が
『
葬
祭
式
』」
と
し
、
続
け
て
「『
神
葬
祭
書
類
』
当
時
に
較
べ
『
原
本
』
以
後
の
も
の
に
は
、
死
者
の
た

め
に
幽
冥
大
神
（
大
国
主
神
）
の
加
護
を
仰
ぐ
と
い
う
平
田
神
学
に
触
発
さ
れ
た
信
仰
が
窺
わ
れ
、
祭
式
も
祭
詞
も
次
第
に
懇
切
・

哀
悼
・
荘
重
の
度
を
加
え
て
い
る
」
と
見
解
を
述
べ
て
い
る
（
前
掲
註（
89
）平
井
「
出
雲
大
社
周
辺
の
神
葬
祭
の
展
開
」
四
三
七

頁
）。
本
稿
で
は
、
と
く
に
霊
魂
観
・
他
界
観
に
つ
い
て
、『
葬
祭
式
』
刊
本
が
「
原
本
」
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
と
推
定
し
、
分
析
を

加
え
て
い
く
。

（
99
）
祭
神
論
争
に
つ
い
て
は
、
藤
井
貞
文
『
明
治
国
学
発
生
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
二
年
）
参
照
。
な
お
明
治
十
一

年
段
階
に
お
い
て
、
神
道
事
務
局
大
会
議
が
開
催
さ
れ
る
に
臨
み
、
尊
福
は
「
葬
祭
式
ヲ
撰
定
ス
ル
事
」
を
送
致
し
、「
葬
祭
ノ
要

ト
ス
ル
ハ
、
啻
霊
魂
ヲ
シ
テ
其
帰
ス
ヘ
キ
所
ニ
帰
シ
テ
安
慰
セ
シ
ム
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
抑
霊
魂
ハ
幽
冥
大
神
ノ
統
率
シ
玉
フ
者
ナ
レ

ハ
、
之
ヲ
祭
ル
ハ
必
先
ツ
大
神
ノ
幽
護
ヲ
請
ハ
サ
ル
可
ラ
ス
」
と
、
神
葬
祭
の
大
要
を
既
に
明
示
し
て
い
る
（
三
一
―
三
五
頁
）。

（
100
）
土
屋
清
城
・
長
谷
川
静
義
編
『
葬
祭
式
』
上
巻
（
明
治
十
四
年
）。

（
101
）
前
掲
註（
100
）『
葬
祭
式
』
上
巻
、
三
丁
オ
。

（
102
）
前
掲
註（
100
）『
葬
祭
式
』
上
巻
、
五
丁
オ
。

（
103
）
前
掲
註（
100
）『
葬
祭
式
』
上
巻
、
五
丁
ウ
、
六
丁
オ
。

（
104
）
前
掲
註（
100
）『
葬
祭
式
』
上
巻
、
六
丁
ウ
。
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（
105
）
な
お
、
明
治
十
年
代
以
降
に
著
さ
れ
た
神
葬
祭
の
葬
祭
書
を
分
析
し
、「
帰
幽
」「
帰
天
」
と
い
う
語
の
展
開
を
示
唆
し
た
山
作
良

之
に
よ
る
研
究
発
表
「
神
葬
祭
祭
式
に
見
ら
れ
る
「
帰
幽
」
の
意
味
と
、
そ
の
移
り
変
わ
り
に
つ
い
て
」（『
神
道
宗
教
』
第
一
九
〇

号
、
平
成
十
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
三
年
刊
の
神
宮
司
庁
に
よ
る
『
葬
祭
式
』
に
「
帰
天
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
、
死
後
の

行
方
が
「
日
若
宮
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
。
祭
神
論
争
が
展
開
す
る
な
か
で
、
伊
勢
・
出
雲
が
そ
れ
ぞ
れ
神
葬
祭
と
い
う

実
践
を
以
て
そ
の
神
学
を
顕
在
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
そ
の
後
、
藤
井
稜
威
編
『
神
宮
教
会
葬
祭
式
』（
藤
井

稜
威
、
明
治
十
六
年
）、
平
山
省
斎
編
『
大
成
教
葬
祭
式
』
上
・
下
巻
（
大
成
教
本
部
、
明
治
十
七
年
）、
片
岡
正
占
編
『
黒
住
教
葬

祭
式
』
上
・
下
巻
（
栗
原
釜
一
郎
、
明
治
二
十
二
年
）
等
、
一
派
特
立
し
た
神
道
教
派
に
よ
っ
て
、
独
自
の
葬
祭
書
が
編
纂
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

（
106
）
佐
々
木
聖
使
「
神
道
非
宗
教
よ
り
神
社
非
宗
教
へ
―
神
官
・
教
導
職
の
分
離
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
・

教
育
制
度
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
集
、
昭
和
六
十
年
）
九
十
八
―
一
〇
四
頁
。
そ
の
理
論
構
築
の
中
心
に
い
た
の
が
島
地
黙
雷
で
あ

る
。
仏
教
界
は
大
教
院
分
離
運
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
神
道
中
心
の
教
義
宣
布
に
反
対
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
も
の
の
、
明

治
初
年
以
来
、
経
済
的
問
題
が
焦
眉
の
急
で
あ
り
、
神
葬
祭
廃
止
に
よ
る
仏
教
地
盤
の
回
復
を
運
動
の
根
拠
に
有
し
て
い
た
。

（
107
）
前
者
は
内
務
省
達
乙
第
三
〇
号
、
後
者
は
内
務
省
許
可
。
前
掲
註（
52
）阪
本
『
明
治
以
降
神
社
関
係
法
令
史
料
』
十
五
―
十
六

頁
。

（
108
）
一
例
と
し
て
、
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
七
月
下
旬
か
ら
十
二
月
ま
で
続
い
た
福
岡
巡
教
で
は
、
管
長
で
あ
る
尊
福
の
親
教
が

一
二
五
席
に
の
ぼ
り
、
五
万
人
が
大
社
教
に
入
り
、
一
五
〇
〇
戸
が
神
葬
祭
に
改
め
た
と
さ
れ
る
（
岡
本
雅
亨
『
千
家
尊
福
と
出
雲

信
仰
』
ち
く
ま
新
書
、
筑
摩
書
房
、
令
和
元
年
、
一
七
六
頁
。
当
該
記
述
は
、
同
十
九
年
五
月
の
『
大
社
教
雑
誌
』
創
刊
号
に
よ

る
）。
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【
附
記
】　

例
年
、
國
學
院
大
學
博
物
館
で
は
教
派
神
道
連
合
会
と
共
催
で
特
集
展
示
を
開
催
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
特
集
展
示
に
お

け
る
校
史
・
学
術
資
産
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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伊
豆
山
神
社
所
蔵「
紺
紙
金
泥
般
若
心
経
〈
後
奈
良
天
皇
宸
翰
／（
伊
豆
国
）〉」 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
伝
来
に
つ
い
て

栗
　
木
　
　
崇

は
じ
め
に

　

走
湯
権
現
は
伊
豆
権
現
、
走
湯
山
と
呼
ば
れ
、
箱
根
権
現
（
箱
根
神
社
）
と
あ
わ
せ
て
二
所
と
称
さ
れ
、
三
嶋
社
（
三
嶋
大
社
）
と
と

も
に
東
国
政
権
の
守
護
神
と
し
て
崇
敬
を
受
け
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
、
現
在
も
伊
豆
山
神
社
に
は
多
く
の
社
宝
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ

の
中
の
ひ
と
つ
に
重
要
文
化
財
「
紺
紙
金
泥
般
若
心
経
〈
後
奈
良
天
皇
宸
翰
／（
伊
豆
国
）〉」（
以
下
、
伊
豆
国
『
心
経
』
と
す
る
）
が
あ
る
。

　

諸
国
に
奉
納
さ
れ
た
後
奈
良
天
皇
自
筆
の
般
若
心
経
の
ひ
と
つ
で
、
伊
豆
国
『
心
経
』
が
伊
豆
山
神
社
に
伝
来
し
た
経
緯
は
不
明
と

な
っ
て
い
る（
１
）。
し
か
し
、
一
般
的
に
こ
れ
ら
の
般
若
心
経
は
諸
国
の
一
宮
に
納
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら（
２
）、
一
説
に
は
明
治
初

期
に
三
嶋
大
社
の
国
宝
「
梅
蒔
絵
手
箱
」
と
交
換
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
（
太
田
一
九
八
七
）
（
３
）。

　

本
稿
で
は
こ
の
伊
豆
国
『
心
経
』
が
伊
豆
山
神
社
に
伝
わ
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
若
干
の
所
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

翰國學院大學研究開発推進機構紀要　第13号　令和3年3月
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.　

図１　紺紙金泥般若心経〈後奈良天皇宸翰／（伊豆国）〉

図２　紺紙金泥般若心経〈後奈良天皇宸翰／（伊豆国）〉（拡大）
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一
、
伊
豆
国
『
心
経
』
の
状
況

　

伊
豆
国
『
心
経
』
の
法
量
は
縦
幅
２
７
．１
㎝
で
横
幅
は
８
６
．５
㎝
（
見
返
し
１
６
．０
㎝
・
第
一
紙
４
９
．０
㎝
・
見
返
し
２
１
．５
㎝
）

を
測
る
。
軸
は
金
属
製
で
長
さ
３
２
．５
㎝
、
軸
端
が
撥
形
と
な
り
最
大
幅
２
．８
㎝
と
な
る
。
紺
紙
に
金
泥
を
用
い
て
、
見
返
し
に
散
華

を
描
き
、
罫
線
を
引
い
た
中
に
内
題
「
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」、
次
の
行
か
ら
17
行
に
わ
た
っ
て
般
若
心
経
を
書
写
し
、
一
行
開
け

て
「
伊
豆
国
」
と
記
し
て
い
る
（
図
１
・
２
）。

　

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
四
月
二
十
五
日
に
重
要
文
化
財
（
書
籍
・
典
籍
）
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
翌
年
十
一
月
の
伊
豆
山
神

社
の
『
寶
物
古
文
書
台
帳
』（
コ
ピ
ー
が
現
存
）
に
は
「
宝
第
三
十
六
号
」
の
項
と
し
て
「
心
経
」「
壱
巻
」「
長
九
寸
／
巾
二
尺
三
寸
五
分

／
紺
紙
金
字
／
表
紙
金
泥
蓮
華
」「
社
伝
云
北
條
氏
康
所
書
写
也
／
後
奈
良
天
皇
御
宸
筆
」「
文
学
博
士
伊
木
寿
一
氏
後
奈
良
天
皇
ノ
御
宸

筆
ナ
ラ
ン
ト
云
フ
（
國
宝
）」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
上
の
枠
外
に
は
「
…
四
月
二
十
五
日
…
省
告
示
…
」
と
追
記
さ
れ
て
い
る
（
図

３
・
４
）。

　

伊
木
寿
一
は
東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
官
（
当
時
）
で
あ
り
、『
寶
物
古
文
書
台
帳
』
の
記
載
内
容
か
ら
伊
木
寿
一
の
調
査
に
よ
っ
て

北
條
氏
康
所
書
写
と
伝
わ
っ
て
い
た
「
心
経
」
が
後
奈
良
天
皇
宸
翰
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
重
要
文
化
財
指
定
（
当
時
は
国

宝
）
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
初
年
の
『
伊
豆
山
神
社
取
調
上
申
書
』
の
中
に
「
一
心
経　

壱
巻　

社
伝
云
、
北
條
氏
康
所
書
寫

也（
４
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
伊
豆
国
『
心
経
』
は
江
戸
時
代
末
に
は
北
條
氏
康
の
書
写
と
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

翰
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図3　伊豆山神社『寶物古文書台帳』表紙（コピー）
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図4　『寶物古文書台帳』の伊豆国『心経』該当部分（コピー）

翰
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二
、
後
奈
良
天
皇
宸
筆
の
般
若
心
経
が
作
製
さ
れ
た
歴
史
的
背
景

　

伊
豆
国
『
心
経
』
を
含
め
、
後
奈
良
天
皇
宸
筆
の
般
若
心
経
が
諸
国
に
奉
納
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
先
学
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る（
５
）が
、
簡
単
に
述
べ
る
と
、
後
奈
良
天
皇
は
こ
れ
よ
り
前
の
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
に
疫
病
流
行
の
終
息
を
願
い
、
嵯
峨
天
皇
の
例

に
倣
い
般
若
心
経
を
書
写
し
て
大
覚
寺
に
奉
納
し
た
。
同
八
年
の
凶
作
に
続
き
、
翌
九
年
に
は
飢
饉
疫
病
起
こ
り
、
京
で
は
毎
日
六
十
名

の
死
体
が
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
惨
状
（『
厳
助
往
年
記
』）
に
お
い
て
、
ま
た
般
若
心
経
を
書
写
し
、
醍
醐
三
宝
院
の
義
堯
僧
正
に
修
法
を

行
わ
せ
た
。
大
覚
寺
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
に
は
「
頃
者
疾
疫
流
行
民
庶
憂
患
…
」
醍
醐
寺
に
も
「
今
茲
天
下
大
疫
万
民
多

於
死
亡
…
為

疫
病
之
妙
薬
矣
」
と
奥
書
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
疫
病
流
行
の
終
息
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
。

　

安
房
国
あ
て
の
般
若
心
経
と
と
も
に
京
都
の
曼
殊
院
に
伝
わ
る
各
国
へ
の
伝
達
者
の
名
前
を
書
き
あ
げ
た
目
録
『
心
経
被
遣
諸
国
覚
』

に
よ
っ
て
、
天
文
十
四
年
に
至
る
ま
で
に
多
数
の
心
経
を
謹
書
し
、
同
年
二
月
二
十
一
日
ま
で
に
河
内
よ
り
近
江
ま
で
の
十
八
か
国
の.

伝
達
者
が
決
定
し
、
そ
れ
よ
り
の
ち
に
伊
豆
国
を
含
め
た
残
り
六
か
国
が
決
定
、
国
々
は
合
わ
せ
て
二
十
五
か
国
に
及
ぶ
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

　

現
存
す
る
「
心
経
」
は
７
件
あ
る
が
（
表
１
）、
受
領
者
が
判
明
し
て
い
る
も
の
は
越
後
、
甲
斐
、
肥
後
の
３
件
で
、
長
尾
晴
景
、
武

田
晴
信
、
阿
蘇
惟
豊
が
受
領
し
て
い
る
。
ま
た
曼
殊
院
に
は
陸
奥
国
の
蘆
名
盛
舜
が
受
領
し
た
こ
と
を
示
す
請
文
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
各
国
の
有
力
な
戦
国
大
名
で
あ
る
。
し
か
し
奉
納
先
に
つ
い
て
は
、
肥
後
の
み
阿
蘇
社
と
女
房
奉
書
で
指
定
さ
れ
て
い
る
が（
６
）、

一

宮
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
く
、　

現
存
す
る
史
料
群
か
ら
は
、
諸
国
の
一
宮
で
あ
る
こ
と
が
奉
納
先
の
決
定
的
な
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
は

確
認
で
き
な
い
。
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三
、
伊
豆
国
『
心
経
』
が
も
た
ら
さ
れ
た
頃
の
駿
豆
国
境
の
状
況

　

当
時
伊
豆
国
を
支
配
し
て
い
た
小
田
原
北
條
氏
と
駿
河
の
今
川
氏
は
甲
斐
の
武
田
氏
に
対
抗
す
る
た
め
同
盟
関
係
で
あ
っ
た
が
、
天
文

六
年
に
武
田
と
今
川
が
同
盟
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
條
氏
は
駿
東
地
域
（
河
東
）
に
攻
め
込
み
富
士
吉
原
ま
で
占
拠
し
、
今
川
と
対
立

す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
第
一
次
河
東
一
乱
）。

　

同
十
年
に
北
條
は
氏
綱
か
ら
氏
康
に
代
替
わ
り
し
、
武
田
も
晴
信
（
信
玄
）
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
信
虎
が
駿
河
に
追
放
さ
れ
、
北
條

と
武
田
で
関
係
改
善
が
図
ら
れ
な
が
ら
も
小
競
り
合
い
が
続
い
て
お
り
、
同
十
三
年
に
東
国
へ
下
っ
た
連
歌
師
宗
牧
は
『
東
国
紀
行
』
に

「
駿
豆
再
乱
」
と
記
し
て
い
て
、
す
で
に
不
穏
な
状
態
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

翌
十
四
年
、
聖
護
院
道
増
が
三
月
二
十
六
日
以
降
に
駿
河
へ
行
き
、
四
月
二
日
に
甲
府
、
七
月
七
日
に
駿
河
に
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

肥
後

周
防

三
河

甲
斐

安
房

越
後

伊
豆

旧
国
名

西
巌
殿
寺

周
防
国
分
寺

西
尾
市
岩
瀬
文
庫

浅
間
神
社

曼
殊
院

上
杉
神
社

伊
豆
山
神
社

現
所
有
者

烏
丸
光
康

烏
丸
光
康

三
条
公
頼

聖
護
院
道
増

報
恩
院
源
雅

勧
修
寺
尹
豊

聖
護
院
道
増

伝
達
者 

未
遂
含
む

阿
蘇
惟
豊

大
内
義
隆

今
川
義
元

武
田
晴
信

里
見
義
堯

長
尾
晴
景

北
條
氏
康

戦
国
大
名

阿
蘇
社
へ
奉
納
を
指
示
す
る
女
房
奉
書
あ
り

京
都
の
古
書
店
よ
り
岩
瀬
弥
助
が
購
入

天
文
十
九
年
四
月
二
十
日
の
武
田
晴
信
の
添
書
あ
り

伝
達
者
が
下
向
で
き
ず

長
尾
晴
景
あ
て
の
綸
旨
あ
り

江
戸
時
代
に
は
北
条
氏
康
の
書
写
と
伝
わ
る

備
　
　
考

一
九
〇
六
年
　
四
月
十
四
日

一
九
一
〇
年
　
四
月
二
〇
日

一
九
五
七
年
　
二
月
十
九
日

一
九
〇
五
年
　
四
月
　
四
日

一
九
一
六
年
　
五
月
二
四
日

一
九
三
八
年
　
七
月
　
四
日

一
九
二
七
年
　
四
月
二
五
日

重
要
文
化
財
指
定
年
月
日

表１　現存する「心経」一覧

翰
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て
お
り
（『
為
和
集
』『
高
白
斉
記
』）、
こ
の
間
に
小
田
原
へ
行
き
、

和
睦
仲
介
の
使
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
般
若
心
経
を

北
條
氏
に
渡
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
和
睦
に
は
至
ら
ず
、
八
月

に
は
今
川
義
元
が
出
陣
し
、
九
月
十
六
日
に
は
吉
原
城
が
陥
落
、
北

條
軍
を
三
島
ま
で
退
却
さ
せ
、
九
月
二
十
一
日
に
は
長
窪
城
（
駿
東

郡
長
泉
町
城
山
）
に
義
元
の
本
陣
が
置
か
れ
た
。
十
月
二
十
九
日
に

な
っ
て
北
條
氏
が
駿
東
地
域
を
放
棄
す
る
こ
と
で
和
睦
が
成
立
し
、

駿
東
郡
は
今
川
側
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
第
二
次
河
東

一
乱
）。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
伊
豆
半
島
の
西
側
の
三
島
周
辺
が
両
者
の
境

と
な
り
、
北
條
、
今
川
、
武
田
の
同
盟
が
破
棄
さ
れ
た
後
に
は
武
田

が
駿
東
に
侵
攻
す
る
た
び
に
紛
争
地
域
と
な
っ
て
い
る
。
長
窪
城
と

三
嶋
大
社
の
直
線
距
離
は
四
㎞
弱
と
近
接
し
て
お
り
、
仮
に
伊
豆
国

『
心
経
』
を
強
奪
、
滅
失
さ
れ
た
場
合
、
伊
豆
国
を
支
配
す
る
立
場

と
し
て
の
面
目
が
潰
れ
る
こ
と
に
な
り
、
特
に
代
替
わ
り
し
た
ば
か

り
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
北
條
氏
と
し
て
は
三
嶋
社
へ
の
奉
納
は

リ
ス
ク
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
当
然
と
思
わ
れ
る
。

図５　関係地位置図
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お
わ
り
に

　

最
後
に
伊
豆
国
『
心
経
』
の
伝
来
経
緯
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
、
天
文
十
四
年
ま
で
に
は
写
経
さ
れ
、
二
月
二
十
一
日
以
降
に
伝
達
者

が
聖
護
院
道
増
に
決
定
し
、
三
月
二
十
六
日
～
七
月
七
日
の
間
に
駿
府
か
ら
甲
府
へ
行
き
、
駿
府
に
帰
る
ま
で
の
間
に
小
田
原
へ
も
寄

り
、
三
者
の
和
睦
の
仲
介
を
行
う
と
と
も
に
北
條
氏
へ
渡
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
の
奉
納
に
つ
い
て
は
、
他
国
の
事
例
か
ら
奉

納
先
が
一
宮
で
あ
る
か
ど
う
か
は
重
要
な
要
件
で
な
く
、
甲
斐
で
は
奉
納
の
時
期
が
受
領
か
ら
五
年
後
の
天
文
十
九
年
と
時
間
差
が
あ
っ

た
り
、
越
後
の
よ
う
に
そ
の
ま
ま
大
名
家
の
手
元
に
残
っ
た
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
最
終
的
に
は
受
け
取
っ
た
戦
国
大
名
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
伊
豆
国
『
心
経
』
を
受
領
し
た
北
條
氏
と
し
て
は
河
東
の
乱
の
後
も
度
々
紛
争
地
帯
と
な
る
よ
う
な
伊
豆
・
駿
河
の
国

境
に
近
い
三
嶋
社
に
奉
納
す
る
よ
り
も
、
伊
豆
半
島
の
東
側
に
位
置
し
て
比
較
的
安
全
で
あ
り
、
三
嶋
社
、
箱
根
山
と
共
に
東
国
政
権
の

守
護
神
的
な
走
湯
山
を
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
、
江
戸
時
代
に
は
天
皇
の
宸
翰
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
も
北
條
氏
康
の
書
写
と
い
う

形
で
北
條
氏
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
記
憶
が
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註

（
１
）
大
場
磐
雄
「
官
國
弊
社
寶
物
物
語
」『
神
社
協
會
雑
誌
』
第
三
六
年
一
號
昭
和
十
一
年
に
よ
る
。

（
２
）『
山
梨
県
史　

文
化
財
編
』
平
成
十
一
年
な
ど
、
山
梨
県
、
愛
知
県
、
山
口
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
諸
国
の
一
宮
に
奉
納
し
た

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
地
元
の
郷
土
史
家
の
太
田
公
男
氏
の
著
作
『
熱
海
物
語
』
昭
和
六
十
二
年
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
多
分
、
明
治

翰
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維
新
頃
般
若
院
別
当
後
の
伊
豆
山
神
社
の
神
主
、
大
谷
能
憲
が
妻
を
、
三
島
大
社
の
（
矢
）
田
部
盛
治
の
妹
を
迎
え
た
時
に
一
緒
に

持
っ
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
伊
豆
山
神
社
に
あ
っ
た
東
山
殿
十
二
之
手
箱
と
伝
え
ら
れ
る
北
條
政
子
の
梨
地
に
菊

枝
の
蒔
絵
の
箱
入
一
組
を
三
島
神
社
に
も
っ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
伊
豆
山
古
老
伝
）。」

（
４
）
神
道
体
系
編
纂
会
『
神
道
体
系　

神
社
編
二
十
一　

三
島
・
箱
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　鎗を投げる図21のような浮世絵は、明治になってから多く描かれるように

感じますが、それは次第に武家社会が形骸化していき、解体していく象徴でも

ありました。

　以上のように、武家の行列を構成する要素を見ていくと、近世武家社会の成

立から解体までも、見渡すことができるのではないかと思います。

　最後になりましたが、太田稔先生とともに、岩手県立博物館、史料を提供い

ただきました国立国会図書館、学習院大学史料館に御礼申し上げます。

　ご清聴ありがとうございました。

. （了）

図21　周延画「温故東の花　旧諸侯参勤御入府之図 長州毛利家参勤入府の図」
（国立国会図書館）

（33）.
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　忍藩阿部氏はのち文政6年（1823）に陸奥白河に転封します。その白河藩主

の時代、幕末の行列を見ると、下線を引いた者がすべて渡り者で構成されてい

ました。つまり、次第に軍隊であったり主君を警護してその武威を誇ったりす

るという、武家の行列の本来の意味が形骸化していき、アルバイトで構成され

た形だけの行列となっていったのです。

　それだけではなく、明和7年（1770）10月の「供廻りがさつ禁止触書」（『御

触書宝暦集成』1787）には、「供廻りかさつ成も有之趣ニ相聞、」とあって、渡

り者で構成された供廻りが次第に粗野で乱暴な行為を繰り返したり、行列を乱

したり、他の行列の渡り者と江戸市中でけんかをしたりするようになる。それ

を雇い主であるはずの藩の武士たちが統制できなくなっている。

　さらに、明和8年（1771）に幕府が出した法令には、

史料６　明和8年12月　鑓持長柄傘など投渡し禁止触書

近頃途中ニて鎗持・長柄之傘持代り合之節、手代り之者江渡し候時分、投

候て相渡候、左候ては若怪我等にても出来可致哉、如何に付左様無之様

寄々可相達候、. （『御触書天明集成』一七八八）

　とあって、最近、行列が通行する途中で鎗や長柄傘を交替の者に投げて渡し

ているとあります。怪我をするかもしれないからやめろと言っているのは、い

かにも武士が軟弱になった田沼時代らしさがありますが、この後江戸幕府は大

名行列で鎗を投げる行為を幕末まで禁止し続けました。現在各地で行われる大

名行列のイベントでは、鎗などを投げて渡すしぐさが大きなアトラクションに

なっていますが、それは、渡り者たちが大名行列そのものを下から乗っ取り、

形骸化させていった行為であって、江戸幕府は、最後まで鎗を投げることを禁

止していました。もちろん鎗投げ禁止令が何度も出ていたことは、その法令が

守られなかったからにほかなりません。

（32）.
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　　　　都合. 六拾壱人.

　　一押足軽. 八人　部屋頭壱人

　　一若殿様押足軽. 五人

一御表御陸尺御手廻り之覚

　　一御六尺拾壱人. 八人渡り者　三人御国者　内部屋頭壱人

　　　　（中略）

　　一御鑓持六人. 内壱人部屋頭　渡り者

　　一御挟箱持六人. 内壱人部屋頭　渡り者

　　一御草り取四人. 内壱人部屋頭　渡り者

. （学習院大学史料館阿部家文書『温古録』一）

　ここに傍線で示した部分、「渡御徒士」や「渡り者」というものが、行列の

中に次第に多く出るようになります。「渡御徒士」「渡り者」というのは、今の

アルバイトにあたります。非正規の者で、人宿という人材派遣会社から派遣さ

れてきました。どこの大名も、藩財政の困窮もあって、次行列を構成する人数

に、次第に自分の家臣ではなく「渡り者」を使うようになっていきました。

史料５　白河藩阿部氏の幕末期の供連れ　

御徒士 御徒目付 　御鎗 御中小性 御供番 御中小性

御陸尺六人 　御草履取 御挟箱

御徒士 御徒士 御乗物 　 御蓑箱 ○押

　　　場所目付 御長柄持　 御挟箱

御徒士 御徒目付 　御鎗 御中小性  御徒頭 御中小性

　　　両役持合 両役

口付 供若党 供草り取 　供挟箱 　 ○押

御牽馬 沓籠 同 両掛三掛 　合羽籠七荷

口付 　　御中小性 供草り取 　供挟箱 　 ○押

. （学習院大学史料館阿部家文書『温古録』一）

（31）.
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て上納させ、街道の宿場の人馬や沿道の村々を助郷として「動員する行列」で

もある。動員する行列については、思想家の丸山眞男先生が、軍隊のために各

階層が動員されるという「兵営国家」が近世国家の性格といわれています。大

変示唆に富んだ表現ではありますが、私はそれだけで江戸時代の武家社会、あ

るいは支配体制を考えるのは如何かとは思っています。しかし少なくとも軍

隊、武家のために諸階層が動員される、それが武家政権であり、また行列はそ

の象徴でもある。そして一方で、見せる行列であり、見物されて比較され、ま

た参加する中で、自分の位置を確かめる。あるいは服装でそれを表現する。そ

のようなさまざまな意味を持つ行列といえます。

　ところで、この行列が家政権あるいは武家社会の構造を示すものであれば、

行列の中から、その変質過程、解体過程も見出だせるはずであり、そうしなけ

れば次の社会に移行しないわけです。

　例えば武蔵国に忍藩・阿部氏という10万石の大名がおります。この家は近

世の譜代大名の中では、最も多く老中10人を出した大名です。同家の史料が

学習院大学史料館に収蔵されており、その中に宝暦年間（1751 ～ 63）の江戸

市中での供連れの変化をうかがわせる次の史料があります。

史料４　宝暦年間忍藩阿部氏の供連れ

一拾万石以上御供連、士分廿弐三人ニ不可過と兼々御達有之、宝暦年中御

供連左之通、

　　　　（中略）

　　支配方人高之覚

　　一組頭. 八両高　三人

　　一御徒目付. 六両高　九人

　　一八人者. 六両高　六人

　　一御普代御徒士. 五両高　拾五人

　　一御表渡御徒士. 拾八人　内町役壱人

　　一麻布渡御徒士. 拾人　　内町役壱人

（30）.
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表２　武家の階層と俸禄・武具

目
見
得

俸　禄
馬・武具知行

（石）
蔵米･切米
（俵）

扶持
（扶持）

金銀
（両･匁）

Ⅴ　大身層

以
上

馬
上

持鎗
Ⅳ　給人・馬廻り

Ⅲ　中小性・小十人

徒
歩

Ⅱ　徒・歩行
以
下

Ⅰ　足軽・同心 弓・
鉄炮

小人・中間
奉
公
人

長柄

領主 内の者 労働の代償・
一時的手当て

　さらにこれが、次第に細分化されたり、複雑になったりしますと、何俵何人

扶持、何両何人扶持などと組み合わされてきて、複雑な俸禄の体系が出来上が

りました。

　さらに馬上の者、徒歩の者、鎗を家来に持たせる者、鉄炮や弓を持つ者。さ

らに鎗隊として、自分の鎗ではなく主人の鎗を使って戦闘に参加できる中間た

ちなど、図2のように武具と俸禄の関係が、武家の身分、階層に大きくかかわり、

行列、供連れ、服装といった描かれた姿にも象徴的に見えてくると思います。

行列の意味と変質

　最後になりましたが、行列の意味についてお話します。武家の行列は、往来

の人々に地震の格式や武威を「見せる行列」であり、一方で人々から見られほ

かの行列と比較される「見られる行列」である。また、参勤交代に供奉する武

士たちからすれば「参加する行列」でもあり、また参勤交代の費用を年貢とし

（29）.
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みながら拡大しますが、織豊取立大名や徳川取立大名は、自身が小身から次第

に出世し、図20のように家臣団を拡大していきますから、家臣団の性格も異

なってきます。

　このように行列を分析していきますと、大名家臣団の形成過程も考えること

ができるわけです。そのような武家社会の形成過程やこれに伴う格式などが、

大名行列を解剖していく中で現れてくるといってよいでしょう。

武家の階層と俸禄・武具

　これまでのことは、持ち物ですとか俸禄の種類でも見えてきます。

　家臣の中には、3000石の武士、200俵の武士、30俵5人扶持の武士、10人扶

持の武士、3両1人扶持の侍であるとか、さまざまな俸禄の種類があります。

なぜそのようになったのでしょうか。

　それは、武家政権の成立と性格に関わる問題だと思います。近世の武家政権

は、中世の荘園体制、職の体系を解体して、一職支配を実現しながら成立し、

一円に領地を支配することによって確立していきました。「石高を持つ」とい

うことは、その領地を与えられているということです。ですから、500石の蔵

前知行で、実際には150石ぐらいの収入しかなくても、500石の生産力がある

土地と人民を支配するタテマエが500石の武士です。ですから、領地を持つと

いう「石高」で知行を与えられているのは、武家政権の構成員であるという象

徴だと私は考えています。何俵と「俵」で俸禄を与えられている武士は、基本

的には領主に準じた存在、領主の家の者だがまだ領主には届かない武士。さら

に「扶持」は本来労働の代償であって、1人扶持は1日5合の米を与えられま

すが、それは労働に対する対価です。

　表２は、色の濃い部分に、各階層が集中していることを示しています。上級

家臣は「石」つまり領地を与えられるものが多く、中小姓クラスが「俵」、足

軽、同心などは何人扶持などというものが多く出てきます。下の奉公人には給

金も支払われます。

（28）.
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　図20のうち、主としているのが本人で、◯が最低の武士である足軽・若党、

◇が奉公人（中間）と考えてください。

　これが馬に乗りますと、馬の世話をする者が増えていきます⒝。さらに石

高が増え、家来をたくさん持てるようになりますと、馬の前に武士身分の者が

増えてきます⒞。これが、戦うときには、主人を助ける戦闘補助員になって

いくわけです。そしてさらに増えていきますと、武士の中にも身分格差が出て

◎のような徒も出て、前の方が組織化できるようになります。そこが足軽隊と

して、次第に編成されていきます⒟。さらに石高が増えていきますと、家来

の中にさらに身分格差が広がり、次第に上位の家来も出て馬に乗る家来も現れ

てきます⒠。そうすると馬に乗る家来の周りに、家来の家来が出てくる。

　主人が次第に出世し、家来も増加しながら家臣の中で役割が分担され格差が

生まれるという構図は、例えば、加藤清正とか福島正則のような、裸一貫から

数十万石の大名になっていった家臣団が、どのように形成されたかを推測する

手がかりになりますし、さらに大きくなり高禄の知行を取る家臣が出てくる

と、この上級家臣が多くの家来を抱え1人で備え（軍団）を持つようになる。

なお戦国大名以来の旧族大名は、備えを持つような一族や豪族を家臣に組み込

⒜　徒の四供

⒠　家老・番頭層の軍役　侍のうち騎馬の士が出て自分の供廻りを率いる
　　足軽隊・本陣騎馬隊という「備」の原型が形成

⒞　侍が増えた騎馬の軍役⒝　最低の騎馬の軍役

⒟　物頭層の軍役　侍が増加し先頭に足軽隊の原型が形成 主人

騎馬

徒

中間

足軽・若党

陪臣

士分

中小姓

凡例

図20　武士の階層と軍役・供連

（27）.



187

りしています。実は合戦図や陣形を示す図などでも、主君の周りに重臣たちは

集まっていません。時代劇の合戦場面のように、主君の周りに重臣たちが集ま

り、合戦の成り行きを注視するなどということはなかったはずです。重臣たち

はそれぞれ軍勢を指揮して、陣を構えたり戦闘に参加したりしていました。時

代劇のように主君の周りに騎馬が集まることはありませんでした。

　さらに、図19のように、家老、番頭、近習頭それぞれの行列を比較します

と、一人一人の家来がこれだけの供を持ってる。それが、大名行列の中に組み

込まれており、実はこの家来に家来や奉公人がいるという重層的な構成が、武

家社会の構図だったといってよいと思います。これらの構成員が各自家族を

持った姿が、武家社会だったといえます。武士とは一人で存在するものではな

く、このような重層的な集団の中で位置づけられ、自らも小集団をもつという

存在でした。

　武家の供は軍役と関わって、「徒の四つ供」という言葉があり、最低でも、

若党、鎗持、草履取、挟箱という4人の供を連れるというのが、江戸幕府の供

連れの基本でした⒜。

図19　武家の諸階層

家
　老

番
　頭

近
習
頭

用
　人

物
　頭

騎
馬
供

駕
籠
脇中

小
性

徒足
軽

長
柄･

中
間
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なり切っていない「中
ちゅうごしょう

小姓」が21名。中小姓は、江戸幕府では「小
こ

十
じゅう

人
にん

」と

呼んでいます。そして、歩
か

行
ち

（徒）が31名。足軽が61名。長柄・中間が152

名。他に医師が6名います。家来の家来、つまり陪臣は士分である侍・若党が

112名。武士ではなく奉公人である中間が228名でした。

　藩主に御目見できるのは中小姓以上ですので、行列全体のわずか10％に満

たないということになります。ですから、行列の構成員のほとんどは藩主の顔

も知らないですし、そのような下層武士や奉公人、さらに陪臣層が行列の大部

分を占めていました。
表１　行列の構成

備・騎馬隊 本陣 先陣
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

計
表
医
師

番　

頭

騎
馬
供

家　

老

奥
医
師

近
習
頭

用　

人

同　

勢

道
具
小
荷
駄

藩
主
手
廻

先　

供

鼻
馬
道
具

長　

柄

先
手
弓

先
手
鉄
炮

10 3 1 3 1 1 1 乗物
17 1 10 ⑶ 1 1 1 騎馬
18 18 　 　 士分
21 1 2 18 　 　 中小性
31 3 20 8 　 　 徒
61 2 2 3 8 7 　 17 22 足軽
152 59 4 10 52 19 4 4 中間
119 22 20 23 19 11 3 7 7 7 若党
233 18 10 50 22 18 15 13 72 5 5 5 又中間
662 23 33 80 46 21 35 25 77 66 28 56 67 32 34 39 　計
29 1 10 1 1 1 3 4 5 1 1 1 馬
64 2 10 3 1 1 21 2 2 4 16 1 1 鎗
38 5 5 3 5 20 鉄炮
22 1 1 1 1 1 2 15 弓
8 3 1 3 1 長刀

注：（　）は徒歩であるが、馬上の供揃えを持つ士分。

　それを人数で表すと、表1になり、この数字も、分析すると、今まで話した

ような結果が出ます。

　また駕籠に乗った重臣や馬に乗った上級家臣は藩主の周りにはおらず、藩主

から離れたところでそれぞれ家来を連れて行列を構成したり、部隊を指揮した

（25）.
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　さて、図18に示しましたように、近世の軍隊は、最初に足軽隊（鉄炮隊、

弓隊）、また中間の長柄隊が行き、その後ろに本陣があって、徒歩や中小姓、

その後ろに大将がおり、その前には武器が置かれている。その後ろにさまざま

な大将が使う道具が置かれ、さらにその後ろに騎馬隊がいます。騎馬隊という

のは馬だけではなく、みんながこの小さな大名行列のようにそれぞれ家来を連

れている。そして、『南部藩参勤交代図巻』には描かれませんが、一番後ろに

小荷駄隊という荷物を運ぶ部隊がいるはずです。参勤交代において、彼らは基

本的に宿場で雇う馬や人足が担うことになっており、それが宿場のみで用意で

きなければ、周辺の村々でそれを負担しなければならなかったのが、近世の交

通制度でした。

描かれた身分差

　描かれた身分の差を考えますと、駕籠の供が3名、騎馬の供が17名、士分、

馬に乗ってはいませんがそれと同格な者が18名で、ここまでが一人前の武士、

上級家臣と考えてよいでしょう。つぎに御目見以上ではあるが、まだ士分には

鉄　炮
弓

長　柄

持　組
徒　組
中小性
大将

手廻り・小荷駄

惣供

騎　　馬

小荷駄

⑴ 前線部隊（先手）
 ⒜ 鉄炮足軽部隊
 ⒝ 弓足軽部隊
 ⒞ 長柄部隊

前線
部隊

本陣

騎馬隊

小荷駄

⑵ 本陣
 ⒟ 持組…足軽、大将の武器管理
 ⒠ 徒組…鎗組の歩兵、本陣警衛
 ⒡ 中小性…歩兵、主君警固
 ⒢ 大将と側近・小性など
 ⒣ 道具類や日用品などの輸送
 ⒤ 側近や小性などの家来

⑶ 騎馬隊
 騎馬の武士とその家来・手廻り
 合戦には下馬し本陣の前に展開

⑷ 小荷駄
 輸送部隊　夫役・雇の者

図18　押（行軍）と備（陣形）の基本
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スウェーデン人ツュンベリー日光社参見聞記事

　さて、安永5年（1776）、オランダ商館員として江戸に来ていたスウェーデ

ン人のツュンベリーが将軍の日光社参を見聞いたしました（『江戸参府随行記』

東洋文庫五八三　一九二頁）。

　そこには、将軍自身と藩主は、全て全国民と同じ服装と髪型をしている。

ヨーロッパのように、王冠をつけたり、さまざまな宝石類を着けたりしていな

いので、他のものと区別できない。しかし旅や儀式においては、身分や名声に

よって、彼らの周りを相当数の人々、役人や従僕が取り巻いていることから、

その身分が分かる、としています。

　まさに大名行列というのは、ツュンベリーの記したような存在であることが

分かるかと思いますし、当時のヨーロッパ人たちは、ヨーロッパとの差をこの

ように考えていたと理解できます。

近世武家の行列の基本

　さて、『南部藩参勤交代図巻』をまとめますと、人数.650人、馬.29疋で、鎗

64本、鉄炮38挺、弓23張という武具があり、近世軍団の形式が基本であるわ

けです。さらに、さまざまな武器による装飾で武威、その武家の威光を誇って

おり、さらに参加者は、士分、中小姓、歩行、足軽、長柄、中間、あるいは藩

主の家臣の家来である陪臣であるか。それぞれの行列の位置と衣装によって身

分や役割が決定されておりました。この行列は重層的な構成であり、行列の中

にさらに小さな行列がある。それがいくつも重なっている。それが家来の家来

の家来というように重層的なものとなり、家来が自分の家来を引率しながら大

規模になっています。一方で行列を構成できる、供を連れているのが一人前の

武士である、ということもここに表現されているかと思います。

（23）.
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代から江戸時代につくられた武家の軍隊の形式ですし、それが大名行列の基本

的な構成となっています。この『南部藩参勤交代図巻』はその構造が最も明確

に示された絵巻の一つであり、騎馬隊の後ろから一般の藩士たちを診る御番医

師が描かれ、最後に「押」がいて、この650人の大名行列は終わっています。

　ただし、実際の行列はその後ろから宿駅の伝馬や人足が荷物を運んで延々と

連なったはずですが、それは描かれていません。

行列の構成

　先ほど、全体の構成を図式化した図2〈（5）208頁〉を示しましたが、後ろ

のほうが黒くなっている。白は直臣、黒は陪臣ですから、行列の半分以上は陪

臣によって占められているということになります。

　図17は、重信、のちの二代広重によって描かれた「花の曙錦の行烈」で、

子供を見立てた大名行列の浮世絵です。これも、上の左端から鉄炮隊、弓隊、

鎗隊が続きまして、その後から持組の鉄炮隊、弓隊が続き、その後ろから様々

な道具が並び、一番下に主君の駕籠が来ている。その後ろに続くはずの上級家

臣の行列や騎馬隊は描かれていませんが、これが大名行列の基本的な構成でし

た。江戸時代にこのように描かれていることは、江戸時代の人々がその構成を

知っていたといえるでしょう。

図17　広重(2代)画「花の曙錦の行烈」（安政4年〈1857〉）
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騎馬隊の行列

　家老の「押」の後に、御供騎馬といいまして、6、7人の家来に周りを囲まれ、

馬に乗った上級家臣が行きます。これが騎馬隊です。近世の騎馬隊というの

は、このように家来に周りを囲ませて馬に乗っていく。ですから、西部劇の騎

兵隊のイメージとは全く違うわけです。そして、この御供騎馬が10騎進みます。

　図16上段の中央に具足櫃があります。具足櫃の後ろから鉄炮が5挺進んでい

ます。具足櫃から、中段の最後までが御
お

番
ばん

頭
がしら

の行列です。彼は武官ですから、

馬で行きます。番頭というのは軍団長、特に騎馬隊の隊長で家老級の上級の武

士です。近世の武家では騎馬隊の隊長、軍団長を番頭、足軽隊や歩兵隊の隊長

を物
もの

頭
がしら

と呼んでおり、軍事組織である番方の要でした。この図のように、番頭

も騎馬隊の後ろから行く。行列の先頭の足軽隊も、本陣の後ろに位置する騎馬

隊も、後ろから隊長が行くのが当時の軍隊の常識でした。

　大名行列は、基本的には足軽隊、鉄炮隊、弓隊、長柄（鎗）隊が行きまして、

その後ろに藩主がいる本陣があり、その後ろから騎馬隊が行く。それが戦国時

御
供
騎
馬

具
足
櫃
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御
番
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表
医
師
本
科

表
医
師
外
科

表
医
師
針
科

図 16　南部藩参勤交代図巻⑧
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さらに挟箱、鎗が2本と続き、さらに図15の1段目の終わり、「押」が二人い

る所まで、49人が全て家老の家来や奉公人となります。

　南部藩ではありませんが、幕末の老中・阿部正弘（1819 ～ 57）を出した備

後福山藩10万石の史料には、福山藩主が老中になったとき、その家老は1万石

の大名の格式で東海道を上下すると書かれていました。ですから御供家老の行

列は、藩主の行列をコンパクトにした形になっています。

　一番大きい藩主の行列があり、その中に、その行列をコンパクトにした重臣

の行列があり、それぞれが家来を連れている。あるいは一人前の家来は、馬に

乗って家来を連れたり、連れられない場合は後ろにまとめたりする。家来や奉

公人を持たないものは、一人前の武士とは認められなかったといえます。さら

にこの構造そのものが、重層的で複雑な近世武家の主従関係を物語っています。

　また、この絵巻に描かれた650人のうち、御目見以上、つまり藩主の顔を見

られるのは1割にすぎません。この行列の参加者たちのほとんどは藩主が顔も

知らないで参加していたわけです。かつ実際には、大名行列の半分以上が陪臣

で占められていました。

図15　南部藩参勤交代図巻⑦

御
供　御

家
老押

御
供　騎

馬
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て側用人の家来や奉公人たちです。側用人は現在の官房長官のような役ですが、

彼は家来を連れ、弓を持たせたり、あるいは刀筒を持たせたり、自分は駕籠に

乗り馬を率いて行列を構成し、藩主の参勤交代行列に組み込まれています。

　大名行列というと長ったらしい、中には役に立たないものというような現代

の評価もありますが、なぜ大名行列が長いのか。それは家臣がそれぞれ、自分

の家来を連れていく。それが、その家臣の身分や格式を示し、彼らの軍役をも

示す。武士として、戦争に行く態勢ですので、自分の軍役に相当する家来を連

れていき、もしも戦争になったら、鎧を着て働かなければいけない。そういう

体制が参勤交代の行列であり、持ち物も武具が強調される、という性格がここ

に見えているわけです。

　その後ろは、御供近習頭。この行列が、図14の1列目の上から2列目の馬ま

で続き、その後ろに「押」で35人の家来や奉公人がいます。御供御近習頭は、

今なら宮内庁長官のような役でしょうか。その後ろから奥医師の本科、外科、

鍼
はり

科で、これは内科と外科とマッサージにあたり、藩主の侍医が並びます。そ

の後ろから御供家老行列が続きます。図14下段の具足櫃に続き、鉄炮が5挺、

図14　南部藩参勤交代図巻⑥
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うことです。先ほど、藩主の乗物の周りに23人の家来がいたと話しました。

　草履取は42人。供鎗は21人、これらは21で割り切れます。よって、実はこ

の、藩主の周りにいる23人のうち、21人が草履取や供鎗を連れて行くことが

できる家来だということになります。

　また、若党や具足櫃は3人、馬は3疋ずつです。これは馬に乗れる人間が3

人いるということです。それは、彼らの服装を見ると分かりますが、多くの人

間が袴を取って行進しているのに、袴を履いている人間が3人います。図13の

御供頭（２人）と御徒頭（１人）、この3人は、わざわざ歩きにくい馬乗り袴

を履いています。つまり、歩いていても馬に乗れる身分であることを彼らは示

しているわけです。

　そして藩主の周りには23人のうち、最後の2人は陸尺小頭という、藩主の乗

物を担いでいる陸尺の監督役で、身分が低く上級家臣ではありません。ですか

ら、乗物の周りにいる21人の家臣の家来が御召替乗物の後ろに置かれてまと

められている。このように陪臣がまとめられている集団を「惣供」などと呼び

ます。

　この惣供までが本陣に相当し、その後ろは重臣や騎馬隊の行列となります。

重臣たちの行列

　惣供の「押」がある後ろから、側用人の行列が進みます。図11の下段の具

足櫃から最後の馬までが、駕籠に乗っている側用人の行列で、この24人がすべ

御
供
頭

御
供
頭

御
供
頭

御
陸
尺
小
頭

図13　藩主の乗物と駕籠脇
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陪臣の存在

　その後ろから、若党が3人、具足櫃が3人、草履取が42人、供鎗が21人。供

馬が3疋。そしてまた押が2人おり、一つの行列の単位が終わります。若党・

具足櫃・草履取・供鎗・供馬は全て藩士の家来（陪臣）たちで、上級家臣の家

来たちがここにまとめられております。それでは、どのような家臣の家来たち

が置かれているのでしょうか。

　図12の上を見ると、若党・草履取・供鎗・供馬がいますが、本来、上級家

臣たちは、図11下のように、馬に乗って具足櫃を前に置き、若党を従え、鎗

持や、草履取などを側に従えていました。本来でしたらこの行粧で参加するは

ずですが、行列の構成上、それができない家臣が供をここにまとめているとい

図 12　騎馬供

若党具足櫃草履取

草履取供鎗供馬
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当、御水弁当、御茶弁当が並びます。つまり、弁当までこのように持っていく。

　特に弁当箱は銀色であり、この銀の弁当箱は、藩主が江戸城に持って登城

し、江戸城の御殿で弁当を使うことができるという慣例がありました。弁当箱

といっても二抱えもあるような大きいもので、弁当箱まで藩主の権威の象徴

だったといえます。そしてその後ろから茶道（御茶道、茶坊主）が行きます。

これは、「さどう」あるいは「ちゃどう」といい、藩主にお茶を差し上げる坊

主です。藩主の乗物の前方は武器が多く並びましたが、乗物の後方には、藩主

が日用に使う品がまとめられています。さらに、茶道の後ろに「押
おさえ

」というの

がいます。この「押」は前方にある荷物を監督する足軽で、一つの行列の単位

が切れるところにおりました。

　次に藩主の馬（御召馬）が4疋続きますが、ここには沓籠や柄杓が付属して

います。その後ろからは、御召替乗物が進みます。駕籠が壊れた時のために二

台持っていったわけです。そしてその後ろに「押
おさえ

」が2人おりますから、ここ

で大きな行列の単位が区切れるということでもあります。
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図 11　南部藩参勤交代図巻⑤
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尺
しゃく

）が担いでおり、その周りに、23人の武士たちが藩主の乗物を守っています。

　その後ろからは、手代わりの陸尺、つまり駕籠担ぎの交代要員が16名、さ

らにその後ろからは、笠を持ったり（御笠御徒）、草履を持ったり（御草履

持）、草履を藩主に差し上げたりする（御草履上）足軽や中間が行きます。ま

たその後ろから鎗（御鎗）や挟箱（御挟箱）が行き、藩主の雨具を入れた御蓑
みの

箱
ばこ

を持つ者が3段目の前の方におります。その後ろから一列になって、御薬弁

図９　鷹匠と犬牽

図 10　南部藩参勤交代図巻④
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立を持っている足軽は持ち組といわれます。

　足軽隊には「先
さき

手
て

組
ぐみ

」と「持
もち

組
ぐみ

」という二つの部隊がありまして、「先手組」

というのは絵巻の初めに描かれていた前線部隊、「持組」というのは藩主の武

器を管理し、また藩主の周りを守る足軽部隊のことを言います。この持ち組

が、側筒とか弓立を持って続きます。

　さらにその後ろから、御
おかち

徒（歩兵隊）が本陣を守る前線部隊として行き、ま

た鎗が行き、その後ろから、御鷹匠（鷹匠）や御犬飼（犬引）が進みます。

　図9に描かれている鷹匠や犬牽は、幕府から鷹狩りを許されたことの象徴で

す。つまり、自分の家の格式が、いかに高いかを示すために、鷹匠や狩りのた

めの猟犬を大名行列の中に加えるわけです。

　その後ろから、筒に入れた藩主の刀を持った侍（御刀筒）が行きますので、

だんだんと藩主の近くに、近づいてきたことが分かるかと思います。その次の

中小姓（御先供）というのが、藩主の側近くを守る親衛隊に当たるわけです。

　そして、中小姓の後ろ、図10のように弓（背平弓・背平御弓矢）、長刀（御長

刀）が行きまして、やっと藩主の乗物が出てきます。乗物は4名の駕籠担ぎ（陸
ろく

（14）.
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があります。

　そのために、御『じん』という字を、「陣」か「陳」か区別しにくい場合に

は、現在史料を翻刻するとき、多くの場合「車」（陣）にしてしまっています。

しかし、史料の中には明確に「東」を書くものもあります。

　江戸時代の軍学書の一部には、「東」を書くのが味方の陣であり、「車」を書

くのは敵の陣だ。「東」を書く場合と「車」を書く場合で、意味が違うことが

あります。

史料3　嫌文字之事『老談書』巻九（楠流軍書）

一陣ノ字、敵陣ニハ車ヲ書、味方ニハ東ヲ書ト云、車ハ引儀、東ハ陽気盛

ニシテ得生気ヲ故ニ幸ニ用之、

　例えば史料３は江戸時代に成立した楠木流の軍学書ですが、陣の字を敵は

「車」を書き、味方には「東」を書くと記されています。車というのは引くも

のです。退くときに「ひけひけ」と言いますが、これは「引く」に通じる。東

は日が昇るところである。だから味方を東（陳）と書き、敵を車（陣）と書

く。話が戻りますが、我々は漢字で「じん」と書いてあり、「東」（陳）か「車」

（陣）か区別できないものや、「陳」とあっても「陣」という意味の字を、今の

常識で「陣」にしてしまいますが、当時の常識を知らないで、「陣」にしてし

まうと、史料の文意が取れないことも出てきます。

　史料を見るときには、当時の常識をよくよく考えなければいけない。これも

余談になりましたが、この図巻はそんな指摘もできる史料です。

藩主の乗物の周囲

　図8では、御陳長持や旗竿の後、挟箱、鎗、鉄炮、弓、傘また長柄傘、鎗、

挟箱と、武具が中心に並んでいきます。これは、その大名の武家としての威

力、いわゆる武威を示すものとして並んでいるわけです。なお、御側筒や御弓

（13）.
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　一方で、図4下の先手鉄炮役の絵を見ていただくと、ここに沓籠はありませ

ん。人が乗っている馬が進むには、沓を入れた沓籠がなければ、すぐに蹄を痛

めて歩けなくなってしまいます。なぜ沓籠が描かれていないのか。その理由に

ついて、今、推測しているのは、この絵巻に描かれた650人の行列は、盛岡城

を出立するときの行列で、藩が直接用意した人数だけが描かれている。しかし、

先ほど述べましたように、馬や人足を宿場で雇い、荷物を持たせて大名行列は

進んでいくわけです。そうすると、先手鉄炮役の沓籠は、宿場の人足に担がせ

ているのではないだろうか。つまり、この650人というのは藩の人数だけが描

かれていて、途中で雇う人々は描かれていない。ですから、この絵巻に描かれ

た人数が行列に必要な、あるいは実際の行列の全部ではない。

　絵巻に描かれた人数だけで行列は分析できないということも考えながら、絵

図史料は見ていかなければいけない。そのようなことも、ここから指摘できます。

　一方で、図5上段に「御陳長持」と書いてありますが、これは、「陳ぶる」

の字で、「車」ではなく「東」が書かれています。図7を御覧ください。

　「陣」も「陳」も、草書ではほとんど同じ字形となり、区別がつかないこと

図７　根岸茂夫ほか編『新編古文書解読字典』（柏書房、1993年）より

陳 と 陣味方 敵

（12）.
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「沓」は馬の草
わら じ

鞋でした。現在でも、馬の草
わら じ

鞋は民俗資料館などには置いて

あったりします。図6の写真は長野県のある民俗資料館で撮影させてもらった

ものです。

　図6、左側の浮世絵（芳形「東海道藤澤」〈文久3年〉）を御覧ください。文

久3年（1863）、徳川家茂が上洛するときに、浮世絵師をたくさん連れて来ま

して、従軍画家のようにその様子を描かせて、浮世絵にして出版させました。

これは、そのうち藤沢の図で、馬の沓が切れたため馬子が馬の蹄
ひづめ

から泥をかき

出し、履き替えさせている図です。馬子の下に馬の草鞋が描かれ、馬も草鞋を

履いていることが分かるかと思います。当時は蹄
てい

鉄
てつ

がありませんでしたから、

馬には草鞋を履かせないとすぐに蹄
ひづめ

を傷めてしまいます。そして、草鞋はわら

縄で括っていますからすぐに切れてしまう。そうすると図のように泥をかき出

して、新しい草鞋を履かせる。これを「沓を打つ」と言い、しばしば近世の史

料には出できます。

　さて、馬の草鞋が入っている沓籠とは、馬が行進するときに必要不可欠なも

のだったわけです。ですから、1頭で先に進んでしまって沓が切れたら、そこで

馬は動けなくなる。ですから戦争のときも一騎で突進するはずはないわけです。

（11）.

図６　芳形「東海道藤澤」〈文久3年〉と馬の草鞋（沓）

沓を換える馬子　藤沢
文久３年（1863）　徳川家茂上洛
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　ところで、大名行列絵巻の中には、これまで見てきた足軽隊が省略されて、

鼻馬からはじまる絵図もあります。実際に多くの藩は、城を出るときには、鉄

炮隊、弓隊、鎗隊を整えて出発しますが、最初の宿場でそれを全部帰してしま

い、その後、鼻馬からの後の本陣に当たる部隊だけが進む。品川、板橋や新宿

あたりで、江戸屋敷の足軽隊が迎えに出て、江戸に入るときだけ鉄炮、弓、鎗

部隊が加わるような省略と経費節減を多くの藩はしておりました。

　ところで、この鼻馬は南部藩は5疋ですが、例えば加賀の前田家は10疋、仙

台の伊達家は7疋など、鼻馬の数は、大名の格式をも示すものでした。ただし

省略されることも多く、前田家が5疋、あるいは伊達家が3疋のときもしばし

ばありました。

　その後ろが御
ご

陳
じん

長
なが

持
もち

、旗竿、御具足櫃、御召替具足櫃が続きます。御陳長持

には、陣太鼓、ほら貝、旗、幕など、陣中に必要なものが入っています。さら

に旗竿が担がれ、藩主の鎧が入った具足櫃、御召替具足櫃までが並ぶわけです。

　図5の上段は図4の下段の鼻馬のところを拡大したものです。沓
くつ

籠
かご

、馬
うま

柄
びし

杓
ゃく

、

というのが5つずつ出てきます。鼻馬が5疋いますから、1つずつ付属すると

判断できるでしょうが、「沓籠」は聞き慣れない言葉と思います。

　馬柄杓が馬に水を飲ませる道具であることは分るでしょう。もう一つの

鼻馬沓籠馬柄杓御陳長持旗竿

先手鉄炮役

図５　鼻馬・沓籠・御陳長持、先手鉄炮役の行列

（10）.
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. . . 女　二百二拾三人

足軽・掃除坊主共

一. 六千四百八拾三人

. . 内. 男　三千二百七拾一人

. . . 女　三千二百拾一人

長柄・小道具・駕籠・馬附・台所共

一. 六百五拾四人　　　　　　　

. . 内. 男　五百四拾三人

. . . 女　百拾一人

. （「雑書」『岩手県史』第5巻所収）

　「侍手廻」がいわゆる侍以上のもの、それから「侍召使」とある侍の陪臣。

女が「三千」というのは、おそらく武家屋敷に仕えている女中が含まれている

と思います。

　その次が「徒
かち

」、これが歩兵隊で、ここからは御目見以下になります。その

次に「六千四百八拾三人」とあるのが、足軽・掃除坊主ども。掃除坊主とは御

殿内部の座敷の清掃などを担当したものですが、足軽と南部藩では同じ身分

だったわけですね。一番下の身分が、長柄・小道具・駕籠・馬附・台所共とあ

りまして、足軽と長柄の者（鎗持）は、明確に区別されており、長柄の者以下

は奉公人である。そうした差別が南部藩でもありましたし、鎗持が上級武士の

鎗を持つときには、みんな二本差しだったわけです。

藩主の武威を飾る本陣

　図4中段の長柄頭の後、鼻馬（花馬）からが本陣の部隊となります。足軽隊

は前衛部隊であり、鼻馬が本陣の先頭となります。鼻馬が5疋。現在は5頭と

数えていますが、江戸時代には馬は「疋
ひき

」と数えており、「頭」と呼ぶように

なったのは明治以降です。

（9）.
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用いたり、鎗持は双刀を帯し、そのほかは一刀を帯す、 又万石以上にて譜

代等の人は仲間に木刀を帯せしむる向あり、草履取、傘持等は平日草履を

用い、その他の下供は皆草鞋をはきたり、舁丁、俗に陸尺という、又看版

を著す、紋付なり、

. （市岡正一『徳川盛世録』1889年刊）

　ここには「鎗持は双刀を帯し、そのほかは一刀を帯す」とあり、図３の鎗持

（御長柄）も、二本差しになっています。多くの方が、二本差しが武士の身分

の象徴だと思っているかもしれませんけれども、実は中間も、鎗持だけは、大

小と2本差すことができた、というのが当時の常識でした。江戸時代の浮世絵

などには、それをきちんと描いてあるものがありますが、明治になるとそれが

1本になっているものもあり、変わってるようです。ですから二本差し武士と

は限らない、というのが、当時の常識ではあったわけです。

　さらに、『雑書』という南部藩の記録には、寛政2年（1790）頃の家族や女

まで含めた南部藩の武家人口が書かれています。

史料２　寛政2年の南部藩武家人口

侍手廻

一. 一万二千四百七拾八人

. . 内. 男　六千三百拾八人

. . . 女　六千百六拾人

侍召仕

一. 八千四百拾人　　　　　　　

. . 内. 男　五千二百四拾一人

. . . 女　三千百六拾九人

徒

一. 四百六拾二人

. . 内. 男　二百三拾九人

（8）.
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　参勤交代行列は、実は戦国から江戸時代にかけてつくり上げられた、武家の

軍隊の行列です。まず、敵が近づいたら鉄炮が撃ち始める。より近づくと弓が

加わる。さらに近づくと、鉄炮隊、弓隊は左右に分かれて、長柄隊（鎗隊）が

突っ込み、戦闘が始まるという、戦闘隊形の軍隊の行列でした。

　戦闘隊形の行列というのが、参勤交代行列の第一の基本でもあります。

　ところで、しばしば長柄部隊を「鎗足軽」と呼びますけれども、江戸時代に

は基本的に鎗足軽はいませんでした。鎗の者は、足軽以下の中
ちゅう

間
げん

でした。明治

時代に旧旗本が江戸時代の江戸幕府の制度、格式について書いた『徳川盛世

録』に、中間の衣服を史料１のように説明しています。

史料１　中間の衣服

仲
ちゅう

間
げん

は多くは看版を著す、草履取、傘持等は看板に五所の紋を染出す、

色は黒又は紺なり、その丈け長く、裾は前より取りて脇にて帯に挟み、褄

の端を後ろに顕さず、これを巻
まき

端
はしょり

折という、本式なり、看版は通常、冬は

木綿袷.綿入もあり、夏は麻単なり、万石以下にては仲間に木刀を帯せし

む、木刀は樫にて作り、鍔・縁・頭・胴・金具・小尻とも、真鍮又は銅を

御
長
柄

御
長
柄
頭

御
鼻
馬

御
牽
手

御
沓
箱

御
柄
杓

御
陳
長
持

御
旗
竿

御
具
足
櫃

御
召
替
具
足
櫃

図４　南部藩参勤交代図巻②
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前後に小頭（分隊長）がいて、その指揮を執りました。.

　さらに図3の2列目には、弾薬を入れた玉箱と彼らの具足を入れた具足櫃が

続き、その後ろから御鉄炮先手役（鉄炮足軽隊の隊長）が馬に乗り、12名の

家来を連れて進みます。

　ここで、時代劇とは異なる常識が示されています。まず、戦国末期から近世

の軍勢というのは、歩兵が先に行って馬が後から行きます。それから、馬は一

騎で進むのではなく、必ず10名前後の家来を周りに連れていきます。この御

鉄炮先手役は、先
さき

徒
がち

という武士身分の家来。足軽身分の若党。さらに、馬の口

を取る口付。草履取、傘持、挟箱持、鎗持を率いていますが、馬に乗って鎗を

持たせ、家来に周りを囲ませて進むのが、一人前の武士の行列でした。武士は

1人では歩かず、必ず供を連れていく。後からも話しますが、最低、草履取。

それから鎗持。そして特に上級武士は馬に乗って家来に鎗を持たせていました。

　図3の説明に戻りますが、足軽鉄炮隊の後に、弓隊が進み、弓が15張、その

後ろに矢箱。そして、さらに後ろに御弓先手役、つまり弓足軽の隊長が行く。

　先に鉄炮隊が行き、次に弓隊が行く。そして図4の長
なが

柄
え

隊、長く統一された

鎗が15本行きます。その後ろから長柄頭、この鎗隊の隊長が同じように進む。

御
鉄
炮
小
頭

御
鉄
炮

玉
箱

具
足
櫃

先
徒

口
附

御
鉄
炮

 

先
手
役

若
党

傘
持
・
草
履
取

挟
箱
持
・
鑓
持

御
弓
小
頭

御
弓

御
矢
箱

御
弓

 

先
手
役

図３　南部藩参勤交代図巻①
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はなく藩士の家来、つまり大名の家来の家来（陪臣）なのか、図を検討して確

定していきます。さらに、それが一人前の武士（上級家臣）なのか、そうでは

なく御目見以下で、歩兵隊に当たる徒
かち

なのか。さらに低い最低の武士の足軽な

のか。武士ではない小者、中間といった奉公人なのか。それを図から分析し

て、図示していきます。図では直臣は白、陪臣は黒と区別しながら、一人一人

を確定していきます。長いものではその作業だけで2週間ぐらいかかります。

以下、その作業結果をもとに、『南部藩参勤交代図巻』に描かれた人物を検討

していきます。

先頭の足軽部隊

　『南部藩参勤交代図巻』は図3のように、まず赤い袋を担いだ足軽（鉄炮足

軽隊）が描かれます。赤い袋の中は火縄銃であり、合計で20挺です。そして

（5）.

図２　南部藩参勤交代図巻の構成
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3月、帰国は5月と原則が幕府によって定められていました。盛岡から江戸まで

は139里。宿次、つまり宿場が91あり、街道筋の宿駅では、伝馬という宿場の

馬を100疋使用して荷物を運び、加えて人足50人も使用したといわれます。奥

州街道の宿駅では、各宿で、1日に馬25疋と人足25人を常備しておくことが定

められていました。宿場で足りない場合には、周辺の村々から助郷によって、

不足分の馬や人足を動員しながら、参勤交代の行列は進んでいたわけです。

　南部藩は12日振り（11泊12日）が原則であり、盛岡を出立して鬼柳→一関

→古川→国分町→白石→八丁目→須賀川→芦野→喜連川→小金井→杉戸と宿泊

し、江戸に着きます。

　ただし、寒期の9月から2月には13日振りになり、文政8年（1825）には15

日振りの計画も策定された、といわれております。

　宿場の問題ですが、白河以南の奥州街道は37家の大名が使っていました。

その参勤交代のたびにそれぞれの宿駅は人や馬を用意し、また、不足分は周辺

の村々が助郷として負担しなければいけませんでした。

『南部藩参勤交代図巻』

　私は、今まで100以上の参勤交代や武家の行列絵巻、絵図を検討してきまし

たが、大半は近代の作でした。近代と江戸時代に描かれた絵巻を一番簡単に見

分ける方法は、駕籠の中に藩主の顔が描いてあるか否かです。描いてなければ

近世だと思って良い。描いてあれば、大抵、近代以降である。例外もあります

が、基本的にはこれで判断できます。近世の図巻の中には、藩主の姿だけが彩

色されていなかったり、藩主の姿を丸く金箔をはって覆い隠したりした図があ

ります。「御目見え以上」のものだけが藩主に拝謁できた時代に、誰でも藩主

の顔を見る事はできませんでした。

　さて、『南部藩参勤交代図巻』には、約30メートルで650人ほど描かれてお

りますが、私は行列図を検討するとき、描かれた人物を一人一人見ながら、図

2のようにこの人物が、大名の家来である藩士（大名の直臣）なのか、そうで

（4）.
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一人一人を検討しながら、武家社会の構造を読み解いていこうと思います。

　この図巻は盛岡市の太田稔先生が所蔵されており、現在、岩手県立博物館が

保管しております。既にいくつか図録が出ており、吉田義昭氏の編著、霞会館

の図録、また岩手県立博物館の図録などに掲載されています。

　私は太田先生からご厚誼をいただきまして、吉田義昭氏の『南部盛岡藩参勤

交代図巻』を賜りました。太田先生には深く感謝をしております。またこの講

演は、この図録によって検討できた成果の一部を紹介するものです。

　最初に南部（盛岡）藩の概要を示しておきます。南部藩は20万石、始めは

10万石で、戦国以来の旧族大名、南部氏が藩主でした。

　旧族大名という、聞き慣れない言葉を使いました。よく用いられる親藩、譜

代、外様という大名の分類は、実は近代にできたもので、近世にはこの分類は

ありませんでした。また、この分類は大名の歴史的な形成過程を示してはいま

せん。現在の研究では「旧族大名・織豊取立大名・徳川取立大名」と分類して

います。戦国以来の大名を「旧族大名」と呼びます。中には平安末期から続い

てる大名家もありますが、例えば薩摩の島津氏のように、鎌倉時代以来、幕末

まで同じ地域にいた者を「旧族居付大名」。上杉氏のように、越後、会津、米

沢と転封したのを「旧族移転大名」といいます。さらに、織田氏や豊臣氏に取

り立てられた大名を「織豊取立大名」。徳川氏に取り立てられた「徳川取立大

名」といい、これが親藩・譜代になります。その中にも、家康以来、家康の武

将として天下統一を戦い取ってきた「武功取立大名」。また江戸幕府ができて

から、吏僚として大名となった新参の「新規取立大名」と区分しています。

　さて、南部氏は天正18年（1590）、南部信直が豊臣氏から領地を安堵され、

寛永11年（1634）に10万石と確定し、寛文4年（1664）には八戸藩に2万石を

分地しました。天和3年（1683）、新田を加えて10万石に高直しする。さらに

文化5年（1808）、蝦夷地の警備の功績により、領地の大きさは変わらなかっ

たわけですけれども、格式として20万石に高直ししております。

　南部藩の参勤交代の人数については、一般に近世中期には500 ～ 600人であ

り、後期には300人程度だった、といわれています。参勤交代の時期は、参勤は

（3）.
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す。同じ霞が関の風景を描いていますが、下図は紀州藩主が藩邸から江戸城に

出仕する様子を描いています。大名行列図には、このような出仕の「平時の

図」、参勤交代や上洛などの「旅装の図」があり、基本的には参勤交代の「旅

装の図」が、武家社会の構造を表していると考えています。

図１　歌川広重(2代)画「東都霞ヶ関諸侯行粧之図」 文久3年〈1863〉（上）
　　　市岡正一著『徳川盛世録』（明治22年〈1889〉刊）（下）

南部藩の参勤交代

　今回検討するのは、近世後期に描かれた『南部藩参勤交代図巻』で、南部藩

盛岡城を、大名の南部氏が出立する姿を描いた図巻です。天地が28cm、長さ

が30mほどあり、人物・650人、馬・29疋、鎗・64本、鉄炮・38挺、弓・23

張が描かれています。現存している大名行列図巻のなかには、省略が甚だし

かったり、デタラメに描かれていたりする図が多くありますが、この図巻は行

列の基本的な構造を、正確に描きこんだものと評価できます。以下、この図の

（2）.
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令和2年度 公開学術講演会（令和3年2月1日 配信）

参勤交代行列の構造

根　岸　茂　夫

　私は、武家社会の研究の一つとして大名行列、武家の行列の検討を続けてお

ります。この検討で気が付きました問題のいくつかをここでお話しします。

　この重要な史料として、行列絵巻があります。史料から様々な問題を見つけ

ていくことは歴史学の基本ですが、古文書、古記録のような文字史料だけでは

なく、絵巻、絵図も重要な史料となります。しかし、絵図を史料として見るに

は、古文書、古記録を丹念に検討しながら、描かれたモノを解釈していく作業

が必要で、実際、古文書、古記録の検討よりも多くの作業を必要とします。そ

のような検討の一端をお話しできればと思います。

　私は「大名行列図は、近世の武家社会の構造を一列にしたもの」と考えてい

ます。ただ、描かれた順が身分の上のものからというわけではありません。

よく構造論では、トーテムポールに彫られた顔を順番に解釈しながら、神話を

読み解いていく方法が試みられます。描かれた武家の行列も、同様に一人ずつ

を検討すると、近世の武家社会の構造が見えてくるはずです。

大名行列の種類

　武家の行列は、大きく2種類に分かれます。

　図１の上の浮世絵（歌川広重（2代）画「東都霞ヶ関諸侯行粧之図」文久3年

〈1863〉）は、文久3年に14代将軍徳川家茂が上洛した後、江戸に帰って来た様

子を描いています。

　下の絵は市岡正一著『徳川盛世録』（明治22年〈1889〉刊）からとった図で

國學院大學研究開発推進機構紀要　第13号　令和3年3月 （1）.
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